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1. 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 
 

1.1. 事業者の名称 

中部国際空港株式会社 

 

1.2. 代表者の氏名 

代表取締役社長 犬塚 力 

 

1.3. 主たる事務所の所在地 

愛知県常滑市セントレア一丁目 1 番地 
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2. 対象事業の目的及び内容 

2.1. 対象事業の目的 

中部国際空港は、成田国際空港、関西国際空港と並ぶ国際拠点空港であり、2005 年の

開港以降、24 時間運用可能な海上空港としての特性を活かし、モノづくり産業を中心に

我が国の経済成長をけん引する中部圏における、国内外との「人の交流」、「産業のサプ

ライチェーン」を支える重要な社会インフラとして、大きく貢献している。 

本事業は、中部国際空港が国際拠点空港としての機能を十分に発揮していけるよう、

現在、滑走路が 1 本であることにより生じる、特に下記(1)及び(2)の空港運営上の喫緊

の課題を含め、5 つの課題に対応していくため、代替滑走路を新たに整備するものであ

る。 

(1)完全 24 時間運用の実現 

(2)現滑走路の大規模補修への対応 

(3)不測の事態による滑走路閉鎖リスクの回避 

(4)災害時におけるバックアップ機能の強化 

(5)リニア中央新幹線等の整備効果の向上 

 

2.2. 対象事業の内容 

2.2.1. 対象事業の種類 

滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業 

 

2.2.2. 対象事業が実施されるべき区域の位置 

愛知県常滑市セントレア地内に位置する中部国際空港の空港用地（愛知県の空港島地

域開発用地を除いた部分）とする。 

対象事業実施区域を図 2.2-1 に示す。 

 

2.2.3. 対象事業の規模 

新設する滑走路の長さ 3,290m 

 

2.2.4. 飛行場の利用を予定する航空機の種類及び数 

飛行場の利用を予定する航空機の種類は大型ジェット機、中型ジェット機、小型ジェ

ット機、プロペラ機、回転翼機である。 

飛行場の利用を予定する航空機の発着回数は、「2.3.3. 環境影響評価で想定する航空

機の発着回数」に示すとおりである。 
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図 2.2-1 対象事業実施区域 
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2.2.5. 対象事業実施区域及び対象事業の概要 

中部国際空港代替滑走路事業の対象事業実施区域の平面図は図 2.2-2 に示すとおりで

ある。 

代替滑走路事業実施前後の A-A´方向の模式図は図 2.2-3 に示すとおりである。 

代替滑走路は、現在の A 平行誘導路を改修して整備する。またそれに伴い、航空灯火、

排水施設等、必要とされる施設の整備を行う。 

 

 

図 2.2-2 中部国際空港代替滑走路事業実施区域（平面図） 

 

 

図 2.2-3 代替滑走路事業実施前後の A-A′方向の模式図 
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2.2.6. 対象事業の工事計画の概要 

 (1) 工事の施工手順 

工事は、現在の A 平行誘導路を改修して代替滑走路を整備するものであり、主に拡幅

部分の既存施設撤去、代替滑走路の舗装、雨水排水設備の設置、滑走路灯などの航空灯

火の設置、標識等の設置を行うほか、代替滑走路の転移表面に抵触するエプロン照明灯

柱の切り下げ等の対応が必要となる。代替滑走路の断面模式図は図 2.2-4 に示すとおり

である。 

なお、詳細な施工計画については「10.1 予測の前提 10.1.1 工事の実施」に示す。 

 

 

図 2.2-4 代替滑走路の断面模式図 
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 (2) 工事工程 

工事期間は約 2 年を見込んでいる。なお、工事は現在運用している空港内で実施する

ため、昼間に施工可能な工事を除き、航空機の発着回数が少ない夜間に工事を行うこと

を想定する。また、航空機の運航に支障が生じないよう、工事範囲を複数に分割して順

次施工を行うことを想定する。 

なお、詳細な工事工程や使用する建設機械及び資材等運搬車両の計画については

「10.1 予測の前提 10.1.1 工事の実施」に示す。 

 

表 2.2-1 工事工程表 

 1年目 2年目 

撤去工   

土工   

舗装工   

排水工等   

航空灯火工   

幹線ダクト設置工   

航空受配電所増改築   

転移表面接触物件改修   
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2.3. その他の対象事業の内容 

2.3.1. 滑走路運用の考え方 

2 本の滑走路運用の考え方は図 2.3-1 のとおり想定している。 

通常時は、原則として現滑走路を着陸専用、代替滑走路を離陸専用として運用を行う

ことを想定している。ただし、滑走路のメンテナンス作業を実施する間は、その滑走路

を閉鎖して、もう一方の滑走路のみで運用を行うことを予定している。 

現滑走路が長距離国際路線などで必要となった場合には、現滑走路を使用して離陸す

ることにより、航空会社の運航に支障が生じないよう対応する。 

なお、現滑走路の大規模補修工事の施工時は、現滑走路を閉鎖して代替滑走路のみで

運用を行うことを想定している。 

（大規模補修及びメンテナンス作業の内容については 3-5～3-6 ページに記載） 

 

代
替
滑
走
路
の
供
用
後 

通
常
時 

 

 

・現滑走路を着陸専用、

代替滑走路を離陸専用

として使用。 

 

※ILS：無線による着陸援助装置 

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
時 

 

・現滑走路のメンテナン

ス作業時は、現滑走路

を閉鎖し代替滑走路を

使用。 

 

・代替滑走路のメンテナ

ンス作業時は、代替滑

走路を閉鎖し現滑走路

を使用 

（
参
考
）
現
滑
走
路
の 

大
規
模
補
修
工
事
の
施
工
時 

 

・現滑走路を閉鎖し代替

滑走路を使用。 

但し、天候不順時は、

ILS進入ができる現滑走

路を使用。 

図 2.3-1 滑走路運用の考え方  
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2.3.2. 雨水等排水計画 

雨水等排水計画について、現在の空港区域内の雨水排水は、周囲の海域へ放流してお

り、代替滑走路においても、現在の空港区域と同様に海域に放流する予定である。 

また、旅客ターミナルビル等の空港施設内から発生する施設排水については、現状と

同様に公共用下水道に接続し処理する。 

 

2.3.3. 環境影響評価で想定する航空機の発着回数 

本事業は、「2.1.1. 対象事業の目的」に示したとおり、特に完全な 24 時間運用の実

現や現滑走路の大規模補修といった喫緊の課題解決などのために計画するものである。 

このため、環境影響評価の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症収束後の 1

日当たり発着回数を、2019 年度以前の利用実績を基に表 2.3-1 のとおり想定する。こ

の値は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の 2019 年度以前の 1 日当たり発

着回数の最大値（2020 年 1 月 4 日（土）の 365 回（台風の影響は除く））を基に、その

日以降の深夜早朝時間帯における発着回数の増分（4 回）を加えることにより、環境影

響が最も大きくなる 1 日当たり発着回数（369 回）を想定したものである。 

 

表 2.3-1 環境影響評価において想定する 1 日当たり発着回数 

 
2019年度 

新型コロナウイルス 

感染症収束後 

発着回数 306 回/日 

（最大365回/日） 
最大369回/日 

注1）2019年度の306回/日は、計画段階環境配慮書P4-11の図4.3-1に記載した「現在の航空機騒音の推計結果」

の前提となる発着回数である。（回転翼機は除く） 

注2）中部国際空港建設時の環境影響評価（平成11年（1999年）6月）で想定した発着回数：350回/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-2 環境影響評価において想定する 1 日当たり発着回数（時間帯別） 
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3. 中部国際空港の現状とこれまでの検討経緯等 

3.1. 中部国際空港の現状 

3.1.1. 中部国際空港の概要 

 (1) 空港概要 

中部国際空港は、平成 17 年（2005 年）2 月 17 日に、愛知県常滑市沖合の人工島（空

港島）に、24 時間運用可能な国際拠点空港として開港し、中部国際空港株式会社が設置

管理を行っている。 

表 3.1-1 中部国際空港の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-1 中部国際空港位置図及び中部国際空港全体図 

名称 中部国際空港（愛称：セントレア） 

種別 拠点空港（会社管理空港） 

設置管理者 中部国際空港株式会社 

位置 愛知県常滑市 

供用開始日 平成17年（2005年）2月17日 

空港島面積 約580ha（うち空港用地約473ha） 

滑走路 3,500ｍ×60ｍ 

スポット数 81スポット 

運用時間 24時間 

 

空港用地 

滑走路 

第 1 旅客 
ターミナルビル 

第 2 旅客 
ターミナルビル 

センターピア 

貨
物
地
区 
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 (2) 利用状況 

 1) 旅客数・発着回数 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前は、リーマンショック（平成 20 年

（2008 年））や東日本大震災（平成 23 年（2011 年））などの影響により旅客便数が減少

した結果、旅客数等が低迷した時期もあったが、その後は、旺盛な訪日外国人旅行者に

支えられ、2019 年度（令和元年度）には過去最高となる旅客数 1,260 万人、航空機の発

着回数 11.3 万回を記録した。 

令和 2 年度（2020 年度）以降は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、旅客

数、発着回数ともに大きく落ち込んだが、各種の制限が撤廃された以降は回復傾向にあ

る。 

 

 
注）表示単位以下の値を四捨五入しているため、各年度の国際線旅客数及び総合計の値が合わないことがある。 

図 3.1-2 中部国際空港 旅客数・発着回数 
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 2) 国際貨物取扱量・国際貨物便数 

国際貨物取扱量は、まだ、コロナ禍以前の実績には達していない。これは、中部国際

空港の旅客便が回復途上であり、旅客便のべリースペースがコロナ禍以前と比べ減少し

ているため、他空港に貨物が流出していることによるものである。 

なお、国際貨物便数は、令和 4 年度（2022 年度）時点で 53 便/週であり、過去最高便

数に迫る便数まで増加している。 

 

 

図 3.1-3 中部国際空港 国際貨物取扱量・国際貨物便数 

  

取扱量︓名古屋税関「中部空港 貨物取扱量（速報）」より
※便数は、各年度ピーク時の便数
※各要素を四捨五⼊しており、⼀部で総取扱量（合計値）が⼀致しない
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 (3) 航空ネットワーク 

 1) 旅客便 

令和 6 年（2024 年）1 月 1 日時点において、国際線は 18 都市 249 便/週、国内線 17 都

市 75 便/日である。 

【参考】令和元年（2019 年）冬ダイヤ（ピーク時）：国際線 42 都市 486 便/週、国内線 19

都市 97 便/日 

＜国際線＞ 

 
※赤字が就航都市 

＜国内線＞ 

 

※赤字が就航都市 

図 3.1-4 中部国際空港 航空ネットワーク 

 2) 国際貨物便 

令和 6 年（2024 年）1 月 1 日時点において、9 都市 53 便/週である。 

 

図 3.1-5 中部国際空港 国際線貨物便の就航状況  
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3.1.2. 中部国際空港の課題 

現在、滑走路が 1 本であることにより生じる、特に下記(1)及び(2)の空港運営上の喫

緊の課題を含め、5 つの課題がある。 

 

 (1) 完全 24 時間運用の実現 

中部国際空港は、24 時間運用が可能な海上空港である。しかし、航空機の安全な運航

を確保するため、深夜及び早朝の時間帯の航空機の発着の合間に、滑走路を閉鎖し、ま

とまった作業時間を確保して路面の清掃や通常補修など滑走路のメンテナンス作業を実

施している。その間、航空機の発着はできなくなるので、完全 24 時間運用は実現でき

ていない。 

メンテナンス作業には、最低限、週 10 時間程度の時間が必要となるが、コロナ禍前

の令和 2年（2020 年）1月には、週 11時間程度しか確保できないなど、深夜及び早朝の

時間帯に発着する国際貨物便などの増加に伴い、メンテナンス作業の時間確保が難しく

なっている。 

滑走路が 2 本あれば、1 本の滑走路をメンテナンスしつつ、もう 1 本の滑走路で航空

機の発着が可能となるため、深夜及び早朝の時間帯における国際貨物便や LCC 等の多様

なニーズに対応することが可能となる。 

 

【主なメンテナンス作業】 

・路面清掃 
・路面の通常補修（クラックの補修等） 
・路面性状調査（わだち掘れ測定等） 
・標識の再塗装 
・航空灯火の洗浄・交換 等 
 

 

 

 

【メンテナンス作業により滑走路が利用できなくなる時間帯】 

※テク：テクニカルランディング（航空機が給油のみの目的で空港に立ち寄ること） 

航空灯火の交換 標識の再塗装 
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 (2) 現滑走路の大規模補修への対応 

中部国際空港の滑走路は、令和 6 年（2024 年）2 月をもって開港から 19 年が経過して

おり、滑走路のアスファルト舗装の材料劣化は進んでいるものの、空港の運用に支障を

きたさないよう、日々のメンテナンスによって対応しており、安全性に問題は生じてい

ない。一方、今後の更なる材料劣化の進展などに伴う舗装の破損を予防するためには、

舗装面を全面的に切削し再舗装する大規模補修の実施が不可欠である。 

滑走路の大規模補修を実施する場合、試算では 2 年間にわたって、一定期間、深夜及

び早朝の時間帯に、補修作業のため 6 時間半連続して滑走路を閉鎖することとなり、こ

の時間にこれまで中部国際空港を拠点として運航していた国際貨物便等の発着ができな

くなる。 

深夜及び早朝の時間帯に運航されている国際貨物便は、この地域における産業のサプ

ライチェーンを支えている。長期間、航空機が発着できなくなることになれば、その拠

点は中部国際空港から他の国際空港に移転されて失うこととなり、この地域の航空貨物

は、コスト、時間をかけて陸上で他の国際空港まで輸送せざるを得なくなる。 

滑走路が 2 本あれば、現滑走路の大規模補修期間中においても、もう 1 本の滑走路で

航空機の発着が可能となるため、深夜及び早朝の時間帯に運航されている国際貨物便の

運航の継続や今後の国際貨物便や旅客便の増便に対応することができる。 

 

【想定】現滑走路の大規模補修工事 

 滑走路面を 8 ㎝切削した後、アスファルト（厚さ 8 ㎝）でオーバーレイ（舗装）を実施 

 1 日あたり長さ 30m×幅 30m 施工 

⇒作業時間は最低 6 時間半／日必要 

【工程】 

 

 

 

（滑走路の断面） 

 

 

 

 

 

 

【参考】滑走路メンテナンス作業の通常補修 

・ 部分的な機能的破損（クラック、ポットホール）が発生した都度、シール注入、パッチ

ングなどにより補修 

補修（シール注入）の様子 
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 (3) 不測の事態による滑走路閉鎖リスクの回避 

航空機が何らかのトラブルにより滑走路上で停止した場合や、落雷等により滑走路に

何らかの不具合が発生した場合には、復旧までの間、滑走路は閉鎖することになる。 

滑走路が 2 本あれば、もう 1 本の滑走路で、航空機の発着が可能となる。 

 

【航空機トラブルによる滑走路閉鎖事例】 

 2012 年 8 月 7 日、中部国際空港において、航空機のブレーキトラブルにより、高速離

脱誘導路上で動けない状態となり、滑走路を閉鎖した。 

【影響】 

・滑走路閉鎖：1 時間 05 分 

・欠航：1 便 

・目的地変更：7 便 

・遅延：出発 6 便、到着 2 便 

 

 

 (4) 災害時におけるバックアップ機能の強化 

首都圏や関西圏において大規模災害が発生し、成田国際空港や関西国際空港といった

国際拠点空港の運用に支障が生じた場合、中部国際空港は、日本の中心に位置し、首都

圏、関西圏とのアクセスにも優れていることから、両圏域に所在する空港の代替機能の

中心的な役割を担うこととなる。 

平成 30 年（2018 年）9 月 4 日、台風 21 号の影響により、関西国際空港の第 1 期島内

で広域にわたって浸水が発生し、航空機の発着が不能となった際には、旅客便 368 便、

貨物便 20 便が中部国際空港を利用した。 

滑走路が 2 本あれば、メンテナンス、大規模補修期間中、または不測の事態により 1

本の滑走路が閉鎖されていても、もう 1 本の滑走路で航空機の発着が可能となり、災害

時における代替機能としての役割を十分に果たすことができるようになる。 

 

 (5) リニア中央新幹線等の整備効果の向上 

今後、予定されているリニア中央新幹線の東京－名古屋間の開通により、人口 5 千万

人のリニア大交流圏というメガリージョンが形成される。 

また、リニア中央新幹線の開業も見据え、名古屋高速道路や伊勢湾岸道路と接続する

ことによって中部国際空港へのアクセス性が向上するとともに、定時性・信頼性が向上

することとなる西知多道路が整備される。 

中部国際空港が滑走路を 2 本備え、完全 24 時間運用を実現し、国際拠点空港として

相応しい機能を確保することは、同時にリニア中央新幹線及び西知多道路の整備効果を

高めるものになる。 
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3.2. 中部国際空港建設時の環境影響評価 

3.2.1. 中部国際空港建設時の環境影響評価の概要 

中部国際空港の建設時には、「運輸省所管の大規模事業に係る環境影響評価実施要領

（運輸省所管の大規模事業に係る環境影響評価の実施について）」（昭和 60 年 4 月 26 日

付け運環第 25 号運輸大臣通達）、「建設省所管事業に係る環境影響評価実施要綱」（建設

省所管事業に係る環境影響評価の実施について）」（昭和 60年 4月 1日付け建設省経環発

第 10 号建設事務次官通知）に基づき、「中部国際空港建設事業及び空港島地域開発用地

埋立造成事業に関する環境影響評価書」（平成 11 年 6 月、中部国際空港株式会社・愛知

県）が作成された。 

上記の環境影響評価書の総合評価として、事業の実施が環境に及ぼす影響を予測・評

価した結果、大気質、騒音、振動、悪臭、水質、底質、地形・地質、動物・植物、生態

系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物等及び温室効果ガス等に及ぼす影

響については、各種の環境保全対策の実施により回避・低減されており、また地域の環

境保全の基準または目標の達成状況にほとんど変化をきたすことはなく、伊勢湾及びそ

の周辺地域の環境に及ぼす影響は小さいものと考える旨が記載されている。 

あわせて、環境への負荷をさらに低減する対策を推進するとともに、存在、供用時は

もとより、工事中の各時点において環境監視に万全を期すことにより、伊勢湾及びその

周辺地域の環境に及ぼす影響を最小限にとどめるよう努めると記載されている。 

 

3.2.2. 環境監視調査の概要 

平成 17 年（2005 年）2 月の開港後、中部国際空港株式会社と愛知県は空港島及び空

港対岸部の存在に伴う水質汚濁、海水の流れ、空港の供用に伴う航空機騒音などの周辺

地域に対する影響を把握し、必要に応じて適切な措置を講じることにより環境の保全を

図ることを目的として、「空港島及び空港島対岸部に係る環境監視計画」を策定し、こ

の環境監視計画に基づき調査を実施してきた。また、調査結果のとりまとめ、公表にあ

たっては、第三者機関が設置する公正・中立の立場の委員会において、科学的・客観的

な検討・評価を受けた。 

その評価の結果、「空港島等の存在及び空港の供用に伴う環境への影響はほとんど認

められなかった。」とされたことや、環境影響評価で予測した結果の範囲内であったこ

となどから、平成 21 年度（2009 年度）末で航空機騒音を除く項目の調査を終了してい

る。 

平成 22 年度（2010 年度）からは「中部国際空港に係る環境監視計画」に基づき、航

空機騒音を調査し、結果を公表している。 
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3.3. 隣接地における事業 

3.3.1. 中部国際空港沖公有水面埋立事業の概要 

中部国際空港沖公有水面埋立事業は、名古屋港から発生する浚渫土砂を処分するため、

国土交通省中部地方整備局が事業主体となり、新たな土砂処分場を整備するものである。 

中部国際空港沖公有水面埋立事業については、環境影響評価法に基づき環境影響評価

手続が実施された。 

令和 2 年（2020 年）3 月に「中部国際空港沖公有水面埋立事業 環境影響評価書」が

公告・縦覧された。その後、令和 3 年（2021 年）2 月に中部国際空港沖公有水面埋立承

認願書が国土交通省中部地方整備局から愛知県に提出され、同年 5 月に承認された。評

価書によると、空港西側（西工区）の埋立完了までには 15 年程度を要する見込みであ

る。 

令和 4 年（2022 年）2 月に工事が開始されている。 

なお、埋立事業計画は令和 5 年 11 月に変更手続きが承認されている。主な変更内容

は、西側工区割の見直し（西Ⅴ工区の追加）、護岸法線形状の変更（隅角部の R 化）、施

工順序の変更である。 

 

 

出典：「中部国際空港沖公有水面埋立 設計概要変更承認申請_添付図書」（令和 5 年 11 月、

国土交通省中部地方整備局） 

図 3.3-1 事業計画（変更） 
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表 3.3-1 概略工事工程（変更） 

 

出典：「中部国際空港沖公有水面埋立 設計概要変更承認申請_添付図書」（令和 5 年 11 月、国土交通省

中部地方整備局） 

 

3.3.2. 中部国際空港沖公有水面埋立事業の環境影響評価と環境監視調査の概要 

事業実施にあたり、環境影響評価書の中で「環境保全措置を確実に実施するとともに、

工事の実施時及び埋立地の存在時に環境監視調査を実施し、環境の状況の把握と環境の

保全に努める」とされており、国土交通省中部地方整備局において、「中部国際空港沖

公有水面埋立事業 環境監視調査計画書」（令和 3 年 2 月）に基づく環境監視調査を実

施している。 

 

3.4. 地域の取組み 

3.4.1. 「中部国際空港の将来構想」の公表 

中部国際空港は、現在は滑走路が 1 本であるため、深夜及び早朝の時間帯の航空機の

発着の合間に滑走路を閉鎖して、航空機の安全な運航を確保するための滑走路のメンテ

ナンス作業を実施しており、完全 24 時間運用は実現できていない。 

こうした中、地域の自治体（愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市）、経済団体（名古

屋商工会議所、一般社団法人中部経済連合会）、空港会社（中部国際空港株式会社）の

長で構成する中部国際空港将来構想推進調整会議は、令和 3 年（2021 年）12 月に『中

部国際空港の将来構想』を取りまとめ、発表した。 

この中で、空港の完全 24 時間運用の実現や現滑走路の大規模補修などの喫緊の課題

に対応するため、『中部国際空港の将来構想』における第 1 段階として、現空港用地内

の誘導路の 1 本を転用して新たな滑走路を整備し、令和 9 年度（2027 年度）に供用開始

を目指すこととしている。 
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3.5. 中部国際空港株式会社の取組み 

3.5.1. PI の実施 

『中部国際空港の将来構想』の公表を受け、中部国際空港株式会社は、喫緊の課題に

対応するための現空港用地内における滑走路増設の具体的な整備計画の策定に向けて、

地域の自治体、経済団体と連携・協力して、「中部国際空港 PI 推進協議会」を設置し、

滑走路増設について、住民・関係者等から幅広く意見を得ながら合意形成を図るパブリ

ック・インボルブメント（PI）を実施した。なお、PI の実施にあたり、PI の透明性、

公平性、公正性を確保するため、有識者等から構成される「中部国際空港 PI 評価委員

会」の助言、評価を得ながら進めた。 

PI の実施にあたって準拠した国土交通省航空局の「一般空港の整備計画に関するパブ

リック・インボルブメントガイドライン（案）」においては、「滑走路新設事業（空港の

新設、空港の移転もしくは既存空港の滑走路増設または移設）については、幅広い選択

肢から滑走路のおおむねの位置、方位等の基本的な諸元に関する一つの候補地を選定す

る段階（以下、「構想段階という」）と、候補地が選定された上で具体的な施設の配置等

の計画案を決定するための段階（以下、「施設計画段階」という）の各々において PI を

行うこと」とされている。 

今回の滑走路増設は、空港の完全 24 時間運用の実現や現滑走路の大規模補修などの

喫緊の課題に対応するものであることから、現空港用地内という限定された中で増設滑

走路の施設計画案を想定するため、候補地を選定する「構想段階」と具体的な施設計画

案を検討する「施設計画段階」をあわせた PI を実施することとした。 

 

表 3.5-1 中部国際空港 PI 推進協議会 構成団体 

自治体 愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、常滑市 

経済団体 名古屋商工会議所、一般財団法人中部経済連合会 

空港会社 中部国際空港株式会社 
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3.5.2. 滑走路整備案の選定 

 (1) 滑走路整備の必要性及び候補地 

滑走路 1 本で現状のまま何も方策を講じない場合には、各課題を解決できないことと

なり、メンテナンス作業中や、実施せざるを得ない現滑走路の大規模補修を行う間、航

空機の発着ができなくなる。また、2 本目の滑走路を空港島の既存用地の外で検討する

場合には、国土交通省中部地方整備局が実施している中部国際空港沖公有水面埋立事業

により、将来、空港西側の現滑走路沖に造成される新たな埋立地内に滑走路を設置する

ことが考えられるが、空港西側（西工区）の埋立完了までには 15 年程度を要する見込

みであり、その後、浚渫土砂の埋立地に滑走路を整備する場合に不可欠な地盤改良や滑

走路そのものの整備に 5 年程度を要すると仮定すると、滑走路の供用開始は令和 23 年

度（2041 年度）以降となる。この場合、各課題を早期に解決することができないことと

なり、メンテナンス作業中や、実施せざるを得ない現滑走路の大規模補修を行う間、航

空機の発着ができなくなる。 

こうしたことから、今回整備する滑走路の位置は、海域の埋立の必要がない空港島内

の既存用地内とした。 
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 (2) 滑走路の施設計画案 

空港島内の既存用地内において、滑走路の方位や間隔に関する技術的要件を踏まえ、

実現可能性のある整備案として、現滑走路を大規模補修する期間に限り使用する滑走路

を現滑走路の着陸帯内に整備する案（案 1）と、現在の誘導路位置に滑走路を整備する

案（案 2）を想定した。 

なお、案 1 は、石川県小松飛行場において、舗装をかさ上げする工事期間の仮滑走路

として本滑走路と平行に建設した事例を参考としたものであり、案 2 は、『中部国際空

港の将来構想』の第 1 段階にあたるものである。 

 

【案 1】 

・現滑走路を大規模補修する期間に限り使用する滑走路を現滑走路の着陸帯内に整備

する案である。現滑走路の大規模補修完了後は、誤着陸防止等の観点から滑走路は

撤去するため、滑走路は 1 本のままである。 

 

図 3.5-1 案 1 

【案 2】 

・現在の誘導路位置に滑走路を整備する案である。将来も 2 本の滑走路により運用す

るものである。 

 

図 3.5-2 案 2 
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 (3) 施設計画案の比較評価 

「整備効果」「空港周辺への影響」及び「整備工程及び概算事業費」の 3 つの項目を

設定し、各案を比較評価した結果（概要）は表 3.5-2 に示すとおりである。 

 

表 3.5-2 施設計画案の比較評価結果（概要） 

 案1 案2 

①
整
備
効
果 

●滑走路が１本であることにより生じる各課題を解決できるか 

(ｱ)完全24時間運用の実現 

△ ○ 

（滑走路の大規模補修期間

中のみ実現可能） 

（大規模補修完了後も実現

可能） 

(ｲ)現滑走路の大規模補修へ

の対応 
○ ○ 

(ｳ)不測の事態による滑走路

閉鎖リスクの回避 

△ ○ 

（現滑走路の大規模補修期

間中のみ回避可能） 

（大規模補修完了後も回避

可能） 

(ｴ)災害時におけるバックア

ップ機能の強化 

△ ○ 

（現滑走路の大規模補修期

間中のみ強化可能） 

（大規模補修完了後も強化

可能） 

(ｵ)リニア中央新幹線等の 

整備効果の向上 

× ○ 

（滑走路は1本のままであ

り、リニア中央新幹線等

の開業に合わせて、国際

拠点空港として相応しい

機能を備えられない） 

（大規模補修完了後は滑走

路が２本となるため、リ

ニア中央新幹線等の開業

に合わせて、国際拠点空

港として相応しい機能を

備えることが可能） 

②
空
港
周
辺
へ
の
影
響 

●自然環境や騒音等への 

影響があるか 

いずれの案も、各種の環境配慮を適切に実施することに

より、事業者の実行可能な範囲で影響の回避又は低減が

可能 

●制限表面の影響があるか 
いずれの案も、航空法の手続きを経て、新たに進入表面

及び転移表面が設定される予定 

③
整
備
工
程
及
び 

概
算
事
業
費
（
※
） 

●工事期間は短くなるか 

長〔約4年〕 短〔約2年〕 

（現在着陸帯である場所に

滑走路を設置して撤去す

る工事が必要） 

（現在の誘導路を滑走路に改

修する工事が必要） 

 

●工事費は安価となるか 

大 小 

（約209億円） （約140億円） 

注）大規模補修費は概算事業費に含めていない。 
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 (4) 滑走路整備案の選定 

「中部国際空港滑走路増設 PI レポート【構想・施設計画段階】」（以下、「PI レポート」

という）を公表し、令和 4 年（2022 年）9 月 1 日から 10 月 20 日まで意見収集を実施し

た。情報提供としては、「中部国際空港 PI推進協議会」構成団体のホームページに PIレ

ポートの掲載、協議会の構成団体、名古屋鉄道主要駅等において PI レポート概要版

（リーフレット）の配架、中部国際空港セントレアホール前ホワイエ等でのパネル展示、

常滑市・美浜町において説明会を実施した。 

その結果、2,159 件のご意見を提出いただいた。意見収集にあたっては、PI レポート

の内容に関する理解度を確認する設問を設定しており、「中部国際空港の滑走路に関す

る課題、滑走路の増設の必要性」、「増設滑走路の候補地が空港島内に限られているこ

と」、「増設滑走路案（案 1、案 2）の概要」及び「増設滑走路案（案 1、案 2）の違い」

の各設問に対し、いずれも「理解できた」・「ある程度理解できた」が 90％以上を占め、

「あまり理解できなかった」・「理解できなかった」は 8～10％であったことから、提供

した情報は理解いたただけたと判断した。また、自由意見を集計した結果、増設滑走路

案（案 1、案 2）に関する意見のうち、案 2 がよいという意見が 82％を占めた。 

2 案の比較検討結果や上記 PI の結果を踏まえ、今後は案 2 を対象として手続きを進め

ていくこととした。 
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3.5.3. 環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 

 (1) 複数の計画案に係る環境影響の検討 

 1) 計画段階配慮事項の総合評価 

環境の保全について適正な配慮をするべき事項について検討を行うため、計画段階環

境配慮書（以下、「配慮書」という。）を作成し、令和 4 年（2022 年）6 月に公表した。 

配慮書では、計画段階配慮事項として騒音（航空機騒音）と動物（鳥類）への影響を

選定し、位置・規模に関する案 1 及び案 2（PI で示した案と同じ）について、環境面で

の影響の比較を実施した。その結果をとりまとめたものが表 3.5-3 であり、両案の影響

に著しい差はないと評価した。 

配慮書における検討内容及び結果の詳細については「5. 第一種事業に係る計画段階

配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果」に示すとおりである。 

 

表 3.5-3 計画段階配慮事項の総合評価 

航空機の運航に伴う騒音（航空機騒音）による影響に関して、案 1 では滑走路を現滑

走路との中心線間隔で 112.5m 東側に整備する。案 2 では滑走路を現滑走路との中心線

間隔で 210m 東側に整備する。そのため、航空機騒音の影響範囲もそれと同程度東側に

広がる可能性がある。新型コロナウイルス感染症収束後の航空需要の増加に伴う発着

回数の増加が想定され、現在の Lden57dB の範囲より広がる可能性もあるが、中部国際空

港は航空機騒音に配慮して常滑市沖合の海上に建設された空港であり、滑走路の整備

後も航空機の飛行経路は現在と同様の伊勢湾上空に設定されることを勘案すると、い

ずれの案でも Lden57dB の範囲は海上に留まることが見込まれ、両案の影響に著しい差は

ないと考える。 

動物（鳥類）への影響に関して、案1では滑走路を現滑走路との中心線間隔で112.5m

東側に整備する。滑走路の整備位置は、現在、着陸帯が設けられている場所である。

案 2 では滑走路を現滑走路との中心線間隔で 210m 東側に整備する。滑走路の整備位置

は、現在、誘導路を設置している場所である。新型コロナウイルス感染症収束後の航

空需要の増加に伴う発着回数の増加が想定されるが、いずれの案も滑走路は現在も空

港施設として利用されている人工的な環境の中に位置すること、中部国際空港では、

開港後に各種の鳥対策を積み重ねており、発着回数とバードストライク発生件数との

間に比例関係はみられないことを勘案すると、本事業によりバードストライクが大き

く増加することはないと見込まれ、両案の影響に著しい差はないと考える。 

また、各項目において示した環境配慮を適切に実施することにより、事業者の実行

可能な範囲で影響の回避又は低減が図られると考える。 
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 2) 環境保全上重要と考えられる項目への影響 

配慮書は、環境影響評価法に基づく縦覧とともに、中部国際空港株式会社のホームペ

ージ上においても公表し、住民等からの意見の提出を受け付けたほか、国や関係地方公

共団体の長からの意見の提出を求めた。その意見の概要と事業者の見解は「6. 計画段

階環境配慮書に対する住民等の意見の概要及び地方公共団体の長、国土交通大臣の意見

並びに事業者の見解」に掲載した。 

国土交通大臣意見の中で、「環境保全上重要と考えられる(ⅰ)大気環境（ⅱ）水環境

（ⅲ）動植物及び生態系について、離隔確保等により本事業の実施に伴う影響を極力回

避又は低減し、想定区域及びその周辺における適切な環境保全を図ること。」との意見

が提出された。これらの項目に関する影響の程度について検討した結果は表 3.5-4 に示

すとおりである。 
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表 3.5-4 環境保全上重要と考えられる事項への環境面の影響 

 案1 案2 

（ⅰ）大気環境 

航空機の運航に伴う騒音（航空機騒

音）による影響に関して、案１では滑

走路を現滑走路との中心線間隔で

112.5m東側に整備する。そのため、航

空機騒音の影響範囲もそれと同程度東

側に広がる可能性がある。 

航空機の運航に伴う騒音（航空機騒

音）による影響に関して、案２では滑

走路を現滑走路との中心線間隔で210m

東側に整備する。そのため、航空機騒

音の影響範囲もそれと同程度東側に広

がる可能性がある。 

航空機騒音については、新型コロナウイルス感染症収束後の航空需要の増加に

伴う発着回数の増加が想定され、現在のLden57dBの範囲より広がる可能性もある

が、中部国際空港は航空機騒音に配慮して常滑市沖合の海上に建設された空港で

あり、滑走路の整備後も航空機の飛行経路は現在と同様の伊勢湾上空に設定され

ることを勘案すると、いずれの案でもLden57dBの範囲は海上に留まることが見込ま

れ、両案の影響に著しい差はないと考える。 

その他の航空機の運航に伴う大気環境（大気質、低周波音）について、中部国

際空港の離着陸時の飛行経路は海上に設定されており、住居等が位置する陸域か

ら十分な離隔があることから、影響の程度は極めて小さく、両案の影響に著しい

差はないと考える。 

（ⅱ）水環境 

飛行場の施設の供用に伴い、施設からの排水が考えられるが、施設からの排水

は雨水排水に限られ、雨水以外の排水は下水管を経由して空港外の下水処理場で

処理されており、施設から汚水を直接海域に放流することはない。そのため、供

用時における海域への新たな影響はなく、現状と変わらない。 

また、本事業において海域における工事等は予定されていない。造成等の施工

に伴う水の濁りについては、大規模土工事を伴う工事ではないとともに、必要に

応じて対策を講じる予定であり、水質に影響を及ぼすおそれはほとんどない。 

これらのことから、本事業による伊勢湾への水質への影響はほとんどなく、両

案の影響に著しい差はないと考える。 

（ⅲ）動植物及

び生態系 

鳥類への影響について、案１では滑

走路を現滑走路との中心線間隔で

112.5m東側に整備する。滑走路の整備

位置は、現在、着陸帯が設けられてい

る場所である。 

鳥類への影響について、案２では滑

走路を現滑走路との中心線間隔で210m

東側に整備する。滑走路の整備位置

は、現在、誘導路を設置している場所

である。 

鳥類への影響について、新型コロナウイルス感染症収束後の航空需要の増加に

伴う発着回数の増加が想定されるが、滑走路は現在も空港施設として利用されて

いる人工的な環境の中に位置すること、中部国際空港では、開港後に各種の鳥対

策を積み重ねており、発着回数とバードストライク発生件数との間に比例関係は

みられないことを勘案すると、本事業によりバードストライクが大きく増加する

ことはないものと予測される。 

飛行場の存在に伴う動植物及び生態系への影響について、事業実施想定区域は

海域に造成された人工島内にあり、滑走路増設に伴い、その一部は改変されるも

のの、もともと空港運用に伴い管理されている環境であることから、陸域の動植

物及び生態系に著しい影響を及ぼすことはなく、両案の影響に著しい差はないと

考える。 

また、施設からの排水は雨水排水に限られること、造成等の施工に伴う水の濁

りについては、本事業において海域における工事等は予定されておらず、陸域に

ついても大規模土工事を伴う工事ではないとともに、必要に応じて対策を講じる

予定であることから、本事業による海域の動植物及び生態系への影響ならびに知

多半島西側沿岸の「生物多様性の観点から重要度の高い海域」への影響はほとん

どなく、両案の影響に著しい差はないと考える。 
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 (2) 複数の施設計画案に係る環境影響の比較の結果 

これまでの取組みの経緯や、配慮書手続きによる環境影響の検討の経緯等を踏まえ、

複数の施設計画案に係る環境影響の比較を行った。 

環境面への影響について、航空機の運航に伴う騒音（航空機騒音）による影響に関し

ては、中部国際空港は航空機騒音に配慮して常滑市沖合の海上に建設された空港であり、

滑走路の整備後も航空機の飛行経路は現在と同様の伊勢湾上空に設定されることを勘案

すると、いずれの案でも Lden57dB の範囲は海上に留まることが見込まれ、両案の影響に

著しい差はないと考える。また動物（鳥類）への影響に関して、いずれの案も滑走路は

現在も空港施設として利用されている人工的な環境の中に位置すること、中部国際空港

では、開港後に各種の鳥対策を積み重ねており、発着回数とバードストライク発生件数

との間に比例関係はみられないことを勘案すると、本事業によりバードストライクが大

きく増加することはないと見込まれ、両案の影響に著しい差はないと考える。 

配慮書への意見について、自治体からの意見、住民等の意見とも、比較した 2 つの案

のうち、いずれかの案を優位とするものはなかった。 

これらの結果も考慮し、PI の結果も踏まえ、中部国際空港株式会社は、案 2 により事

業を進めることとした。 

 

 (3) 環境影響の回避・低減に向けた検討 

滑走路の施設計画案を案 2 として事業を進めるにあたり、計画段階配慮事項等の検討

結果を踏まえて、環境面での影響の回避・低減に向けた検討を行う。 

環境影響の回避・低減に向け、航空機の運航に伴う騒音（航空機騒音）による影響の

予測を実施し、必要に応じ適切な環境保全措置の検討を行う。また、航空機の運航に伴

う動物（鳥類）への影響について、各種対策により引き続きバードストライクの低減に

努めるとともに、事業による影響の予測を実施し、必要に応じ適切な環境保全措置の検

討を行う。 
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4. 中部国際空港が推進している環境対策 

4.1. 中部国際空港の環境取組の全体像 

4.1.1. 中部国際空港の環境方針 

中部国際空港株式会社では、会社設立時の平成 10 年（1998 年）に「豊かな環境社会

づくり」を基本理念の 1 つとして掲げ、開港以来、地域、経済、環境に貢献してきた。 

平成 12 年（2000 年）8 月には空港建設にあたり、環境方針を定め、空港施設の基本

構想から計画、設計、施工、そして運営に至るさまざまな段階で環境に配慮した取り組

みを行っている。この方針は中部国際空港株式会社が地球環境保全の重要性を認識し、

環境負荷の低減や循環型社会の形成に寄与することを経営の優先課題の一つととらえ、

環境マネジメントシステム（EMS）を構築し継続的な改善を図るとしたものである。 

 

 

図 4.1-1 基本理念及び環境方針 

 

■環境マネジメントシステム（EMS） 

空港建設段階では、用地造成や施設建設などの環境マネジメントシステム（EMS）を

構築し、平成 12年（2000 年）12 月に、日本の空港設置管理者で初めて ISO14001 の認証

を取得し、その進捗状況を管理してきた。 

開港後の空港運営段階では、ISO14001 の対象範囲を中部国際空港グループ 5 社（令

和 5 年（2023 年）4 月、4 社に統合）まで拡大するとともに、空港管理運営に適応した

EMS に再構築して平成 17 年（2005 年）4 月から運用を開始した。ISO14001 の認証も平

成 17 年（2005 年）9 月に取得し、平成 28 年（2016 年）5 月まで継続した。その後も認

証で得た知見を活かして PDCA サイクルによる継続的な環境配慮に取り組んでいる。 
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4.1.2. 中部国際空港の SDGs 

中部国際空港株式会社では、開港以来「人と環境にやさしい空港」として、地域、環

境、経済への貢献を使命として運営している。 

これからも、空港をご利用いただくすべてのお客様と地域の皆様から愛され、地域社

会の発展に寄与し、スマートで魅力的な空港として成長を続けていくため、国連の SDGs

（持続可能な目標）「行動の 10 年」の宣言を受け、中部国際空港株式会社では令和 3 年

（2021 年）を「SDGs 元年」として取り組みを本格化させてきた。 

SDGs を経営の真ん中に据え、長期目線で各種事業として取り組むとともに、令和 32

年（2050 年）までに空港の地上施設からの温室効果ガス排出について、実質ゼロを目指

す「セントレア・ゼロカーボン 2050 宣言」を表明する等、SDGs を経営に統合し、持続

可能な成長を継続して取り組むことで、経営基盤の強化と社会貢献の両立を図り、未来

へ続くサスティナブルな社会の実現に貢献していく。 

 

 

図 4.1-2 中部国際空港の SDGs の概念図 
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4.1.3. 中部国際空港における脱炭素化の推進 

 (1) セントレア・ゼロカーボン 2050 宣言 

地球温暖化対策は、国際社会共通の喫緊の課題であり、我が国においては、令和 2 年

（2020 年）10 月に、令和 32 年（2050 年）までに温室効果ガスの排出を全体でゼロとす

る「2050 年カーボンニュートラル」が宣言され、さらに令和 3 年（2021 年）4 月には令

和 12 年度（2030 年度）の温室効果ガスを平成 25 年度（2013 年度）比で 46％削減する

との新たな目標が示された。また、航空分野においては、令和 4 年（2022 年）12 月に

航空法等の一部改正の施行に併せて「航空脱炭素化推進基本方針」が示された。 

これらを踏まえ、令和 3 年（2021 年）5 月 12 日、中部国際空港株式会社は、令和 32

年度（2050 年度）までに空港からの温室効果ガス排出について実質ゼロを目指す「セン

トレア・ゼロカーボン 2050 宣言」を表明（令和 5 年（2023 年）8 月改定）した。 

中部国際空港では、開港以降、コージェネレーションシステムの導入、旅客ターミナ

ルビルへの太陽光発電システムの設置、水素エネルギーの活用など、環境負荷低減に取

り組んできたが、この宣言を機に温室効果ガス排出実質ゼロを実現すべく、さらに取り

組みを推進していく。 

また、常滑市と中部国際空港株式会社は、この地域における令和 32 年（2050 年）ま

でに温室効果ガス排出実質ゼロの達成に向けた取組みを推進するため、「常滑市と中部

国際空港株式会社とのゼロカーボンの実現に向けた連携・協力に関する協定書」を令和

3 年（2021 年）7 月 27 日に締結した。 

今後も引き続き、空港関係事業者等を始め、国や自治体等との連携を強化し、温室効

果ガス排出実質ゼロの実現を目指していく。 

 

 
※ 今回の宣言における温室効果ガス削減の対象は、空港の地上施設となっております。 

なお、令和 5 年（2023 年）3 月に受け入れた代替航空燃料(SAF)を始め航空機からの温室効果ガス排出

削減等についても、引き続き、航空局、航空会社等と連携して推進していきます。 

図 4.1-3 セントレアのゼロカーボン 2050 宣言 
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（セントレアグループによる取組み） 

■再⽣可能エネルギーの活⽤ 

・ 空港施設への太陽光発電施設の導⼊ 
・ エアサイド⽤地等への太陽光発電施設の導⼊可能性検討 

■空港施設の省エネルギー、エネルギー効率化 

・ 空港主要施設（航空灯⽕、貨物上屋、事務棟等）の 100%LED 化 
・ コージェネレーションシステムの改良 
・ 省エネ機器への更新、社員による省エネ活動等 

（空港関係者、地域等と連携した取組み） 

■あいち・とこなめスーパーシティ構想※の推進 

・ 最先端技術の導⼊による⽔素の利活⽤、エネルギー最適化等を推進 
※ 2021 年 4 ⽉に、愛知県、常滑市が中⼼となり、空港島及び周辺地域に最先端技術・サービスの社会実装を⽬指す

「あいち・とこなめスーパーシティ構想」を策定し、国に提案。 
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/supercity-aichi-tokoname-20210415.html 

■⾞両のＥＶ・ＦＣＶ化 

・ GSE（Ground Support Equipment） 
等の空港で使⽤される⾞両の EV、FCV 化 

■緑化活動の推進 

・ 森林育成のための植林活動を推進 
■その他 

関係者と連携・協⼒し、新技術の導⼊（AI を活⽤したエネルギーマネジメント、⽔素の利⽤拡⼤、オンサイトでの温室効果ガス分
離回収、メタネーションによる都市ガス利⽤等）やグリーン電⼒の購⼊等を検討 
 

 
 
 

図 4.1-4 セントレア・ゼロカーボン 2050 に向けた主な取組み 

 

 (2) 空港脱炭素化推進計画の策定 

令和 4 年（2022 年）12 月に航空法等の一部改正の施行に併せて示された「航空脱炭

素化推進基本方針」に基づき、セントレアエコエアポート推進協議会のメンバーの他、

愛知県、常滑市、エネルギー会社、建設会社、金融機関、有識者等にも参加いただき

「中部国際空港脱炭素化推進協議会」を同年 12 月に設立した。 

この協議会が中心となって、令和 12 年度（2030 年度）までに温室効果ガス排出量を

平成 25 年度（2013 年度）比で 46％以上削減し、令和 32 年度（2050 年度）までに新た

な技術の活用などによりゼロカーボンを実現するとした「中部国際空港脱炭素化推進計

画」を策定し、令和 5 年（2023 年）12 月に国土交通大臣の認定受けた。 

なお、計画の具体化にあたっては、省エネ・再エネなどに関する最新技術等の幅広い

知見を有し、かつグローバルな情報網を持つパートナー企業として、令和 4 年（2022 年）

3 月にパートナーシップ契約を締結した豊田通商株式会社と事業スキームの立案及び実

行計画の検討を進めている。 

 

太陽光発電施設（第 1 旅客ターミナルビル） 

 
中部国際空港株式会社は持続可能な開発⽬標（SDGs）を⽀援しています。 

燃料電池フォークリフト 貨物地区水素充填所 
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4.2. 空港建設の構想時及び空港建設工事時における環境配慮 

4.2.1. 空港建設の構想時における環境配慮 

 (1) 航空機騒音への配慮 

中部国際空港は周辺地域への航空機騒音の影響を軽減するため、愛知県常滑沖の海上

に建設された。 

また、航空機騒音の影響をできるだけ低減するため、深夜及び早朝の時間帯において

は、着陸の際の陸域での高度を 5,000ft 以上とする運用方法等を導入している。 

 

 (2) 海水の流れへの配慮 

空港のある常滑沖では、海水が主に南に向かって流れている。 

空港島を、対岸部から距離をできる限り確保し、島の形に丸みをもたせることで、海

水が円滑に流れるよう配慮している。 

対策①：空港島と対岸部との最小海域幅を約 1.1km 確保することにより、常滑沖の

南下流を妨げないようにしている。 

対策②：空港島の形状に曲線を取り入れ、対岸部との海域幅を確保することにより、

流速低下範囲・停滞域の発生を低減させている。 

対策③：空港島の隅角部を曲線にすることにより、渦の発生を抑えている。 

 

 

図 4.2-1 空港島と海水の流れの関係  
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4.2.2. 空港建設工事時における環境配慮 

 (1) 埋立土量の縮減 

空港用地の造成にあたっては、海底地盤が良好であったことや、道路や施設が建設さ

れる場所では埋め立てた後に掘り返すことがないよう工夫を行い、埋立土砂の量を約

400 万 m3(バンテリンドーム ナゴヤ（ナゴヤドーム）の約 3 杯分)縮減した。 

埋立土量を減らすことにより、土砂運搬船などの航行数を減らし、大気汚染物質など

の発生量を減らすように努めた。 

 

 (2) 環境に配慮した工法・資材の採用 

①滑走路や道路の工事などにも環境に配慮した工法・資材を採用 

大きな面積となる滑走路や道路などの路盤材に鉄鋼スラグ（鉄鋼を造る時に発生する

副産物）を積極的に採用し、資源の有効活用を図った。 

また、エプロンなどのコンクリート舗装工事には、型枠を使用しないスリップフォー

ム工法（舗装面積の約 60％）を採用した。 

 

 

図 4.2-2 舗装工法・工事の状況 
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②空港の灯火用埋設配管に建設発生土などを材料とする陶管の採用 

滑走路や誘導路部分の灯火用埋設配管に陶管を採用し総延長 19km に使用した。 

この陶管は、通常の粘土 50％に、建設発生土 25％、産業廃棄物 15％、建設汚泥 10％

を混合してつくられており、建設リサイクルの推進にも貢献した。 

 

 

図 4.2-3 陶管を使用した灯火用埋設配管 

 

 (3) 資材及び人員輸送時の環境負荷の低減 

建設に必要となる資機材を船（フェリーバージなど）で運搬したり、工事のために必

要な人員をバスで集約輸送するなどにより車両の利用を減らした。 

この集約輸送は、工事が本格化した平成 14 年（2002 年）1 月から主な工事が終了し

た平成 16 年（2004 年）12 月まで実施し、延べ約 125 万人の人員をバスで輸送した。 

 

  

図 4.2-4 空港島建設時の資機材及び人員の輸送 
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 (4) 工事中の環境監視 

工事中の環境監視については、愛知県企業庁と合同で平成 12 年（2000 年）6 月に定

めた「中部国際空港建設事業及び空港島地域開発用地造成事業並びに空港対岸部埋立造

成事業に係る工事中の環境監視計画」に基づき、「大気質」、「騒音・振動」、「悪臭」、

「海水の流れ」、「水質」、「底質」、「汀線」、「海域生物」、「鳥類」の 9 項目の監視を行っ

た。 

その結果については、学識経験者で構成される「空港島及び対岸部の環境監視に関す

る検討委員会」の評価において、「工事による顕著な影響は認められなかった」という

評価を受けた。なお、事業に起因して環境上の問題が生じた場合には、適切な措置を講

じることとしていた。 

 

図 4.2-5 空港島工事中の環境監視項目及び観測地点 

 

  

図 4.2-6 環境監視のプロセス図  

「環境監視計画」の策定

調査

データの収集・解析

監視結果の評価

年報の公開

対策の実施データの公開

環境監視センター

⽉報
インターネット

環境検討委員会
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4.3. 空港運用時における周辺環境への配慮 

4.3.1. 環境監視に関する検討委員会の設置 

平成 17 年（2005 年）2 月に「中部国際空港用地、空港島地域開発用地及び空港対岸

部用地」（以下「空港島等」という。）の存在に伴う水質汚濁、海水の流れ並びに中部国

際空港の供用に伴う航空機騒音等の周辺地域に対する影響を把握し、必要に応じて適切

な措置を講じることにより環境の保全を図ることを目的として、「空港島及び空港対岸

部に係る環境監視計画」を策定し、空港島等の存在に係る調査（海水の流れ及び水質、

底質、汀線、海域生物、鳥類、海浜植物）及び空港の供用に係る調査（大気質、騒音

（航空機騒音）、鳥類）の調査結果を①環境基準値等との比較、②過年度調査結果等と

の比較、③予測結果の比較から、それぞれ整理を行い、これらにより、空港島等の存在

並びに中部国際空港の供用が周辺地域に与える環境影響の程度を把握した。 

調査結果のとりまとめにあたっては、財団法人中部空港調査会が設置する公正・中立

の立場の「空港島及び対岸部の環境監視に関する検討委員会」（以下、「検討委員会」と

いう。）において、科学的、客観的な検討・評価を受けた。 

平成 21 年度（2009 年度）までの環境監視結果は、毎年度「空港島等の存在及び空港

の供用に伴う環境への影響はほとんど認められなかった。」という結論となったため、

こうした結果を踏まえ、平成 21 年度（2009 年度）の調査をもって「検討委員会」を終

了した。 

 

4.3.2. 航空機騒音への対応 

 (1) 中部国際空港の航空機騒音に関する検討委員会 

「検討委員会」の終了後、平成 22 年度（2010 年度）以降は、航空機騒音について継

続監視を続けることとし、平成 23 年度（2011 年度）「中部国際空港の航空機騒音に関す

る検討委員会」を設置した。毎年度、その結果に対する評価を得て、その結果について

は関係自治体に報告するとともに中部国際空港株式会社のホームページにも掲載してい

る。 

 

 (2) 航空機騒音の環境監視 

中部国際空港を利用する航空機からの騒音については、空港島外に固定の 4 局の測定

局を設置して連続測定を行う常時監視調査や、可搬式の測定局により一定期間の測定を

行う定期監視調査で、実態を把握している。なお、各測定局で収集された航空機騒音の

測定データを騒音監視システムで収集・処理・公開し、システムの運用、環境監視は中

部国際空港株式会社が行っている。 

なお、航空機騒音の監視状況は、ホームページにおいて常時公開している。 
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注）桑名市大山田地区市民センターについては、平成 28 年度（2016 年度）以降は近隣の陵成中学校で測定 

 

図 4.3-1 航空機騒音の調査地点及び調査概要 

 

令和 2年度（2020 年度）及び令和 3年度（2021 年度）の定期監視調査は新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響で航空機の運航便数が大幅に減少したことをうけ、「中部国際

空港の航空機騒音に関する検討委員会」の委員及び関係自治体に了解いただいた上で、

中止した。令和 4 年度（2022 年度）においては運航便数が回復基調にあることから定期

監視調査を実施している。 
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4.3.3. バードストライク対策 

 (1) 中部国際空港におけるバードストライク対策の概要 

中部国際空港では平成 17 年（2005 年）2 月の開港以降、航空機と鳥との衝突（バー

ドストライク）を防ぐ様々な取り組みを行っている。 

平成 19 年（2007 年）には群れで飛来したウミネコと旅客機とのバードストライクが

発生したことを契機として、社内の対策本部を設置し、専門家の指導の下、徹底的な追

い払いを実施するとともに、鳥の飛来状況に応じた滑走路の運用についても関係者と協

議を行いながら柔軟な対応を行ってきた。 

 

 

図 4.3-2 中部国際空港の鳥対策の歩み 
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 (2) バードパトロールによる鳥防除対策 

中部国際空港における鳥衝突防止対策の特徴の一つであるバードパトロール体制につ

いて図 4.3-3 に示す。 

日頃から鳥防除チームが日中時間帯にパトロールを行い鳥の監視を実施しているが、

鳥の頻出時期や出現状況に応じて、セントレア・オペレーション・センター（以下、

「COC」という。）がバードパトロールに加わるだけでなく、中部国際空港グループ各社

や警備所・空港消防の業務委託先等関係者による 24 時間対応可能な体制を構築してい

る。鳥防除チーム以外の者が業務の枠組みを超えて協力する体制は、他の空港にはあま

り見られない取り組みである。 

 

 

図 4.3-3 バードパトロール体制 
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 (3) 空港カメラを活用した鳥のリアルタイム監視 

滑走路周辺には日々の運航を監視するためのカメラが設置されており、これらカメラ

を活用しながら、鳥の監視をリアルタイムで行っている。 

滑走路付近の鳥をカメラで捕捉した場合、状況に応じて管制官に連絡し滑走路運用の

一時停止を行うとともに、バードパトロール車両で鳥の追い払いを速やかに行っている。 

 

 

図 4.3-4 カメラを活用した鳥監視 
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 (4) 航空会社との情報共有 

日々の運用において管制官と滑走路等への鳥飛来情報を共有して、バードストライク

防止を図るだけでなく、鳥の飛来状況に変化があった場合に、図 4.3-5 のような資料を

作成し航空会社に共有している。 

この資料は状況に応じて、パイロットの出発前のブリーフィングで使用する等、パイ

ロットが中部国際空港の鳥の飛来状況を把握することで安全な運航に資するよう活用さ

れている。 

 

 

図 4.3-5 航空会社との共有情報 
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 (5) 「現場」における多角的な分析 

COC では現場でのバードパトロールや追い払いの経験をもとに、バードストライク発

生時の状況や現地観察による鳥の飛来目的の把握、録画映像を活用した鳥の行動につい

て分析を行っている。 

この分析に基づき新たな知見（仮説）を立て、鳥の特徴や習性に合わせた対策を立て

ている。対策を実施する中で検証し、次の分析に活かすことで、鳥毎の対策の確立を図

っている。 

 

 

図 4.3-6 「現場」における多角的な分析 
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 (6) 鳥検知システム等による新技術の活用 

中部国際空港株式会社ではこれまで蓄積されたノウハウや経験と多角的な分析に基づ

いて、より効果的な対策を進める一方で、最新の機器や技術を活用した取り組みにも力

を入れている。その一例として、電機メーカーと共同で運用検証を行っている鳥検知シ

ステムが挙げられる。 

この鳥検知システムは、カメラを滑走路に対し自動旋回させ、鳥等の形状を学習させ

た人工知能（AI）に映像を監視させることで、鳥を検知するシステムである。滑走路上

の異常を AI が覚知した場合、アラームにより通知される仕組みとなっており、いち早

く滑走路上への鳥の降り立ち等といった異常を把握する事が可能となる。 

 

 

図 4.3-7 鳥検知システムの試験導入 

 

 

図 4.3-8 鳥検知システムの画面イメージ  
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 (7) 中部国際空港におけるバードストライク対策の成果 

中部国際空港独自の取り組みを行ってきた結果、表 4.3-1 に示すとおり、平成 27 年

（2015 年）～令和元年（2019 年）の平均値で、鳥衝突率（離着陸回数 1 万回あたりの

バードストライク発生件数）は主要空港で最小となっている。 

 

表 4.3-1 鳥衝突率（離着陸回数 1 万回あたりのバードストライク発生件数） 

（平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年）の平均値） 

空港名 
大阪 

国際 

東京 

国際 
新千歳 那覇 福岡 

成田 

国際 

関西 

国際 

中部 

国際 

鳥衝突率 4.08 3.73 3.33 2.63 2.59 2.34 2.09 2.06 

出典：「2019年バードストライクデータ」（国土交通省ホームページ） 

 

 

 (8) 中部国際空港沖公有水面埋立事業の事業者と連携した鳥類対策 

中部国際空港沖公有水面埋立事業（以下、「公有水面埋立事業」という。）は、名古屋

港から発生する浚渫土砂を処分するため、国土交通省中部地方整備局が事業主体となり、

新たな土砂処分場を整備するものである。 

令和 2 年（2020 年）3 月に公告・縦覧された「中部国際空港沖公有水面埋立事業 環

境影響評価書」によれば、公有水面埋立事業の主な工事は護岸工事と埋立工事であり、

空港西側（西工区）の埋立完了までには 15 年程度を、空港東側（南東工区）の埋立完

了までには 32 年程度を要する見込みである。 

中部地方整備局は、令和 4 年（2022 年）2 月に護岸工事に着手しており、空港の運用

に支障が生じないよう中部国際空港株式会社と協議のうえ鳥類対策を実施している。 

中部国際空港株式会社は、鳥類の出現状況に応じた鳥類対策を効果的に行うために、

中部地方整備局と連絡を密に行い、公有水面埋立事業と連携した鳥類対策に取り組んで

いる。 
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4.4. 地球温暖化防止の取組 

4.4.1. 温室効果ガス排出量の削減 

 (1) コージェネレーションシステムによる地域冷暖房 

中部国際空港ではエネルギーセンターを設置し、天然ガスコージェネレーションによ

る地域冷暖房を行っている。第 1 旅客ターミナルビル及び第 2 旅客ターミナルビルで使

用される電気の約半分を発電するとともに、その際に発生する排熱で冷水や温水を作り、

第 1・2 旅客ターミナルビル、機内食工場や貨物地区などに供給している。 

大型機器の集中管理制御による高効率運転が可能となり、地域全体で資源を有効活用

することで省エネ、環境保全を図っている。また、海水をエネルギープラントの冷却水

資源として有効に活用し、プラント設備の高効率運転を行っている。 

環境負荷の最小化と高効率を追求した結果、各施設が空調を行う場合に比べて、1 年

間で原油ドラム缶約 7,022 本に相当するエネルギーを節約し、また、地球温暖化の原因

と考えられる温室効果ガスについても、バンテリンドーム ナゴヤ（ナゴヤドーム）約

397 個分の森林が吸収する量（温室効果ガス約 6 千トン）に相当する量を削減した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4-1 エネルギーセンター 

 

 

図 4.4-2 地域冷暖房システム 
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 1) 天然ガスコージェネレーションシステム 

天然ガスコージェネレーションシステムとは、1 つのエネルギー（天然ガス）から 2

つのエネルギー（電気と熱）を取り出すシステムであり、エネルギーの利用効率が高く、

燃料の使用量を抑えることができる。また、発電を行うと同時に発生した排熱を館内の

冷暖房に利用することが可能である。 

開港時に導入した天然ガスコージェネレーションシステムは、18 年目を迎えたことか

ら令和 5 年（2023 年）6 月に、ガスタービンからガスエンジンコージェネレーションシ

ステムに更新が完了した。ガスエンジンへの更新によって発電効率及び熱効率が向上し、

従来のコージェネレーションシステムに比べて約 14％の温室効果ガス排出量削減が期待

される。 

「セントレア・ゼロカーボン 2050 宣言」で掲げた令和 32 年度（2050 年度）のゼロカ

ーボン達成のためには、水素混焼や専焼等の検討に加え、大量かつ安定したカーボンフ

リー水素の供給や活用方法等の技術革新が必要となることから、中部圏水素利用協議会

などの参加企業と協働し、さらなる検討を進めていくこととしている。 

 

 

図 4.4-3 天然ガスコージェネレーションシステム 

 

 2) 海水利用設備 

空港が海上にあるという立地を生かして、海水利用設備を設置し、エネルギー供給

プラント設備で温まった冷却水を海水で冷やし、再び冷却水としてプラント設備に戻

している。空港において従来ほとんど利用されていなかった海水の熱エネルギーを有

効活用することで、省エネルギーを推進している。 
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 3) 大規模蓄熱槽（冷・温水蓄熱槽）の活用 

中部地区では最大級の水蓄熱槽を設置し、電気需要が少ない深夜のうちに冷水や温

水を造って蓄熱槽に貯蔵し、それを昼間の冷暖房用に使用し、昼間の電力ピークの緩

和に寄与している。 

 

 

 

図 4.4-4 海水利用設備及び大規模蓄熱槽 
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 (2) GPU の利用 

中部国際空港では、環境負荷の少ない固定式 GPU（Ground Power Unit：地上動力装置）

をエプロン（駐機場）地区のスポットに設置している。 

航空機はエプロンに駐機中、エンジンを停止した状態でも航空機の APU(Auxiliary 

Power Unit：補助動力装置)を動かすことで必要な電力や空調を賄っているが、燃料を

使用して電力を供給するため、この GPU の利用により、温室効果ガス削減はもとより排

気ガスの減少による大気汚染の改善、騒音、排気ガス減少による労働環境改善、燃料の

削減などを図ることができる。 

なお、第 1 旅客ターミナルビルに設置している太陽光発電により、GPU で航空機に供

給する電力の約 10％を賄っている。 

 

 

図 4.4-5 GPU 使用率の推移 

 

 

図 4.4-6 GPU のフロー図 
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 (3) ハイドラント給油システム 

中部国際空港では空港敷地内に給油センターを設置し、ハイドラント方式による給油

システムを採用している。このシステムは給油センターの貯蔵タンクに保管されている

航空機燃料をポンプと地下埋設管（総延長：約 12km）によって、エプロン（駐機場）地

区の各スポットまで届ける給油方法である。この方式を採用することにより、給油タン

ク車（フューエラー）による給油センターとエプロン地区間の移動をなくすことで、移

動にかかる燃料と排気ガスを削減している。 

また、空港が海上にあるという立地を活かし、貯蔵タンクの航空機燃料はタンカーで

運ばれている。一度に 5,000kL 以上の燃料を運び入れることが可能である。 

 

 

 

図 4.4-7 航空機燃料給油施設 

 

 

 

図 4.4-8 航空機燃料給油施設（ハイドラントフロー図） 
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 (4) 水素エネルギーの活用 

中部国際空港では温室効果ガスを排出しない環境にやさしい水素エネルギーの活用を

進めている。 

平成 27 年（2015 年）に始まった愛知県の水素エネルギー社会形成研究会の中で、中

部国際空港での水素エネルギーの利活用を推進するワーキングが順次立ち上がり、この

活動と連携して、中部国際空港も水素社会実現に向けた構想を立て、燃料電池自動車・

燃料電池バスの導入、貨物地区の燃料電池産業車両の導入を進めている。 

この活動により平成 30 年（2018 年）11 月に貨物地区内に産業車両向けの水素充填所、

平成 31 年（2019 年）3 月に乗用車・バス向けの水素ステーションが開所した。 

 

 

図 4.4-9 愛知県の水素エネルギー社会形成研究会 

 

 1) セントレア水素ステーション 

空港内には乗用車・バス向けの水素ステーションが東邦ガス株式会社によって設

置・運営されている。知多半島初のステーションであり、水素普及啓発設備も併設さ

れている。主に空港を利用する車両に供給しており、令和 6 年（2024 年）1 月には、

ターミナル間の連絡バスとして水素燃料電池バスを導入している。 

 

 

 

図 4.4-10 セントレア水素ステーション 
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 2) 貨物地区水素充填所 

貨物地区には燃料電池で駆動する産業車両向けの水素供給施設が設置され、株式会

社鈴木商館によって運営されている。ここで供給する水素は再生可能エネルギーであ

る太陽光発電のグリーン電力による水の電気分解で生成されたグリーン水素である。 

この再生可能エネルギーから年間 22,000Nm3 の水素が製造され、燃料電池フォーク

リフトに供給している。中部スカイサポート株式会社と ANA 中部空港株式会社が燃料

電池フォークリフトを 11 台（令和 4 年（2022 年）時点）導入し、貨物地区の業務に

使用されている。 

 

 

 

図 4.4-11 貨物地区水素充填所 

 

 3) 燃料電池トーイングトラクター貨物地区実証実験 

令和 5 年（2023 年）4 月から燃料電池トーイングトラクターの実証実験を開始した。 

株式会社豊田自動織機が開発を進めている燃料電池トーイングトラクターを中部ス

カイサポート株式会社の協力により運用を行ったものである。 

 

 

 

図 4.4-12 燃料電池トーイングトラクター貨物地区実証実験の様子 

 

グリーン電力 
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 (5) 低公害車の導入 

空港は航空機や貨物コンテナを牽引する車や業務連絡用の車など、さまざまな車両に

よって運用されていることから、中部国際空港では大気汚染物質や温室効果ガスなどの

排出削減の対策として、環境負荷の少ない低公害車（電気自動車、FCV）などの利用を

推進している。 

特に中部国際空港株式会社が利用する車両については低公害車への展開を積極的に進

め、愛知県から「自動車エコ事業所」に認定されている。 

また、お客様に向けて、駐車場の低公害車割引や充電スタンドの設置など、より利便

性の向上に取り組んでいる。 

 

 

図 4.4-13 セントレアで導入されている低公害車の例 

  

令和 5 年度（2023 年度）導入予定 
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 (6) 太陽光発電システム 

中部国際空港では第 1 旅客ターミナルビルの屋上に太陽光発電パネルを 1,440 枚設置

し、発電を行っている（面積合計約 1,900m2、出力約 240kW）。 

ここで発電した電力は、駐機中の航空機に供給する GPU に優先的に供給している。な

お、中部国際空港の太陽光発電パネルでは航空機の運航などに配慮し、反射光を抑えた

防眩型太陽電池モジュールを採用している。 

 

表 4.4-1 太陽光発電システムによる年度別 GPU での電力使用量 

GPU での電力使用量と CO2削減効果 
 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 

GPU での電力使用量 

（kwh/年） 
197,510 201,890 190,500 157,110 65,630 80,180 95,450 

CO2削減量 

（トン－CO2/年） 
96 96 92 76 32 39 37 

注）2020年度～2022年度はコロナ禍による運航便数の減少に伴い、GPUでの電力使用量も減少している。

CO2削減量を算出する上では、電力会社が各年度に公表しているCO2排出係数を用いている。 

 

 

 

図 4.4-14 太陽光発電パネル、防眩型太陽電池モジュール 
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 (7) 光触媒ガラスの採用 

第 1旅客ターミナルビルの壁面ガラスの一部（1,700m2）には、光触媒をコーティング

した防汚加工ガラスを採用している。 

この加工により、ガラス面に太陽光が当たると付着した汚れが分解作用を起こし、付

着力が弱まることから、雨水によって汚れが洗い流れやすくなる。これにより壁面ガラ

スの洗浄回数を減らすことができ、節水効果へとつながる。 

 

 

図 4.4-15 第 1 旅客ターミナルビルの光触媒ガラス 

 

 (8) 空港全体の組織的な省エネ活動 

中部国際空港のエネルギーを適正に使用することを目的に、中部国際空港セントレア

グループ各社が相互に協力し合い、エネルギーの使用状況を把握・解析して組織的に省

エネ活動を実施している。 

各部門のプロフェッショナルが連携することでその効果は大きなものとなり、中部国

際空港の環境対策を支えている。 

発生する様々な問題に対して新たな対策を行い、常に環境にやさしいエコ空港であり

つづけるために、中部国際空港はこれからも省エネの取り組みを継続していく。 
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図 4.4-16 空港全体の組織的な省エネ活動 
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 1) 設備集中監視センターによる空港施設内のエネルギーのコントロール 

空港内にある様々な設備が、24 時間 365 日効率的に運用できるように集中監視・運転

をする場所が設備集中監視センターである。電気、冷熱、温熱を適正かつ効率的に管理

しつつ、使用量の低減にも努めていることから、空港全体の省エネを実現している。 

また、中部国際空港の快適な環境を維持し続ける重要な場所となっている。 

 

  

図 4.4-17 設備集中監視センター 

 

 2) 自然採光と各種センサーによる省エネ対策 

中部国際空港ではガラス面を多くし、天井や側面から自然光をふんだんに取り入れる

ことで自然の明るさを有効利用し省エネルギーに役立てている。 

また、昼光センサー、照度センサー、人感センサーにより、必要な時に必要な電気を

使用することで電気使用量を削減している。 

 

 

  

図 4.4-18 自然採光の活用及び昼光センサーによる省エネ対策 
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 3) LED 化 

  ｱ. 旅客ターミナルビル等の LED 化 

中部国際空港では照明の LED 化を順次進めている。LED は少ない消費電力で寿命が

長く、環境負荷物質である水銀や PCB を含まない環境にやさしく利便性の高い光源で

ある。 

令和 5 年（2023 年）3 月末時点で空港全体の約 68％が LED 式になっており、2026 年

度までにすべての照明を LED 化する予定としている。旅客ターミナルビルの天井照明

や案内表示（フライトインフォメーションシステム）のバックライトに LED を使用し

ており、これは環境負荷対策となるだけでなく、館内照度が上がり、より明るい空間

や案内表示の見やすさにも寄与している。 

現在、フライト・オブ・ドリームズ、第 2 旅客ターミナルビルは完全 LED 化がされ

ている。旅客ターミナルビル等の照明施設をすべて LED 化することで約 6 千トンの温

室効果ガス削減が見込まれている。 

 

 

 

図 4.4-19 旅客ターミナルビル、貨物上屋の LED 化 
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  ｲ. エアサイドの LED 化 

夜間や視界が悪い天候においても航空機が離着陸や地上走行を安全に行うため、空

港には航空灯火と呼ばれる視覚援助施設がある。航空機の進入経路を示す進入灯、滑

走路を示す滑走路灯などがあり、中部国際空港には約 5,600 灯が設置されている。す

でにエアサイドの一部は LED 化が実施されており、令和 14 年度（2030 年度）を目途

にすべての航空灯火を LED 化することとしており、エアサイドを完全に LED 化するこ

とで、年間約 2 千トンの温室効果ガス削減が見込まれている。 

 

 

  

図 4.4-20 エアサイドの LED 化 

 

 4) サーバー等統合 

  ｱ. サーバー統合による電力削減 

中部国際空港では、訪日外国人旅客の増加等、変わりゆく環境に対応するため、

Wi-Fi の利用受入環境の整備や様々なサービス強化に力を入れている。そのため、サ

ーバーは様々なバージョンのものや運用管理ソフトウェアが混在しており、システム

の運用管理が非常に厳しい状態であった。 

これらの問題を解決するため 100 サーバーあったものを統合した結果、年間 23.4t

の温室効果ガス排出量削減につながった。 

 

 

図 4.4-21 中部国際空港のサーバー 
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  ｲ. UPS 配備台数統合による環境負荷低減 

UPS（Uninterruptible Power Supply：無停電電源装置）は、入力電源異常時（停

電など）に、コンピュータ等に電力を供給するためのバッテリを内蔵した装置である。 

平成 27 年（2015 年）より徐々に UPS の統合を進めており、令和 7 年（2025 年）に

は温室効果ガス排出量 198t 削減、廃鉛電池 2.5t の削減が見込まれている。 

 

 

図 4.4-22 中部国際空港の UPS 
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4.4.2. ACI 環境委員会への参加 

国際空港評議会（ACI：Airports Council International）アジアパシフィック地域

環境委員会に令和 3 年（2021 年）10 月から参加し、海外空港における環境への取り組

み事例を共有している。 

また、ACI が評価する空港カーボン認証（ACA：Airport Carbon Accreditation）プロ

グラムに参加することで、空港内から排出される温室効果ガス排出量を客観的に把握す

るとともに、令和 5 年（2023 年）3 月には、ステークホルダーとの連携強化を目的とし

た環境パートナーシップ規程を制定し、温室効果ガス排出量削減計画の策定を行った結

果、令和5年（2023年）8月に空港カーボン認証プログラムのレベル4（Transformation）

を取得した。 

※空港カーボン認証（ACA：Airport Carbon Accreditation）とは 

     空港管理者などを会員とする国際機関である国際空港評議会（ACI）によって創

設された、空港を対象とした唯一の国際的なカーボンマネジメント認証プログラ

ム。空港の炭素排出量の管理・削減努力を図 4.4-23 の通り 6 段階で評価・認証す

るもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4-23 空港カーボン認証の評価レベル 

 

  

Level 4+   Transition 
レベル 4 の要件を満たした上で、空港運営者が排出した CO2 排出量のオフセットによる相殺 

Level 4     Transformation 
絶対的 CO2 排出量の削減を達成するため、空港運営の変⾰と空港関連事業者の関与強化 

Level 3+   Neutrality 
レベル 3 の要件を満たした上で、空港運営者が排出した CO2 排出量のオフセットによる相殺 

Level 3     Optimization 
空港関連事業者も関与した CO2 排出量の削減 

Level 2     Reduction 
空港運営者が排出した CO2 排出量の削減に向けたカーボンマネジメント 

Level 1     Mapping 
空港運営者が排出した CO2 排出量の算定 
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4.5. 資源循環の取組 

4.5.1. セントレア プラスチック・スマート宣言 

中部国際空港では、開港当初から、地球環境保全の重要性を認識し環境負荷の低減や

循環型社会の形成に寄与することを経営の優先課題とし、ゴミ等のリサイクルに取り組

んできたが、令和 4 年（2022 年）4 月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進

等に関する法律の趣旨に沿い、より一層、3R(リデュース、リユース、リサイクル)＋

Renewable(リニューアブル)を進めるため、「セントレア プラスチック・スマート」を、

令和 4 年（2022 年）7 月に宣言した。 

セントレア プラスチック・スマート宣言では、空港全体で地域と連携してプラスチ

ック資源の循環に取り組むこととしており、空港を利用されるお客様や、地域の皆様に

も、ペットボトルの水平リサイクルへのご理解・ご協力いただくための活動である。 

 

 

図 4.5-1 セントレア プラスチック・スマート宣言 
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4.5.2. ペットボトルの水平リサイクルの取組 

中部国際空港では、これまでも使用済みペットボトルをリサイクル業者へ引き渡し資

源の有効活用に努めてきた。しかし、最終的に処分されるまでには複数のリサイクル業

者を経由する等、処分方法によってはかえって温室効果ガスを発生することになってい

た。 

また、令和 4 年（2022 年）4 月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に

関する法律では、プラスチックの資源循環を促進し、プラスチックごみを減らすことを

目的としており、事業者、自治体及び消費者がプラスチックの削減や資源循環などに取

り組んでいくこととしている。 

そこで、サントリーホールディングス株式会社はじめ関係事業者の協力のもと、この

地域で発生するペットボトルの水平リサイクル（ボトル to ボトル）の取り組みを開始

した。新たにペットボトルを製造する際と比較して石油由来の原料のみならず、ペット

ボトルの生産・処分に係る温室効果ガス排出量の削減が可能となり、脱炭素社会の実現

と持続可能な循環型社会形成の推進につながる。 

   ※水平リサイクル(ボトル to ボトル)とは 

ペットボトル製品を元の製品に戻すリサイクルのことである。現在主流となって

いるのは、使用済み製品から異なる種類の製品へのリサイクルであり、最終的には

焼却処分されている。一方、ペットボトルの水平リサイクルでは、新たな石油を使

うことなく使用済み製品を原料として用いている。同一種類の製品を製造するた

め、より持続可能な資源の循環が可能となる。 

なお、使用済みペットボトルからプリフォーム（ペットボトルの原型）製造まで

の工程における、新たに石油由来の原料を使用する場合との比較では、約 60%以上

の温室効果ガス排出量削減効果があるとされている。 
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 (1) 常滑市、サントリーホールディングス株式会社との連携協定 

中部国際空港株式会社は、令和 4 年（2022 年）7 月 20 日、常滑市、サントリーホー

ルディングス株式会社と、ペットボトルの水平リサイクル（ボトル to ボトル）の連携

協定を締結した。 

この取り組みは、常滑市とも連携し、同市から排出される一般廃棄物のペットボトル

も一緒にリサイクルするものである。常滑市と中部国際空港株式会社は令和 3 年（2021

年）7 月に『ゼロカーボンの実現に向けた連携・協力に関する協定書』を締結してお

り、行政と企業が連携する事業である。なお、空港、自治体、飲料メーカーによる三者

共同の水平リサイクルは全国初の取り組みとなる。 

 

 

図 4.5-2 水平リサイクル（ボトル to ボトル）に向けた連携協定締結式の様子 
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 (2) リサイクルボックスの設置 

令和 4 年（2022 年）4 月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する

法律では、プラスチックの資源循環を促進し、プラスチックごみを減らすことを目的と

しており、事業者、自治体及び消費者がプラスチックの削減や資源循環などに取り組ん

でいくこととしている。 

中部国際空港では、リサイクルボックスを第 1 旅客ターミナルビル内 5 か所に設置

し、お客様へ参加を呼び掛けている。 

 

  

図 4.5-3 第 1 旅客ターミナルビルに設置したリサイクルボックス 

 

 (3) 夏休み親子リサイクル教室 

令和 4 年（2022 年）8 月、中部国際空港が取り組むペットボトルの水平リサイクル活

動の一環として、次世代を担う子供たちに対し、「ボトルは大切な資源であり、みんな

で地球環境を守っていくこと」への理解を促進する目的で、「夏休み親子リサイクル教

室」をサントリーホールディングス株式会社と連携して開催した。 

 

 

図 4.5-4 夏休み親子リサイクル教室の様子 
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（4）ACI アジアパシフィック「Green Airports Recognition」にて最高位のプラチナ賞

受賞 

中部国際空港がお客様と共に取り組んでいるペットボトルの水平リサイクルの取組

は、ACI（国際空港評議会）アジアパシフィックの Green Airports Recognition に

おいて、空港規模別カテゴリーの最高位であるプラチナの認定を受け、表彰され

た。 

 

図 4.5-5 授賞式の様子(2023 年 5 月 18 日 神戸ポートピアホテル） 
≪受賞内容≫ 

 空港カテゴリー（※1）：年間旅客数 8～15 百万人部門 

 受賞内容（※2）    ：プラチナ 

  ※1 旅客数規模ごとに 4 つのカテゴリーに分類 

 ※2 1 位 プラチナ、2 位 ゴールド、3 位 シルバー 

 

＜Green Airports Recognition とは＞ 

環境に与える影響を最小限に抑えるためのベストプラクティスを共有することを目的

とし、優れた環境活動の成果を表彰する ACI Asia-Pacific の制度。毎年異なるテーマ

が設定され、そのテーマに基づく活動を提出することとなっている。2023 年のテーマは

Elimination of Single Use Plastic（使い捨てプラスチックの排除）。 

 

4.5.3. その他の取組 

 (1) 廃棄物のリサイクル 

空港島内にリサイクルセンターを設置し、空港施設内で発生する一般廃棄物の収集・

分別による減容化、機内取り卸しごみの分別などをおこなっている。 

空港島内ではごみを 15 種類に分別して、分別された資源ごみは、リサイクルに回し

廃棄物の資源化、有効活用をおこなっている。 
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図 4.5-6 空港島内のリサイクルセンター 

 

 

注）2020 年度、2021 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりごみの排出が減少

したことからリサイクル率が上昇した。 

図 4.5-7 空港島内におけるごみの排出量及びリサイクル率の推移 

 

 

 

図 4.5-8 空港島内における一般廃棄物処理フロー図（2020 年度） 
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 (2) エコ・オフィス活動 

中部国際空港グループ各社では、社員一人ひとりが一丸となって省エネ・省資源に取

り組む「エコ・オフィス活動」を行っている。 

 

表 4.5-1 エコ・オフィス活動の取組み項目とその内容 

取組み項目 取組み内容 

使用紙類の低減 両面印刷 裏紙利用（カラー印刷含む） 両面コピー 

集約印刷（N アップの活用） プロジェクターの活用（会議のペーパ

ーレス化） 資料の必要部数を把握、余分を最小限に 

印刷前プレビューなどでミスプリントの低減 共通文書の共有化 

電子決済の活用によるペーパーレス化の推進 

電気使用量の低減 元スィッチ、プルダウンスィッチでこまめに消灯 休憩時間及び残

業時の不要箇所の消灯 不使用時のパソコン電源オフ 社内移動の

階段使用 

廃棄物の低減 再利用可能物品の再利用 レジ袋、過剰包装、おしぼり、割箸の辞

退 廃棄物分別基準に従い分別 

その他 節水（流水量の節約など） 室温適切管理（夏季 28℃、冬季 19℃） 

エコドライブの実践（駐停車時のアイドリングストップ、急発進・

急加速・急ブレーキをしない） 
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4.6. 環境パートナーシップの構築 

空港は航空会社を始めとする様々な企業や関係官庁等により、空港としての機能が成

り立っていることから、環境負荷低減に取り組む上では、空港関連事業者との協力関係

は必須となる。そのため、平成 21 年（2009 年）に「セントレアエコエアポート推進協

議会」を発足し、環境負荷全般の取組を進めてきた。また、「中部国際空港脱炭素化推

進協議会」を令和 4 年（2022 年）12 月に設立し、中部国際空港全体で空港脱炭素化に

取組む体制を構築した。 

なお、空港間での情報共有を目的とした「国内主要空港環境連絡会議」には、平成 19

年（2007 年）の発足時から参加している。 

 

4.6.1. セントレアエコエアポート推進協議会 

セントレアエコエアポート推進協議会は、中部国際空港セントレアグループ各社の他、

航空会社、ホテル、空港アクセス関連企業、関係官庁の 31 団体で構成され、セントレ

ア環境行動指針に基づき空港の環境全般にわたる保全活動を行っている。 

環境負荷の低減に向けた、実績の報告、今後の取り組みについて検討を行う協議会の

開催に加え、毎年空港島内の清掃活動を行う等、協議会メンバーが一丸となって環境負

荷の低減に向けて取り組んでいる。 

 

 

図 4.6-1 セントレアエコエアポート推進協議会の様子 

 

 

図 4.6-2 セントレアエコエアポートに係る空港関連事業者との連携イメージ図 

 



4-42 
 

 
図 4.6-3 セントレアエコエアポート推進協議会構成員メンバーの一覧（順不同） 
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4.6.2. 中部国際空港脱炭素化推進協議会 

令和 4 年（2022 年）12 月、航空法等の一部を改正する法律が施行され、同時に「航

空脱炭素化推進基本方針」が定められたことを受けて、空港全体で脱炭素化を推進する

ことを目的に、中部国際空港脱炭素化推進協議会を同年 12 月 26 日に設立した。 

同協議会は、中部国際空港セントレアグループ各社を始めとする空港関係事業者に加

え、有識者、自治体エネルギー会社等を含めた 44 団体から構成されるものであり、令

和 5 年（2023 年）12 月までに計 4 回開催されている。 

 

 

図 4.6-4 中部国際空港脱炭素化推進協議会の様子 

 

4.6.3. 国内主要空港環境連絡会議 

平成 19 年（2007 年）に発足した国内主要空港環境連絡会議には、成田国際空港株式

会社、関西エアポート株式会社とともに参加し、毎年、相互に意見交換や視察等を行っ

ている。この会議では、地球温暖化対策などをテーマとして、各空港の成功事例や先進

事例などの情報交換を行いながら連携を深めていくこととしている。 
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4.6.4. 地域社会との協働 

 (1) 「セントレアと愛知の漁民の森」植林活動 

 

図 4.6-5 「セントレアと愛知の漁民の森」植林活動の様子 

 

令和 4 年（2022 年）5 月 25 日、中部国際空港株式会社は伊勢湾の豊かな海を未来に

繋げる SDGs 活動を地域と一体となって推進していくことを目指して、伊勢湾で共生す

る愛知県漁業協同組合連合会と木曽川源流域の長野県木曽町と連携して「セントレアと

愛知の漁民の森」植林活動を行った。 

この取り組みは、空港において木曽の観光 PR や児童の校外学習などを通じて交流を

続けてきた長野県木曽町と、中部国際空港のある伊勢湾で漁業を営んでいる愛知県の漁

業者の方々に、木曽川を通じた上下流の広域連携による豊かな伊勢湾を未来につなげる

SDGs 活動と地域交流の推進の重要性に賛同いただき実現したものである。 

「セントレアと愛知の漁民の森」は、御岳山や乗鞍岳をはじめとする穂高連峰を望む

標高 1,600ｍの山林にあり、保水力が高い落葉広葉樹のケヤキの苗を植樹した。木曽川

源流域において豊かな森を育むことは、やがて下流の伊勢湾への栄養豊かな水の供給へ

とつながるため、まさに森づくりが海づくりへとつながる取り組みとなった。 

なお、この森づくりは、将来、年間 30ｔもの温室効果ガスの吸収効果を生む活動で

ある。 

 

図 4.6-6 植樹の様子  
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 (2) 「セントレアと大野町の SDGs の森づくり」植林活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.6-7 「セントレアと大野町の SDGs の森づくり」植林活動の様子 

 

前年の「セントレアと愛知の漁民の森」活動に引き続き、揖斐川流域の自然を守るだ

けでなく、空港周辺の豊かな海の更なる創出も目的として、令和 5 年（2023 年）6 月 5

日、「セントレアと大野町の SDGs の森づくり」を行った。 

この取り組みは、開港時から交流の続く揖斐郡大野町と、伊勢湾の環境保全に取り組

む NPO 法人伊勢湾フォーラムに、伊勢湾の豊かな海の未来につながる SDGs 活動と地域交

流の推進の重要性に賛同いただき実現したものである。 

「セントレアと大野町の SDGs の森」は岐阜県揖斐郡大野町野区の濃尾平野を望む山

腹にあり、中部国際空港セントレアグループ社員、大野町および野区自治会、大野小学

校 4 年生、伊勢湾フォーラムの総勢 150 名が落葉広葉樹であるクヌギやコナラの苗木計

150 本を植栽し、山づくりを通して海づくりに取り組んだ。 

 

 

 

図 4.6-8 植林活動の様子 
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 (3) 「ゆたかな海を知ろう！セントレアの海クリーンアップ」活動 

令和 4 年（2022 年）10 月 16 日、伊勢湾の豊かな海を未来に繋げる SDGs の取組の一

環として、中部国際空港セントレアグループ各社の社員とその家族に加え、活動に賛同

いただいた鬼崎漁業協同組合、常滑市、そして NPO 法人伊勢湾フォーラムと連携して、

海岸漂着物の回収（海岸清掃）を行った環境保全活動である。 

当日は、海岸清掃を通じて海洋ごみの現状を知り、漁業者の方による空港周辺の海の

話のほか、地引網体験を実施し、身近な海の生態系にも触れる機会も設けた。 

なお、今回の海岸清掃は、プラスチックリサイクルなどを推進し持続可能な社会を構

築することを目指す、セントレア プラスチック・スマート宣言に沿った活動でもあ

る。 

 

 

 

図 4.6-9 令和 4 年度「ゆたかな海を知ろう！セントレアの海クリーンアップ」活動の様子 
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前年度に続き、令和 5 年(2023 年)10 月 15 日、鬼崎海岸にて、中部国際空港セントレ

アグループの社員とその家族に加え、セントレアエコエアポート推進協議会のメンバー

である空港島内事業者及びサントリーホールディングス株式会社の協力も得て、総勢約

130 名で海岸漂着物の回収活動（海岸清掃）を行った。 

 

 

 

図 4.6-10 令和 5 年度「ゆたかな海を知ろう！セントレアの海クリーンアップ」活動の様子 
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4.7. あいち生物多様性優良認証企業 

中部国際空港では、空港の計画の策定段階から海域環境や生態系の保全の重要性を認

識し、空港の設置位置や形状を工夫するなど、環境影響の低減に努めてきた。 

また近年は、「伊勢湾の豊かな海を未来につなげる」SDGs 活動として、木曽三川上流

域の自治体とも連携した植林活動や、地元漁協と連携した海岸に漂着したマイクロプラ

スチックやペットボトルを回収する海浜清掃活動といった取り組みを進めてきた。空港

内においては、関係事業等と連携した清掃活動や、海洋のごみでクリスマスツリーの装

飾品を作成し、海洋ごみ問題パネルとともに展示する等、空港利用者への啓発活動も積

極的に実施してきた。 

これらの取り組みが評価され、令和 5 年(2023 年)11 月 10 日、愛知県から、あいち生

物多様性優良認証企業として認証された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7  認証式及び認証書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する 

調査、予測及び評価の結果 

  





5-1 
 

5. 第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価

の結果 
本章は、令和 4 年 6 月に国土交通大臣、愛知県知事、常滑市長に送付した配慮書の

第 4 章の記載内容を基本的に転記したものである。 

 

5.1. 計画段階配慮事項の選定の結果 

5.1.1. 計画段階配慮事項の選定 

 (1) 選定の考え方 

本事業に係る計画段階配慮事項の選定にあたっては、本事業の内容、ならびに対象

事業実施想定区域及びその周囲の自然的状況及び社会的状況を把握した上で、「飛行

場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係

る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全

のための措置に関する指針等を定める省令」（平成 10 年 6 月 12 日運輸省令第 36 号）

（以下、「主務省令」という。）第 5 条にもとづき、専門家その他の環境影響に関する

知見を有する者（以下、「専門家等」という。）の助言を受けて、環境影響を及ぼすお

それがある要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素を選定した。

選定の対象は、主務省令に基づき、土地又は工作物の存在及び供用に係る項目とした。 

なお、中部国際空港においては「3.2. 中部国際空港建設時の環境影響評価」に記

載のとおり、中部国際空港の建設時の環境影響評価を受けて環境監視調査が実施され

てきた経緯がある。 

開港後の環境監視については、「空港島及び空港対岸部に係る環境監視計画」に基

づき実施された。平成 17 年度（2005 年度）から、空港島の存在に係る調査として、

海水の流れ、水質、底質、汀線、海域生物、鳥類、海浜植物を対象とした調査、空港

の供用に係る調査として大気質、騒音（航空機騒音）、鳥類に係る調査が実施されて

きた。その評価の結果、「空港島等の存在及び空港の供用に伴う環境への影響はほと

んど認められなかった。」とされたことを受け、平成 21 年度（2009 年度）末で航空機

騒音を除く項目の調査を終了している。 

選定項目については、これらの経緯も踏まえたうえで設定した。 
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 (2) 対象とする事業計画の概要 

本事業における計画段階配慮事項に関する選定等に際しては、「3.5.1. PI の実施」

において提示した、「案 1」「案 2」を対象とする。 

「案 1」「案 2」の内容は表 5.1-1 及び図 5.1-1、図 5.1-2 に示すとおりである。 

「案 1」は、現滑走路を大規模補修する期間に限り使用する滑走路を現滑走路の着

陸帯内に整備する案である。現滑走路の大規模補修完了後は、滑走路は撤去するため、

滑走路は１本のままである。 

「案 2」は、現在の誘導路位置に滑走路を整備する案であり、これにより、滑走路

は 2 本となる。 

 

 

表 5.1-1 複数案の概要 

 案1 案2 

整備位置 
現滑走路の着陸帯内に設置 

（図 5.1-1） 
現誘導路位置に設置 

（図 5.1-2） 

滑走路長 3,290m 3,290m 

設置する増設滑走路の運用期間 
現滑走路の大規模補修工事期間 

に限る 
常時 

大規模補修完了後の滑走路本数 1本 2本 
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図 5.1-1 案 1 

 

 

図 5.1-2 案 2 
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 (3) 選定結果 

選定結果は表 5.1-2 に示すとおりである。 

計画段階配慮事項として、航空機の運航に係る騒音、航空機の運航に係る動物（鳥

類）を選定した。 

 

表 5.1-2 計画段階配慮事項の選定 

影響要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境要素 

土地又は工作物の存在及び供用 
飛
行
場
の
存
在 

航
空
機
の
運
航 

飛
行
場
の
施
設
の
供
用 

環境の自然的構

成要素の良好な

状態の保持を旨

として調査、予

測及び評価され

るべき環境要素 

大気環境 

大気質 
窒素酸化物 － － － 

粉じん等 － － － 

騒音 騒音 － ○ － 

振動 振動 － － － 

水環境 水質 
水の汚れ － － － 

土砂による水の濁り － － － 

土壌に係る

環境その他

の環境 

地 形 及 び

地質 
重要な地形及び地質 － － － 

生物の多様性の

確保及び自然環

境の体系的保全

を 旨 と し て 調

査、予測及び評

価されるべき環

境要素 

動物 
重要な種及び 

注目すべき生息地 
－ ○ － 

植物 重要な種及び群落 － － － 

生態系 
地域を特徴づける 

生態系 
－ － － 

人と自然との豊

かな触れ合いの

確保を旨として

調査、予測及び

評価されるべき

環境要素 

景観 

主要な眺望点及び 

景観資源ならびに 

主要な眺望景観 

－ － － 

人と自然との触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然との触

れ合いの活動の場 
－ － － 

環境への負荷の

量の程度により

予測及び評価さ

れるべき環境要

素 

廃棄物等 
建設工事に伴う 

副産物 
－ － － 

一般環境中の放

射性物質につい

て調査、予測及

び評価されるべ

き環境要素 

放射線の量 放射線の量 － － － 

注）○  ：選定する項目 
網掛け：主務省令第21条別表第1にて示される参考項目（方法書以降における項目選定の参考項目） 

―  ：選定しない項目 
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5.1.2. 計画段階配慮事項の選定理由 

計画段階配慮事項の選定理由は、表 5.1-3 に示すとおりである。 

 

表 5.1-3 計画段階配慮事項の選定理由 

計画段階配慮事項 
選定理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大気環境 騒音 航空機の運航 

滑走路増設に伴う航空機の運航状況の変化

に伴い、事業実施想定区域及びその周囲に及

ぼす騒音の状況が変化する可能性が考えられ

ることから、選定する。 

動物 

重 要 な 種 及

び 注 目 す べ

き生息地 

航空機の運航 

滑走路増設に伴う航空機の運航状況の変化

に伴い、航空機と鳥との衝突により鳥類の重

要な種への影響が変化する可能性が考えられ

ることから、選定する。 
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5.1.3. 計画段階配慮事項の非選定理由 

計画段階配慮事項の非選定理由は、表 5.1-4 (1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 5.1-4（1） 計画段階配慮事項の非選定理由 

計画段階配慮事項 
非選定理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大気質 窒素酸化物 

航空機の運航 

滑走路増設に伴う航空機の運航状況の変化に伴い、

事業実施想定区域及びその周囲に及ぼす二酸化窒素の

発生状況が変化する可能性が考えられるが、中部国際

空港の離着陸時の飛行経路は海上に設定されており、

住居等が位置する陸域から十分な離隔があることか

ら、影響の程度は極めて小さいと考える。そのため、

評価項目として選定しない。 

なお、事業実施区域が定まる方法書以降の環境影響

評価の段階で、想定する事業計画をふまえて影響の程

度について検討を行う。 

飛行場の施設の

供用 

飛行場の施設の供用に伴い二酸化窒素の発生が考え

られるが、本事業ではターミナルビル等の施設は現状

と変わらない計画であり、飛行場の施設からの大気汚

染物質の排出量は現況から著しく増加することはな

い。そのため、評価項目として選定しない。 

なお、事業実施区域が定まる方法書以降の環境影響

評価の段階で、想定する事業計画をふまえて影響の程

度について検討を行う。 

水質 水の汚れ 
飛行場の施設の

供用 

飛行場の施設の供用に伴い、施設からの排水が考え

られるが、施設からの排水は雨水排水に限られ、雨水

以外の排水は下水管を経由して空港外の下水処理場で

処理されており、施設から汚水を直接海域に放流する

ことはない。そのため、評価項目として選定しない。 

なお、方法書以降の環境影響評価の段階で、想定す

る事業計画をふまえて影響の程度について検討を行

う。 

地形及び

地質 

重要な地形・

地質 
飛行場の存在 

飛行場の存在に伴う重要な地形・地質への影響につ

いて、事業実施想定区域は海域に造成された人工島内

にあり、その範囲内に学術上重要な地形・地質は存在

しない。そのため、評価項目として選定しない。 
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表 5.1-4（2） 計画段階配慮事項の非選定理由 

計画段階配慮事項 
非選定理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

動物 

重要な種及び

注目すべき生

息地 

飛行場の存在 

飛行場の存在に伴う動物の重要な種及び注目すべき生

息地への影響について、事業実施想定区域は海域に造成

された人工島内にあり、滑走路増設に伴い、その一部は

改変されるものの、もともと空港運用に伴い管理されて

いる環境であることから、陸生動物に著しい影響を及ぼ

すことはないと考える。また、施設からの排水は雨水排

水に限られることから、水生動物に著しい影響を及ぼす

ことはないと考える。そのため、評価項目として選定し

ない。 

なお、事業実施区域が定まる方法書以降の環境影響評

価の段階で、想定する事業計画をふまえて影響の程度に

ついて検討を行う。 

植物 
重要な種及び

群落 
飛行場の存在 

飛行場の存在に伴う植物の重要な種及び群落への影響

について、事業実施想定区域は海域に造成された人工島

内にあり、滑走路増設に伴い、その一部は改変されるも

のの、もともと空港運用に伴い管理されている環境であ

ることから、陸生植物に著しい影響を及ぼすことはない

と考える。また、施設からの排水は雨水排水に限られる

ことから、水生植物に著しい影響を及ぼすことはないと

考える。そのため、評価項目として選定しない。 

なお、事業実施区域が定まる方法書以降の環境影響評

価の段階で、想定する事業計画をふまえて影響の程度に

ついて検討を行う。 

生態系 
地域を特徴づ

ける生態系 
飛行場の存在 

飛行場の存在に伴う地域を特徴づける生態系への影響

について、事業実施想定区域は海域に造成された人工島

内にあり、滑走路増設に伴い、その一部は改変されるも

のの、もともと空港運用に伴い管理されている環境であ

ることから、陸域に成立する地域を特徴づける生態系に

著しい影響を及ぼすことはないと考える。また、施設か

らの排水は雨水排水に限られることから、海域に成立す

る地域を特徴づける生態系に著しい影響を及ぼすことは

ないと考える。そのため、評価項目として選定しない。 

なお、事業実施区域が定まる方法書以降の環境影響評

価の段階で、想定する事業計画をふまえて影響の程度に

ついて検討を行う。 

景観 

主要な眺望点

及び景観資源

ならびに主要

な眺望景観 

飛行場の存在 

飛行場の存在に伴う景観への影響について、本事業は

海域に造成された平坦な人工島内に滑走路の増設を行う

事業であり、主要な眺望点及び景観資源を改変すること

はない。また、本事業では新たな建屋等を建設すること

はないため、主要な眺望景観を阻害することはない。そ

のため、評価項目として選定しない。 

なお、事業実施区域が定まる方法書以降の環境影響評

価の段階で、想定する事業計画をふまえて影響の程度に

ついて検討を行う。 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

主要な人と自

然との触れ合

い活動の場 

飛行場の存在 

飛行場の存在に伴う人と自然との触れ合い活動の場へ

の影響について、本事業は海域に造成された平坦な人工

島内に滑走路の増設を行う事業であり、事業実施想定区

域周辺の人と自然との触れ合い活動の場に著しい影響を

及ぼすことはないと考える。そのため、評価項目として

選定しない。 

なお、事業実施区域が定まる方法書以降の環境影響評

価の段階で、想定する事業計画をふまえて影響の程度に

ついて検討を行う。 
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5.2. 計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法 

選定した計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法は表 5.2-1 に示すと

おりである。 

 

表 5.2-1 計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法 

計画段階配慮事項 
調査手法 予測手法 評価手法 

環境要素の区分 影響要因の区分 

騒音 

(航空機騒音) 
航空機の運航 

【調査事項】 

航空機騒音に係る環境

基準の類型指定等の状

況 

再現計算による現在の

航空機騒音の状況 

環境監視調査における

航空機騒音の状況 

 

【調査手法】 

既存資料により航空機

騒音に係る環境基準の

類型指定等の状況、再

現計算の実施により現

在の航空機騒音の状況

を推計する方法、環境

監視調査における航空

機騒音の状況を整理す

る方法 

 

【手法の選定理由】 

事業実施想定区域及び

その周辺の保全対象の

状況を把握できる手法

であるため。 

【予測事項】 

航空機騒音の影響範囲

の把握 

 

 

 

 

 

 

【予測手法】 

航空機の運航に伴い発

生する騒音の影響範囲

の変化を推定する方法 

 

 

 

 

 

 

 

【手法の選定理由】 

事業実施想定区域及び

その周辺の保全対象へ

の影響の程度を把握で

きる手法であるため。 

【評価事項】 

航空機騒音による影響

の程度 

 

 

 

 

 

 

【評価手法】 

環境影響が実行可能な

範囲で、回避又は低減

されているか評価する

方法 

 

 

 

 

 

 

【手法の選定理由】 

事業計画案を適切に評

価できる手法であるた

め。 

動物（鳥類） 航空機の運航 

【調査事項】 

航空機の運航によるバ

ードストライク（鳥衝

突）の発生状況 

事業者による鳥衝突防

止対策に係る取組み状

況 

 

【調査手法】 

既存資料により国土交

通省が管理するバード

ストライク発生記録、

事業者による鳥衝突防

止対策に係る取組み状

況を整理する方法 

 

【手法の選定理由】 

事業実施想定区域及び

その周辺の保全対象の

状況を把握できる手法

であるため。 

【予測事項】 

航空機の運航によるバ

ードストライク発生回

数の変化の程度 

 

 

 

 

【予測手法】 

航空機の運航に伴うバ

ードストライクの発生

の変化を推定する方法 

 

 

 

【手法の選定理由】 

事業実施想定区域及び

その周辺の保全対象へ

の影響の程度を把握で

きる手法であるため。 

【評価事項】 

航空機の運航による動

物（鳥類）への影響の

程度 

 

 

 

 

【評価手法】 

環境影響が実行可能な

範囲で、回避又は低減

されているか評価する

方法 

 

 

 

【手法の選定理由】 

事業計画案を適切に評

価できる手法であるた

め。 
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5.3. 調査、予測及び評価の結果 

5.3.1. 騒音 

 (1) 調査 

 1) 調査事項 

調査事項は、航空機騒音に係る環境基準の類型指定等の状況、再現計算による現在

の航空機騒音の状況、環境監視調査における航空機騒音の状況とした。 

 

 2) 調査手法 

調査手法は、既存資料により航空機騒音に係る環境基準の類型指定等の状況、再現

計算の実施により現在の航空機騒音の状況を推計する方法、環境監視調査における航

空機騒音の状況を整理する方法とした。 

 

 3) 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周辺とした。 

 

 4) 調査結果 

航空機騒音に係る環境基準の類型指定等の状況 

航空機騒音に係る環境基準の類型指定等の状況は「7.2 社会的状況 7.2.7. 環境の

保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制

の内容その他の状況」に示したとおりである。 

Ⅰ類型をあてはめる地域として、愛知県内の常滑市、弥富市、飛鳥村、南知多町と

美浜町（ただし、空港島の区域、河川区域及び工業専用地域を除く）、三重県内では

桑名市のうち長島町､鳥羽市のうち桃取町、答志町と桑名郡木曽岬町（ただし、河川

区域を除く）が該当する。 

 

再現計算による現在の航空機騒音の状況 

現在の航空機騒音の状況について、運航実績等から再現計算による推計を行った。

再現計算には「国土交通省モデル」を用いることとし、コロナ禍による航空機発着回

数の減少の影響が少なく、中部国際空港における年間発着回数が過去最多となった

2019 年度を対象として行った。発着回数については、2019 年度の発着回数（約 11.3

万回/年）のうち、回転翼機（ヘリコプター）注)を除いた回数（約 11.2 万回/年）を

対象とした。 

再現計算による推計結果は図 5.3-1 に示すとおりである。時間帯補正等価騒音レベ

ル（Lden）が 57dB となる範囲は海上にとどまっており、航空機騒音の環境基準（Ⅰ類

型（57dB））が定められている陸域には及んでいない。 

注）発着回数は航空機に比べて少ないため騒音の影響は小さく、かつ標準的に定められた飛行ルート（水平

移動距離と飛行高度の関係）の設定が難しいため再現計算から除いた。 

  



5-10 
 

環境監視調査における航空機騒音の状況 

環境監視調査における航空機騒音の状況は「7.1 自然的状況 7.1.1 大気環境の状

況」に示したとおりである。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う発着回数減少前である令和元年度の環境監

視調査の結果、環境基準の類型指定がされているすべての地点で環境基準に適合して

いる。  
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注）推計は現時点（配慮書段階）で検討可能な諸条件にて実施したものであり、回転翼機・地上騒音は含まない。 
出典：「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 154 号） 

「航空機騒音に係る環境基準」（令和 4 年 6 月現在、愛知県ホームページ） 
「中部国際空港の航空機騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域について」（令和 4 年 6 月現在、
三重県ホームページ） 

図 5.3-1 航空機騒音に係る環境基準の類型指定の状況、現在の航空機騒音の推計結果 
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 (2) 予測 

 1) 予測事項 

予測事項は、航空機騒音の影響範囲の把握とした。 

なお、現時点では滑走路の増設に伴い新たに設定される離着陸の飛行経路などが未

定であることから、定量的な予測は困難であり、予測は定性的に行った。 

 

 2) 予測手法 

予測手法は、航空機の運航に伴い発生する騒音の影響範囲の変化を推定する方法と

した。 

騒音の影響範囲を把握するにあたり、滑走路を現滑走路との中心線間隔で 112.5m

もしくは 210m 東側に整備し、滑走路 2 本の運用が可能となることを想定した。 

また、新型コロナウイルス感染症収束後の航空需要の増加に伴い、発着回数が増加

する可能性についても想定した。 

 

 3) 予測地域 

予測地域は、事業実施想定区域及びその周辺とした。 
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 4) 予測結果 

予測結果は、表 5.3-1 に示すとおりである。 

 

表 5.3-1 計画段階配慮事項に関する予測結果（騒音） 

案1 案2 

滑走路を現滑走路との中心線間隔で

112.5ｍ東側に整備する。そのため、航

空機騒音の影響範囲もそれと同程度東側

に広がる可能性がある。 

新型コロナウイルス感染症収束後の航

空需要の増加に伴う発着回数の増加によ

り、影響範囲が図 5.3-1 に示す現在の

Lden57dB の範囲より広がる可能性もある

が、中部国際空港は航空機騒音に配慮し

て常滑市沖合の海上に建設された空港で

あり、滑走路の整備後も航空機の飛行経

路は現在と同様の伊勢湾上空に設定され

ることを勘案すると、案 1 の Lden57dB の

範囲は海上に留まることが見込まれる。 

滑走路を現滑走路との中心線間隔で

210m東側に整備する。そのため、航空機

騒音の影響範囲もそれと同程度東側に広

がる可能性がある。 

新型コロナウイルス感染症収束後の航

空需要の増加に伴う発着回数の増加によ

り、影響範囲が図 5.3-1 に示す現在の

Lden57dB の範囲より広がる可能性もある

が、中部国際空港は航空機騒音に配慮し

て常滑市沖合の海上に建設された空港で

あり、滑走路の整備後も航空機の飛行経

路は現在と同様の伊勢湾上空に設定され

ることを勘案すると、案 2 の Lden57dB の

範囲は海上に留まることが見込まれる。 

【参考】発着回数が増加した場合の航空機騒音の影響は、空港計画時の環境影響予

測案（中間まとめ）（平成 9 年（1997 年）3 月公表）において、発着回数が約 13 万

回/年（第 1 期計画）、約 16 万回/年（将来構想）を想定した予測を行っている。そ

の結果、当時の環境基準である加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）70※を超え

る範囲はすべて海上に留まる結果となっている。また、空港建設時の環境影響評価

書（平成 11 年（1999 年）6 月）において、滑走路が現滑走路の位置に整備され発着

回数が約 13 万回/年となった場合を想定した予測を行っている。その結果、当時の

環境基準である加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）70※を超える範囲はすべて

海上に留まる結果となっている。 

※WECPNL70 は、現在の環境基準である時間帯補正等価騒音レベル（Lden）57dB と概ね同等である 

 

 (3) 評価 

航空機騒音による影響の程度について、案 1 と案 2 の Lden57dB の範囲は海上に留ま

り、環境基準が定められている陸域の地域に影響を及ぼすことはないと見込まれる。 

中部国際空港では、空港建設前の構想段階から海上への立地により周辺地域への航

空機騒音の影響を低減するとともに、環境に配慮した飛行経路を設定している。また

着陸機の騒音低減を図るため、ディレイドフラップ進入方式注）が適用されている。

あわせて、「中部国際空港に係る環境監視計画」に基づく環境監視を行っている。 

事業の実施にあたっては、このような環境配慮を継続して実施することにより、影

響の回避又は低減が図られると評価する。 

注）ディレイドフラップ進入方式：フラップ（＝飛行機主翼に取り付けられた可動翼片）を下げる操作を航

行の安全確保に支障とならない範囲で遅くすることにより騒音を低減する進入方式 
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5.3.2. 動物 

 (1) 調査 

 1) 調査事項 

調査事項は、航空機の運航によるバードストライク（鳥衝突）の発生状況、事業者

による鳥衝突防止対策に係る取組み状況とした。 

 

 2) 調査手法 

調査手法は、既存資料により国土交通省が管理するバードストライク発生記録、事

業者による鳥衝突防止対策に係る取組み状況を整理する方法とした。 

 

 3) 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周辺とした。 

 

 4) 調査結果 

国土交通省が管理するバードストライク発生記録 

国土交通省航空局に寄せられた鳥衝突報告の内容について、コロナ禍による航空機

発着回数の減少前に相当する平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年）の 5 年間を

対象として整理した。 

 

発生件数の経年変化 

中部国際空港におけるバードストライク発生状況の経年変化を表 5.3-2 に示す。 

発生件数は年間 16～28 件、鳥衝突率（離着陸回数 1 万回あたりのバードストライ

ク発生件数）は 1.40～2.75 である。 

 

表 5.3-2 中部国際空港におけるバードストライク発生状況の経年変化 

平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年） 

年 
中部国際空港における 

バードストライク発生件数 

中部国際空港における 

鳥衝突率 

（離着陸回数1万回あたりの 

バードストライク発生件数） 

平成27年（2015年） 21 2.20 

平成28年（2016年） 18 1.77 

平成29年（2017年） 22 2.17 

平成30年（2018年） 28 2.75 

令和元年（2019年） 16 1.40 

出典：「2019年バードストライクデータ」（国土交通省ホームページ） 
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鳥類種別の整理 

鳥類種別の整理結果を図 5.3-2 に示す。 

海上空港であることから、水辺の鳥類（カモメ類、カモ類）が多く確認されている。

また、草地等を生息環境とするヒバリ、ツバメも多く確認されている。 

 

 

出典：「航空安全監視システム-鳥衝突防止情報サイト」（国土交通省ホームページ）
提供データより整理し作成 

 

図 5.3-2 中部国際空港におけるバードストライク発生状況 

平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年） 

 

飛行区分別・滑走路運用別の整理 

飛行区分別・滑走路運用別の整理結果を表 5.3-3 及び図 5.3-3 に示す。 

進入時が最も多く、41 例となっており、次いで離陸滑走時、着陸滑走時が占める割

合が多い。 

 

表 5.3-3 中部国際空港におけるバードストライク発生状況 

（飛行区分別・滑走路運用別） 

平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年） 

飛行区分 南風運用（RWY18) 北風運用（RWY36） 不明 合計 

降下 2 1 ― 3 

進入 17 22 2 41 

着陸滑走 5 11 ― 16 

離陸滑走 4 13 2 19 

上昇 2 5 ― 7 

駐機 ― 1 ― 1 

不明 7 10 1 18 

合計 37 63 5 105 

出典：「航空安全監視システム-鳥衝突防止情報サイト」（国土交通省ホームページ） 

提供データより整理し作成 
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※飛行区分不明 合計 5（進入 2、離陸滑走 2、不明 1） 

出典：「航空安全監視システム-鳥衝突防止情報サイト」（国土交通省ホームページ） 

提供データより整理し作成 

 

図 5.3-3 中部国際空港におけるバードストライク発生状況（飛行区分別・滑走路運用別） 

平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年）  
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高度別の整理 

飛行区分別・高度別の整理結果を図 5.3-4 に示す。 

バードストライク発生数のうち、高度不明を除く 80 例のうち、半分（40 例）は高

度 50ｍ未満における確認であった。 

 

出典：「航空安全監視システム-鳥衝突防止情報サイト」（国土交通省ホームページ） 

提供データより整理し作成 

 

図 5.3-4 中部国際空港におけるバードストライク発生状況（飛行区分別・高度別） 

平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年） 
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月別の整理 

月別・鳥類種別の整理結果を図 5.3-5 に示す。 

発生数は、4～11 月に多い。種ごとの発生例数については、不明種を除く種ごとの

発生数について大きな偏りはないが、ツバメ、ヒバリについては採餌等の活動がある

6～8 月に発生が多い。 

 

 

出典：「航空安全監視システム-鳥衝突防止情報サイト」（国土交通省ホームページ） 

提供データより整理し作成 

 

図 5.3-5 中部国際空港におけるバードストライク発生状況（月別・鳥類種別） 

平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年） 
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発生時間帯別の整理 

発生時間帯別・鳥類種別の整理結果を図 5.3-6 に示す。 

夜間（18 時～翌 6 時）の発生が多く、次いで午前（6 時～12 時）に発生が多い。 

 

 

出典：「航空安全監視システム-鳥衝突防止情報サイト」（国土交通省ホームページ） 

提供データより整理し作成 

 

図 5.3-6 中部国際空港におけるバードストライク発生状況（発生時間帯別・鳥類種別） 

平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年） 

 

事業者による鳥衝突防止対策の取組み状況 

中部国際空港における鳥衝突防止対策の特徴について図 5.3-7 に示す。 

中部国際空港では、開港後に各種の鳥対策を積み重ね、関係者による 24 時間対応

体制の構築、鳥状況に応じた運航管理を実施している。 

その結果、表 5.3-4 に示すとおり、平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年）の

平均値で、鳥衝突率（離着陸回数 1 万回あたりのバードストライク発生件数）は主要

空港で最小となっている。 

また、中部国際空港における平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年）の 1 年間

あたりのバードストライク発生件数と年間発着回数の関係は図 5.3-8 のとおりであり、

発着回数とバードストライク発生件数との間に比例関係はみられない。 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

午前 06:00〜12:00

午後 12:00〜18:00

夜間 18:00〜翌06:00

不明

ミサゴ チョウゲンボウ ハヤブサ カモ類 カモメ類 シギ類
ケリ、ムナグロ スズメ アトリ キビタキ ツバメ アマツバメ
ヒバリ ヒヨドリ アオバト コウモリ類 不明
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出典：セントレアにおける鳥害対策について 「現場力」を活かしたバードストライク対策 

（空港鳥衝突防止対策オンラインセミナー（令和3年1月29日）中部国際空港株式会社の資料より） 

図 5.3-7 セントレアの鳥対策の特徴 

 

表 5.3-4 鳥衝突率（離着陸回数 1 万回あたりのバードストライク発生件数） 

（平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年）の平均値） 

空港名 
大阪 

国際 

東京 

国際 
新千歳 那覇 福岡 

成田 

国際 

関西 

国際 

中部 

国際 

鳥衝突率 4.08 3.73 3.33 2.63 2.59 2.34 2.09 2.06 

出典：「2019年バードストライクデータ」（国土交通省ホームページ） 
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注）本グラフのバードストライク発生件数は「年度」でなく「年」で集計しており、発着回数も「年」と

しているため、2章・7章で提示している年度別の発着回数とは数値が異なる。 

出典：「2019年バードストライクデータ」（国土交通省ホームページ） 

図 5.3-8 中部国際空港におけるバードストライク発生件数と年間発着回数の関係 

（平成 27 年（2015 年）～令和元年（2019 年））  
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 (2) 予測 

 1) 予測事項 

予測事項は、航空機の運航によるバードストライク発生回数の変化の程度とした。 

なお、現時点では滑走路の増設に伴い新たに設定される離着陸の飛行経路などが未

定であることから、定量的な予測は困難であり、予測は定性的に行った。 

 

 2) 予測手法 

予測手法は、航空機の運航に伴うバードストライクの発生の変化を推定する方法と

した。 

バードストライクの発生の程度の変化の推定にあたり、滑走路を現滑走路の中心線

間隔で 112.5m もしくは 210m 東側に整備し、滑走路 2 本の運用が可能となることを想

定した。また、新型コロナウイルス感染症収束後の航空需要の増加に伴い、発着回数

が増加する可能性についても想定した。 

 

 3) 予測地域 

予測地域は、事業実施想定区域及びその周辺とした。 

 

 4) 予測結果 

予測結果は、表 5.3-5 に示すとおりである。 

 

表 5.3-5 計画段階配慮事項に関する予測結果（動物） 

案1 案2 

滑走路を現滑走路との中心線間隔で

112.5m東側に整備する。滑走路の整備位

置は、図 5.3-9に示すとおり、現在、着

陸帯が設けられている場所である。 

新型コロナウイルス感染症収束後の

航空需要の増加に伴う発着回数の増加が

想定されるが、滑走路は現在も空港施設

として利用されている人工的な環境の中

に位置すること、中部国際空港では、開

港後に各種の鳥対策を積み重ねており、

発着回数とバードストライク発生件数と

の間に比例関係はみられないことを勘案

すると、本事業によりバードストライク

が大きく増加することはないものと予測

される。 

滑走路を現滑走路との中心線間隔で

210m東側に整備する。滑走路の整備位置

は、図 5.3-9に示すとおり、現在、誘導

路を設置している場所である。 

新型コロナウイルス感染症収束後の

航空需要の増加に伴う発着回数の増加が

想定されるが、滑走路は現在も空港施設

として利用されている人工的な環境の中

に位置すること、中部国際空港では、開

港後に各種の鳥対策を積み重ねており、

発着回数とバードストライク発生件数と

の間に比例関係はみられないことを勘案

すると、本事業によりバードストライク

が大きく増加することはないものと予測

される。 
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図 5.3-9 滑走路の設置位置及び周辺の環境状況（航空写真） 

 

 (3) 評価 

航空機の運航による動物（鳥類）への影響の程度について、現況から大きく増加す

ることはないと見込まれる。 

中部国際空港では、開港後に各種の鳥対策を積み重ね、関係者による 24 時間対応

体制の構築、鳥状況に応じた運航管理を実施している。 

事業の実施にあたっては、このような環境配慮を継続して実施することにより、影

響の回避又は低減が図られると評価する。 
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5.4. 総合評価 

中部国際空港滑走路増設事業に係る環境面への影響については、以下のとおりであ

る。 

航空機の運航に伴う騒音（航空機騒音）による影響に関して、案１では滑走路を現

滑走路との中心線間隔で 112.5m 東側に整備する。案２では滑走路を現滑走路との中

心線間隔で 210m 東側に整備する。そのため、航空機騒音の影響範囲もそれと同程度

東側に広がる可能性がある。新型コロナウイルス感染症収束後の航空需要の増加に伴

う発着回数の増加が想定され、現在の Lden57dB の範囲より広がる可能性もあるが、中

部国際空港は航空機騒音に配慮して常滑市沖合の海上に建設された空港であり、滑走

路の整備後も航空機の飛行経路は現在と同様の伊勢湾上空に設定されることを勘案す

ると、いずれの案でも Lden57dB の範囲は海上に留まることが見込まれ、両案の影響に

著しい差はないと考える。 

動物（鳥類）への影響に関して、案１では滑走路を現滑走路との中心線間隔で

112.5m 東側に整備する。滑走路の整備位置は、現在、着陸帯が設けられている場所で

ある。案２では滑走路を現滑走路との中心線間隔で 210m 東側に整備する。滑走路の

整備位置は、現在、誘導路を設置している場所である。新型コロナウイルス感染症収

束後の航空需要の増加に伴う発着回数の増加が想定されるが、いずれの案も滑走路は

現在も空港施設として利用されている人工的な環境の中に位置すること、中部国際空

港では、開港後に各種の鳥対策を積み重ねており、発着回数とバードストライク発生

件数との間に比例関係はみられないことを勘案すると、本事業によりバードストライ

クが大きく増加することはないと見込まれ、両案の影響に著しい差はないと考える。 

また、各項目において示した環境配慮を適切に実施することにより、事業者の実行

可能な範囲で影響の回避又は低減が図られると考える。 

以上の予測及び評価の結果をふまえ、増設滑走路の計画を決定する段階では、整備

に伴う社会的・経済的効果とともに、環境面への影響についても十分に検討するもの

とする。 

なお、今後の方法書以降の環境影響評価において、調査、予測及び評価を行い、必

要に応じて適切な環境保全措置を講ずるものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 計画段階環境配慮書に対する住民等の意見の概要 

及び地方公共団体の長、国土交通大臣の意見並び 

に事業者の見解 
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6. 計画段階環境配慮書に対する住民等の意見の概要及び地方公共 

団体の長、国土交通大臣の意見並びに事業者の見解 
 

6.1. 計画段階環境配慮書に対する住民等の意見の概要及び事業者の見解 

令和 4年 6月 30 日から中部国際空港株式会社のホームページで計画段階環境配慮書を

公表したほか、令和 4 年 6 月 30 日～7 月 30 日の 1 カ月間、表 6.1-1 の場所で縦覧を行

った。 

また、令和 4 年 6 月 30 日～8 月 8 日の期間に、計画段階環境配慮書についての環境保

全の見地からの意見の募集を行った。意見書の提出は 5通あり、意見の総数は延べ 99件

であった。 

住民等の意見の概要及び事業者の見解は、表 6.1-2（1）～（14）に示すとおりであ

る。 

 

表 6.1-1 縦覧の場所、期間及び時間 

縦覧場所 期間 時間 

中部国際空港 

株式会社 

常滑市セントレア一丁目 1 番地 

第 2 セントレアビル 4 階 

令和 4 年 6 月 30 日～ 

令和 4 年 7 月 30 日 

（土曜日、日曜日及び

祝日を除く） 

午前 9 時～ 

午後 5 時 

愛知県 都市・交通局 航空空港課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2 号 

常滑市 市民生活部 生活環境課 

常滑市飛香台三丁目 3 番地の 5 
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表 6.1-2（1） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

■整備計画 

1 「中部国際空港の将来構想」に記載され

ていた「１．将来の航空需要への対応」に

該当する記載が配慮書には無いが、配慮書

においても、旅客需要の計画と実績の記載

と分析が必要であり、そのうえで配慮書を

作成すべき。 

おそらく実績と計画との違いやコロナ禍

で先が見通せないことなどが原因で将来の

航空需要への対応が無くなったものと思わ

れるが、そうであれば事業を中断すべき。 

なお、新型コロナウイルス感染症により

大幅に減少している旨も記載されており、

今後 2021 年度、2022 年度も同様の傾向に

なり、需要が減少するのではないか。 

今回の滑走路増設は、完全 24 時間運用

の実現や現滑走路の大規模補修といった喫

緊の課題解決などのために計画するもので

あり、将来の航空需要増加への対応を目的

としておりません。配慮書に記載しており

ますこれらの課題解決に向けて、早期に実

現する必要があると考えております。 

なお、航空需要は回復しつつあります

が、今後、社会状況の変化等に応じ、可能

な範囲で航空需要予測を実施してまいりま

す。 

また、滑走路増設により、1 本の滑走路

をメンテナンスしつつ、もう 1 本の滑走路

で航空機の発着が可能となり、深夜及び早

朝の時間帯における国際貨物便や LCC 等の

多様な運航ニーズに対応することができま

すので、引き続き、地元自治体、経済界、

空港会社が連携して路線誘致や利用促進を

行うなど、航空需要の創出に努めてまいり

ます。 

2 「不測の事態による滑走路閉鎖リスクの

回避」について、このような不測の事態へ

の対応についても、新たな滑走路の必要性

になるのか。こうした例は他の空港にもあ

り、それが新たな滑走路の理由になった例

はあるのか。 

首都圏や関西圏において大規模災害が発

生し、成田国際空港や関西国際空港といっ

た国際拠点空港の運用に支障が生じた場

合、中部国際空港は、日本の中心に位置

し、首都圏、関西圏とのアクセスにも優れ

ていることから、両圏域に所在する空港の

代替機能の中心的な役割を担うこととなり

ます。 

滑走路が 2 本あれば、メンテナンス、大

規模補修期間中、または不測の事態により

1 本の滑走路が閉鎖されていても、もう 1

本の滑走路で航空機の発着が可能となり、

災害時における代替機能としての役割を十

分に果たすことができるようになります。 

3 「災害時におけるバックアップ機能の確

保」について、このような災害時への対応

についても、新たな滑走路の必要性になる

か。2018 年の関西国際空港の浸水時にも

対応ができたのなら、新たな滑走路が無く

ても対応できるのではないか。 
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表 6.1-2（2） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

4 「リニア中央新幹線等の整備効果の向

上」について、リニアの 2027 年の名古屋

開業が無理であることは JR 東海の社長も

発言しているとおりであり、第二滑走路を

急ぐ理由にならない。中部圏と首都圏との

往来がしやすくなるとしても、中部国際空

港との関連は不明である。また西知多道路

の整備について、アクセス性、定時性、信

頼性が不十分という分析はされていない。

両論とも、結果として整備効果を高めると

いうことなので、削除すべき。 

令和 9年度（2027年度）に予定されてい

るリニア中央新幹線の東京－名古屋間の開

通により、人口 5 千万人のリニア大交流圏

というメガリージョンが形成されます。 

また、リニア中央新幹線の開業も見据

え、名古屋高速道路や伊勢湾岸道路と接続

することによって中部国際空港へのアクセ

ス性が向上するとともに、定時性・信頼性

が向上することとなる西知多道路が整備さ

れます。 

リニア中央新幹線等の開業に合わせて、

中部国際空港が滑走路を 2本備え、完全 24

時間運用を実現し、国際拠点空港として相

応しい機能を確保することは、同時にリニ

ア中央新幹線及び西知多道路の整備効果を

高めるものになります。 

5 「令和 2 年（2020 年）2 月以降は新型コ

ロナウイルス感染症の影響で国際旅客便が

激減したことに伴い、貨物スペースでの輸

送量が減少した。」との記載が p5 にある

が、国際旅客便の激減による貨物スペース

減少だけではなく、国際貨物便も渡航禁止

になったことが主たる原因ではないのか。 

国際航空貨物便の発着回数は、コロナ前

の令和元年度（2019 年度）において 29 便

／週だったのものが、令和 4年（2022年）

夏ダイヤ（7 月 1 日現在）においては、45

便／週と増加しております。 

6 

 

第二滑走路の必要性について、過去には

ハブ空港や横風対策などの理由が挙げられ

ていたが、今回は大規模改修やメンテナン

ス作業時間の確保が必要との理由になって

いる。他の国内空港では滑走路 1 本でもそ

のような対応を現実的に行っている。本当

に大規模改修が必要であるならば、コロナ

禍の今を絶好のチャンスとして実施すべき

である。企業努力によって、深夜早朝時間

帯の運航便数であれば、他の時間帯に移動

できて、またメンテナンス作業時間も増加

させることができる。 

とにかく何かの理屈をつけて、航空需要

の有無も無関係に第 2 滑走路建設をやりた

いだけではないか。 

 

滑走路の大規模補修を実施する場合、2

年間にわたって、一定期間、深夜及び早朝

の時間帯に、補修作業のため 6 時間半連続

して滑走路を閉鎖することとなり、これま

で同時間帯に中部国際空港を拠点として運

航していた国際貨物便等の発着ができなく

なります。長期間、航空機が発着できなく

なることになれば、その拠点は中部国際空

港から他の国際空港に移転されて失うこと

となります。 

また、コロナ禍においても、特に国際貨

物便は好調であり、大規模補修を行うため

に、深夜及び早朝の時間帯に滑走路を閉鎖

して連続するまとまった時間を確保するこ

とは困難な状況です。 

以上を踏まえ、滑走路増設が必要と考え

ております。 
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表 6.1-2（3） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

7 今回の配慮書で示されている「案２」

は、「中部国際空港の将来構想」で示され

る「当分の間、2 本の滑走路で運用」とい

う案を、永久的な２本目滑走路を現空港用

地内に設置するもの。配慮書の複数案の比

較で「案２では各課題に対応することが可

能となる」（p17）とされ、「中部国際空港

の将来構想」の第２段階〔将来形〕の「新

たな埋立地にＢ滑走路」はほとんど考えて

いないという方針転換と思われる。それと

も、もっと長い将来には、新たな埋立地に

３本目の滑走路まで考えているのか。 

今回の滑走路増設は、「中部国際空港の

将来構想」の第 1 段階を対象としておりま

す。 

新たな埋立地が、埋立完了までには 15

年程度を要する見込みであり、まずは第 1

段階の計画を実現することが重要と考えて

おります。 

8 配慮書の複数案で示されている案 1 は、

どちらかの滑走路に事故があった場合は２

本とも使えなくなるおそれがある危険な案

ではないか。 

案 2 の現誘導路を滑走路にする案は滑走

路間隔が ICAO （国際民間航空機関）で定

められた最小間隔 210m しかなく、大型機

の一時待機により他の離着陸に影響が出る

ことを明記してもらいたい。 

また、将来の航空需要さえ予測できず、

今のままで当分大丈夫なので、ゼロ・オプ

ションを複数案として追加すべき。 

案 1 は、石川県小松飛行場において、舗

装をかさ上げする工事期間の仮滑走路とし

て本滑走路と平行に建設した事例を参考と

したものです 

案 2 は、我が国の管制方式基準上、同時

運用が可能となっております。 

また、完全 24 時間運用の実現や現滑走

路の大規模補修といった喫緊の課題を解決

するためには、早期に滑走路を増設するこ

とが必要と考えております。 
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表 6.1-2（4） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

■地域概況 

9 配慮書の調査対象地域について、現在の

中部国際空港を建設した際の環境影響評価

より狭くなっている。案１、案２ともに滑

走路が陸域に近くなり、運航回数が増加す

ることで、騒音、大気などの影響範囲が増

加するにも関わらず、調査の対象範囲を 3

市町に減少させる合理的理由はなく、少な

すぎる。特に、騒音、大気で直接影響があ

り、漁業権も存在する南知多町を除外する

のは問題ではないか。 

今回の滑走路増設は、完全 24 時間運用

の実現や現滑走路の大規模補修といった喫

緊の課題解決などのために計画するもので

あり、将来の航空需要増加への対応を目的

としておらず、案 1、案 2 のいずれも空港

島内において整備するものであるため、海

上を埋立することはありません。 

また、現在、航空機騒音に係る環境基準

を超える地域はすべて海域に収まってお

り、今回の滑走路増設に伴う航空機騒音影

響も、Lden57dB の範囲は配慮書に記載して

おりますとおり、海上に留まることが見込

まれています。 

こうしたことを踏まえ、配慮書の調査対

象地域を設定しております。 

10 配慮書の p30 に示されている多屋大気観

測所の二酸化窒素（NO2）、令和元～2 年

度、浮遊粒子状物質（SPM）の令和 2 年度

について、は他の７か所とはかけ離れて高

濃度である。しかも 6 月末に公表された最

新のデータは、長期的評価も 0.056ppm あ

り、大きく増加している。 

また同大気観測所の浮遊粒子状物質

（ SPM ） に つ い て 、 長 期 的 評 価 も

0.063mg/m3 あり、令和元～2 年度に他の７

か所とはかけ離れて高濃度である。しかも

6月末に公表された最新の 2021年度データ

は、長期的評価も0.063mg/m3あり、高濃度

のまま同じ値である。 

この多屋大気観測所は、中部国際空港か

ら北東約 3km しかないこともあり、この推

移をしっかり監視していく必要がある。 

多屋大気観測所は、道路沿道の環境監視

を行う自動車排出ガス測定局であり、配慮

書作成にあたり、公表資料の内容を既存資

料として掲載しております。 

本事業に伴う大気質への影響について

は、方法書以降の環境影響評価において、

適切に項目選定のうえ調査、予測及び評価

を行います。 
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表 6.1-2（5） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

11 配慮書 p48 に示される「G 特性音圧レベ

ルのパワー平均値は、全ての地点で平均的

な人が知覚できるとされる 100dB を下回っ

ていた。」について、②生理的影響（「超低

音（聞こえない音）の G 特性音圧レベル

100dBは、1994年の文献であり、2004年の

環境省の「低周波音問題対応の手引書」で

は 92dB とされており、古い根拠で比較す

るのは適切でないのではないか。 

「低周波音問題対応の手引書」（平成 16

年 6 月 環境省環境管理局大気生活環境

室）において、航空機のような一過性・間

欠性の発生源からの低周波音は適用対象外

とされています。 

12 配慮書 p146 に示される「中部国際空港

と津なぎさまちを結ぶ津ベルラインが運航

されている。」について、中部国際空港の

交通の状況として、津ベルラインの船舶乗

降人員を記載すべき。 

津ベルラインの船舶乗降人員については

公表されていないことから、記載しており

ません。 

13 配慮書において、交通量の状況は、アク

セスの利便性、定時性の確保、渋滞の状況

などが判断できるように、混雑度、平均旅

行速度などを追加してもらいたい。 

なお、「平成 27 年度 全国道路・街路交

通情勢調査 一般交通量調査」を用いてい

るだけであるが、空港への重要なルートと

して、知多半島道路があるため、その交通

量を別資料で調査し記載してもらいたい。

その先の中部国際空港線の交通量でも概要

は分かるが、その基になる専用道路の状況

は追加してもらいたい。 

配慮書では、中部国際空港の滑走路増設

に係る環境影響評価のため、既存資料によ

り地域の概況をまとめております。交通量

の状況については、調査対象地域における

幹線道路及び交通量の状況を整理のうえ記

載しております。本事業の実施区域である

中部国際空港の付近における交通量の状況

を把握するため、知多半島道路よりも空港

に近い中部国際空港線の交通量についても

記載しております。 

なお、本事業に伴う環境影響について、

より詳細に検討するため、資材等運搬車両

及び空港アクセス車両の運行が想定される

道路において、現地調査による交通量の把

握を予定しております。 
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表 6.1-2（6） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

14 配慮書では、p145,p146 に道路の台数、

p146 に鉄道の乗車人員数が示されている

が、空港の利用者数との関係を見るため、

自動車による利用者数も調査してもらいた

い。「交通量の状況」の記載では、空港利

用者数としては把握することができない。

見送り客等も含めた経年変化を、旅客者数

と同様に調査してもらいたい。 

今回の滑走路増設は、完全 24 時間運用

の実現や現滑走路の大規模補修といった喫

緊の課題解決などのために計画するもので

あり、将来の航空需要増加への対応を目的

としておりません。 

なお、方法書（本編）「表 7.2-14 中部

国際空港の利用状況」に、「来場者数」と

「駐車場利用台数」を記載しております。 

15 配慮書の p147 に中部国際空港の利用状

況で「注）令和 3 年度は速報値の値を含

む。」とあるが、配慮書の縦覧が 2022 年 6

月 30 日、利用状況がホームページに掲載

されたのが、2 日後の 7 月 2 日。国際線旅

客数が 190 名増えて 55,341、旅客数も 190

名増えただけであり、それほど全体への影

響はないが、あと数日待てば確定すること

が分かっているのだから、確定してから配

慮書を縦覧すべき。 

今後の環境影響評価図書において、その

時点で最新の情報を反映するよう努めてま

いります。 

16 配慮書の 3.2.7 環境の保全を目的とし

て法令等により指定された地域…環境保全

に関する施策の内容：(1)公害関係法令

等：1)環境基準等：イ.騒音に係る環境基

準：表 3.2-18(3)騒音に係る環境基準（幹

線交通を担う道路に近接する空間）のあと

の注 1)～注 9) p158 の記載内容について

重複等がみられ、整理・修正が必要。 

ご意見を踏まえ、今後の環境影響評価図

書において、分かりやすくとりまとめてま

いります。 

17 配慮書には、ウ.水質汚濁に係る環境基

準：「生活環境の保全に関する環境基準の

うち底層溶存酸素量（DO）については、現

在、海域の類型指定はされていない。」

p162 というのは事実だが、環境省は 2022

年 4 月 25 日から 5 月 24 日まで、パブリッ

クコメントを実施している。中部国際空港

周囲の約 3kmは、「生物１ 4.0mg/l以上」

が提案されている。ここまでは公表された

事実なので配慮書に記載し、環境基準とし

て告示された場合は、その値で評価するこ

とを追加してもらいたい。 

底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水

域類型の指定について、方法書に記載しま

した。 
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表 6.1-2（7） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

18 配慮書には、「中部国際空港株式会社に

寄せられた航空機騒音苦情の件数」の記載

があるが、その内容、対応措置を記載して

もらいたい。環境基準の Lden を守れている

から問題ないというのではなく、騒音レベ

ルピーク値や継続時間が長いエンジンテス

ト音なども評価する必要があるのではない

か。 

なお、国の公害等調整委員会のまとめで

は、2020（R2)年度の航空機騒音苦情件数

は、愛知県で 17 件、三重県で 2 件（令和

元年度公害苦情調査結果報告書第 15 表）

と、中部国際空港に寄せられた件数より極

端に少ないため、その理由を分析してもら

いたい。 

中部国際空港株式会社に寄せられた相談

の概要については、毎年度集計し、環境監

視検討委員会での審議を経て、環境監視年

報として公表しております。 

相談者及び件数については、開港時から

徐々に減少してきておりますが、引き続き

航空機騒音の監視を継続し、実態把握に努

めてまいります。 

準備書の航空機騒音の予測においては、

航空機のエンジンテスト等の地上騒音につ

いても考慮し、予測を行う予定です。 

なお、ご意見に示されました「令和 2 年

度公害苦情調査結果報告書（令和 3 年 12

月 公害等調整委員会事務局）」の「はじ

めに」の項に、「この報告書は、住民から

の公害に関する苦情を処理するために設け

ている都道府県及び市町村（特別区を含

む。）の「公害苦情相談窓口」において、

令和 2 年度に受け付けた公害苦情の件数及

び処理状況について取りまとめたもので

す。」と記載されています。相談先が空港

会社なのか、自治体なのかという点が異な

りますので、件数も異なります。相談者が

選択して相談をされており、その理由まで

は把握しておりません。 

19 配慮書には、「あいち地球温暖化防止戦

略 2030」に関する記載があるが、2021 年

10 月 22 日に政府が「地球温暖化対策計

画」を策定し、2030 年度において、温室

効果ガス 46%削減（2013 年度比）を目指す

こと、さらに 50%の高みに向けて挑戦を続

けることとしている。 

愛知県も 2030 年度 CO2 排出量目標値は

60,933 千トン(2013 比▲26%)の目標を大幅

に削減しようとしているはず。そうした事

情、方向性も追加してもらいたい。 

中部国際空港では、COP21や IPCCといっ

た国際社会の動向、また政府による 2050

年カーボンニュートラル宣言や 2030 年度

CO2削減目標を平成 25年度（2013 年度）比

46%に見直されたことを踏まえ、昨年 5 月

に国の目標に準ずる形で「セントレア・ゼ

ロカーボン 2050 宣言」を表明しました。 

また、令和 4 年（2022 年）12 月に航空

法等の一部改正の施行に併せて示された

「航空脱炭素化推進基本方針」に基づき、

今後策定する空港脱炭素化推進計画では、

当空港の削減目標において「さらに高みを

目指すこと」を追記する予定です。 
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表 6.1-2（8） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

■計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 

20 配慮書 p213 の記載では、2019 年度の運

航実績等から国土交通省モデルで推計した

というだけで、最後の結果 Lden を図 p215

で示しただけでは、配慮書とは言えない。

推計の条件として、国土交通省モデルの内

容、機種別の騒音発生量、飛行経路・高

度、飛行時間帯を示してもらいたい。 

配慮書に記載しておりますとおり、現時

点では滑走路の増設に伴い新たに設定され

る離着陸の飛行経路などが未定であること

から、定量的な予測は困難であり、予測は

定性的に行ったものです。ご意見を踏ま

え、方法書以降において、航空機騒音に係

る調査、予測及び評価を行います。 

 
21 配慮書では、推計結果は環境基準の

57dB、62dB だけが示しているが p215、現

地調査結果 p40～41 と対比できるように、

愛知県の７地点（飛島村、弥富町、常滑

市、美浜町、南知多町、愛西市、知多

市）、三重県の１地点（桑名市）、中部国際

空港㈱の 13 地点（木曽岬町など常時監視

４地点、四日市、伊勢市など 9 地点）ま

で、等 Lden 線を記載し、実測値と比較し

てもらいたい。 

22 配慮書では、環境基準の Lden だけで、予

測・評価されている。 

しかし、これは年間を通した平均的な等

価騒音レベルであり、人間が通常感じる騒

音とは異なる。そのために中部国際空港が

受付けた航空機騒音苦情の件数は最近でも

100 件近くあり、環境基準で割り切れるも

のではない。騒音レベル最大値・回数での

評価を追加してもらいたい。 

基準との整合性だけではなく、事業者と

しての回避・低減に関する評価も必要。 
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表 6.1-2（9） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

23 配慮書では「着陸機の騒音低減を図るた

め、ディレイドフラップ進入方式注）が適

用されている。」p217 とあるだけだが、こ

れは現在ほとんどの空港で実施されている

方法で、ことさら記述する必要があるの

か。 

着陸方式にはこの他、低フラップ角着陸

方式（接地するまでできる限り浅いフラッ

プ角を使用して機体の空気抵抗を減じる）

やアイドル・リバース方式（着陸後は逆噴

射を最小に抑えて主に車輪のブレーキで減

速する）があるが、これらは採用しないの

か。 

また、離陸方式は急上昇方式のはずだが

記載しない理由はあるのか。この他、東京

国際、大阪国際、仙台、新潟空港で実施し

ている優先飛行経路方式は採用しないの

か。 

配慮書に記載しておりますとおり、「中

部国際空港では、空港建設前の構想段階か

ら海上への立地により周辺地域への航空機

騒音の影響を低減するとともに、環境に配

慮した飛行経路を設定している。また 着

陸機の騒音低減を図るため、ディレイドフ

ラップ進入方式が適用されている。あわせ

て、「中部国際空港に係る環境監視計画」

に基づく環境監視を行っている。」ところ

であり、現在、航空機騒音に係る環境基準

を超える地域は、すべて海域に収まってお

ります。 

 

24 図 4.3-2 中部国際空港におけるバード

ストライク発生状況（鳥類種別不明を除

く）平成 27 年（2015 年）～令和元年

（2019 年）は、鳥類種別不明を除くた

め、46 件しか発生していないかのような

勘違いをおこさせるため、鳥類種別不明の

59 件もこの円グラフに記載してもらいた

い。 

ご意見を踏まえ、修正したものを方法書

「図 5.3-2 中部国際空港におけるバードス

トライク発生状況 平成 27年（2015年）～

令和元年（2019 年）」に記載しました。 
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表 6.1-2（10） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

25 「バードストライク発生件数と年間発着

回数の関係は図 4.3-8 のとおりであり、発

着回数とバードストライク発生件数との間

に比例関係はみられない。」p223 とありま

すが、発生件数と発着回数のグラフでは、

そのようなことは読み取れない。 

なお、表の注で「本グラフでは「年度」

でなく「年」で集計しているため、2 章・

3 章で提示している年度別の発着回数とは

数値が異なる。」とあるが、「本グラフのバ

ードストライク発生件数は「年度」でなく

「年」で集計しているため、発着回数も

「年」としているため、2 章・3 章で提示

している年度別の発着回数とは数値が異な

る。」と正確に記載してもらいたい。 

発着回数はコロナ禍など特殊な事情を伴

う時期を除き、大幅に変動するものではあ

りません。配慮書「図 4.3-8」はコロナ禍

の影響を大きく受けていない、発着回数が

多い最新の 5 年間を対象としていますが、

例えば平成 28 年（2016 年）と平成 30 年

（2018 年）は、いずれも発着回数は 10.2

万回/年ですが、バードストライク発生件

数は異なります。また令和元年（2019

年）は発着回数が開港以来最も多くなって

いますが、バードストライク回数は過去 5

年間の中では低い値となっています。これ

より、バードストライク発生件数は発着回

数と比例していないと認識しております。 

また、配慮書「図 4.3-8」の注釈につい

ては、ご意見を踏まえ、修正したものを方

法書「図 5.3-8 中部国際空港におけるバー

ドストライク発生件数と年間発着回数の関

係（平成 27 年（2015 年）～令和元年

（2019 年））」に記載しました。 
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表 6.1-2（11） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

26 多くの図表を作成したにも関わらず、バ

ードストライクの分析がほとんどみあたら

ない。例えば、飛行区分別・滑走路運用別

の整理では「進入時が最も多く、41 例と

なっており」p219 と単なる事実が記載し

てあるだけで、北風運用で 22 例、南風運

用で 17 例となっているので、その時の発

着回数との比較で、分析してもらいたい。 

3.1.1 大気環境の状況：(1)気象：で表

3.1-2 月別の気象の概況（令和 3 年度）

で、最多風向で南風があるのは、4,6,7,8,

月の 4 か月なので、年間発着回数の 1/3 は

南風運用と想定できるが、その時のバード

ストライク 17 例は年間 41 例の 41%もあ

り、南風運用の方がバードストライクが多

い感じがするが、表 4.3-3 p219、図 4.3-

3 p220 の中部国際空港におけるバードス

トライク発生状況（飛行区分別・滑走路運

用別）は、バードストライク発生回数では

なく、鳥衝突率で比較した図表にして、比

較できるようにしてもらいたい。 

航空機の運航に係る鳥類への影響につい

ては、方法書以降において、調査、予測及

び評価を行います。 

27 配慮書 p211 において、動物の項目選定

を実施しないと記載されているが、離発着

回数増加による鳥類に忌避活動、バードス

トライクがあるはず。このため、方法書以

降では新たな埋立地の存在によるシギ、チ

ドリ等の営巣を含めて、空港島の存在、離

発着回数増加による鳥類等への影響がどう

なるかを、この配慮書で予測・評価しても

らいたい。 

飛行場の存在に伴う動物への影響につい

て、対象事業実施区域は海域に造成された

人工島内にあり、もともと空港運用に伴い

管理されている環境であること、本事業で

は海域における工事は予定していないこと

から、評価項目として選定しません。 

航空機の運航に係る鳥類への影響につい

ては、方法書以降において、調査、予測及

び評価を行います。 

 

  



6-13 
 

表 6.1-2（12） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

■方法書以降の対応について 

28 低周波音については、計画段階配慮事項

の選定の項目に p208、大気環境として大

気質（NOx）、粉じん等、騒音、振動しかな

く、低周波音は方法書以降で検討もしない

ことになっているが、そのような一面的な

環境影響評価は認められない。現中部国際

空港建設事業の環境影響評価でも、存在・

供用による、騒音の中で①航空機騒音、②

航空機による低周波音、③道路交通騒音に

よる予測及び評価を行い、その後の環境監

視項目にもなっていた。騒音の影響範囲が

増加することは明らかなので、方法書以降

で低周波音について必ず予測・評価しても

らいたい。 

方法書以降において、想定される整備計

画を踏まえて環境影響評価の項目を選定の

うえ、選定した項目について調査、予測及

び評価を行います。 

29 航空機の運航に係る騒音の選定理由と同

じ理由で、航空機の運航に係る大気質につ

いても選定し、配慮書で予測・評価しても

らいたい。 

30 航空機の運航に係る動物（鳥類）と同じ

理由で、航空機の運航に係る影響回数増加

による魚類、アカウミガメ、スナメリなど

海生生物の忌避行動が増加するについても

選定してもらいたい。海生生物の忌避行動

についても選定項目に追加し、配慮書で予

測・評価してもらいたい。 

31 中部国際空港の将来構想に対する意見募

集（2022 年 1 月 18 日～2 月 16 日）で 73

名から意見があり、その概要が 2022 年 3

月 31 日に公表され「今後の構想の具体化

にあたっては、いただいたご意見を参考に

して、引き続き検討を進めてまいりま

す。」とあるが、少なくとも、どの様な意

見がどれだけあったかを今回の配慮書で追

加して紹介してもらいたい。また、意見の

うち、どこをどのように参考にしたのか示

してもらいたい。 

中部国際空港の将来構想に対する意見募

集は、中部国際空港将来構想推進調整会議

において実施され、その概要が公表された

ことをもってその手続きが終了しておりま

す。整備計画は、公表された意見の概要と

中部国際空港将来構想推進調整会議の考え

方を踏まえ、検討をすすめております。 
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表 6.1-2（13） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

■「中部国際空港の将来構想」との関連 

32 配慮書の「2.3.2 中部国際空港沖公有水

面埋立事業の環境影響評価について」、中

部国際空港の将来構想の「3. 中部国際空

港沖公有水面埋立事業の概要」p5 のどち

らも埋立後の土地利用計画が滑走路設置と

は異なる理由になっていることを示してい

ない。 

第二滑走路を造るのが前提であるなら

ば、なぜそれを目的とした埋め立て申請が

なされなかったのか。 

空港の西側で進められている事業は、国

土交通省中部地方整備局が実施している中

部国際空港沖公有水面埋立事業です。これ

は、港湾事業として実施されているもので

あり、中部国際空港株式会社の事業ではあ

りません。 

なお、この埋立地に滑走路を増設するこ

とについては、令和 3 年（2021）年 12 月

に地元自治体、経済界、空港会社で構成す

る中部国際空港将来構想推進調整会議がと

りまとめた「中部国際空港の将来構想」に

おいて、第 2 段階の構想に位置付けられて

おり、第 2 段階の構想は、今後、地域にお

いて検討されるものと認識しております。 

33 公有水面埋立法第 29 条は、埋立地の用

途と異なる利用の制限について規定されて

いる。埋立地の用途は、埋立ての妥当性を

根拠付ける最も大きな理由の一つであり、

竣功認可後でさえも、10 年間は用途変更

の規制を受ける。変更しようとするなら法

第 29 条第 1 項に基づく変更許可申請が必

要であり、用途変更は法第 29 条第 2 項各

号に定める基準に適合しない限り認められ

ない。 

今回の配慮書では明記していないが、将

来的に、津波漂流物の一次保管用地を中部

国際空港の第二滑走路に用途変更するな

ら、公有水面埋立法の変更許可が必要であ

ることは承知しているのか。その手続きは

いつ、どのように行うのか。 

34 現在、名古屋港のしゅんせつ土砂の埋立

てが空港西側で行われているが、その場所

に滑走路増設を考えているのであれば、そ

こを踏まえての配慮書作成をすべきではな

いか。大気環境と動物だけでなく、大気

質、水質、生態系などの配慮も行うべき。 

空港の西側で進められている事業は、国

土交通省中部地方整備局が実施している中

部国際空港沖公有水面埋立事業です。これ

は、港湾事業として実施されているもので

あり、中部国際空港株式会社の事業ではあ

りません。 
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表 6.1-2（14） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

35 配慮書の記載内容から海生生物や漁業に

とって重要な場であることが分かる。本事

業の離発着回数増加により魚類、スナメ

リ、アカウミガメ等に忌避活動があるは

ず。このため、方法書以降では新たな埋立

地の存在を含めて、空港島の存在、離発着

回数増加による魚類、貴重な水生生物への

影響、漁業への影響がどうなるかを予測・

評価してもらいたい。 

方法書以降において、想定される整備計

画を踏まえて環境影響評価の項目を選定の

うえ、選定した項目について調査、予測及

び評価を行います。 

飛行場の存在に伴う動物への影響につい

ては、対象事業実施区域は海域に造成され

た人工島内にあり、本事業では海域におけ

る工事は予定していないことから、評価項

目として選定しません。 

■その他 

36 配慮書 p77 に示される中部国際空港の水

質調査について、平成 21 年度までは TS-1

～6 と全体的な調査をしているが、22 年

度、23 年度には、空港周辺の環境基準を

超えている調査地点をやめるなど、恣意的

な対応ではないか。 

P210 の「水質」では、飛行場の施設の

雨水についてのみ書かれているが、埋立地

ができることによる潮の流れが変わり、海

の水質も多大な変化があると考えられる。 

方法書以降では新たな埋立地の存在を含

めて、空港島の存在による水質への影響

が、空港周辺で長期的にどうなるかを予

測・評価してもらいたい。また、新たな埋

め立て地の存在を含めて、魚類等・漁業、

海生・陸生生物への影響の予測・評価も必

要と考える。 

中部国際空港周辺における水質等の調査

については、配慮書に記載しておりますと

おり、「空港島及び空港島対岸部に係る環

境監視計画」に基づき環境監視調査として

実施していたものであり、調査結果のとり

まとめ、公表にあたっては、第三者機関が

設置する公正・中立の立場の委員会におい

て、科学的・客観的な検討・評価を受けま

した。その評価の結果、「空港島等の存在

及び空港の供用に伴う環境への影響はほと

んど認められなかった。」とされたこと

や、環境影響評価で予測した結果の範囲内

であったことなどから、平成 21 年度

（2009 年度）末で航空機騒音を除く項目

の調査を終了しています。 

また、今回の滑走路増設においては、案

1、案 2 のいずれも空港島内において整備

するものであるため、海上を埋立すること

はありません。 

空港の西側で進められている事業は、国

土交通省中部地方整備局が実施している中

部国際空港沖公有水面埋立事業です。これ

は、港湾事業として実施されているもので

あり、中部国際空港株式会社の事業ではあ

りません。なお、当埋立事業の環境影響評

価手続は、令和 2 年（2020 年）4 月 2 日に

完了しております。 

37 配慮書 p134 に示される漁業の内容につ

いて、現空港が出来ることにより、漁業の

衰退が想定されるため、その経年変化を調

べる必要がある。今回の配慮書に示される

漁業経営体数を中部国際空港建設時の環境

影響評価図書に示されていた 1996(H8)年

現在の漁業経営体数と比べると大きく減少

している。漁獲量等の経年変化とも比べ

て、その原因の一端が空港建設にあるかど

うかを分析してもらいたい。 
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6.2. 計画段階環境配慮書に対する地方公共団体の長の意見及び事業者の見解 

6.2.1. 愛知県知事の意見及び事業者の見解 

令和 4 年 6 月 30 日に愛知県知事に計画段階環境配慮書を送付し、令和 4 年 8 月 30 日

に愛知県知事より計画段階環境配慮書についての意見が提出された。 

計画段階環境配慮書に対する愛知県知事の意見の概要及び事業者の見解は、表 6.2-1 

(1)～(3)に示すとおりである。 

 

表 6.2-1（1） 愛知県知事の意見の概要及び事業者の見解 

 愛知県知事の意見の概要 事業者の見解 

■全体的事項 

1 配慮書において設定された複数案と本事

業の目的の関係及び 2021 年 12 月に公表さ

れた中部国際空港の将来構想と本事業の関

係が分かりにくいことから、本事業の目的

並びに複数案を単一案に絞り込んだ経緯及

びその内容について、方法書において丁寧

に記載すること。 

複数案から単一案へは、PI によって絞り

込みを行いました。その経緯及びその内容

については、方法書「３．中部国際空港の

現状とこれまでの検討経緯等」に記載しま

した。 

2 事業計画の検討に当たっては、環境の保

全に関する最新の知見を踏まえ、環境影響

をできる限り回避、低減すること。 

方法書以降の環境影響評価手続におい

て、主務省令等を参考に適切な調査、予測

及び評価を行います。 

また、必要に応じて環境保全措置を検討

し、影響の回避又は低減に努めます。 

■騒音 

3 本事業に伴い、航空機の発着回数及び飛

行経路が変化し、航空機騒音の影響範囲が

現在より広がる可能性があることから、騒

音への影響に配慮した事業計画とするとと

もに、航空機騒音に対する適切な調査、予

測及び評価の手法を検討すること。 

方法書以降の環境影響評価手続におい

て、航空機騒音への影響に配慮した整備計

画を策定するとともに、専門家等からの助

言を踏まえ、環境影響評価項目を選定し、

適切な調査、予測及び評価を行います。 
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表 6.2-1（2） 愛知県知事の意見の概要及び事業者の見解 

 愛知県知事の意見の概要 事業者の見解 

■動物 

4 事業実施想定区域の西側における浚渫土

砂による公有水面埋立事業の実施に伴い、

事業実施想定区域周辺の鳥類の生息状況が

変化する可能性がある。また、本事業に伴

い、航空機の発着回数及び飛行経路が変化

し、鳥類の航空機への衝突事故が増加する

可能性がある。 

こうしたことから、専門家の助言を得な

がら、鳥類への影響に配慮した事業計画と

するとともに、適切な調査、予測及び評価

の手法を検討すること。 

なお、調査については、季節、天候、鳥

類の飛翔軌跡及び飛翔高度等の情報が重要

となることに十分に留意して、適切な調査

の手法を検討すること。 

中部国際空港沖公有水面埋立事業の実施

により必要となった場合の鳥類への対策に

ついては、埋立事業の事業者と鳥衝突事故

の防止に向け、連携して取り組んでまいり

ます。 

また、鳥類への影響については、専門家

等へのヒアリングを実施し、適切な調査、

予測及び評価を行います。また、必要に応

じて環境保全措置の検討を行います。 
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表 6.2-1（3） 愛知県知事の意見の概要及び事業者の見解 

 愛知県知事の意見の概要 事業者の見解 

■温室効果ガス等 

5 本年 6 月に、航空分野における脱炭素化

を推進していくため、航空法等の一部を改

正する法律が公布されたことから、航空運

送事業者等の関係者の協力を得て、脱炭素

化の推進に向けた事業計画を検討するとと

もに、温室効果ガスの排出量について、適

切な予測及び評価の手法を検討すること。 

本法律の施行に伴い、中部国際空港脱炭

素化推進協議会準備会から移行する中部国

際空港脱炭素化推進協議会により、空港施

設からの CO2排出量削減を取り組み、「セン

トレア・ゼロカーボン 2050 宣言」の実現

を目指してまいります。 

なお、方法書以降の環境影響評価手続に

おいては、主務省令等を参考に適切な調

査、予測及び評価を行います。 

■その他 

6 方法書以降の図書の作成に当たっては、

住民等の意見に配慮するとともに、各種デ

ータの出典を明らかにするなど、分かりや

すい図書となるよう努めること。 

方法書以降の図書の作成に当たっては、

住民等より頂いた環境の保全の見地からの

意見に配慮するとともに、各種データの出

典を記載するなど、丁寧かつ分かりやすい

図書となるように努めます。 
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6.2.2. 常滑市長の意見及び事業者の見解 

令和 4 年 6 月 30 日付で常滑市長に計画段階環境配慮書を送付し、令和 4 年 8 月 12 日

に常滑市長より計画段階環境配慮書についての意見が提出された。 

計画段階環境配慮書に対する常滑市長の意見の概要及び事業者の見解は、表 6.2-2 に

示すとおりである。 

 

表 6.2-2 常滑市長の意見の概要及び事業者の見解 

 常滑市長の意見の概要 事業者の見解 

■鳥類 

1 事業計画の具体化に当たっては、市民の

生活環境を損なうことのないよう十分配慮

するとともに、鳥類に及ぼす影響が回避、

低減されるよう環境保全措置を実施するこ

と。 

整備計画の具体化に当たりましては、市

民の生活環境を損なうことのないよう十分

配慮してまいります。 

また、鳥類への影響については、今後の

環境影響評価手続において、主務省令等を

参考に適切な調査、予測及び評価を行いま

す。また、必要に応じて、環境保全措置の

検討を行います。 

■沿道環境（大気質・騒音） 

2 工事中における車両等による大気への影

響や騒音の発生が懸念されることから、大

気環境の保全及び騒音の低減に十分配慮す

ること。 

可能な限り環境に配慮した整備計画とす

るため、環境影響評価では大気への影響や

騒音が最も大きくなると考えられるケース

を想定し、予測、評価及び対策を行うこと

で、環境負荷の低減に努めます。 
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6.3. 計画段階環境配慮書に対する国土交通大臣の意見及び事業者の見解 

令和 4 年 6 月 30 日に国土交通大臣に計画段階環境配慮書を送付し、令和 4 年 8 月 25

日に国土交通大臣より計画段階環境配慮書についての意見が提出された。 

計画段階環境配慮書に対する国土交通大臣の意見の概要及び事業者の見解は、表 

6.3-1 (1)～(5)に示すとおりである。 

 

表 6.3-1（1） 国土交通大臣の意見の概要及び事業者の見解 

 国土交通大臣の意見の概要 事業者の見解 

■全体的事項 

（1）環境保全の最適化に向けた対象事業実施区域の設定及び事業計画の検討 

1 滑走路及び関連施設等（以下「事業設備

等」という。）の構造・配置又は位置･規模

（以下「配置等」という。）の検討に当たっ

ては、環境保全上重要と考えられる以下の

（ⅰ）～（ⅲ）について、離隔確保等により

本事業の実施に伴う影響を極力回避又は低減

し、想定区域及びその周辺における適切な環

境保全を図ること。 

（ⅰ）大気環境 

（ⅱ）水環境 

（ⅲ）動植物及び生態系 

（ⅰ）大気環境（航空機騒音）について、中部

国際空港は航空機騒音に配慮して常滑市沖合の

海上に建設された空港であり、滑走路の整備後

も航空機の飛行経路は現在と同様の伊勢湾上空

に設定されることを勘案すると、航空機騒音の

環境基準値（Ⅰ類型）に相当する Lden 57 ㏈の範

囲は海上に留まることが見込まれますが、方法

書以降の環境影響評価手続の中で確認し、必要

な場合には環境保全措置を検討します。 

（ⅱ）水環境について、本事業では海域におけ

る工事等はない見込みですが、工事の施工に伴

う影響の程度については、方法書以降の環境影

響評価手続の中で確認し、必要な場合には環境

保全措置を検討します。 

（ⅲ）動植物（鳥類）及び生態系について、新

型コロナウイルス感染症収束後の航空需要の増

加に伴う発着回数の増加が想定されますが、滑

走路は現在も空港施設として利用されている人

工的な環境の中に整備すること、中部国際空港

では、開港後に各種の鳥対策を積み重ねてお

り、発着回数とバードストライク発生件数との

間に比例関係はみられないことを勘案すると、

バードストライクが大きく増加することはない

と見込まれますが、方法書以降の環境影響評価

手続の中で確認し、必要な場合には環境保全措

置を検討します。 
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表 6.3-1（2） 国土交通大臣の意見の概要及び事業者の見解 

 国土交通大臣の意見の概要 事業者の見解 

2 環境影響評価手続を進めるに当たっては、

社会状況の変化等に応じ、可能な範囲で航空

需要予測を実施し、今後の環境影響評価に反

映させること。また、オフピーク時間帯の活

用等、現在の中部国際空港における空港設備

を最大限有効活用するための方策や、中部国

際空港 PI 推進協議会及び中部国際空港 PI 評

価委員会による事業計画の検討状況等を踏ま

え、環境保全上最適な計画となるよう、精査

すること。 

環境影響評価手続を進めるにあたり、社会状

況の変化等に応じ、可能な範囲で航空需要予測

を実施します。また、中部国際空港PI推進協議

会及び中部国際空港PI評価委員会による整備計

画の検討状況等を踏まえた上で、環境保全上最

適なものとなるよう検討します。 

（2）今後における留意事項 

3 方法書以降の手続における対象事業実施区

域の設定及び事業設備等の配置等の決定に当

たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響

の重大性の程度を整理し、反映させること。 

対象事業実施区域の設定及び事業設備等の位

置等の設定については、計画段階環境配慮書に

示した 2 つの案について、環境要素ごとの影響

の比較を行ったほか、国土交通大臣の意見に示

された環境保全上重要と考えられる項目につい

ても案ごとの影響の程度を比較・整理し、それ

らの結果も考慮しました。 

4 環境保全措置の検討に当たっては、環境影

響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置

を優先的に検討することがないようにするこ

と。 

今後の環境影響評価手続における、調査及び

予測の結果等を踏まえ、環境への影響の回避・

低減を優先的に検討し、必要に応じて代償措置

を検討します。 
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表 6.3-1（3） 国土交通大臣の意見の概要及び事業者の見解 

 国土交通大臣の意見の概要 事業者の見解 

5 関係地方公共団体の意見を十分勘案し、環

境影響評価において重要である住民等の関係

者の関与についても十全を期すこと。また、

中部国際空港PI推進協議会、中部国際空港PI

評価委員会等における、環境保全面を含めた

最適な計画の立案に係る検討の経緯及び内容

について、公表していくこと。 

中部国際空港の滑走路増設について、透明性

を確保しつつ、住民等との幅広い合意形成を図

るため、空港会社、関係地方公共団体、経済団

体が連携・協力して、「中部国際空港 PI 推進協

議会」を設置し、令和 4 年（2022 年）9 月 1 日

から 10 月 20 日までの間、PI を実施しました。

PIの実施においては、PIの透明性、公平性、公

正性を確保するため有識者等から構成される

「中部国際空港PI評価委員会」の助言、評価を

得ながら進めました。 

また、その間、住民・関係者等の理解を深め

て い た だ く た め 、 説 明 会 を 開 催 し ま し た

（9/17：常滑市、9/27：美浜町）。 

今後の環境影響評価手続においても、環境影

響評価法に基づく意見聴取や説明会開催を行い

ます。 

なお、中部国際空港PI推進協議会、中部国際

空港PI評価委員会等における検討状況について

は、中部国際空港株式会社ホームページにおい

て資料や検討結果の概要等を公表しています。 

■各項目に係る事項 

（1）航空機騒音 

6 本事業の実施により完全な 24 時間運用が実

現されることに伴い、離発着回数の増加、航

空機のルート変更、深夜帯の利用増加等によ

る航空機騒音の増加が懸念されるため、適切

に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏

まえ、適切な環境保全措置を検討すること。 

滑走路増設に伴う影響については、方法書以

降の環境影響評価手続において、主務省令等を

参考に適切な調査、予測及び評価を行います。 

また、必要に応じて環境保全措置を検討し、

影響の回避・低減に努めます。 
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表 6.3-1（4） 国土交通大臣の意見の概要及び事業者の見解 

 国土交通大臣の意見の概要 事業者の見解 

■各項目に係る事項 

（2）鳥類 

7 想定区域において、種の保存法に基づく国

内希少種に指定されているハヤブサのバード

ストライクが確認されており、本事業の実施

により完全な 24 時間運用が実現されることに

伴う離発着回数の増加等による追加的な影響

が懸念される。 

このため、専門家等からの助言を踏まえた

適切な調査を実施し、本事業の実施によるバ

ードストライク等の鳥類に与える影響の予測

及び評価を行い、その結果を踏まえ、適切な

環境保全措置を検討すること。 

方法書以降の環境影響評価手続において、主

務省令等を参考に、専門家等からの助言を踏ま

え、適切な調査、予測及び評価を行います。 

また、必要に応じて環境保全措置の検討を行

います。 

（3）温室効果ガス 

8 空港管理者等からなる空港脱炭素化推進協

議会を組織し、2050 年までの脱炭素社会実現

に資する、改正航空法等に基づく空港脱炭素

化推進計画の作成を進めること。 

空港管理者および空港利用事業者で構成され

る「セントレアエコエアポート推進協議会」を

核とした「中部国際空港脱炭素化推進協議会」

を立ち上げ、ゼロカーボンに向け「脱炭素化推

進計画」を策定し、空港全体として取り組んで

いくこととしています。 

9 本事業の工事に伴う温室効果ガスの排出を

できる限り削減するよう、工事における省エ

ネルギー化の推進や再生可能エネルギーの利

用等について、検討を進めること。 

本事業の工事の実施における省エネルギー化

の推進や再生可能エネルギーの利用等につい

て、事業者の実行可能な範囲で検討を行いま

す。 

10 航空機の発着回数の増加に伴う温室効果ガ

スの排出量の増加が懸念されるため、エネル

ギー効率の良い航空機材の導入促進、地上動

力装置（GPU）の使用率向上等により、温室

効果ガスの排出量を最大限抑制すること。ま

た、航空機の運航に伴う温室効果ガスの排出

量が大幅に削減されることが期待されること

が期待される持続可能な航空燃料（SAF）に

ついては、その実用化に向けた動向を踏ま

え、その導入及び普及促進に向けた検討を行

うこと。 

温室効果ガスの排出については、国際空港評

議 会 （ ACI ） に よ る 「 空 港 カ ー ボ ン 認 証

（ACA）」の取得を進め、航空機からの排出も含

めた全量把握することとしており、方法書以降

の環境影響評価手続きにおいては、これをもと

に変化を予測するとともに、GPU の利用促進を

図るなど、空港管理者として実現可能な抑制に

取り組んでまいります。 

また、当空港では、国土交通省によりバイオ

マス原料等を基に製造された持続可能なジェッ

ト燃料（ニート SAF）を活用した実証事業が進

められており、こうした事業と連携し、国内外

の航空会社への利用拡大に取り組んでまいりま

す。 

加えて、「持続可能な航空燃料（SAF）の導入

促進に向けた官民協議会」に参加する中で、空

港としてなすべき持続可能な航空燃料（SAF）

の導入拡大に向け取り組みを推進してまいりま

す。 

  



6-24 
 

表 6.3-1（5） 国土交通大臣の意見の概要及び事業者の見解 

 国土交通大臣の意見の概要 事業者の見解 

（3）温室効果ガス 

11 空港施設の既設設備の更なる省エネルギー

化や最新の省エネルギー技術の導入等により

エネルギー使用量を最大限抑制し、再生可能

エネルギーの導入を促進すること。特に、使

用電力については、再生可能エネルギー発電

設備の導入や再生可能エネルギー由来の電力

を購入すること等により、脱炭素化を図るこ

と。 

「2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社

会の実現」に向け、空港施設からの CO2 排出量

削減のための取組を進めていきます。 

12 「エコ・エアポート」等の枠組を通じて空

港関係事業者における脱炭素経営への取組が

促進されるよう、空港管理者として実行可能

な措置を検討すること。 

「航空法等の一部を改正する法律」の施行に

先立ち、エコエアポート推進協議会の構成員を

核として、令和 4 年（2022 年）7 月には「中部

国際空港脱炭素化推進協議会準備会」を設立し

ました。法施行後は法定協議会に移行し、構成

員の合意形成のもと、「中部国際空港脱炭素化

推進計画」を策定し、GPU の利用促進や空港内

車両の電気自動車、燃料電池車化を始めとする

温室効果ガスの削減に向け取組を推進してまい

ります。 

（4）地域住民等への説明及び関係機関との連携 

13 本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全

措置の内容について、地域住民等に対し丁寧

に説明すること。また、本事業の推進に当た

っては、関係機関等と調整を十分に行い、方

法書以降の環境影響評価手続を実施するこ

と。 

方法書以降の環境影響評価手続において、環

境影響評価法に基づく意見聴取や説明会を実施

します。 

また、本事業の推進に当たっては、関係機関

等と調整を十分に行い、方法書以降の環境影響

評価手続を実施します。 
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7. 対象事業実施区域及びその周囲の概況 
対象事業実施区域及びその周囲（以下、「調査対象地域」という。）の概況について、

既存資料等により把握した。調査対象地域は図 7.1-1 のとおりである。 

調査は、主に知多市、常滑市及び美浜町を対象とした。ただし、広域的に把握すべき

項目については伊勢湾周辺の各市町村を対象とした。なお、一部の調査項目については、

この範囲を超えて調査を行っているものがある。 
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図 7.1-1 調査対象地域  
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7.1. 自然的状況 

調査対象地域における主な自然的状況を把握した結果は、表 7.1-1 (1)～(2)に示す

とおりである。 

 

表 7.1-1 (1) 調査対象地域における主な自然的状況 

項目 調査対象地域における概況 

7.1.1. 大気環境の状況 

気象 調査対象地域では、セントレア（中部航空地方気象台）において気象観測が行われ 
ている。過去10年間（平成25～令和4年度）の観測結果によると、平均気温は16.9℃、
年平均降水量は1,395.0mm、平均風速は5.6m/s、最多風向は北西となっている。 

大気質 大気測定局での令和4年度の測定結果は、すべての測定局における光化学オキシダ
ントの値は環境基準に適合していないが、その他の測定項目については環境基準に
適合している。なお、多屋大気測定所については令和3年度まで、その他の地点は令
和4年度までの測定結果が公表されている。 

騒音 航空機騒音は、愛知県（7地点）、三重県（1地点）で測定されているほか、中部
国際空港株式会社において常時監視（4地点）、定期監視（9地点）で測定を行って
いる。令和2年度以降は新型コロナウイルスの影響に伴う航空機発着回数減少後の時
期に相当することから、この影響が生じる前である令和元年度のデータにより把握
した。愛知県測定の航空機騒音の時間帯補正等価騒音レベル（Lden）は、33～46dBで
あり、環境基準の類型指定をされている地点では全ての地点で環境基準に適合して
いる。三重県測定の航空機騒音の時間帯補正等価騒音レベル（Lden）は、30dBであ
り、環境基準に適合している。中部国際空港株式会社測定の航空機騒音の時間帯補
正等価騒音レベル（Lden）について、常時監視地点は43～45dB、定期監視地点は37～
48dBであり、環境基準の類型指定をされている地点では全ての地点で環境基準に適
合している。 

調査対象地域における環境騒音の測定結果（11地点）は、知多市及び美浜町では
令和4年度、常滑市では令和3年度の測定結果が公表されている。昼間46～62dB、夜
間35～59dBとなっており、布土字上村及び奥田字南大西の昼間・夜間、野間字中新
田108-16の夜間を除き、すべての地点で環境基準に適合している。 

自動車騒音については、定点測定（令和3年度、1地点）は、昼間62dB、夜間54dBで
あり、環境基準に適合している。また、面的評価結果（令和4年度、3区間）は、昼
間、夜間、昼夜とも95.4～100.0%の環境基準達成率となっている。 

振動 令和2年度の道路交通振動測定結果（1地点）は昼間38dB、夜間29dBとなっており、
振動規制法施行規則の要請限度を下回る値である。 

なお、令和3年度及び令和4年度は調査対象地域における道路交通振動の測定は実施
されていない。 

低周波音 平成21年度に、中部国際空港株式会社が行う航空機騒音の常時監視と同じ4地点に
おいて環境監視調査が実施されている。低周波音の調査結果（G特性音圧レベル）の
離陸時の音圧レベルのパワー平均値は、全ての地点で平均的な人が知覚できるとされ
る100dBを下回っていた。 

悪臭 調査対象地域では、悪臭に関する現況調査は実施されていない。 

7.1.2. 水環境の状況 

水象 調査対象地域における潮位観測地点である常滑港の潮位は、工事用基準面から平均
水面+1.23m、最高潮位面+4.17m、最低潮位面-0.30mとなっている。 

伊勢湾の潮流は、ほぼ地形に沿って流れ、対象事業実施区域周辺の海域の流速は、
北西流最強時、南東流最強時ともに0.4ノットとなっている。 

水質 調査対象地域における公共用水域の生活環境項目の水質測定結果（愛知県（令和4
年度）9地点、三重県（令和3年度）1地点）のうち、環境基準に適合していない地点
数は下記のとおりである。 

・水素イオン濃度（pH）：6地点 
・溶存酸素量(DO)：1地点 
・化学的酸素要求量（COD）：7地点 

なお、過去5年間（平成30～令和4年度）の化学的酸素要求量（COD）、全窒素及び
全燐の経年変化については下記のとおりである。 

・化学的酸素要求量（COD）：一部変動は見られるが、概ね横ばい傾向となって
いる。 

・全窒素：概ね横ばい傾向となっている。 
・全燐：概ね横ばい傾向となっている。 

健康項目は、測定が行われた全地点（10地点）で環境基準に適合している。 

水底の底質 令和4年度の公共用水域の底質測定結果（5地点）は、3地点は泥質の占める割合が
多く、その他2地点は砂分の占める割合が多くなっている。 
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表 7.1-1 (2) 調査対象地域における主な自然的状況 

項目 調査対象地域における概況 

7.1.3. 土壌及び地盤の状況 

土壌 対象事業実施区域は、埋立により海域に設けられた人工島に位置する。 

地盤沈下 調査対象地域には、地盤沈下観測所は設置されていないが、愛知県が関係機関と協
力して実施している水準測量調査調査によると、令和2年調査で、年間1㎝を超える変
動が観測された地点はない。 

なお、令和3、4年は調査対象地域における水準測量調査は実施されていない。 

7.1.4. 地形及び地質の状況 

地形 対象事業実施区域は、埋立により海域に設けられた人工島に位置する。 

汀線 調査対象地域において、空港島及び空港対岸部周辺海域における環境調査として、
汀線の調査が平成23年度まで実施されていた。平成12年度から平成23年度までの長期
的な変化を調査した結果、30mを超える変化はみられていない。 

干潟 対象事業実施区域の東～南東の沿岸部に干潟が形成されている。 

地質 調査対象地域は、主に礫・砂・泥の各互層を主とする地域及び礫岩・砂岩・泥岩
（頁岩・粘板岩を含む）・硅岩質岩石の各互層が分布している。 

重要な地形及び

地質 

調査対象地域には、重要な地形として、美浜町の「大褶曲」が存在する。 

7.1.5. 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

動物 文献その他資料で把握された重要な種の選定結果は、哺乳類6種、鳥類90種、爬虫
類5種、両生類4種、魚類18種、昆虫類31種、軟体動物（頭足綱）1種、ゴカイ綱1種、
甲殻類（軟甲綱）3種、貝類56種（うち二枚貝綱28種、腹足綱28種）の合計215種であ
る。 

対象事業実施区域の南東方向には鳥類の渡りルートとして知られている渥美半島
（伊良湖岬）があり、サシバ、ハチクマ、ノスリの渡りルートに該当する。また、
「愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち2020 -動物編-」
において、豊川・岡崎～西三河南部～知多半島中南部コースを通過する「サシバの渡
り群」が地域個体群として評価されている。 

注目すべき生息地として、美浜町上野間に位置する国指定天然記念物及び重要野鳥
生息地の「鵜の山ウ繁殖地」、重要湿地の「伊勢湾常滑沖」と常滑市の「尾張丘陵・
知多半島地域湧水湿地群（大谷湿地）」がある。また、対象事業実施区域周辺の海域
は、「知多半島西側沿岸」として「生物多様性の観点から重要度の高い海域」に選定
されている。 

植物 空港島は大部分が工場地帯、造成地であり、滑走路周辺には管理された草地が分布
する。 

文献その他資料で把握された重要な種の選定結果は、緑藻綱1種、紅藻綱1種、シダ
植物8種、種子植物121種の合計131種である。 

生態系 対象事業実施区域は中部国際空港建設時に造成された人工島に位置する。空港島の
対岸部には市街地や埋立地等の改変地が多く分布する。 

生物の生息・生育環境は、大きく「陸域」と「海域」に区分され、それぞれの基盤
環境の状況に応じ、水鳥や水生生物等の生息の場として機能している。 

7.1.6. 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

景観 調査対象地域には公園等の展望台、砂浜や海岸等があり、伊勢湾や夕日等が眺望さ
れる。 

「美しい愛知づくり景観資源600選」により指定された景観資源として、人工海浜
と空港、ハマヒルガオ咲く浜辺等がある。また、自然景観資源として、美浜町に波食
台及び非火山性孤峰が分布している。 

人と自然との 

ふれあいの活動

の場 

調査対象地域の人と自然との触れ合いの活動の場は、海水浴場、潮干狩り場、公
園、散策路・ハイキングコース等がある。特に海にかかわるものが多く、不特定多数
の利用が見られる砂浜海岸は、知多市南部から美浜町の沿岸にかけて広く分布してお
り、主に海水浴場や潮干狩り場として利用されている。 

7.1.7. 一般環境中の放射性物質の状況 

一般環境中の 

放射性物質 

調査対象地域では、一般環境中の放射性物質に関する現況調査は実施されていな
い。 
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7.2. 社会的状況 

調査対象地域における主な社会的状況を把握した結果は、表 7.2-1 (1)～(2)に示す

とおりである。 

 

表 7.2-1 (1) 調査対象地域における主な社会的状況 

項目 調査対象地域における概況 

7.2.1. 人口及び産業の状況 

人口 調査対象地域において、令和2年10月1日現在では、人口は約17万人、世帯数約7万

世帯となっている。常滑市の人口は、平成17年の中部国際空港の開港を機に増加傾

向で推移している。知多市の人口は横ばい、美浜町の人口は近年減少傾向にある。 

産業 令和2年10月1日現在では、いずれの市町も第3次産業の占める割合が約60%と最も

高いが、業種別では第2次産業の製造業が約25％と最も高くなっている。 

7.2.2. 土地利用の状況 

土地利用 令和4年度では、知多市と常滑市は農地及び宅地、美浜町は農地、森林の占める割

合が高くなっている。 

都市計画法に 

基づく用途地域 

の指定状況 

対象事業実施区域は準工業地域、工業地域、用途地域が定められていない地域と

なっている。 

空港島内及び空港付近の対岸部には第一種住居地域、準工業地域、商業地域、工

業地域等に指定されている地域が存在する。 

7.2.3. 海域の利用及び地下水の利用の状況 

海域の利用の 

状況 

調査対象地域には常滑港、鬼崎漁港、小鈴谷漁港等がある。 

漁業権の設定 

状況 

伊勢湾側には、共同漁業権及び区画漁業権が設定されている。漁法としては、主

に共同漁業権による採貝藻、角建網、いそ建網漁業、つきいそ漁業等の他、区画漁

業権によるのり、わかめ養殖業が行われている。対象事業実施区域の一部は、共同

漁業権が設定されている区域に隣接する。 

地下水の利用 

の状況 

調査対象地域における井戸は、主に生活用や工業用の水源として利用されている。 

7.2.4. 交通の状況 

陸上交通 幹線道路は、一般国道155号、一般国道247号、主要地方道半田南知多公園線、一

般県道中部国際空港線等がある。 

鉄道は、名古屋鉄道常滑線、空港線、知多新線等の路線がある。名古屋鉄道空港

線の中部国際空港駅における令和2年度の乗車人員数は、約196万人である。 

海上交通 中部国際空港と津なぎさまちを結ぶ津ベルラインが運航されている。 

航空交通 令和4年度の発着回数は約7万回、旅客数は約602万人であり、令和2年度に新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けて、発着回数、旅客数ともに大きく減少したが、

その後回復傾向にある。 

7.2.5. 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の

概況 

学校、病院その

他の配置の状況

と住宅の配置の

概況 

知多半島沿岸には住宅地等の市街地が広がり、学校、保育所、病院、診療所等が

点在している。また、対象事業実施区域から最も近い人口集中地区は、対象事業実

施区域の東、約2.0kmに位置している。 

7.2.6. 下水道の整備の状況 

下水道の整備の

状況 

調査対象地域における令和4年度末の汚水処理人口普及率は知多市97.8%、常滑市

83.1%、美浜町60.8%である。 
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表 7.2-1 (2) 調査対象地域における主な社会的状況 

項目 調査対象地域における概況 

7.2.7. 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内

容その他の状況 

公害関係法令等 航空機騒音に係る環境基準については、中部国際空港の航空機騒音に係る環境基

準の地域の類型をあてはめる地域の指定状況として、愛知県内の常滑市、弥富市、

飛鳥村、南知多町及び美浜町（ただし、空港島の区域、河川区域及び工業専用地域

を除く）、三重県内では桑名市のうち長島町､鳥羽市のうち桃取町、答志町及び桑名

郡木曽岬町（ただし､河川区域を除く）が該当する。 

対象事業実施区域は、化学的酸素要求量（COD）等はA類型及びB類型、全窒素及び

全燐はⅡ類型、全亜鉛等は生物A類型及び生物特A類型、底層溶存酸素量（DO）は生

物1類型に指定された海域に面している。 

自然関係法令等 調査対象地域には、「自然公園法」（昭和32年法律第161号）に基づく三河湾国定

公園、「愛知県立自然公園条例」（昭和43年愛知県条例第7号）に基づく南知多県立

自然公園が分布している。 

「自然環境保全法」（昭和47年法律第85号）に基づく原生自然環境保全地域及び

自然環境保全地域に指定されている区域、「自然環境の保全及び緑化の推進に関す

る条例」（昭和48年愛知県条例第3号）に基づく愛知県自然環境保全地域に指定され

ている地域及び生息地等保護区に指定されている区域はないが、鳥獣保護区が5カ

所、特定猟具使用禁止区域が12カ所設定されている。 

また、史跡及び天然記念物、周知の埋蔵文化財包蔵地、保安林が空港島対岸部の

陸域に分布する。海岸保全区域は空港島の東側及び対岸部一帯の海岸に指定されて

いる。 

7.2.8. その他の事項 

公害苦情 令和2年度の典型7公害の苦情件数は94件、その他も含めると106件である。大気汚

染が42件と最も多く、次いで悪臭、騒音となっている。 

中部国際空港株式会社に寄せられた令和4年度の航空機騒音に係る苦情件数は72件

であり、愛知県からが58件と多く、三重県からが8件、岐阜県からが2件であった。 

廃棄物等に係る 

関係法令等の 

状況 

建設副産物に係る関係法令等については、「循環型社会形成推進基本法」（平成

12年法律第110号）により、基本的な枠組みが決められている。 

建設副産物のうち原材料として利用が不可能なものは、廃棄物として、「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号）に従い適正に処理を行うこ

ととされている。 

建設副産物については、関係法令等に従い、再生資源のリサイクル等を行うこと

が規定されている。 

温室効果ガス等

に係る環境施策

等の状況 

愛知県では、令和2年10月に、国が「2050年カーボンニュートラル」を宣言すると

ともに、その実現に向けて、令和3年10月に、「地球温暖化対策計画」を改定し、温

室効果ガス排出量の削減目標を引き上げた（2013年度比で46％減）ことなどを踏ま

え、令和4年12月に「あいち地球温暖化防止戦略2030」を改定した。 

「あいち地球温暖化防止戦略2030（改定版）」では、2050年までにカーボンニュ

ートラルの実現を目指すという長期目標の下、その途上である2030年度において、

温室効果ガス排出量を2013年度比で46％削減するという目標を掲げ、地域の総力を

挙げて、産業、業務、家庭、運輸など、あらゆる分野の脱炭素化を強力に推進する

としている。 

航空分野全体での脱炭素化を推進していくため「航空法等の一部を改正する法

律」が令和4年12月に施行されたことに伴い、航空局より、今後の航空における脱炭

素化の基本的な方向性が「航空脱炭素化推進基本方針」として示された。これを受

け、中部国際空港では、空港管理者である中部国際空港株式会社と空港関係事業者

で構成される「中部国際空港脱炭素化推進協議会」を設立した。協議会における検

討を経て「中部国際空港脱炭素化推進計画」を策定し、令和5年12月に国土交通大臣

の認定を受けた。 
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8. 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

8.1. 環境影響評価の項目の選定 

8.1.1. 環境影響評価の項目 

本事業に関わる環境影響評価の項目は、以下の考え方により、表 8.1-1 に示すとおり

選定した。 

・「飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該

項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、

環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成 10 年 6月 12 日 運輸

省令第 36 号)(以下、「主務省令」という)の参考項目(別表第 1)を基本として選定

した。 

・主務省令に示される参考項目のうち、事業特性や地域特性を踏まえ、参考項目に

関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかな項

目、或いは対象事業実施区域又はその周辺に、参考項目に関する環境影響を受け

る地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかな項目は選定しないこと

とした。 

・「環境影響評価指針」（平成 11 年 5 月 28 日 愛知県告示第 445 号）に示される参考

項目を踏まえて、項目を追加した。 

・滑走路の新設又は延長を行った他空港における環境影響評価の事例を踏まえて、

選定している項目を追加した。 
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表 8.1-1 環境影響評価の項目の選定 

  

影響要因の区分 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施 
土地又は工作物の 

存在及び供用 
造
成
等
の
施
工
に
よ
る 

一
時
的
な
影
響 

建
設
機
械
の
稼
働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬 

に
用
い
る
車
両
の
運
行 

飛
行
場
の
存
在 

航
空
機
の
運
航 

飛
行
場
の
施
設
の
供
用 

環境の自然的構成要素

の良好な状態の保持を

旨として調査、予測及

び評価されるべき環境

要素 

大気環境 

大気質 

窒素酸化物  ◎ ◎  ◎ ◎ 

粉じん等 ◎ ◎    

浮遊粒子状物質  ● ○  ○ ○ 

騒音 

建設作業騒音  ◎     

道路交通騒音   ◎   ● 

航空機騒音     ◎  

低周波音     ●  

振動 
建設作業振動  ―     

道路交通振動   ◎   ● 

水環境 水質 
土砂による水の濁り ◎      

水の汚れ      ― 

土壌に係る 

環境その他

の環境 

地形及び

地質 
重要な地形及び地質    ―   

生物の多様性の確保及

び自然環境の体系的保

全を旨として調査、予

測及び評価されるべき

環境要素 

動物 

重 要 な 種

及 び 注 目

す べ き 生

息地 

陸生動物    ― ●  

水生動物    ―   

植物 
重 要 な 種
及び群落 

陸生植物    ―   

水生植物    ―   

生態系 
地域を特徴づける生態

系 
   ―   

人と自然との豊かな触
れ合いの確保を旨とし
て調査、予測及び評価
されるべき環境要素 

景観 

主要な眺望点及び景観

資源並びに主要な眺望

景観 

   ―   

人と自然との触れ合

いの活動の場 

主要な人と自然との触

れ合いの活動の場 
   ―   

環境への負荷の量の程
度により予測及び評価
されるべき環境要素 

廃棄物等 建設工事に伴う副産物 ◎      

温室効果ガス等 
二酸化炭素  ○ ○  ● ● 

その他の温室効果ガス  ○ ○  ● ● 

一般環境中の放射性物

質について調査、予測

及び評価されるべき環

境要素 

放射線の量 放射線の量       

[備考] 

網掛けは、主務省令に基づく参考項目を示す。 
◎○●印は、各欄に挙げる環境要素が、影響要因の項に挙げる各要因により影響を受けるおそれがある
ものとして、環境影響評価項目として選定した項目を示す。 

◎印は主務省令による参考項目を基に選定した項目を示す。 
○印は愛知県環境影響評価指針の参考項目を基に選定した項目を示す。 
●印は他空港の環境影響評価書等を参考に選定した項目を示す。 
―印は、主務省令に基づく参考項目のうち選定しなかった項目を示す。  
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8.1.2. 環境影響評価の項目の選定及び非選定の理由 

環境影響評価の項目の選定の理由及び非選定の理由は、工事の実施に伴う項目につ

いては表 8.1-2(1)～(2)に、土地又は工作物の存在及び供用に伴う項目については表

8.1-3(1)～(3)に示すとおりである。 

 

表 8.1-2（1） 環境影響評価の項目の選定及び非選定の理由（工事の実施） 

環境影響評価の項目 選定 

結果 
環境影響評価の項目の選定及び非選定理由 備考 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大

気

質 

窒素酸化物 

建設機械の稼働 ◎ 

建設機械の稼働に伴う窒素酸化物の排出によ

り、対象事業実施区域周辺の環境に影響を及ぼす

可能性が考えられることから、その影響を評価す

るため選定する。 

 

資材及び機械の 

運搬に用いる 

車両の運行 

◎ 

資材及び機械の運搬に用いる車両（以下「資材

等運搬車両」という。）の運行に伴う窒素酸化物

の排出により、資材等運搬車両が走行すると想定

される道路沿いに分布する住居等に影響を及ぼす

可能性が考えられることから、その影響を評価す

るため選定する。 

 

粉じん等 

造成等の施工による 

一時的な影響及び 

建設機械の稼働 

◎ 

造成等の施工及び建設機械の稼働に伴う粉じん

等の発生により、対象事業実施区域周辺の環境に

影響を及ぼす可能性が考えられることから、その

影響を評価するため選定する。 

 

資材及び機械の 

運搬に用いる 

車両の運行 

◎ 

資材等運搬車両の運行に伴う粉じん等の発生に

より、資材等運搬車両が走行すると想定される道

路沿いに分布する住居等に影響を及ぼす可能性が

考えられることから、その影響を評価するため選

定する。 

 

浮遊粒子状 

物質 

建設機械の稼働 ● 

建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の排出に

より、対象事業実施区域周辺の環境に影響を及ぼ

す可能性が考えられることから、その影響を評価

するため選定する。 

参考事例 

H27 福岡、

R1 成田、 

R4 北九州 

資材及び機械の 

運搬に用いる 

車両の運行 

○ 

資材等運搬車両の運行に伴う浮遊粒子状物質の

排出により、資材等運搬車両が走行すると想定さ

れる道路沿いに分布する住居等に影響を及ぼす可

能性が考えられることから、その影響を評価する

ため選定する。 

 

注）選定結果欄の記号は以下のとおり。 

◎印：主務省令による参考項目を基に選定した項目 

○印：愛知県環境影響評価指針の参考項目を基に選定した項目 

●印：他空港の環境影響評価書等を参考に選定した項目 

備考欄の参考事例は以下のとおり。 

H27福岡 ：福岡空港滑走路増設事業に係る環境影響評価書(平成27年10月、国土交通省九州地方整備局・大阪

航空局) 

R1成田 ：成田空港の更なる機能強化環境影響評価書(令和元年9月、成田国際空港株式会社) 

R4北九州：北九州空港滑走路延長事業に係る環境影響評価準備書（令和4年6月、国土交通省大阪航空局・

九州地方整備局） 
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表 8.1-2（2） 環境影響評価の項目の選定及び非選定の理由（工事の実施） 

環境影響評価の項目 選定 

結果 
環境影響評価の項目の選定及び非選定理由 備考 

環境要素の区分 影響要因の区分 

騒

音 

建設作業騒音 建設機械の稼働 ◎ 

建設機械の稼働に伴う騒音の発生により、対象

事業実施区域周辺の環境に影響を及ぼす可能性が

考えられることから、その影響を評価するため選

定する。 

 

道路交通騒音 

資材及び機械の 

運搬に用いる 

車両の運行 

◎ 

資材等運搬車両の運行に伴う騒音の発生によ

り、資材等運搬車両が走行すると想定される道路

沿いに分布する住居等に影響を及ぼす可能性が考

えられることから、その影響を評価するため選定

する。 

 

振

動 

建設作業振動 建設機械の稼働 ― 

建設機械の稼働に伴う振動の発生について、対

象事業実施区域は海域に造成された人工島内にあ

り、住居等が位置する陸域からは約 1km 以上の離

隔があるため、対象事業実施区域周辺の環境に影

響を及ぼすおそれはないと考えられることから、

評価項目として選定しない。 

 

道路交通振動 

資材及び機械の 

運搬に用いる 

車両の運行 

◎ 

資材等運搬車両の運行に伴う振動の発生によ

り、資材等運搬車両が走行すると想定される道路

沿いに分布する住居等に影響を及ぼす可能性が考

えられることから、その影響を評価するため選定

する。 

 

水

質 

土砂による水

の濁り 

造成等の施工に 

よる一時的な影響 
◎ 

工事の実施により、降雨時に発生する濁水が、

対象事業実施区域周辺の海域に流出する可能性が

考えられることから、その影響を評価するため選

定する。 

 

廃

棄

物

等 

建設工事に伴

う副産物 

造成等の施工に 

よる一時的な影響 
◎ 

造成等の施工により、建設副産物が発生するこ

とから、その影響を評価するため選定する。 
 

温

室

効

果

ガ

ス

等 

二酸化炭素、

その他の温室

効果ガス 

建設機械の稼働 ○ 

建設機械の稼働により、二酸化炭素、その他の

温室効果ガスが排出されることから、その影響を

評価するため選定する。 
 

資材及び機械の 

運搬に用いる 

車両の運行 

○ 

資材等運搬車両の走行により、二酸化炭素、そ

の他の温室効果ガスが排出されることから、その

影響を評価するため選定する。 
 

注）選定結果欄の記号は以下のとおり。 

◎印：主務省令による参考項目を基に選定した項目 

○印：愛知県環境影響評価指針の参考項目を基に選定した項目 

―印：主務省令に基づく参考項目のうち選定しなかった項目 
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表 8.1-3（1） 環境影響評価の項目の選定及び非選定の理由 

（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境影響評価の項目 選定 

結果 
環境影響評価の項目の選定及び非選定理由 備考 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大
気
質 

窒素酸化物 

航空機の運航 ◎ 

航空機の運航に伴う窒素酸化物の排出により、

対象事業実施区域及びその周辺における窒素酸化

物の状況が変化する可能性が考えられることか

ら、その影響を評価するため選定する。 

 

飛行場の施設の 

供用 
◎ 

飛行場を利用する車両のアクセス道路走行状況

の変化に伴い、アクセス道路沿いの住居等におけ

る窒素酸化物の状況が変化する可能性が考えられ

ることから、その影響を評価するため選定する。 

 

浮遊粒子状 

物質 

航空機の運航 ○ 

航空機の運航に伴う浮遊粒子状物質の排出によ

り、対象事業実施区域及びその周辺における浮遊

粒子状物質の状況が変化する可能性が考えられる

ことから、その影響を評価するため選定する。 

 

飛行場の施設の 

供用 
○ 

飛行場を利用する車両のアクセス道路走行状況

の変化に伴い、アクセス道路沿いの住居等におけ

る浮遊粒子状物質の状況が変化する可能性が考え

られることから、その影響を評価するため選定す

る。 

 

騒
音 

道路交通騒音 
飛行場の施設の 

供用 
● 

飛行場を利用する車両のアクセス道路走行状況

の変化に伴い、アクセス道路沿いの住居等におけ

る道路交通騒音の状況が変化する可能性が考えら

れることから、その影響を評価するため選定す

る。 

参考事例 

R1 成田、 

R4 北九州 

航空機騒音 航空機の運航 ◎ 

航空機の運航に伴う騒音の発生により、対象事

業実施区域及びその周辺における航空機騒音の状

況が変化する可能性が考えられることから、その

影響を評価するため選定する。 

 

低周波音 航空機の運航 ● 

航空機の運航に伴う低周波音の発生により、対

象事業実施区域及びその周辺における低周波音の

状況が変化する可能性が考えられることから、そ

の影響を評価するため選定する。 

参考事例 

H27 福岡、

R1 成田、 

R4 北九州 

振
動 

道路交通 

振動 

飛行場の施設の 

供用 
● 

飛行場を利用する車両のアクセス道路走行状況

の変化に伴い、アクセス道路沿いの住居等におけ

る道路交通振動の状況が変化する可能性が考えら

れることから、その影響を評価するため選定す

る。 

参考事例 

R1 成田、 

R4 北九州 

注）選定結果欄の記号は以下のとおり。 

◎印：主務省令による参考項目を基に選定した項目 

○印：愛知県環境影響評価指針の参考項目を基に選定した項目 

●印：他空港の環境影響評価書等を参考に選定した項目 

備考欄の参考事例は以下のとおり。 

H27福岡 ：福岡空港滑走路増設事業に係る環境影響評価書(平成27年10月、国土交通省九州地方整備局・大阪

航空局) 

R1成田 ：成田空港の更なる機能強化環境影響評価書(令和元年9月、成田国際空港株式会社) 

R4北九州：北九州空港滑走路延長事業に係る環境影響評価準備書（令和4年6月、国土交通省大阪航空局・

九州地方整備局） 
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表 8.1-3（2） 環境影響評価の項目の選定及び非選定の理由 

（土地又は工作物の存在及び供用） 
環境影響評価の項目 選定 

結果 
環境影響評価の項目の選定及び非選定理由 備考 

環境要素の区分 影響要因の区分 

水
質 

水の汚れ 
飛行場の施設の 
供用 

― 

飛行場の施設の供用に伴う水の汚れについて、

本事業ではターミナルビル等の施設は現状と変わ

らない計画である。施設からの雨水以外の排水に

ついては、下水管を経由して空港外の下水処理場

で処理され、直接海域に放流することはない。 

したがって、評価項目として選定しない。 

 

地
形
及
び
地
質 

重要な地形 
及び地質 

飛行場の存在 ― 

飛行場の存在に伴う重要な地形・地質への影響

について、対象事業実施区域は海域に造成された

人工島内にあり、その範囲内に学術上重要な地

形・地質は存在していないことから、評価項目と

して選定しない。 

 

動
物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地 

陸生 
動物 

飛行場の存在 ― 

飛行場の存在に伴う動物の重要な種及び注目す

べき生息地への影響について、対象事業実施区域

は海域に造成された人工島内にあり、滑走路整備

に伴い、その一部は改変されるものの、もともと

空港運用に伴い管理されている環境である。した

がって、陸生動物に影響を及ぼすことはないた

め、評価項目として選定しない。 

 

航空機の運航 ● 

航空機の運航に伴い、航空機と鳥との衝突（バ

ードストライク）により鳥類の重要な種への影響

が変化する可能性が考えられることから、その影

響を評価するため選定する。 

参考事例 

H27 福岡、

R1 成田、 

R4 北九州 

水生 
動物 

飛行場の存在 ― 

飛行場の存在に伴う動物の重要な種及び注目す

べき生息地への影響について、対象事業実施区域

は海域に造成された人工島内にある。海域におけ

る工事は予定していないため、評価項目として選

定しない。 

なお、空中から水中への騒音の伝搬による水生

動物への影響については、他事業における影響検

討事例を踏まえると、ほとんどないものと考えら

れる。 

参考事例 

H30 福岡 

注）選定結果欄の記号は以下のとおり。 

●印：他空港の環境影響評価書等を参考に選定した項目 

―印：主務省令に基づく参考項目のうち選定しなかった項目 

備考欄の参考事例は以下のとおり。 

H27福岡 ：福岡空港滑走路増設事業に係る環境影響評価書(平成27年10月、国土交通省九州地方整備局・大阪

航空局) 

H30福岡 ：福岡空港回転翼機能移設事業に係る環境影響評価書（平成30年3月、国土交通省大阪航空局・九州

地方整備局） 

R1成田 ：成田空港の更なる機能強化環境影響評価書(令和元年9月、成田国際空港株式会社) 

R4北九州：北九州空港滑走路延長事業に係る環境影響評価準備書（令和4年6月、国土交通省大阪航空局・

九州地方整備局） 
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表 8.1-3（3） 環境影響評価の項目の選定及び非選定の理由 

（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境影響評価の項目 選定 

結果 
環境影響評価の項目の選定及び非選定理由 備考 

環境要素の区分 影響要因の区分 

植物 

重要な 

種及び 

群落 

陸生

植物 
飛行場の存在 ― 

飛行場の存在に伴う植物の重要な種及び群落

への影響について、対象事業実施区域は海域に

造成された人工島内にあり、滑走路整備に伴

い、その一部は改変されるものの、もともと空

港運用に伴い管理されている環境である。した

がって、陸生植物に影響を及ぼすことはないた

め、評価項目として選定しない。 

 

水生

植物 
飛行場の存在 ― 

飛行場の存在に伴う植物の重要な種及び群落

への影響について、対象事業実施区域は海域に

造成された人工島内にある。海域における工事

は予定していないため、評価項目として選定し

ない。 

 

生態系 
地域を特徴 

づける生態系 
飛行場の存在 ― 

飛行場の存在に伴う地域を特徴づける生態系

への影響について、対象事業実施区域は海域に

造成された人工島内にあり、滑走路整備に伴

い、その一部は改変されるものの、もともと空

港運用に伴い管理されている環境である。ま

た、海域における工事は予定していない。その

ため、評価項目として選定しない。 

 

景観 

主要な眺望点 

及び景観資源 

並びに主要な 

眺望景観 

飛行場の存在 ― 

飛行場の存在に伴う景観への影響について、

本事業は海域に造成された平坦な人工島内に滑

走路の整備を行う事業であり、主要な眺望点、

景観資源を改変することはない。また、本事業

では新たな建屋等を建設することはなく、主要

な眺望景観を阻害することもない。そのため、

評価項目として選定しない。 

 

人と 

自然 

との 

触れ 

合い 

の 

活動 

の場 

主要な人と 

自然との 

触れ合いの 

活動の場 

飛行場の存在 ― 

飛行場の存在に伴う人と自然との触れ合い活

動の場への影響について、本事業は海域に造成

された平坦な人工島内に滑走路の整備を行う事

業であり、対象事業実施区域周辺の人と自然と

の触れ合いの活動の場に影響を及ぼすことはな

い。そのため、評価項目として選定しない。 

 

温室 

効果 

ガス等 

二酸化炭素、

その他の温室

効果ガス 

航空機の運航 ● 
航空機の運航及び飛行場の施設の供用によ

り、二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素等の

排出状況が変化する可能性が考えられることか

ら、その影響を評価するため選定する。 

参考事例 

H27 福岡、 

R1 成田、 

R4 北九州 

飛行場の施設

の供用 
● 

注）選定結果欄の記号は以下のとおり。 

●印：他空港の環境影響評価書等を参考に選定した項目 

―印：主務省令に基づく参考項目のうち選定しなかった項目 

備考欄の参考事例は以下のとおり。 

H27福岡 ：福岡空港滑走路増設事業に係る環境影響評価書(平成27年10月、国土交通省九州地方整備局・大阪

航空局) 

R1成田 ：成田空港の更なる機能強化環境影響評価書(令和元年9月、成田国際空港株式会社) 

R4北九州：北九州空港滑走路延長事業に係る環境影響評価準備書（令和4年6月、国土交通省大阪航空局・

九州地方整備局） 
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8.2. 調査、予測及び評価の手法 

8.2.1. 大気質 

大気質に係る調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由については、表 8.2-1～

表 8.2-10 に示すとおりである。 

 

表 8.2-1（1） 大気質（窒素酸化物：建設機械の稼働）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

窒素 
酸化物 

建設機
械の稼
働 

調査すべ
き情報 

1)二酸化窒素の濃度の状況 
2)気象の状況 

工事の実施
に当たって
は、一般的
な工法を採
用し、一般
的な建設機
械を使用す
るため、主
務省令に基
づく参考手
法を選定し
た。 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及
び解析による方法とした。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による調査等情報の収集

並びに当該情報の整理及び解析とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 下記の項目について、気象庁デー

タ等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とし
た。 
①風向・風速 
②日射量等 

調査地域 建設機械の稼働による窒素酸化物に係る環境影響を受けるお
それがあると認められる地域とし、窒素酸化物の拡散の特性
を踏まえ、対象事業実施区域及び近隣住居地区周辺を包含す
る範囲とした。 

調査地点 調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び
評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地
点とした。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-1 に示す一般環境大気測定

局 4 地点（岡田、新舞子（知多市新舞子保育園）、常滑浄
化センター、美浜町奥田（奥田公民館））とした。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速：図 8.2-1 に示すセントレア（中部航空地方
気象台）とした。 

②日射量等：図 8.2-1 に示す名古屋地方気象台とした。 

調査期間
等 

調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評
価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及
び時期とした。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の5年間とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 

①風向・風速及び②日射量等：至近の情報とした。ただ
し、異常年検定に用いる情報（①風向・風速）について
は、至近の10年間とした。 

予測の基
本的な手
法 

本事業で稼働する建設機械を対象とし、施工計画に基づく建
設機械の稼働の程度等から二酸化窒素排出量を想定して大気
の拡散式（プルーム式及びパフ式）を用いた計算により影響
の程度を把握する方法とした。 

予測地域 建設機械の稼働により窒素酸化物に係る環境影響を受けるお
それがある地域とし、調査地域と同じとした。 

予測地点 予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握で
きる地点とした。 

予測対象 
時期等 

建設機械の稼働による窒素酸化物に係る環境影響が最大とな
る時期とし、工事期間中において窒素酸化物の排出量が最大
となる 1 年間とした。 
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表 8.2-1 (2) 大気質（窒素酸化物：建設機械の稼働）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

窒素 
酸化物 

建設機械
の稼働 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏ま
え、窒素酸化物の影響が、事業者の実行可能な範囲内でで
きる限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の方
法により環境の保全についての配慮が適正になされている
かどうかについて評価した。 

[基準又は目標との整合性] 
「二酸化窒素に係る環境基準について」と予測結果を比較
することにより、環境の保全に係る基準又は目標との整合
性が図られているかについて評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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図 8.2-1 
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表 8.2-2(1) 大気質（窒素酸化物：資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

窒素 
酸化物 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行 

調査すべ
き情報 

1)二酸化窒素の濃度の状況 
2)気象の状況 
3)沿道の状況 
4)その他（交通量の状況） 

工事の実施
に当たって
は、資材及
び機械の運
搬には一般
的な車両を
使用するた
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定した。 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情
報の整理及び解析による方法とした。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査]各自治体による調査等情報の収集並び

に当該情報の整理及び解析とした。 
[現地調査] 「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53

年 環境庁告示第 38 号）に基づく二酸化窒素の濃度の測定
並びに測定結果の整理及び解析とした。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 下記の項目について、気象庁データ

等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とした。 
①風向・風速 

[現地調査] 下記の項目について、「地上気象観測指針」（平成
14 年、気象庁）等に基づく風向・風速の測定並びに測定結果
の整理及び解析とした。 
①風向・風速 

3)沿道の状況 
[現地調査] 二酸化窒素の濃度の状況の現地調査時に目視によ

り、道路断面構造、法定速度、沿道の利用状況を確認した。 
4)その他(交通量の状況)  
[現地調査] 二酸化窒素の濃度の状況の現地調査時に、車種

別、上下線方向別に毎時間の交通量及び平均走行速度を計測
する方法とした。このほか、交差点方向別交通量の調査を行
った。 

調査地域 資材等運搬車両の運行による窒素酸化物に係る環境影響を受け
るおそれがあると認められる地域とし、窒素酸化物の拡散の特
性を踏まえ、資材等運搬車両の運行ルートとして想定される道
路沿道とした。 

調査地点 調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評
価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点と
した。現地調査地点は、資材等運搬車両の走行が想定される空
港アクセス道路を考慮し、設定した。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-2 に示す自動車排出ガス測定

局 1 地点（多屋大気測定所（モニタリングポスト））とし
た。 

[現地調査] 図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とし
た。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 

①風向・風速：図 8.2-1 に示すセントレア（中部航空地方気
象台）とした。 

[現地調査] 
①風向・風速：図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点

とした。 
3)沿道の状況 
[現地調査] 図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とし

た。 
4)その他(交通量の状況)  
[現地調査] 図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とし

た。交差点方向別交通量の調査は、1 地点で行った。 
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表 8.2-2(2) 大気質（窒素酸化物：資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

窒素 
酸化物 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行 

調査期間
等 

調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び
評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期
間及び時期とした。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の 5 年間とした。 
[現地調査] 年 4 回（春季、夏季、秋季、冬季）、各 7 日間とし

た。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速：至近の 10 年間とした。 
[現地調査]  

①風向・風速：年 4 回（春季、夏季、秋季、冬季）、各 7 日
間とした。 

3)沿道の状況 
[現地調査] 二酸化窒素の濃度の状況の現地調査の実施期間の

うち、任意の時期とした。 
4)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 二酸化窒素の濃度の状況の現地調査の実施期間の

うち、平日休日各 1 日間(24 時間)とした。交差点方向別交
通量の調査は、平日休日の代表的な各 1 日間とした。 

工事の実施
に当たって
は、資材及
び機械の運
搬には一般
的な車両を
使用するた
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定した。 

予測の 
基本的な
手法 

本事業で運行する資材等運搬車両を対象とし、施工計画に基
づく資材等運搬車両の運行の台数等から窒素酸化物排出量を
想定して大気の拡散式（プルーム式及びパフ式）を用いた計
算により影響の程度を把握する方法とした。 

予測地域 資材等運搬車両の運行による窒素酸化物に係る環境影響を受
けるおそれがあると認められる地域とし、調査地域と同じと
した。 

予測地点 予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握で
きる地点とし、二酸化窒素の濃度の状況に係る現地調査地点
と同じ、対象事業実施区域周辺 2 地点とした。 

予測対象 
時期等 

資材等運搬車両の運行による窒素酸化物の影響が最大となる
時期とした。 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏ま
え、窒素酸化物の影響が、事業者の実行可能な範囲内でで
きる限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の方
法により環境の保全についての配慮が適正になされている
かどうかについて評価した。 

[基準又は目標との整合性] 
「二酸化窒素に係る環境基準について」と予測結果を比較
することにより、環境の保全に係る基準又は目標との整合
性が図られているかについて評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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図 8.2-2  
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表 8.2-3（1） 大気質（窒素酸化物:航空機の運航）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

窒素 
酸化物 

航空機
の運航 

調査すべ
き情報 

1)二酸化窒素の濃度の状況 
2)気象の状況 

当該飛行場
の利用を予
定する航空
機について
は、一般的
な運航が行
わ れ る た
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定した。 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及
び解析による方法とした。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による調査等情報の収集

並びに当該情報の整理及び解析とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 下記の項目について、気象庁デー

タ等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とし
た。 
①風向・風速 
②日射量等 

調査地域 航空機の運航による窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそ
れがあると認められる地域とし、飛行経路等の影響要因及び
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて、対象事業実施区域及び
住居地区周辺を包含する範囲とした。 

調査地点 調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び
評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地
点とした。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査]図 8.2-1 に示す一般環境大気測定局

4 地点（岡田、新舞子（知多市新舞子保育園）、常滑浄化セ
ンター、美浜町奥田（奥田公民館））とした。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速：図 8.2-1 に示すセントレア（中部航空地方
気象台）とした。 

②日射量等：図 8.2-1 に示す名古屋地方気象台とした。 

調査期間
等 

調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び
評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期
間及び時期とした。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査]至近の5年間とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速及び②日射量等：至近の情報とした。ただ
し、異常年検定に用いる情報（①風向・風速）について
は、至近の10年間とした。  
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表 8.2-3（2） 大気質（窒素酸化物:航空機の運航）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

窒素酸
化物 

航空機
の運航 

予測の 
基本的な
手法 

航空機の飛行及び地上走行、駐機中に稼働する APU（補助動
力装置）、GSE 車両注）等の走行、空港施設での燃料の燃焼を
対象とし、現況及び事業実施後の航空機の発着回数及び飛行
経路、GSE 車両の台数及び走行経路、空港施設の稼働の程度
等から航空機の運航等による窒素酸化物排出量を想定して大
気の拡散式（プルーム式及びパフ式）を用いた計算により影
響の程度を把握する方法とした。 

当該飛行場
の利用を予
定する航空
機について
は、一般的
な運航が行
わ れ る た
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定した。 

予測地域 航空機の運航により窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそ
れがあると認められる地域とし、調査地域と同じとした。 

予測地点 予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握で
きる地点とした。 

予測対象 
時期等 

完全 24 時間運用が実現された時点とした。 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏ま
え、窒素酸化物の影響が、事業者の実行可能な範囲内でで
きる限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の方
法により環境の保全についての配慮が適正になされている
かどうかについて評価した。 

[基準又は目標との整合性] 
「二酸化窒素に係る環境基準について」と予測結果を比較
することにより、環境の保全に係る基準又は目標との整合
性が図られているかについて評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 

注）GSE 車両とは、航空機地上支援車両（Ground Support Equipment）の総称であり、主に旅客手荷物や 

航空貨物の荷役、給油作業などの作業を、駐機場（エプロン）にて行う。 
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表 8.2-4(1) 大気質（窒素酸化物：飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 
選定の 
理由 

環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

窒素 
酸化物 

飛行場の
施設の供
用 

調査 
すべき 
情報 

1)二酸化窒素の濃度の状況 
2)気象の状況 
3)沿道の状況 
4)その他（交通量の状況） 

飛行場

を利用

する車

両は一

般的な

車両で

あるた

め、主

務省令

に基づ

く参考

手法を

選定し

た。 

調査の
基本的
な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及
び解析による方法とした。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による調査等情報の収集並びに当該情

報の整理及び解析とした。 
[現地調査] 「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告

示第 38 号）に基づく二酸化窒素の濃度の測定並びに測定結果の整理及
び解析とした。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 下記の項目について、気象庁データ等による情

報の収集並びに当該情報の整理及び解析とした。 
①風向・風速 

[現地調査] 下記の項目について、「地上気象観測指針」（平成 14 年、
気象庁）等に基づく風向・風速の測定並びに測定結果の整理及び解析
とした。 
①風向・風速 

3)沿道の状況 
[現地調査] 二酸化窒素の濃度の状況の 現地調査時に目視により、道路

断面構造、法定速度、沿道の利用状況を確認した。 
4)その他（交通量の状況） 
[現地調査] 二酸化窒素の濃度の状況の現地調査時に、車種別、上下線方

向別に毎時間の交通量及び平均走行速度を計測する方法とした。この
ほか、交差点方向別交通量の調査を行った。 

調査 
地域 

飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による窒素酸化物に係る環境影
響を受けるおそれがあると認められる地域とし、窒素酸化物の拡散の特性
を踏まえ、飛行場を利用する車両の走行ルートとして想定される道路沿道
とした。 

調査 
地点 

調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するため
に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とした。現地調査地点
は、飛行場を利用する車両の走行が想定される空港アクセス道路を考慮
し、設定した。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-2 に示す自動車排出ガス測定局 1 地点

（多屋大気測定所（モニタリングポスト））とした。 
[現地調査] 図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速：図 8.2-1 に示すセントレア（中部航空地方気象台）と
した。 

[現地調査] 
①風向・風速：図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とした。 

3)沿道の状況 
[現地調査]図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とした。 
4)その他（交通量の状況） 
[現地調査]図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とした。交差点

方向別交通量の調査は、1 地点で行った。 
調査 
期間等 

調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するため
に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期とした。 
1)二酸化窒素の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の 5 年間とした。 
[現地調査] 年 4 回（春季、夏季、秋季、冬季）、各 7 日間とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速：至近の 10 年間とした。 
[現地調査]  

①風向・風速：年 4 回（春季、夏季、秋季、冬季）、各 7 日間とした。 
3)沿道の状況 
[現地調査] 二酸化窒素の濃度の状況の現地調査の実施期間のうち、任意

の時期とした。 
4)その他（交通量の状況） 
[現地調査] 二酸化窒素の濃度の状況の現地調査の実施期間のうち、平日
休日各1日間(24時間)とした。交差点方向別交通量の調査は、平日休日
の代表的な各1日間とした。 
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表 8.2-4(2) 大気質（窒素酸化物：飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

窒素 

酸化物 

飛行場

の施設

の供用 

予測の 
基本的な
手法 

飛行場を利用する車両を対象とし、現況及び事業実施後の航空
機の発着回数等に基づき設定する飛行場を利用する車両の走行
の程度から窒素酸化物排出量を想定して大気の拡散式（プルー
ム式及びパフ式）を用いた計算により影響の程度を把握する方
法とした。 

飛行場を利

用する車両

は一般的な

車両である

ため、主務

省令に基づ

く参考手法

を選定し

た。 

予測地域 飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による窒素酸化物に
係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とし、調
査地域と同じとした。 

予測地点 予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握でき
る地点とし、二酸化窒素の濃度の状況に係る現地調査地点と同
じ、対象事業実施区域周辺 2 地点とした。 

予測対象 
時期等 

完全 24 時間運用が実現された時点とした。 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏ま
え、窒素酸化物の影響が、事業者の実行可能な範囲内ででき
る限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の方法に
より環境の保全についての配慮が適正になされているかどう
かについて評価した。 

[基準又は目標との整合性] 
「二酸化窒素に係る環境基準について」と予測結果を比較す
ることにより、環境の保全に係る基準又は目標との整合性が
図られているかについて評価した。 

主務省令に

基づき選定

した。 
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表 8.2-5 大気質（粉じん等：造成等の一時的影響、建設機械の稼働）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

粉じん
等 

造成等
の施工
による
一時的
な影響
及び建
設機械
の稼働 

調査すべ
き情報 

1)降下ばいじん量の状況 
2)気象の状況 

工事の実施
に当たって
は、一般的
な工法の採
用及び一般
的な建設機
械を使用す
るため、主
務省令に基
づく参考手
法を選定し
た。 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及び
解析による方法とした。 
1)降下ばいじん量の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による調査等情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 下記の項目について、気象庁データ

等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とし
た。 
①風向・風速 

調査地域 造成等の施工及び建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影
響を受けるおそれがあると認められる地域とし、粉じん等の拡
散の特性を踏まえ、対象事業実施区域及び近隣住居地区周辺を
包含する範囲とした。 

調査地点 調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価
するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とし
た。 
1)降下ばいじん量の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-1 に示す一般環境大気測定局 1

地点（岡田）とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速:図 8.2-1 に示すセントレア（中部航空地方気
象台）とした。 

調査期間
等 

調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価
するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び
時期とした。 
1)降下ばいじん量の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の5年間とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速：至近の 10 年間とした。 

予測の基
本的な手
法 

本事業で実施する造成工事及びその施工時に稼働する建設機械
を対象とし、事例の解析に基づく経験式により、施工計画に基
づく建設機械の稼働の程度から発生する粉じん量及び拡散の程
度を計算して季節別降下ばいじん量を求める方法とした。 

予測地域 造成等の施工及び建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影
響を受けるおそれがあると認められる地域とし、調査地域と同
じとした。 

予測地点 予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる
地点とした。 

予測対象 
時期等 

造成等の施工による一時的な影響及び建設機械の稼働による粉
じん等の影響が最大となる時期とした。 

評価の手
法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏ま
え、粉じん等の影響が、事業者の実行可能な範囲内でできる
限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の方法によ
り環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか
について評価した。 
なお、その目安は、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に
関する法律の施行について」（平成2年7月 環境庁通達）に
示される「スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が
必要な地域の指標」を参考として設定された降下ばいじんの
参考値と予測結果との間に整合が図られているかどうかにつ
いて評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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表 8.2-6(1) 大気質（粉じん等：資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

粉じん
等 

資材及
び機械
の運搬
に用い
る車両
の運行 

調査すべ
き情報 

1)降下ばいじん量の状況 
2)気象の状況 
3)沿道の状況 

工事の実施
に当たって
は、資材及
び機械の運
搬には一般
的な車両を
使用するた
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定した。 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情
報の整理及び解析による方法とした。 
1)降下ばいじん量の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による調査等情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 下記の項目について、気象庁データ

等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とし
た。 
①風向・風速 

[現地調査] 下記の項目について、「地上気象観測指針」（平成
14 年、気象庁）等に基づく測定並びに測定結果の整理及び
解析とした。 
①風向・風速 

3)沿道の状況 
 [現地調査]現地調査時に目視により、道路断面構造、法定速

度、沿道の利用状況を確認した。 
調査地域 資材等運搬車両の運行による粉じん等に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域とし、粉じん等の拡散の特性を
踏まえ、資材等運搬車両の走行ルートとして想定される道路沿
道とした。 

調査地点 調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価
するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とし
た。現地調査地点は、資材等運搬車両の走行が想定される空港
アクセス道路を考慮し設定した。 
1)降下ばいじん量の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-1 に示す一般環境大気測定局 1

地点（岡田）とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速：図 8.2-1 に示すセントレア（中部航空地方気
象台）とした。 

[現地調査] 図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とし
た。 

3)沿道の状況 
[現地調査]図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とし

た。 
調査期間
等 

調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価
するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び
時期とした。 
1)降下ばいじん量の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の5年間とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速：至近の 10 年間とした。 
[現地調査]  

①風向・風速：年 4 回（春季、夏季、秋季、冬季）、各 7 日
間とした。 

3)沿道の状況 
[現地調査]気象の状況の現地調査の実施期間のうち、任意の

時期とした。 
予測の 
基本的な
手法 

本事業により運行する資材等運搬車両を対象とし、事例の解析
に基づく経験式により、施工計画に基づく資材等運搬車両の運
行の台数から発生する粉じん量及び拡散の程度を計算して季節
別降下ばいじん量を求める方法とした。 

予測地域 資材等運搬車両の運行による粉じん等に係る環境影響を受ける
おそれがあると認められる地域とし、調査地域と同じとした。 

予測地点 予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる
地点とし、二酸化窒素の濃度の状況に係る現地調査地点と同
じ、図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とした。 

予測対象 
時期等 

資材等運搬車両の運行による粉じん等の影響が最大となる時期
とした。 
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表 8.2-6(2) 大気質（粉じん等：資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

粉じん
等 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏ま
え、粉じん等の影響が、事業者の実行可能な範囲内ででき
る限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の方法
により環境の保全についての配慮が適正になされているか
どうかについて評価した。 
なお、その目安は、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に
関する法律の施行について」（平成 2 年 7 月 環境庁通達）
に示される「スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保
全が必要な地域の指標」を参考として設定された降下ばい
じんの参考値と予測結果との間に整合が図られているかど
うかについて評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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表 8.2-7 大気質（浮遊粒子状物質: 建設機械の稼働）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

浮遊粒
子状物
質 

建設機
械の稼
働 

調査すべ
き情報 

1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
2)気象の状況 

工事の実施
に当たって
は、一般的
な工法を採
用及び一般
的な建設機
械を使用す
るため、標
準的な手法
を 選 定 し
た。 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及び
解析による方法とした。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による調査等情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 下記の項目について、気象庁データ

等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とした。 
①風向・風速 
②日射量等 

調査地域 建設機械の稼働による浮遊粒子状物質に係る環境影響を受ける
おそれがあると認められる地域とし、浮遊粒子状物質の拡散の
特性を踏まえ、対象事業実施区域及び近隣住居地区周辺を包含
する範囲とした。 

調査地点 調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及
び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地
点とした。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-1 に示す一般環境大気測定局 4

地点（岡田、新舞子（知多市新舞子保育園）、常滑浄化セン
ター、美浜町奥田（奥田公民館））とした。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速：図 8.2-1 に示すセントレア（中部航空地方
気象台）とした。 

②日射量等：図 8.2-1 に示す名古屋地方気象台とした。 

調査期間
等 

調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及
び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期
間及び時期とした。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の5年間とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速及び②日射量等：至近の情報とした。ただ
し、異常年検定に用いる情報（①風向・風速）について
は、至近の 10 年間とした。 

予測の基
本的な手
法 

本事業で稼働する建設機械を対象とし、施工計画に基づく建設
機械の稼働の程度等から浮遊粒子状物質排出量を想定して大気
の拡散式（プルーム式及びパフ式）を用いた計算により影響の
程度を把握する方法とした。 

予測地域 建設機械の稼働により浮遊粒子状物質に係る環境影響を受ける
おそれがあると認められる地域とし、調査地域と同じとした。 

予測地点 予測地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を的確に把握
できる地点とした。 

予測対象
時期等 

建設機械の稼働による浮遊粒子状物質に係る環境影響が最大と
なる時期とし、工事期間中において浮遊粒子状物質の排出量が
最大となる 1 年間とした。 

評価の手
法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏ま
え、浮遊粒子状物質の影響が、事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の方
法により環境の保全についての配慮が適正になされているか
どうかについて評価した。 

[基準又は目標との整合性] 
「大気の汚染に係る環境基準について」と予測結果を比較す
ることにより、環境の保全に係る基準又は目標との整合性が
図られているかについて評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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表 8.2-8(1) 大気質（浮遊粒子状物質:資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 

選定の 
理由 

環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

浮遊粒
子状物
質 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行 

調査すべ
き情報 

1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
2)気象の状況 
3)沿道の状況 
4)その他（交通量の状況） 

工事の
実施に
当たっ
ては、
資材及
び機械
の運搬
には一
般的な
車両を
使用す
る た
め、標
準的な
手法を
選定し
た。 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理
及び解析による方法とした。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による調査等情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析とした。 
[現地調査] 「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁

告示第 25 号）に基づく浮遊粒子状物質の濃度の測定並びに測定結果
の整理及び解析とした。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 下記の項目について、気象庁データ等による

情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とした。 
①風向・風速 

[現地調査] 下記の項目について、「地上気象観測指針」（平成 14 年、
気象庁）等に基づく測定並びに測定結果の整理及び解析とした。 
①風向・風速 

3)沿道の状況 
[現地調査] 浮遊粒子状物質の濃度の状況の現地調査時に目視により、

道路断面構造、法定速度、沿道の利用状況を確認した。 
4)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 浮遊粒子状物質の濃度の状況の現地調査時に、車種別、上

下線方向別に毎時間の交通量及び平均走行速度を計測する方法とし
た。このほか、交差点方向別交通量の調査を行った。 

調査地域 資材等運搬車両の運行による浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるお
それがあると認められる地域とし、浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏ま
え、資材等運搬車両の運行ルートとして想定される道路沿道とした。 

調査地点 調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及び評価す
るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とした。現地調
査地点は、資材等運搬車両の走行が想定される空港アクセス道路を考慮
し、設定した。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-2 に示す自動車排出ガス測定局 1 地点

（多屋大気測定所（モニタリングポスト））とした。 
[現地調査] 図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 

①風向・風速：図 8.2-1 に示すセントレア（中部航空地方気象台）と
した。 

[現地調査] 
①風向・風速：図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とした。 

3)沿道の状況 
[現地調査] 図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とした。 
4)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とした。交差
点方向別交通量の調査は、1 地点で行った。 

調査期間
等 

調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及び評価す
るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期とし
た。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の 5 年間とした。 
[現地調査] 年 4 回（春季、夏季、秋季、冬季）、各 7 日間とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速：至近の 10 年間とした。 
[現地調査]  

①風向・風速：年4回（春季、夏季、秋季、冬季）、各7日間とした。 
3)沿道の状況 
[現地調査] 浮遊粒子状物質の濃度の状況の現地調査の実施期間のう

ち、任意の時期とした。 
4)その他(交通量の状況)  
[現地調査] 浮遊粒子状物質の濃度の現地調査の実施期間のうち、平日

休日各1日間(24時間)とした。交差点方向別交通量の調査は、平日休
日の代表的な各1日間とした。 
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表 8.2-8(2) 大気質（浮遊粒子状物質:資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

浮遊粒
子状物
質 

資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行 

予測の 
基本的な
手法 

本事業で運行する資材等運搬車両を対象とし、施工計画に基づ
く資材等運搬車両の運行の台数等から浮遊粒子状物質排出量を
想定して大気の拡散式（プルーム式及びパフ式）を用いた計算
により影響の程度を把握する方法とした。 

工事の実施
に当たって
は、資材及
び機械の運
搬には一般
的な車両を
使用するた
め、標準的
な手法を選
定した。 

予測地域 資材等運搬車両の運行による浮遊粒子状物質に係る環境影響を
受けるおそれがあると認められる地域とし、調査地域と同じと
した。 

予測地点 予測地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を的確に把握
できる地点とし、浮遊粒子状物質の濃度の状況に係る現地調査
地点と同じ、対象事業実施区域周辺 2 地点とした。 

予測対象 
時期等 

資材等運搬車両の運行による浮遊粒子状物質の影響が最大とな
る時期とした。 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、
浮遊粒子状物質の影響が、事業者の実行可能な範囲内でできる
限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の方法により
環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかにつ
いて評価した。 

[基準又は目標との整合性] 
「大気の汚染に係る環境基準について」と予測結果を比較する
ことにより、環境の保全に係る基準又は目標との整合性が図ら
れているかについて評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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表 8.2-9(1) 大気質（浮遊粒子状物質: 航空機の運航）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

浮遊粒
子状物
質 

航空機
の運航 

調査すべ
き情報 

1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
2)気象の状況 

当該飛行場
の利用を予
定する航空
機について
は、一般的
な運航が行
わ れ る た
め、標準的
な手法を選
定した。 
 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及
び解析による方法とした。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による調査等情報の収集

並びに当該情報の整理及び解析とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 下記の項目について、気象庁デー

タ等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とし
た。 
①風向・風速 
②日射量等 

調査地域 航空機の運航による浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるお
それがあると認められる地域とし、飛行経路等の影響要因及び
浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて、対象事業実施区域及
び近隣住居地区周辺を包含する範囲とした。 

調査地点 調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、
及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握でき
る地点とした。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-1 に示す一般環境大気測定

局 4 地点（岡田、新舞子（知多市新舞子保育園）、常滑浄
化センター、美浜町奥田（奥田公民館））とした。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 

①風向・風速：図 8.2-1 に示すセントレア（中部航空地方
気象台）とした。 

②日射量等：図 8.2-1 に示す名古屋地方気象台とした。 
調査期間
等 

調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及
び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期
間及び時期とした。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査]至近の5年間とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査]  

①風向・風速及び②日射量：至近の情報とした。ただし、
異常年検定に用いる情報（①風向・風速）については、
至近の 10 年間とした。 

予測の基
本的な手
法 

航空機の飛行及び地上走行、駐機中に稼働するAPU（補助動力装
置）、GSE 車両等の走行、空港施設での燃料の燃焼を対象とし、
現況及び事業実施後の航空機の発着回数及び飛行経路、GSE 車
両の台数及び走行経路、空港施設の稼働の程度等から航空機の
運航等による浮遊粒子状物質排出量を想定して大気の拡散式
（プルーム式及びパフ式）を用いた計算により影響の程度を把
握する方法とした。 

予測地域 航空機の運航により浮遊粒子状物質に係る環境影響を受ける
おそれがあると認められる地域とし、調査地域と同じとし
た。 

予測地点 予測地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を的確に把
握できる地点とした。 

予測対象 
時期等 

完全 24 時間運用が実現された時点とした。 
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表 8.2-9(2) 大気質（浮遊粒子状物質: 航空機の運航）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

浮遊粒
子状物
質 

航空機
の運航 

評価の
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏ま
え、浮遊粒子状物質の影響が、事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の方
法により環境の保全についての配慮が適正になされているか
どうかについて評価した。 

[基準又は目標との整合性] 
「大気の汚染に係る環境基準について」と予測結果を比較す
ることにより、環境の保全に係る基準又は目標との整合性が
図られているかについて評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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表 8.2-10(1) 大気質（浮遊粒子状物質:飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

浮遊粒子
状物質 

飛行場の
施設の供
用 

調査すべ
き情報 

1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
2)気象の状況 
3)沿道の状況 
4)その他（交通量の状況） 

飛行場を利
用する車両
は一般的な
車両である
ため、標準
的な手法を
選定した。 
 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情
報の整理及び解析による方法とした。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による調査等情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析とした。 
[現地調査] 「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48

年環境庁告示第 25 号）に基づく浮遊粒子状物質の濃度の測
定並びに測定結果の整理及び解析とした。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 下記の項目について、気象庁データ

等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とした。 
①風向・風速 

[現地調査] 下記の項目について、「地上気象観測指針」（平成
14 年、気象庁）等に基づく風向・風速の測定並びに測定結
果の整理及び解析とした。 
①風向・風速 

3)沿道の状況 
[現地調査] 二酸化窒素の濃度の状況の現地調査時に目視によ

り、道路断面構造、法定速度、沿道の利用状況を確認した。 
4)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 二酸化窒素の濃度の状況の現地調査時に、車種

別、上下線方向別に毎時間の交通量及び平均走行速度を計測
する方法とした。このほか、交差点方向別交通量の調査を行
った。 

調査地域 飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による浮遊粒子状物
質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域と
し、浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえ、飛行場を利用する
車両の走行ルートとして想定される道路沿道とした。 

調査地点 調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及
び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地
点とした。現地調査地点は、飛行場を利用する車両の走行が想
定される空港アクセス道路を考慮し、設定した。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-2 に示す自動車排出ガス測定

局 1 地点（多屋大気測定所（モニタリングポスト））とし
た。 

[現地調査] 図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とし
た。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 

①風向・風速：図 8.2-1 に示すセントレア（中部航空地方
気象台）とした。 

②日射量等：図 8.2-1 に示す名古屋地方気象台とした。 
[現地調査] 

①風向・風速：図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地
点とした。 

3)沿道の状況 
[現地調査] 図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とし

た。 
4)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 図 8.2-2 に示す対象事業実施区域周辺 2 地点とし

た。交差点方向別交通量の調査は、1 地点で行った。 

 

  



8-27 
 

表 8.2-10(2) 大気質（浮遊粒子状物質:飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

浮遊粒
子状物
質 

飛行場
の施設
の供用 

調査期間
等 

調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及
び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期
間及び時期とした。 
1)浮遊粒子状物質の濃度の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の 5 年間とした。 
[現地調査] 年 4 回（春季、夏季、秋季、冬季）、各 7 日間とし

た。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 

①風向・風速：至近の 10 年間とした。 
[現地調査] 

①風向・風速：年 4 回（春季、夏季、秋季、冬季）、各 7 日
間とした。 

3)沿道の状況 
[現地調査] 浮遊粒子状物質の濃度の状況の現地調査の実施期

間のうち、任意の時期とした。 
4)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 浮遊粒子状物質の濃度の状況の現地調査の実施期

間のうち、平日休日各 1 日間(24 時間)とした。交差点方向
別交通量の調査は、平日休日の代表的な各 1 日間とした。 

飛行場を利
用する車両
は一般的な
車両である
ため、標準
的な手法を
選定した。 

予測の 
基本的な
手法 

飛行場を利用する車両を対象とし、現況及び事業実施後の航空
機の発着回数等に基づき設定する飛行場を利用する車両の走行
の程度から浮遊粒子状物質排出量を想定して大気の拡散式（プ
ルーム式及びパフ式）を用いた計算により影響の程度を把握す
る方法とした。 

予測地域 飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による浮遊粒子状物
質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域と
し、調査地域と同じとした。 

予測地点 予測地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を的確に把握
できる地点とし、浮遊粒子状物質の濃度の状況に係る現地調査
地点と同じ、対象事業実施区域周辺 2 地点とした。 

予測対象 
時期等 

完全 24 時間運用が実現された時点とした。 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏ま
え、浮遊粒子状物質の影響が、事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の方
法により環境の保全についての配慮が適正になされているか
どうかについて評価した。 

[基準又は目標との整合性] 
「大気の汚染に係る環境基準について」と予測結果を比較す
ることにより、環境の保全に係る基準又は目標との整合性が
図られているかについて評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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8.2.2. 騒音 

騒音に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 8.2-11～表 8.2-14

に示すとおりである。 

 

表 8.2-11 騒音（建設機械の稼働）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 
選定の 
理由 

環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

騒音 建設機械
の稼働 

調査すべ
き情報 

1)騒音の状況 

2)地表面の状況 

工事の実
施に当た
っては、
一般的な
工法を採
用し、一
般的な建
設機械を
使用する
ため、主
務省令に
基づく参
考手法を
選 定 し
た。 

調査の 
基本的な
手法 

現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析による方

法とした。 

1)騒音の状況 

[現地調査] 「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（平成 27 年

10月、環境省）に示される方法に基づき騒音を測定し、その結果

の整理及び解析を行う方法とした。 

2)地表面の状況 

[現地調査] 騒音の状況の現地調査時に目視により、調査地点周辺
の地表面の状況を確認した。 

調査地域 建設機械の稼働による騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると

認められる地域とし、音の伝搬の特性を踏まえ、対象事業実施区域

及び近隣住居地区周辺を包含する範囲とした。 

調査地点 調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するため

に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とした。現地調査

地点は、近隣住居地区近傍の環境騒音を把握できるよう設定した。 

1)騒音の状況 

[現地調査] 図 8.2-3 に示す 2 地点とした(環境騒音)。 

2)地表面の状況 

[現地調査] 騒音の状況の現地調査地点とした。 

調査期間
等 

調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するため

に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期とした。 

1)騒音の状況 

[現地調査] 1 年間を通じて平均的な状況と考えられる 1 日とし、

24 時間毎時測定とした。 

2)地表面の状況 

[現地調査] 騒音の状況の調査期間等と同様とした。 

予測の 
基本的な
手法 

本事業で稼働する建設機械を対象とし、施工計画に基づく建設機械

の稼働の程度から騒音の発生状況を想定して音の伝搬理論に基づく

予測式（日本音響学会の ASJ CN-model 2007）により影響の程度を

計算する方法とした。 

予測地域 建設機械の稼働による騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると

認められる地域とし、調査地域と同じとした。 

予測地点 予測地域における建設作業騒音に係る環境影響を的確に把握できる

地点とし、対象事業実施区域の敷地境界及び騒音の状況の現地調査

地点とした。 

予測対象 
時期等 

建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期とし

た。 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、建
設作業騒音の影響が、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回
避され、又は低減され、必要に応じその他の方法により環境の保
全についての配慮が適正になされているかどうかについて評価し
た。 

[基準又は目標との整合性] 
「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」と予
測結果を比較し、その整合について評価した。なお、夜間工事に
伴う騒音については、「騒音に係る環境基準」との整合について検
討した。 

主務省令
に基づき
選定し
た。 
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表 8.2-12 騒音（資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

騒音 資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行 

調査すべ
き情報 

1)騒音の状況 
2)沿道の状況 
3)その他(交通量の状況) 

工事の実施
に当たって
は、資材及
び機械の運
搬には一般
的な車両を
使用するた
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定した。 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該
情報の整理及び解析による方法とした。 
1)騒音の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による調査等情報の収集

並びに当該情報の整理及び解析とした。 
[現地調査] 「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（平

成 27 年 10 月、環境省）に示される方法に基づき騒音を
測定し、その結果の整理及び解析を行う方法とした。 

2)沿道の状況 
[現地調査] 騒音の状況の現地調査時に目視により、道路断
面構造、法定速度、沿道の利用状況を確認した。 

3)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 騒音の状況の現地調査時に、車種別、上下線方

向別に毎時間の交通量及び平均走行速度を計測する方法と
した。このほか、交差点方向別交通量の調査を行った。 

調査地域 資材等運搬車両の運行による騒音に係る環境影響を受けるお
それがあると認められる地域とし、音の伝搬の特性を踏まえ
て、資材等運搬車両の走行ルートとして想定される道路沿道
とした。 

調査地点 調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価す
るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とし
た。現地調査地点は、資材等運搬車両の走行が想定される空
港アクセス道路を考慮し、設定した。 
1)騒音の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-3 に示す 3 地点とした(道

路交通騒音)。 
[現地調査] 図 8.2-3 に示す 2 地点とした(道路交通騒音)。 
2)沿道の状況 
[現地調査] 騒音の状況の現地調査地点と同様とした。 
3)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 騒音の状況の現地調査地点と同様とした。交差

点方向別交通量の調査は、1 地点で行った。 
調査期間
等 

調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価す
るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時
期及び時間帯とした。 
1)騒音の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の情報とした。 
[現地調査] 1 年間を通じて平均的な状況と考えられる平

日・休日各 1 日とし、24 時間毎時測定とした。 
2)沿道の状況 
[現地調査] 騒音の状況の調査期間等と同様とした。 
3)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 騒音の状況の調査期間等と同様とした。 

予測の 
基本的な
手法 

本事業で運行する資材等運搬車両を対象とし、施工計画に基
づく資材等運搬車両の運行の台数から騒音の発生状況を想定
して音の伝搬理論に基づく予測式（日本音響学会の ASJ 
RTN-model 2018）により影響の程度を計算する方法とした。 

予測地域 資材等運搬車両の運行による騒音に係る環境影響を受けるお
それがあると認められる地域とし、調査地域と同じとした。 

予測地点 予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地
点とし、騒音の状況の現地調査地点と同じとした。 

予測対象 
時期等 

資材等運搬車両の運行による騒音に係る環境影響が最大とな
る時期とし、運行台数が最大となる時期等とした。 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏ま
え、道路交通騒音の影響が、事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の
方法により環境の保全についての配慮が適正になされてい
るかどうかについて評価した。 

[基準又は目標との整合性] 
「騒音に係る環境基準」と予測結果を比較することによ
り、その整合について評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 

  



8-30 
 

  



8-31 
 

表 8.2-13 騒音（航空機の運航）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

騒音 航空機
の運航 

調査すべ
き情報 

1)騒音の状況 当該飛行場

の利用を予

定する航空

機について

は、一般的

な運航が行

わ れ る た

め、主務省

令に基づく

参考手法を

選定した。 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及

び解析による方法とした。 

1)騒音の状況 

[文献その他の資料調査]中部国際空港株式会社及び各自治

体により実施されている騒音測定（環境監視）の結果の

整理及び解析を行う方法とした。 

調査地域 航空機の運航による騒音に係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域とし、航空機の飛行経路を踏まえ、影響

が想定される対象事業実施区域周辺とした。 

調査地点 調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とし

た。 

[文献その他の資料調査]図 8.2-4 に示す地点とした。 

航空機騒音の環境監視地点は、想定する飛行経路及び住

居等が集まっている地点を考慮し、設定されている。 

調査期間
等 

調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時

期及び時間帯とした。 

予測の基
本的な手
法 

航空機の飛行及び地上走行、駐機中に稼働する APU（補助動

力装置）、エンジン試運転等を対象とし、現況及び事業実施

後の航空機の発着回数及び飛行経路、エンジン試運転の位置

及び回数等から、「国土交通省モデル」により影響の程度の

計算を行う方法とした。 

予測地域 航空機の運航による騒音に係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域とし、調査地域と同じとした。 

予測対象 
時期等 

完全 24 時間運用が実現された時点とした。 

評価の手
法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏

まえ、航空機騒音の影響が、事業者の実行可能な範囲内

でできる限り回避され、又は低減され、必要に応じその

他の方法により環境の保全についての配慮が適正になさ

れているかどうかについて評価した。 

[基準又は目標との整合] 

「航空機騒音に係る環境基準」と予測結果を比較すること

により、その整合について評価した。 

主務省令に

基づき選定

した。 
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図 8.2-4  
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表 8.2-14 騒音（飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

騒音 飛行場
の施設
の供用 

調査す
べき情
報 

1)騒音の状況 
2)沿道の状況 
3)その他(交通量の状況) 

飛行場を
利用する
車両は一
般的な車
両である
ため、標
準的な手
法を選定
した。 

調査の
基本的
な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報
の整理及び解析による方法とした。 
1)騒音の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による調査等情報の収集並び

に当該情報の整理及び解析とした。 
[現地調査] 「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（平成 27

年 10 月、環境省）に示される方法に基づき騒音を測定し、そ
の結果の整理及び解析を行う方法とした。 

2)沿道の状況 
[現地調査] 騒音の状況の現地調査時に目視により、道路断面構
造、法定速度、沿道の利用状況を確認した。 

3)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 騒音の状況の現地調査時に、車種別、上下線方向別

に毎時間の交通量及び平均走行速度を計測する方法とした。こ
のほか、交差点方向別交通量の調査を行った。 

調査地
域 

飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による騒音に係る環境
影響を受けるおそれがあると認められる地域とし、音の伝搬の特
性を踏まえて、飛行場を利用する車両の走行ルートとして想定さ
れる道路沿道とした。 

調査地
点 

調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するた
めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とした。現地
調査地点は、飛行場を利用する車両の走行が想定される空港アク
セス道路を考慮し、設定した。 
1)騒音の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-3 に示す 3 地点とした(道路交通

騒音)。 
[現地調査] 図 8.2-3 に示す 2 地点とした(道路交通騒音)。 
2)沿道の状況 
[現地調査] 騒音の状況の現地調査地点と同様とした。 
3)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 騒音の状況の現地調査地点と同様とした。交差点方

向別交通量の調査は、1 地点で行った。 
調査期
間等 

調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するた
めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時
間帯とした。 
1)騒音の状況 
[現地調査] 1年間を通じて平均的な状況と考えられる平日・休日

各 1 日とし、24 時間毎時測定とした。 
2)沿道の状況 
[現地調査] 騒音の状況の現地調査の調査期間等と同様とした。 
3)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 騒音の状況の現地調査の調査期間等と同様とした。 

予測の
基本的
な手法 

飛行場を利用する車両を対象とし、現況及び事業実施後の航空機
の発着回数等に基づき設定する飛行場を利用する車両の走行の程
度から騒音の発生状況を想定して音の伝搬理論に基づく予測式
（日本音響学会の ASJ RTN-model 2018）により影響の程度を計算
する方法とした。 

予測地
域 

飛行場を利用する車両の走行による騒音に係る環境影響を受ける
おそれがあると認められる地域とし、調査地域と同じとした。 

予測地
点 

予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点と
し、騒音の状況の現地調査地点と同じとした。 

予測対
象時期
等 

完全 24 時間運用が実現された時点とした。 

評価の
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、
道路交通騒音の影響が、事業者の実行可能な範囲内でできる限
り回避され、又は低減され、必要に応じその他の方法により環
境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについ
て評価した。 

[基準又は目標との整合性] 
「騒音に係る環境基準」と予測結果を比較することにより、そ
の整合について評価した。 

主務省令
に基づき
選定し
た。 
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8.2.3. 低周波音 

低周波音に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 8.2-15 に示す

とおりである。 

 

表 8.2-15 低周波音（航空機の運航）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

低周波音 航空機

の運航 

調査すべ

き情報 

1)航空機運航時の低周波音(G 特性音圧レベル及び 1/3 オク

ターブバンド音圧レベル) 
当該飛行場

の利用を予

定する航空

機は一般的

な運航が行

わ れ る た

め、標準的

な手法を選

定した。 

調査の 

基本的な

手法 

現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

による方法とした。 

1)航空機運航時の低周波音 

[現地調査]「低周波音の測定方法に関するマニュアル」

（平成 12 年、環境庁）に基づき航空機による低周波音

を測定し、その結果を整理及び解析する方法とした。 

調査地域 航空機の運航による低周波音に係る環境影響を受けるおそ

れがあると認められる地域とし、航空機の飛行経路を踏ま

え、影響が想定される対象事業実施区域周辺とした。 

調査地点 調査地域における低周波音に係る環境影響を予測し、及び

評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる

地点とした。現地調査地点は、想定する飛行経路及び住居

等が集まっている地点を考慮し、設定した。 

1)航空機運航時の低周波音 

[現地調査] 図 8.2-5 に示す 4 地点とした。 

調査期間

等 

調査地域における低周波音に係る環境影響を予測し、及び

評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる

期間、時期及び時間帯とした。 

1)航空機運航時の低周波音 

[現地調査] 滑走路の運用方向ごとの状況を把握するため

年 2 回とした。気象状況を考慮して設定した。 

予測の 

基本的な

手法 

航空機の飛行を対象とし、現地調査結果の解析及び想定す

る現況及び事業実施後の航空機の飛行経路等を踏まえた、

音の伝搬理論に基づく予測式による方法とした。 

予測地域 航空機の運航による低周波音に係る環境影響を受けるおそ

れがあると認められる地域とし、調査地域と同じとした。 

予測地点 予測地域における低周波音に係る環境影響を的確に把握で

きる地点とし、航空機運航時の低周波音の現地調査地点と

同じとした。 

予測対象 

時期等 

完全 24 時間運用が実現された時点とした。 

評価の 

手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏

まえ、低周波音の影響が、事業者の実行可能な範囲内で

できる限り回避され、又は低減され、必要に応じその他

の方法により環境の保全についての配慮が適正になされ

ているかどうかについて評価した。 

なお、その目安として、種々の低周波音の影響に関する

調査研究にもとづく心理的影響、生理的影響、物理的影

響に関する科学的知見を活用した。 

主務省令に

基づき選定

した。 
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図 8.2-5  
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8.2.4. 振動 

振動に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 8.2-16(1)～(2)、

表 8.2-17(1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 8.2-16(1) 振動（資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 
 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

振動 資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行 

調査すべ
き情報 

1)振動の状況 

2)地盤の状況 

3)その他(交通量の状況) 

工事の実施
に当たって
は、資材及
び機械の運
搬には一般
的な車両を
使用するた
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定した。 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析による方法とした。 

1)振動の状況 

[現地調査] 「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 総

理府令第 58 号）に示される方法に基づき振動を測定し、

その結果の整理及び解析を行う方法とした。 

2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 地盤関連の文献・資料の収集並び
に当該情報の整理及び解析とした。 

[現地調査] 振動の状況の現地調査結果について 1/3 オクタ

ーブバンド分析器により周波数分析を行い、地盤卓越振

動数を把握する方法とした。 

3)その他(交通量の状況) 

[現地調査] 振動の状況の現地調査と同時に、車種別、上下線

方向別に時間毎の交通量及び平均走行速度を計測する方法と

した。このほか、交差点方向別交通量の調査を行った。 

調査地域 資材等運搬車両の運行による振動に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域とし、振動の伝搬の特性を踏ま

えて、資材等運搬車両の走行ルートとして想定される道路沿

道とした。 

調査地点 調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とし

た。現地調査地点は、資材等運搬車両の走行が想定される空

港アクセス道路を考慮し、設定した。 

1)振動の状況 

[現地調査]図 8.2-6 に示す 2 地点とした(道路交通振動)。 

2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 資材等運搬車両が走行すると想定
される道路の沿道を含む範囲とした。 

[現地調査] 振動の状況の調査地点と同様とした。 

3)その他(交通量の状況) 

[現地調査] 振動の状況の調査地点と同様とした。交差点方

向別交通量の調査は、1 地点で行った。 

調査期間
等 

調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時

期及び時間帯とした。 

1)振動の状況 
[現地調査] 1 年間を通じて平均的な状況と考えられる平

日・休日各 1 日とし、24 時間毎時測定とした。 
2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 至近の情報とした。 

[現地調査] 振動の状況の調査時に 1 回とした。 

3)その他(交通量の状況) 

[現地調査] 振動の状況の調査期間等と同様とした。 
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表 8.2-16(2) 振動（資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

振動 資材及び
機械の運
搬に用い
る車両の
運行 

予測の基
本的な手
法 

本事業で運行する資材等運搬車両を対象とし、施工計画に基

づく資材等運搬車両の運行の台数から振動の発生状況を想定

して振動レベルの80％レンジの上端値を予測するための式を

用いた計算による方法とした。 

工事の実施
に当たって
は、資材及
び機械の運
搬には一般
的な車両を
使用するた
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定した。 

予測地域 資材等運搬車両の走行による振動に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域とし、調査地域と同じとした。 

予測地点 予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地

点とし、振動の状況の現地調査地点と同じとした。 

予測対象 
時期等 

資材等運搬車両の運行による振動に係る環境影響が最大とな

る時期とし、運行台数が最大となる時期等とした。 

評価の手
法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏

まえ、道路交通振動の影響が、事業者の実行可能な範囲

内でできる限り回避され、又は低減され、必要に応じそ

の他の方法により環境の保全についての配慮が適正にな

されているかどうかについて評価した。 

[基準又は目標との整合] 

振動規制法に基づく「道路交通振動の要請限度」と予測

結果を比較することにより、その整合について評価し

た。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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図 8.2-6  
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表 8.2-17(1) 振動（飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

振動 飛行場の
施設の供
用 

調査すべ
き情報 

1)振動の状況 

2)地盤の状況 

3)その他(交通量の状況) 

飛行場を利
用する車両
は一般的な
車両である
ため、標準
的な手法を
選定した。 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析による方法とした。 

1)振動の状況 

[現地調査] 「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 総理

府令第 58 号）に示される方法に基づき振動を測定し、そ

の結果の整理及び解析を行う方法とした。 

2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 地盤関連の文献・資料の収集並びに
当該情報の整理及び解析とした。 

[現地調査] 振動の状況の現地調査結果について 1/3 オクタ

ーブバンド分析器により周波数分析を行い、地盤卓越振動

数を把握する方法とした。 

3)その他(交通量の状況) 

[現地調査] 振動の状況の現地調査と同時に、車種別、上下線方

向別に時間毎の交通量及び平均走行速度を計測する方法とし

た。このほか、交差点方向別交通量の調査を行った。 

調査地域 飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による振動に係る

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とし、振動

の伝搬の特性を踏まえて、飛行場を利用する車両の走行ルー

トとして想定される道路沿道とした。 

調査地点 調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とし

た。現地調査地点は、飛行場を利用する車両の走行が想定さ

れる空港アクセス道路を考慮し、設定した。 

1)振動の状況 

[現地調査]図 8.2-6 に示す 2 地点とした(道路交通振動)。 

2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 飛行場を利用する車両が走行すると
想定される道路の沿道を含む範囲とした。 

[現地調査] 振動の状況の現地調査地点と同様とした。 

3)その他(交通量の状況) 

[現地調査] 振動の状況の現地調査地点と同様とした。交差

点方向別交通量の調査は、1 地点で行った。 

調査期間
等 

調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時

期及び時間帯とした。 

1)振動の状況 

[現地調査] 1 年間を通じて平均的な状況と考えられる 1 日と

し、24 時間毎時測定とした。 

2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 至近の情報とした。 

[現地調査] 振動の状況の現地調査時に 1 回とした。 

3)その他(交通量の状況) 

[現地調査] 振動の状況の現地調査期間等と同様とした。 
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表 8.2-17(2) 振動（飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

振動 飛行場
の施設
の供用 

予測の 
基本的な
手法 

飛行場を利用する車両を対象とし、現況及び事業実施後の航

空機の発着回数等に基づき設定する飛行場を利用する車両の

走行の程度から振動の発生状況を想定して振動レベルの

80％レンジの上端値を予測するための式を用いた計算による

方法とした。 

飛行場を利
用する車両
は一般的な
車両である
ため、標準
的な手法を
選定した。 

予測地域 飛行場を利用する車両の走行による振動に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域とし、調査地域と同じと

した。 

予測地点 予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地

点とし、振動の状況の現地調査地点と同じとした。 

予測対象 
時期等 

完全 24 時間運用が実現された時点とした。 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏

まえ、道路交通振動の影響が、事業者の実行可能な範囲

内でできる限り回避され、又は低減され、必要に応じそ

の他の方法により環境の保全についての配慮が適正にな

されているかどうかについて評価した。 

[基準又は目標との整合] 

振動規制法に基づく「道路交通振動の要請限度」と予測

結果を比較することにより、その整合について評価し

た。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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8.2.5. 水質 

水質に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 8.2-18(1)～(2)に

示すとおりである。 

 

表 8.2-18(1) 水質（工事による水の濁り）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

土砂によ
る水の濁
り 

造成等の
施工によ
る一時的
な影響 

調査すべ
き情報 

1)浮遊物質量（SS）の状況 
2)気象の状況 

工事の実施
に当たって
は、一般的
な工法を採
用 す る た
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定した。 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及
び解析による方法とした。 
1)浮遊物質量（SS）の状況 
[文献その他の資料調査] 既往の環境アセスメント「中部国際

空港沖公有水面埋立事業環境影響評価書（令和 2 年 3 月、 
国土交通省中部地方整備局）」に示される情報の収集並びに
当該情報の整理及び解析とした。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 気象庁アメダス観測データ等の情報

の収集並びに当該情報の整理及び解析とした。 
調査地域 造成等の施工による土砂による水の濁りに係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域とし、地域の特性及び土
砂による水の濁りの変化の特性を踏まえ、工事の施工に伴い
降雨時の濁水が流出する可能性がある対象事業実施区域周辺
の海域を調査地域とした。 

調査地点 調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測
し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握
できる地点とした。 
1)浮遊物質量（SS）の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-7 に示す既往の環境アセスメ

ントで実施された調査の調査地点とした。 
2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 図 8.2-7 に示すセントレア（中部航

空地方気象台）とした。 
調査期間
等 

調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測
し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握
できる期間及び時期とした。 
1)浮遊物質量（SS）の状況 
[文献その他の資料調査] 既往の環境アセスメントで実施され

た調査の調査期間及び時期とした。 
2) 気象の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の情報とした。 
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表 8.2-18(2) 水質（工事による水の濁り）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

土砂に
よる水
の濁り 

造 成 等
の 施 工
に よ る
一 時 的
な影響 

予測の 
基本的な
手法 

本事業による工事の施工を対象とし、工事中の降雨時の裸地
の出現による濁水の影響について、ジョセフ・センドナー
式、新田式等を用いて、流出した濁水が海域の水質に及ぼす
程度について予測した。 

工事の実施
に当たって
は、一般的
な工法を採
用 す る た
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定した。 

予測地域 工事の施工に伴う土砂による水の濁りに係る環境影響を受け
るおそれがある地域とした。 

予測地点 予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確
に把握できる地点とし、土砂による水の濁りの影響を的確に
把握できる地点とした。 

予測対象 
時期等 

工事の施工により土砂による水の濁りに係る環境影響が最大
となる時期とした。 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏ま
え、土砂による水の濁りの影響が、事業者の実行可能な範
囲内でできる限り回避され、又は低減され、必要に応じそ
の他の方法により環境の保全についての配慮が適正になさ
れているかどうかについて評価した。 

[基準又は目標との整合] 
海域の水の濁りについては、「環境基本法」第 16 条の規定
に基づく基準等は設定されていない。水産資源保護の観点
から「水産用水基準 第 8 版（2018 年版）」（公益社団法人 
日本水産資源保護協会）において、人為的に加えられる懸
濁物質（SS）は 2mg/L 以下とされていることから、これを
環境の保全に係る基準または目標とし、予測結果と比較
し、その整合について評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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8.2.6. 動物（陸生動物（鳥類）） 

動物（陸生動物（鳥類））に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、

表 8.2-19(1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 8.2-19(1) 動物（陸生動物（鳥類）：航空機の運航）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

陸生動
物（鳥
類） 
 

航空機
の運航 

調査すべ
き情報 

1)陸生動物相（鳥類相）の状況 
2)陸生動物（鳥類）の重要な種の分布、生息の状況及び生息

環境の状況 

当該飛行場
を利用する
航空機は一
般的な運航
が行われる
ため、標準
的な手法を
選定した。 

調査の 
基本的な
手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該
情報の整理及び解析による方法とした。 
1)陸生動物相（鳥類相）の状況 
2)陸生動物（鳥類）の重要な種の分布、生息の状況及び生息

環境の状況 
[文献その他の資料調査] 地域に生息する動物関連の文献・

資料等の収集並びに当該情報の整理及び解析による方法と
した。 

[現地調査] 以下の調査手法により鳥類について現地で観察
を行うことにより、バードストライクの影響予測に必要と
なる情報の収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

①定点調査 
②スポットセンサス調査 
③任意観察調査 
④渡りの確認調査 

調査地域 航空機の運航による陸生動物（鳥類）に係る環境影響を受け
るおそれがある地域として、対象事業実施区域を基本とし、
図 8.2-8 に示す調査地点において確認するものとした。ただ
し、文献調査については、さらに広域的な情報を得るため、
より広範囲に設定した。 

調査地点 調査地域における鳥類の重要な種に係る環境影響を予測し、
評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地
点とした。 
[文献その他の資料調査] 対象事業実施区域及びその周辺とし

た。 
[現地調査]①定点調査、②スポットセンサス調査、③任意観

察調査、④渡りの確認調査：図 8.2-8 に示す地点とした。 

調査期間
等 

調査地域における鳥類の重要な種に係る環境影響を予測し、
及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握でき
る期間及び時期とした。 
[文献その他の資料調査] 至近の情報とした。 
[現地調査] 調査の期間等は下記のとおりとした。 

①定点調査：合計 6回（5月、8～9月、10月、11～12 月、
1 月、3 月）とした。なお、夜間を含む。 

②スポットセンサス調査：合計 6 回（5 月、8～9 月、10
月、11～12 月、1 月、3 月）とした。 

③任意観察調査：合計 6 回（5 月、8～9 月、10 月、11～12
月、1 月、3 月）とした。 

④渡りの確認調査：合計 2 回（9 月下旬及び 10 月上旬）と
した。 
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表 8.2-19(2) 動物（陸生動物（鳥類）：航空機の運航）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

陸生動
物（鳥
類） 
 

航空機
の運航 

予測の 
基本的な
手法 

鳥類の重要な種について、飛翔状況と航空機の事業実施後
の飛行経路や飛行高度とを重ね合わせることにより、鳥衝
突の可能性とそれがもたらす生息環境の変化の程度を定性
的に予測する方法とした。 

当該飛行場
を利用する
航空機は一
般的な運航
が行われる
ため、標準
的な手法を
選定した。 

予測地域 航空機の運航による調査地域のうち、鳥類の重要な種に係
る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とし、
調査地域と同じとした。 

予測対象 
時期等 

完全 24 時間運用が実現された時点とした。 

評価の 
手法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏
まえ、鳥類への影響が、事業者の実行可能な範囲内でで
きる限り回避され、又は低減され、必要に応じその他の
方法により環境の保全についての配慮が適正になされて
いるかどうかについて評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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8.2.7. 廃棄物等 

廃棄物等に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 8.2-20 に示す

とおりである。 

 

表 8.2-20 廃棄物等（建設工事に伴う副産物：造成等の一時的影響）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

建設工
事に伴
う副産
物 

造成等
の施工
による
一時的
な影響 

調査すべき
情報 

1)廃棄物の処理並びに処分等の状況 工事の実施
に当たって
は、一般的
な工法を採
用 す る た
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定した。 

調査の基本
的な手法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理
及び解析による方法とした。 

調査地域 対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測の基本
的な手法 

施工計画及び既設構造物の状況を基に、アスファルト・コ
ンクリート塊、建設発生木材、建設発生土等の建設工事に
伴う建設副産物の種類ごとの発生の状況の把握を行う方法
とした。 

予測地域 対象事業実施区域とした。 

予測対象時
期等 

工事期間とした。 

評価の手法 [環境影響の回避、低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏

まえ、廃棄物等の影響が、事業者の実行可能な範囲内で

できる限り回避され、又は低減され、必要に応じその他

の方法により環境の保全についての配慮が適正になされ

ているかどうかについて評価した。 

主務省令に
基づき選定
した。 
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8.2.8. 温室効果ガス等 

温室効果ガス等に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 8.2-21

～22 に示すとおりである。 

 

表 8.2-21 温室効果ガス等（二酸化炭素・その他の温室効果ガス：建設機械の稼働、資材等運搬

車両の運行）に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

二酸化 
炭素 
 
その他
の温室
効果ガ
ス 

建設機械
の稼働 
 
資材運搬
車両の運
行 

調査すべき
情報 

1)二酸化炭素の排出係数及びエネルギー使用量 
2)その他の温室効果ガスの排出係数及びエネルギー使用量 

工事の実施に
当たっては、
一般的な工法
を採用し、一
般的な建設機
械を使用する
ため、標準的
な手法を選定
した。 
 
工事の実施に
当たっては、
資材及び機械
の運搬には一
般的な車両を
使 用 す る た
め、標準的な
手法を選定し
た。 

調査の基本
的な手法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理
及び解析による方法とした。 

調査地域 対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測の基本
的な手法 

施工計画に基づく建設機械の稼働の程度及び資材等運搬車
両の運行の台数から、対象発生源毎にエネルギー消費量等
を把握し、これに排出係数を乗じて温室効果ガスの排出量
を算出する方法とした。 

予測地域 対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測対象時
期等 

工事期間とした。 

評価の手法 [環境影響の回避、低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏

まえ、温室効果ガス等の影響が、事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避され、又は低減され、必要に応じ

その他の方法により環境の保全についての配慮が適正に

なされているかどうかについて評価した。 

主務省令に基
づき選定し
た。 
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表 8.2-22 温室効果ガス等（二酸化炭素・その他の温室効果ガス：航空機の運航、飛行場の

施設の供用）に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

二酸化 
炭素 
 
その他
の温室
効果ガ
ス 

航空機
の運航 
 
飛行場
の施設
の供用 

調査すべき
情報 

1)二酸化炭素の排出係数及びエネルギー使用量 
2)その他の温室効果ガスの排出係数及びエネルギー使用量 

当該飛行場を
利用する航空
機 に つ い て
は、一般的な
運航が行われ
るため、標準
的な手法を選
定した。 
 
当該飛行場で
は一般的な施
設の供用が行
われるため、
標準的な手法
を選定した。 

調査の基本
的な手法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理
及び解析による方法とした。 

調査地域 対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測の基本
的な手法 

航空機の飛行及び地上走行、駐機中に稼働する APU（補助
動力装置）、GSE 車両等の走行、空港施設での燃料の燃焼を
対象とし、現況及び事業実施後の航空機の発着回数及び飛
行経路、GSE 車両の台数及び走行経路、空港施設の稼働の
程度等から航空機の運航等による対象発生源毎のエネルギ
ー消費量等を把握し、これに排出係数を乗じて温室効果ガ
スの排出量を算出する方法とした。 

予測地域 対象事業実施区域及びその周辺とした。 

予測対象 
時期等 

完全 24 時間運用が実現された時点とした。 

評価の手法 [環境影響の回避、低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏

まえ、温室効果ガス等の影響が、事業者の実行可能な範

囲内でできる限り回避され、又は低減され、必要に応じ

その他の方法により環境の保全についての配慮が適正に

なされているかどうかについて評価した。 

主務省令に基
づ き 選 定 し
た。 
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8. その他 
8.3. 専門家等の助言内容 

環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定にあたり、専門家等に技

術的助言を受けた。 

専門家等の専門分野及び技術的助言の内容は表 8.3-1 に示すとおりである。 

 

表 8.3-1 専門家等の助言の内容 

専門 

分野 

専門家等の 

所属機関 
項目 技術的助言の内容 

騒音 教育機関 

全般 
発着回数の想定について、環境面の検討として安全側に

設定されていると考える。 

騒音 

準備書における航空機騒音の予測にあたっては、航空機

の飛行経路等の条件を適切に設定すること。 

準備書における建設作業騒音の影響予測にあたっては、

工事時間帯の騒音レベルを予測し、適切に評価を行うこ

と。 

騒音・振動 

道路交通騒音・振動の現地調査は、新型コロナウイルス

感染症による発着回数の減少の影響を受けている可能性が

考えられるため、その結果の取り扱いに留意すること。 

低周波音 

特に冬季は風の強い日が多く出現すると考えられるた

め、現地調査の実施時期は、地域の風況を踏まえて設定す

ることが望ましい。 

現地調査の測定高さは、風雑音の影響を受けないよう配

慮することが望ましい。ただし、調査地点周辺の騒音・振

動の影響を多く受ける可能性がある場合には、できるだけ

多くの有効データが得られるよう工夫すること。 

水質 教育機関 

水質 

水質の調査・予測・評価の手法については妥当である。

準備書段階においては、排出口からどの程度の濁水が発生

し、どのように拡散するか計算の過程と結果を示すこと。 

動物 

（水生動

物） 

空中から水中への騒音の伝搬による水生動物への影響に

ついては、他事業における影響検討事例を踏まえると、ほ

とんどないものと考えられるが、その旨を記載されること

が望ましい。 

動物 

（鳥類） 
研究機関 

動物 

（鳥類） 

鳥類の調査・予測・評価の手法は妥当である。 

調査にあたっては、特に鳥類が空港島内のどこを利用し

ているのかを把握することが重要である。そのため、陸

鳥・水鳥の区別や陸域での確認・海域での確認（水面上に

浮くのか、飛翔するのか）の区別ができるよう記録するこ

と。また、空港管理に支障をきたさない範囲で、空港島周

辺の消波ブロックの鳥類利用状況を確認することが望まし

い。 

確認できる鳥類相は、時間帯によって異なる場合がある

ため、調査時間帯を適切に設定の上、実際に調査を実施し

た時間帯を準備書に示すこと。 

公有水面埋立事業の実施に伴う鳥類の生息状況は、空港

島西側の任意観察調査で把握することでよい。埋立事業に

より設置された汚濁防止膜のフロートの位置等を平面図化

し、概略でよいので各種鳥類の確認位置を記録するとよ

い。 
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9. 環境影響評価方法書に対する住民等の意見の概要及び地方公共 

団体の長の意見並びに事業者の見解 
 

9.1. 環境影響評価方法書に対する住民等の意見の概要及び事業者の見解 

令和 5年 1月 11 日から中部国際空港株式会社のホームページで環境影響評価方法書を

公表したほか、令和 5 年 1 月 11 日～2 月 13 日の 1 カ月間、表 9.1-1 の場所で縦覧及び

説明会を表 9.1-2 のとおり行った。 

また、令和 5 年 1 月 11 日～2 月 27 日の期間に、環境影響評価方法書についての環境

保全の見地からの意見の募集を行った。意見書の提出は 7 通あり、意見の総数は延べ

234 件であった。 

住民等の意見の概要及び事業者の見解は、表 9.1-3（1）～（27）に示すとおりであ

る。 

 

表 9.1-1 縦覧の場所、期間及び時間 

縦覧場所 期間 時間 

中部国際空港 

株式会社 

常滑市セントレア一丁目 1 番地 

第 2 セントレアビル 4 階 

令和 5 年 1 月 11 日～ 

令和 5 年 2 月 13 日 

（土曜日、日曜日及び

祝日を除く） 

午前 9 時～ 

午後 5 時 

愛知県 都市・交通局 航空空港課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2 号 

常滑市 市民生活部 生活環境課 

常滑市飛香台三丁目 3 番地の 5 

 

表 9.1-2 説明会の場所、期間及び時間 

縦覧場所 期間 時間 開催形式 

常滑市民文化会館・

常滑市中央公民館 

2 階 視聴覚室 

愛知県常滑市

新開町 5 丁目

65 番地 

令和 5 年 1 月 20 日 午後 6 時～ 

午後 8 時 

パネル等を用

いたオープン

ハウス型 
令和 5 年 1 月 21 日 午後 2 時～ 

午後 5 時 
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表 9.1-3（1） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

■整備計画 

1 今回の事業でマイナスの影響を受ける方

は必ずいるとは思うが、そのことにもでき

るだけ配慮して、素晴らしい第二滑走路

を、他空港に負けないよう早く完成させて

ほしい。 

何事も単（1 本）は厳しく、複（2 本）

願わくば複複（3 本）が望ましいと思う。

鉄道も橋も 2 本必要である。 

令和 9年度（2027年度）中の供用開始を

目指して取り組んでまいります。 

2 そもそも、中部国際空港はもう少し南側

で半島側に建設すべきであったと思う。し

かし現在地に決定したのは、半島側に寄せ

ると鵜の山に近づくことでバードストライ

ク等の生物への影響が大きいこと、アクセ

ス道路が知多半島道路しかないこと、名鉄

の路線延長が必要と見込まれること、海苔

の養殖や漁業関係者への影響などの理由が

あったのではと思う。 

妥協案として空港西側を造成して、2 本

目の滑走路建設が次善の策であろう。名古

屋港ポートアイランドの浚渫土砂の処分は

空港西側を埋め立てるのに好都合だと思

う。 

本事業は、現在のＡ平行誘導路を滑走路

に改修するものです。 

なお、空港の西側で進められている事業

は、国土交通省中部地方整備局が実施して

いる中部国際空港沖公有水面埋立事業で

す。これは、港湾事業として実施されてい

るものであり、中部国際空港株式会社の事

業ではありません。 

■PI の実施と滑走路整備案の選定 

3 方法書 p21「表 3.5-2 施設計画案の比

較評価結果（概要）」について、大規模修

繕費を含めない工事費だけでは比較できな

い。 

大規模補修に要する費用は、案１、案２

のいずれの案においても同額となることか

ら、比較表には記載しておりません。 

4 方法書 p26「複数の施設計画案に係る環

境影響の比較の結果」について、環境面で

は差がないため、社会的・経済的効果で案

２を選定したので、配慮書は意味がなかっ

たことになる。 

本事業における環境影響の手続きにつき

ましては、法令に基づき適正に対処してま

いります。 
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表 9.1-3（2） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

■中部国際空港が推進している環境対策 

5 セントレア・ゼロカーボン 2050 宣言は

空港の地上施設だけが対象であるため、航

空機からの CO2排出削減を含めてほしい。 

航空機からの温室効果ガス排出削減につ

いては、国が策定した航空脱炭素化推進基

本方針において、航空運送事業者が取り組

むべき課題として位置づけられており、空

港としても航空運送事業者と一体となり、

削減に向け取り組んでまいります。 

■地域概況 

6 配慮書時点の意見である調査対象地域 3

市町は、現空港の建設時の環境影響評価の

10 市町と比べ少なすぎるについての見解

がない。本来は方法書の修正が必要であ

り、準備書では意見として掲載し見解を述

べることはもちろん、馬毛島準備書のよう

に事前に公表してもらいたい。また、騒

音、大気で直接影響があり、漁業権も存在

する南知多町を除外するのは問題がある。 

方法書 p332 の図 8.2-4 騒音（航空機騒

音）調査地点位置図は、中部国際空港株式

会社及び各自治体による騒音測定（環境監

視）の地点であり、方法書 p136 に記載の

とおり、これらの地点における令和元年度

（2019 年度）（新型コロナウイルス感染症

の影響が生じる前）の Lden は、環境基準の

類型指定をされている地域ではすべての地

点で環境基準に適合しております。 

現在、航空機騒音に係る環境基準を超え

る地域はすべて海域に収まっており、今回

の滑走路整備に伴う航空機騒音影響も、

Lden57dB の範囲は配慮書に記載しておりま

すとおり、海上に留まることが見込まれて

おります。 

こうしたことを踏まえ、調査対象地域を

設定しております。 

なお、環境影響評価の手続きは、法令に

基づき適正に対処してまいります。 

  



9-4 
 

表 9.1-3（3） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

7 配慮書時点の意見である幹線交通を担う

道路に近接する空間の定義は環境基準の告

示にはないについての見解がない。本来は

方法書の修正が必要であり、準備書では意

見として掲載し見解を述べることはもちろ

ん、馬毛島準備書のように事前に公表して

もらいたい。方法書 p253 の表 7.2-18 (2) 

騒音に係る環境基準（道路に面する地域）

の表の注 1）～6）は同じ記号で同じ水準

だが、注 7)，8）の道路に面する地域の評

価は、告示の本文、注 9）の幹線交通を担

う道路に近接する空間の定義は、告示文に

書けなかったため、通知文で決めただけ、

という性格が違うため、全てが環境基準の

告示に書いてあるかのような錯覚を与える

ことはやめてほしい。表 7.2-18 (2)の 騒

音に係る環境基準（道路に面する地域）に

は「備考 車線とは、１縦列の自動車が安

全かつ円滑に走行するために必要な一定の

幅員を有する帯状の車道部分をいう。」と

いう文章があるので追加してほしい。注

9）は表 7.2-18 (3) 騒音に係る環境基準

（幹線交通を担う道路に近接する空間）に

係る内容であり、表の位置が違う。これら

について準備書で修正してほしい。 

方法書にお示しした環境基準は、告示の

内容を踏まえ、理解のしやすさ等を考慮し

た構成としておりますので、ご理解をお願

いいたします。なお、注 9）の幹線交通を

担う道路に近接する空間の記載は、ご指摘

の通り表 7.2-18 (3)への掲載が正しいた

め、準備書（本編）において訂正させてい

ただきました。 

なお、環境影響評価の手続きは、法令に

基づき適正に対処してまいります。 

■配慮書への意見の概要と事業者の見解 

8 配慮書時点の意見である需要予測につい

ての見解がない。本来は方法書の修正が必

要であり、準備書では意見として掲載し見

解を述べることはもちろん、馬毛島準備書

のように事前に公表してもらいたい。 

本事業は、完全 24 時間運用の実現や現

滑走路の大規模補修といった喫緊の課題解

決を目的としたものです。 

なお、環境影響評価の手続きは、法令に

基づき適正に対処してまいります。 

9 方法書 p8 では「将来の航空需要増加へ

の対応を目的としていない」として、1 日

当たり発着回数だけを示しているが、基本

的条件となる将来の年間航空需要は必ず示

してほしい。 

本事業は、完全 24 時間運用の実現や現

滑走路の大規模補修といった喫緊の課題解

決を目的としたものです。 
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表 9.1-3（4） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

10 配慮書時点の意見である完全 24 時間運

用のために第 2 滑走路は短絡的についての

見解がない。本来は方法書の修正が必要で

あり、準備書では意見として掲載し見解を

述べることはもちろん、馬毛島準備書のよ

うに事前に公表してもらいたい。 

中部国際空港は、24 時間運用が可能な

海上空港です。しかし、航空機の安全な運

航を確保するため、深夜及び早朝の時間帯

の航空機の発着の合間に滑走路を閉鎖し、

まとまった作業時間を確保して路面の清掃

や通常補修など滑走路のメンテナンス作業

を実施しています。その間、航空機の発着

はできなくなるので、完全 24 時間運用は

実施できていません。 

メンテナンス作業には、最低限、週 10

時間程度の時間が必要となりますが、深夜

及び早朝の時間帯に発着する国際貨物便な

どの増加に伴い、メンテナンス作業の時間

確保が難しくなっています。 

滑走路が 2 本あれば、1 本の滑走路をメ

ンテナンスしつつ、もう 1 本の滑走路で航

空機の発着が可能となるため、深夜及び早

朝の時間帯における国際貨物便や LCC 等の

多様なニーズに対応することが可能となり

ます。 

なお、環境影響評価の手続きは、法令に

基づき適正に対処してまいります。 

11 配慮書時点の意見であるメンテナンス作

業はもっと増加できるについての見解がな

い。本来は方法書の修正が必要であり、準

備書では意見として掲載し見解を述べるこ

とはもちろん、馬毛島準備書のように事前

に公表してもらいたい。 

滑走路の清掃や通常の補修などのメンテ

ナンス作業には、最低限、週 10 時間程度

の時間が必要となりますが、深夜及び早朝

の時間帯に発着する国際貨物便などの増加

に伴い、コロナ禍前の 2019 年度時点でメ

ンテナンス作業の時間確保が難しくなって

おり、早急な 2 本目の滑走路の整備が必要

となっています。 

なお、環境影響評価の手続きは、法令に

基づき適正に対処してまいります。 
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表 9.1-3（5） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

12 配慮書時点の意見である滑走路の大規模

補修への対応は、他空港の実例（深夜早朝

の滑走路閉鎖）で対応可能についての見解

がない。本来は方法書の修正が必要であ

り、準備書では意見として掲載し見解を述

べることはもちろん、馬毛島準備書のよう

に事前に公表してもらいたい。 

大規模補修を実施する場合、試算では 2

年間にわたって、一定期間、深夜及び早朝

の時間帯に、補修作業のため 6 時間半連続

して滑走路を閉鎖することとなり、この時

間にこれまで中部国際空港を拠点として運

航していた国際貨物便などの発着ができな

くなります。 

深夜及び早朝の時間帯に運航されている

国際貨物便は、この地域における産業のサ

プライチェーンを支えております。長期

間、航空機が発着できなくなることになれ

ば、その拠点は中部国際空港から他の国際

空港に移転されて失うこととなり、この地

域の航空貨物はコスト、時間をかけて陸上

で他の国際空港まで輸送せざるを得なくな

ります。 

滑走路が 2 本あれば、現滑走路の大規模

補修期間中においても、もう 1 本の滑走路

で航空機の発着が可能となるため、深夜及

び早朝の時間帯に運航されている国際貨物

便の運航の継続等に対応することができま

す。 

なお、環境影響評価の手続きは、法令に

基づき適正に対処してまいります。 

13 配慮書時点の意見であるコロナ禍後の社

会情勢を加味して航空需要予測を、出来な

ければゼロ・オプション追加をということ

について、準備書において見解を示して、

馬毛島準備書のように事前に公表してもら

いたい。将来の航空需要さえ予測できず、

今のままで運行管理を徹底すれば当分大丈

夫なのだから、ゼロ・オプションを複数案

として追加してほしい。 

本事業は、完全 24 時間運用の実現や現

滑走路の大規模補修といった喫緊の課題解

決を目的としたものです。 

また、ゼロ・オプションでは、いずれの

課題解決にはならず目的は達成できませ

ん。 

なお、環境影響評価の手続きは、法令に

基づき適正に対処してまいります。 
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表 9.1-3（6） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

14 方法書 p94 の見解 1 について、旅客需要

の計画と実績の比較は重要であり、まず記

載し、分析する必要がある。 

本事業は、完全 24 時間運用の実現や現

滑走路の大規模補修といった喫緊の課題解

決を目的としたものです。 

15 方法書 p94 の見解 2 について、不測の事

態による滑走路閉鎖リスクの回避はあたり

前であり、意見の趣旨は、不測の事態まで

も挙げなければならないほど第 2 滑走路の

必要性の説明が困難になっているのか、と

いうものである。 

不測の事態により滑走路が閉鎖されると

滑走路が１本しかなければ航空便の欠航・

遅延につながり、利用客に多大な迷惑がか

かることになりますが、もう１本滑走路が

あれば、そうした事態を回避することが可

能となります。 

16 方法書 p94 の見解 3 について、見解 2 と

共通で示されているが、見解 2 に対する意

見と同様、意見の趣旨は、関西国際空港の

大規模な浸水のとき、中部国際空港では臨

時便を受け入れて 1 日の旅客便が 2 倍以上

となったはずだが対応できた。対応できな

くても羽田など他空港とも連携できるは

ず。災害時までも第 2 滑走路の必要性の説

明に用いることはやめてほしい、というも

のである。 

首都圏や関西圏において大規模災害が発

生し、成田国際空港や関西国際空港といっ

た国際拠点空港の運用に支障が生じた場

合、中部国際空港は、日本の中心に位置

し、首都圏、関西圏とのアクセスにも優れ

ていることから、両圏域に所在する空港の

代替機能の中心的な役割を担うこととなり

ます。 

滑走路が 2 本あれば、メンテナンス、大

規模補修期間中、または不測の事態により

1 本の滑走路が閉鎖されていても、もう 1

本の滑走路で航空機の発着が可能となり、

災害時における代替機能としての役割を十

分に果たすことができるようになります。 
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表 9.1-3（7） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

17 方法書 p95の見解 4について、①2027 年

名古屋開業は JR 東海でさえも無理と発言

しているため、第 2 滑走路を急ぐ理由には

ならない。②1 時間弱で名古屋駅から品川

経由で羽田へ行けるとなれば、国際旅客は

むしろ便数が多い羽田を選択する。③中部

国際空港へのアクセス性が不十分。定時

性、信頼性が不十分という分析はされてい

ない。という意見に対し、それぞれ具体的

な見解を示してほしい。 

①本事業は、完全 24 時間運用や現滑走

路の大規模補修といった喫緊の課題解決を

図る事業であり、早急な実施が求められて

います。 

②地元自治体、経済界、空港会社が連携

して路線誘致や利用促進を進め、中部国際

空港の利便性を高いものとすることで、首

都圏からの旅客、首都圏への旅客を誘客で

きるよう取り組んでまいります。 

③西知多道路の整備により、知多半島と

名古屋方面とを結ぶ規格の高い道路は、知

多半島道路と合わせて 2 本となり、災害等

による緊急時の輸送路が確保されるととも

に、日常の渋滞時及び事故等による通行規

制時にも複数ルートの選択が可能となりま

す。 

18 方法書 p95 の見解 5 について、意見の趣

旨は国際貨物便も渡航禁止になったことが

主たる原因ではないのかということであ

り、その分析をしてほしい。見解 6 では

「コロナ禍においても、特に国際貨物便は

好調であり」との記載があるが、そのとお

りなら、具体的な値を示して、意見の勘違

いであると記載すれば済むことである。 

国際航空貨物の発着回数は、コロナ前の

令和元年度（2019年度）において 29便/週

だったものが、令和 6 年（2024 年）1 月 1

日時点においては、53 便/週と増加してお

ります。 

19 方法書 p95 の見解 6 について、本当に大

規模改修がいつ必要なのかも明らかにせ

ず、深夜及び早朝の時間帯に中部国際空港

を拠点として運航していた国際貨物便等の

発着ができなくなるという事態を第 2 滑走

路の必要理由として持ち出すのは不見識と

言わざるを得ない。航空需要の有無も無関

係に税金を使って、理屈をつけて第 2 滑走

路建設をやりたいとだけしか思えない。国

際貨物便等の時間配分変更を真剣に考えれ

ば済むことではないのか。 

滑走路整備により本事業の目的である完

全 24 時間運用の実現がなされることによ

り、メンテナンス作業時間に捉われないで

発着できることとなるため、深夜早朝時間

帯における航空会社の運航ニーズにも全て

対応することが可能となります。 

また、大規模補修は、必ず実施すること

が必要になります。 
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表 9.1-3（8） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

20 方法書 p96 の見解 7 について、半永久的

に不安定な第 2 滑走路を使用するという方

針転換ではなく、大規模補修後は第 2 滑走

路を廃止してほしい。 

完全 24 時間運用の実現、大規模補修後

の補修の対応及び不測の事態による滑走路

閉鎖リスクの回避等の理由により、大規模

補修後も 2 本の滑走路の運用が必要不可欠

です。 

21 方法書 p96 の見解 8 について、小松飛行

場は中部国際空港が真似をするような例で

はない。そのような案を出すぐらいなら、

ゼロ・オプション（滑走路を新設せず今の

まま）を案に含めてほしい。 

本事業は、完全 24 時間運用の実現や現

滑走路の大規模補修の実施といった喫緊の

課題解決を目的としたものです。 

これらの課題解決のため、施設計画案

を想定しました。 

22 方法書 p97 の見解 10 について、多屋大

気測定所は空港から北東約 3km しかないこ

ともあり、NO2、SPM の推移をしっかり監視

してほしい。 

多屋大気観測所は、工事用車両や施設

利用者の車両が走行する主要ルート沿いに

位置すると考えておりますため、工事中及

び供用時の測定結果に留意してまいりま

す。 

23 方法書 p98 の見解 11 について、古すぎ

る根拠で比較するのは環境影響評価の精神

に反する。 

方法書 p98の見解 11に示した通り、「低

周波音問題対応の手引書」（平成 16 年 6 月 

環境省環境管理局大気生活環境室）におい

て、航空機のような一過性・間欠性の発生

源からの低周波音は適用対象外とされてい

ることから、当該資料に示される目安値

（92dB）は適用しておりません。 

24 方法書 p98 の見解 12 について、「津ベル

ラインの船舶乗降人員については公表され

ていないことから、記載しておりませ

ん。」とあるが、航空客等の動向を調査す

るため、現地調査等が必要ではないか。 

本事業の環境影響評価に係る調査は、

代替滑走路事業に伴う環境への影響を検討

するために必要な情報の把握を行うもので

あり、航空旅客の利用動向の把握を目的と

したものではないため、現地調査は行って

おりません。 

25 方法書 p98 の見解 13 について、意見の

趣旨は、交通量だけではなく、混雑度、平

均旅行速度なども追加してほしいというも

のである。これは出典の全国交通量調査に

も含まれているので対応可能なはずであ

る。 

方法書においては、交通の状況を示す

基礎的な状況を示す交通量を示していま

す。混雑度や平均旅行速度は、環境影響評

価とは直接的な関連性が低いと考えられる

ため、掲載しておりません。 
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表 9.1-3（9） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

26 方法書 p99 の見解 14 について、配慮書

に「来場者数」と「駐車場利用台数」はな

かったが、意見を踏まえて方法書に追記し

た旨を見解に記載してほしい。 

ご意見を踏まえて方法書 p243 の表 7.2-

14 に追記しています。 

27 方法書 p99 の見解 15 について、意見を

踏まえて旅客数を確定値に修正した旨を見

解に記載してほしい。 

各図書の作成時点で、最新の情報として

記載しております。 

28 方法書 p99 の見解 17 について、国のパ

ブコメは 2022 年 4 月 25 日から縦覧されて

いたので、最初からそのことを加味した配

慮書とすべきであった。 

各図書の作成時点で、最新の情報として

記載しております。 

29 方法書 p100 の見解 18 として「相談先が

空港会社なのか、自治体なのかという点が

異なりますので、件数も異なります。相談

者が選択して相談をされており、その理由

までは把握しておりません。」との記載が

あるが、その理由を分析してほしい。ま

た、エンジンテスト音の予測・評価は環境

基準の Lden だけで行わないようにしてほし

い。 

環境相談窓口は、中部国際空港株式会社

のホームページで公開しており、中部国際

空港株式会社に寄せられた相談の内容等に

ついて、月毎でまとめ、ホームページ等で

公表しております。 

県の航空機騒音に関する相談窓口は、愛

知県のホームページで公害に関する相談の

問合せ先として公表されております。な

お、相談者が県または空港会社を選択され

た理由は把握しておりません。 

航空機騒音に係る環境基準は時間帯補正

等価騒音レベル（Lden)で評価することとさ

れていますが、この評価値には、航空機の

飛行音だけではなく、駐機中の音や地上走

行時の音、エンジンテスト時の音なども含

めて評価することとなっております。 

30 方法書 p100 に記載されている見解 19 の

内容では不十分であり、特に航空機からの

脱炭素を強力に推進してほしい。 

航空機からの温室効果ガス排出削減につ

いては、国が策定した航空脱炭素化推進基

本方針において、航空運送事業者が取り組

むべき課題として位置づけられており、空

港としても航空運送事業者と一体となり、

削減に向け取り組んでまいります。 
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表 9.1-3（10） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

31 方法書 p101 の見解 20 について、準備書

では、航空機騒音の推計モデルの内容、機

種別の騒音発生量、飛行経路・高度、飛行

時間帯などを示してほしい。 

航空機の飛行経路や飛行高度、想定する

条件等は、準備書に記載しました。 

32 方法書 p101 の見解 21について、見解 20

と共通にされているが、予測範囲は現空港

の建設時の環境影響評価と同様に広範囲に

実施してほしい。準備書では、現地調査結

果と対比できるように、愛知県の７地点

（飛島村、弥富市など）、三重県の 1 地点

（桑名市）、中部国際空港㈱の 13 地点（木

曽岬町、四日市市、伊勢市など）まで、等

Lden 線を記載し、実測値と比較してほし

い。 

本事業の実施による航空機騒音の影響に

ついては、航空機騒音に係る環境基準との

対比により行う予定です。そのため、予測

結果は環境基準値である Lden 57dB 及び

62dB の範囲を記載しました。 

33 方法書 p101 の見解 22 について、準備書

では、騒音レベル最大値・回数での評価、

基準との整合性だけではなく、事業者とし

ての回避・低減に関する評価も必ず加えて

ほしい。 

航空機騒音に係る環境基準は時間帯補正

等価騒音レベル（Lden)で評価することとさ

れており、本事業による影響についても

Lden で評価を行いました。代替滑走路整備

後も航空路誌に記載の騒音軽減運航方式を

求めることとしており、空港会社としても

常時監視や定期監視を継続して実施し、そ

の結果については、公表してまいります。 

34 方法書 p102 の見解 23 について、低フラ

ップ角着陸方式やアイドル・リバース方式

は採用しないのか。 

当空港で採用されている騒音軽減運航方

式は、航空路誌に記載の通りであり、低フ

ラップ角着陸方式やアイドル・リバース方

式は採用されておりません。 

35 方法書 p102 の見解 24 について、方法書

ｐ83 の本文に「カモメ類」の記述が欠落

している。ツバメより多いカモメを追加

し、不明が半分以上とわかるようにしてほ

しい。 

カモメ類については、方法書 p83 本文で

「海上空港であることから、水辺の鳥類

（カモメ類、カモ類）が多く確認されてい

る。」と記載しております。 

36 方法書 p103 の見解 25 について、科学の

常識である散布図を用いることは試みたの

か。 

バードストライクの発生件数と年間発着

回数の関係の間に明確な相関が認められな

いことは、散布図より把握しております。 
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表 9.1-3（11） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

37 配慮書時点の意見であるバードストライ

クの発生件数と年間発着回数は関係があり

そうについての見解がない。散布図を準備

書では意見として掲載し見解を述べること

はもちろん、馬毛島準備書のように事前に

公表してもらいたい。 

配慮書時点でいただきました「バードス

トライクの発生件数と年間発着回数の関

係」に係るご意見への見解は、方法書

p103 の見解 25 に記載のとおり、比例関係

にはないと認識しております。 

なお、環境影響評価の手続きは、法令に

基づき適正に対処してまいります。 

38 方法書 p104 の見解 26 について、風向に

よるバードストライクもわかるような予測

を行ってほしい。 

中部国際空港は、風向に応じて運用する

滑走路を定める運用を行っております。航

空機の運航による影響の予測では、これま

での運用実績に基づき、想定する滑走路の

運用割合を踏まえた予測を行いました。 

なお、予測で用いる滑走路の運用割合

は、準備書に掲載しております。 

39 方法書 p104 の見解 27、方法書 p107 の見

解 35 について、配慮書への意見に対して

の見解がない。本来は方法書の修正が必要

であり、準備書では意見として掲載し見解

を述べることはもちろん、馬毛島準備書の

ように事前に公表してもらいたい。離発着

回数増加により魚類等に忌避活動があるは

ず。方法書以降では、新たな埋立地の存在

を含めて、空港島の存在、離発着回数増加

による魚類等への影響、漁業への影響がど

うなるか、魚類、スナメリ、アカウミガメ

等への忌避行動、鳥類の新しい埋立地での

生息場喪失、海域工事とは無関係なバード

ストライクは、忌避行動等の心配を払拭す

るため評価項目として選定してほしい。 

本事業は新たな埋立地を整備するもので

はなく、海域に造成された人工島内に代替

滑走路を整備するものであることから、空

港島及び新たな埋立地の存在は評価対象と

しておりません。 

鳥類については、代替滑走路整備後の航

空機の運航に伴い、航空機と鳥との衝突

（バードストライク）により影響が変化す

る可能性があることから、航空機の運航に

よる影響評価項目として選定しておりま

す。 

水生動物（魚類、スナメリ、アカウミガ

メ等）については、空港建設後に水生生物

を含めた環境監視調査を実施した結果、

「空港島等の存在及び空港の供用に伴う環

境への影響はほとんど認められなかっ

た。」とされたこと、主務省令において航

空機の運航による水生動物への影響は環境

影響評価の参考項目として設定されていな

いことから、評価項目に選定しておりませ

ん。 

40 方法書 p105 の見解 28 について、方法書

では環境影響評価の項目を選定しているの

で、その結果を記載してほしい。 

環境影響評価の項目選定状況は方法書

p302 に記載しているとおりです。準備書

にも記載しております。 
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表 9.1-3（12） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

41 方法書 p105 の見解 29、見解 30 につい

て、方法書では環境影響評価の項目を選定

しているので、その結果を記載してほし

い。 

環境影響評価の項目選定状況は方法書

p302 に記載しているとおりです。準備書

にも記載しております。 

42 方法書 p105 の見解 30 について、海生生

物の忌避行動についても選定項目に追加

し、配慮書で予測・評価をしてほしい。 

配慮書手続については、終了しておりま

す。 

43 方法書 p105 の見解 31 について、見解 7

で「『中部国際空港の将来構想』の第 1 段

階を対象としております。」と記載してい

るのだから、「中部国際空港の将来構想」

について、どのような意見がどれだけあ

り、どう参考にしたのかを準備書で示して

ほしい。 

「中部国際空港の将来構想」に対する意

見募集は、中部国際空港将来構想推進調整

会議において実施され、その概要が公表さ

れたことをもって、終了されました。 

なお、現在進めている滑走路の整備は、

「中部国際空港の将来構想」の第 1 段階に

位置付けられたものです。中部国際空港将

来構想推進調整会議の考え方や公表された

意見の概要を踏まえ、事業を進めていくこ

ととしております。 

44 方法書 p106 の見解 33 について、埋立後

の土地利用は、2021年 2月に、国土交通省

が公有水面埋立承認願書を愛知県知事に提

出し、愛知県知事が承認した当時は津波漂

流物の一次保管用地となっていた。愛知県

知事はいつ、どんな理由でこの考え方を変

えたのか。「中部空港の将来構想」の最後

の第 2 段階で、この埋立地に滑走路を増設

することを目的としているが、中部国際空

港将来構想推進調整会議の会長が愛知県知

事で中部国際空港株式会社代表取締役社長

が構成員であるのに、「第 2 段階の構想

は、今後、地域において検討されるものと

認識しております。」と、他人事のような

見解を示すのは許されない。 

空港の西側海上において進められている

事業は、国土交通省中部地方整備局が実施

している中部国際空港沖公有水面埋立事業

です。これは、港湾事業として実施されて

いるものであり、中部国際空港株式会社の

事業ではありません。 

この区域の活用を前提とした「中部国際

空港の将来構想」の第 2 段階の具体化に向

けては、地域において取り組まれるものと

認識しております。 
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表 9.1-3（13） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

45 方法書 p106 の見解 33 について、第２滑

走路に用途変更するなら、公有水面埋立法

の変更許可が必要であることは承知してい

るはずなので、その手続きはいつ、どのよ

うに行うのか、見解を示してほしい。 

空港の西側で進められている事業は、

国土交通省中部地方整備局が実施している

中部国際空港沖公有水面埋立事業です。 

この埋立地に滑走路を整備することにつ

いては、令和 3 年（2021 年）12 月に地元

自治体、経済界、空港会社で構成する中部

国際空港将来構想推進調整会議がとりまと

めた「中部国際空港の将来構想」におい

て、第 2 段階の構想に位置付けられており

ますが、具体的な検討は、これからの課題

と認識しています。 

46 方法書 p107 の見解 36 について、影響が

認められたケースについて調査を継続して

ほしい。また、新たな埋立地の存在を含め

て、空港島の存在による水質への影響が、

長期的にどうなるかを予測・評価してほし

い。 

中部国際空港周辺における水質等の調

査については、「空港島及び空港島対岸部

に係る環境監視計画」に基づき環境監視調

査として実施していたものであり、調査結

果のとりまとめ、公表にあたっては、第三

者機関が設置する公正・中立の立場の委員

会において、科学的・客観的な検討・評価

を受けました。その評価の結果、「空港島

等の存在及び空港の供用に伴う環境への影

響はほとんど認められなかった。」とされ

たことや、環境影響評価で予測した結果の

範囲内であったことなどから、平成 21 年

度（2009 年度）末で航空機騒音を除く項

目の調査を終了しております。 

また、本事業は、現在のＡ平行誘導路

を滑走路に改修するものであり、海上を埋

立することはありません。 

空港の西側で進められている事業は、

国土交通省中部地方整備局が実施している

中部国際空港沖公有水面埋立事業です。こ

れは、港湾事業として実施されているもの

であり、中部国際空港の事業ではありませ

ん。なお、当埋立事業の環境影響評価手続

は、令和 2 年（2020 年）4 月 2 日に完了し

ております。 
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表 9.1-3（14） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

47 方法書 p107 の見解 37について、見解 36

と共通に見解が示されているが、漁業衰

退、漁獲量減少についての意見であるた

め、実質的には見解なしと同じである。 

中部国際空港周辺における水質等の調査

については、「空港島及び空港島対岸部に

係る環境監視計画」に基づき環境監視調査

として実施していたものであり、調査結果

のとりまとめ、公表にあたっては、第三者

機関が設置する公正・中立の立場の委員会

において、科学的・客観的な検討・評価を

受けました。その評価の結果、「空港島等

の存在及び空港の供用に伴う環境への影響

はほとんど認められなかった。」とされて

おります。 

48 方法書ｐ115 の見解 8 について、改正航

空法等に基づく空港脱炭素化推進計画の作

成を急いでほしい。特に代替航空燃料

（SAF）の受入義務化を強化してほしい。 

中部国際空港脱炭素化推進計画は、令和

5年（2023年）12月に国土交通大臣の認定

を受けております。 

また、中部国際空港における代替航空

機燃料（SAF）の受入については、国土交

通省の実証事業を契機として、空港の給油

施設に導入され、飛行検査機や中部国際空

港発着の国際線において使用されたところ

です。まずは、航空会社において SAF が利

用されるよう、働きかけを行ってまいりま

す。 
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表 9.1-3（15） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

■環境影響評価の項目の選定 

49 方法書 p302「環境影響評価の項目の選

定」については、主務省令や愛知県環境影

響評価指針にこだわらず、他空港の環境影

響評価書等を参考に項目を選定したのだか

ら、海生生物などについても選定してほし

い。 

水生動物（魚類、スナメリ、アカウミガ

メ等）については、空港建設後に水生生物

を含めた環境監視調査を実施した結果、

「空港島等の存在及び空港の供用に伴う環

境への影響はほとんど認められなかっ

た。」とされたこと、主務省令において航

空機の運航による水生動物への影響は環境

影響評価の参考項目として設定されていな

いことから、評価項目に選定しておりませ

ん。 

■調査、予測及び評価の手法 

50 方法書 p308 大気質（窒素酸化物：建設

機械の稼働）、方法書 p321 大気質（浮遊

粒子状物質：建設機械の稼働）の「調査地

域」及び「予測地域」である「近隣居住区

周辺を包含する範囲」とは、何を意味する

のか分からないが「調査地域」及び「予測

地域」が狭すぎる。 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質の予測にあたっては、建設機

械の稼働に伴う影響が及ぶ可能性のある範

囲を考慮し、常滑市内全域を網羅する形で

行いました。調査地域は、予測地域の全域

の大気質の状況を把握できるよう、常滑市

及び隣接する知多市・美浜町に設けられた

一般環境大気測定局の測定結果を整理する

方針としました。 
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表 9.1-3（16） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

51 方法書 p308 大気質（窒素酸化物：建設

機械の稼働）、方法書 p321 大気質（浮遊粒

子状物質：建設機械の稼働）、方法書 p318

大気質（粉じん等：造成等の一時的影響、

建設機械の稼働）、方法書 p328 騒音（建設

機械の稼働）の「予測対象時期等」に記載

がある「稼働台数が最大になる時期等」

は、稼働台数が最大ではなく、「大気や騒

音の排出量が最大になる時期」の間違いで

あり、修正してほしい。建設機械は各種多

様であり、稼働台数だけでは判断できな

い。また、事業場全体での大気汚染物質排

出量や騒音発生量が多くても、敷地境界に

近い位置や空港ターミナルに近い位置で発

生量が大きな建設機械がある場合は問題を

生じる。また、「等」とは、何を指すの

か。 

ご指摘を踏まえ、施工計画をもとに稼働

台数だけでなく建設機械の種類や稼働時

間、位置等を考慮し、大気汚染物質や騒音

の発生量が最大となる時期を対象とした予

測を行いました。 

主務省令における環境要素の区分に従っ

て「粉じん等」と記載しています。「粉じ

ん等」については、「道路環境影響評価の

技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年 3

月、国土交通省国土技術政策総合研究所・

独立行政法人土木研究所）によると、大き

く空気中に浮遊する浮遊粉じんと、地表面

に降下し堆積する降下ばいじんに分類さ

れ、予測はこのうち降下ばいじん量を対象

に行うこととされております。これに従

い、予測は降下ばいじんを対象に行いまし

た。 

52 方法書 p308 大気質（窒素酸化物：建設

機械の稼働）、方法書 p312 大気質（窒素酸

化物：資材等運搬車両の運行）、方法書

p321 大気質（浮遊粒子状物質：建設機械

の稼働）、方法書 p323 大気質（浮遊粒子状

物質：資材等運搬車両の運行）の「予測の

基本的な手法」に「拡散式（プルーム式及

びパフ式）を用いた計算により影響の程度

を把握する方法、又は事例の引用による方

法」とあるが、拡散式で計算しないことが

あるのか。 

主務省令において、建設機械の稼働や資

材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴

う窒素酸化物の影響に係る予測の基本的な

手法は、「事例の引用又は解析」と定めら

れております。このため、事例の引用によ

る方法も差し支えないと考えております

が、本事業の環境影響評価においては、ご

指摘の通り拡散式を用いた予測計算を行い

ました。 

なお、主務省令においては、建設機械の

稼働や資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行に伴う浮遊粒子状物質の影響は参考項

目とはされておりませんが、窒素酸化物と

同様の予測を行うものとして扱いました。 

浮遊粒子状物質についても窒素酸化物と

同様に、拡散式を用いた予測計算を行いま

した。 
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表 9.1-3（17） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

53 方法書 p318 大気質（粉じん等：造成等

の一時的影響、建設機械の稼働）の調査地

点は文献調査による一般環境大気測定局

（岡田）の 1 地点だけであり、空港から

10km 以上離れているため、現地調査を検

討してほしい。 

ご指摘の通り、岡田一般環境大気測定局

は対象事業実施区域から一定の離隔はあり

ますが、当該測定局及び対象事業実施区域

に最も近接した常滑市浄化センター一般環

境大気測定局における大気中を浮遊する微

粒子の指標となる浮遊粒子状物質の濃度に

大差はないことから、粉じん等に関しても

概ね同様の傾向がみられるものと考えてお

り、対象事業実施区域周辺の粉じん等の傾

向の把握が可能と考え、現地調査は行わな

いこととしました。 

54 方法書 p318 大気質（粉じん等：造成等

の一時的影響、建設機械の稼働）、方法書

p319 大気質（粉じん等：資材等運搬車両

の運行）の「予測の基本的な手法」に記載

されている「事例の解析に基づく経験式」

とは何か。多分、「道路環境影響評価の技

術手法」（国土交通省）の「2.4 資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行に係る粉じ

ん等の参考予測手法」の予測式を用いるの

であろう。その時、注意するのは、基準降

下ばいじん量がタイヤ洗浄の有無で大きく

変わることである。このことを加味した予

測を行ってほしい。 

ご認識の通り、「道路環境影響評価の技

術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年 3

月、国土交通省国土技術政策総合研究所・

独立行政法人土木研究所）に記載の予測式

を用いた予測計算を行っております。 

なお、資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行による粉じん等の影響の予測にあた

って必要な基準降下ばいじん量の設定につ

きましては、工事に際してタイヤ洗浄を想

定していることから、タイヤ洗浄を考慮

（現場内運搬：舗装路＋タイヤ洗浄装置）

することとしました。 

55 方法書 p311 大気質（窒素酸化物：資材

等運搬車両の運行）、方法書 p319 大気質

（粉じん等、資材等運搬車両の運行）、方

法書 p322 大気質（浮遊粒子状物質：資材

等運搬車両の運行）の現地調査地点が「対

象事業実施区域周辺 2 地点」とあるが少な

すぎる。 

現空港の建設時の環境影響評価では 3 地

点（①市道北条向山線、②県道碧南半田常

滑線、③県道半田常滑線）で予測してい

る。 

予測対象地点は、当空港供用後の工事実

績も踏まえて検討した工事用車両の走行ル

ート上において、車両台数が特に集中し、

道路沿道に家屋等保全対象が存在すると考

えられる 2 地点を選定しており、妥当と考

えております。 
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表 9.1-3（18） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

56 方法書 p312（窒素酸化物：資材等運搬

車両の運行）、方法書 p323（浮遊粒子状物

質：資材等運搬車両の運行）、P319 大気質

（粉じん等：資材等運搬車両の運行）、方

法書 p329 騒音（資材等運搬車両の運行）、

P337 振動（資材等運搬車両の運行）の

「予測対象時期等」は「運行台数が最大に

なる時期等」ではなく、「大気汚染物質排

出量、騒音発生量、振動発生量が最大にな

る時期」の間違いであり修正してほしい。

大型車と小型車では台数で比較すべきでは

ない。 

ご指摘を踏まえ予測の対象時期の選定に

あたっては、工事用車両の走行による大気

汚染物質の排出量や、騒音・振動の影響が

最大となる時期を選定しました。 

57 方法書 p314 大気質（窒素酸化物：航空

機の運航）、方法書 p324 大気質（浮遊粒子

状物質：航空機の運航）「調査地域」及び

「予測地域」である「近隣居住区周辺を包

含する範囲」とは何を意味するのか分から

ないが「調査地域」及び「予測地域」が狭

すぎる。 

航空機の運航に伴う二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の予測にあたっては、航空機の

運航に伴う影響を適切に評価するため、常

滑市内全域を含め、住居等が存在する空港

島外の陸域を文献調査の調査地域及び予測

地域に含むように設定しました。 

58 方法書 p315 大気質（窒素酸化物：航空

機の運航）、方法書 p324 大気質（浮遊粒子

状物質：航空機の運航）の「予測の基本的

な手法」には「航空機の飛行及び地上走

行、駐機中に稼働する APU（補助動力装

置）、GSE 車両注）等の走行、空港施設で

の燃料の燃焼を対象」とあり、エンジンテ

ストがない。方法書 p331 騒音（航空機の

運航）では「エンジン試運転等」を対象と

しているので、大気質の予測にも含めてほ

しい。 

大気質の予測・評価は、エンジン試運転

を含めて行いました。 
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表 9.1-3（19） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

59 方法書 p320 大気質（粉じん等：資材等

運搬車両の運行）の「評価の手法」におけ

る「環境影響の回避・低減に係る評価」の

記載について、「『スパイクタイヤ粉じんの

発生の防止に関する法律の施行について』

（平成 2 年 7 月 環境庁通達）に示される

『スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境

の保全が必要な地域の指標』を参考として

設定された降下ばいじんの参考値と予測結

果との間に整合が図られているかどうかに

ついて評価する」とのことだが、スパイク

タイヤを禁止する目安で評価することのは

やめてほしい。「[基準又は目標との整

合]」にしないだけ、まともではあるが問

題である。 

評価の手法は、「道路環境影響評価の技

術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年 3

月、国土交通省国土技術政策総合研究所・

独立行政法人土木研究所）において、粉じ

ん等の評価（回避または低減に係る評価）

に係る参考値として示されたものであり、

本事業の環境影響評価における適用は妥当

と考えております。 

60 方法書 p329 騒音（資材等運搬車両の運

行）の「調査の基本的な手法」について、

日本音響学会の ASJ RTN-Model 2018 にお

ける予測条件のもとになる資料として、舗

装種類と縦断勾配も現地調査等で確認する

必要があり、追加してほしい。また、「十

分長い上り勾配の道路を走行する大型車類

にのみ適用」する縦断勾配も調査が必要で

ある。 

舗装の種類については、現地調査及び道

路管理者からの情報提供を頂きました。 

縦断勾配については、現地調査地点①

（県道 522 号・知多横断道路沿道）のうち

知多横断道路について、高架構造と地下構

造の遷移区間に該当し、一定の距離を有す

る坂が存在することから、道路管理者から

の情報提供を踏まえて把握しました。ただ

し、現地調査地点①及び②（県道 252 号）

の県道は、現地を確認したところ平坦な地

形を走行する道路であり著しい勾配はない

ことから、予測に加味する程度の縦断勾配

はないものとしました。 
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表 9.1-3（20） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

61 方法書 p329 騒音（運搬車両の運行）の

「評価の手法」で、「『騒音に係る環境基

準』と予測結果を比較することにより、そ

の整合性について評価する。」とあるが、

この環境基準は昼間と夜間の平均的なエネ

ルギー平均を求めたものであり、道路交通

騒音の実態を表さない。交通量の多い時間

帯で騒音がどうなるのか、その原因にどれ

だけ寄与するのかなどの検討が必要であ

り、平均的な昼間と夜間の LAeq だけではな

く、時間ごとに評価してほしい。 

「騒音に係る環境基準（道路に面する地

域）」は、国が国内全域を対象として定め

た道路交通騒音の影響の程度を示す適切な

指標と考えられます。また、「道路環境影

響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平

成 25 年 3 月、国土交通省国土技術政策総

合研究所・独立行政法人土木研究所）にお

いても、資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行や、自動車の走行に係る騒音の評価

（基準又は目標との整合性の検討）に用い

る基準として騒音に係る環境基準が示され

ており、評価基準として妥当と考えており

ます。 

なお、準備書には、工事用車両の走行に

伴う現況の等価騒音レベルからの変化量を

算出し、工事用車両による影響の寄与分を

明示しました。 

62 方法書 p331 騒音（航空機の運航）の

「評価の手法」で、「[基準又は目標との整

合] 「航空機騒音に係る環境基準」と予測

結果を比較すること」しかないが、年間を

通した平均的な Lden では評価しきれない問

題があり不十分である。大気質のように、

長期暴露が影響するのではなく、騒音は瞬

間的な衝撃音、突発的な騒音に影響を受け

るので騒音最大レベルでも評価してほし

い。 

主務省令では航空機騒音に係る環境基準

は時間帯補正等価騒音レベル（Lden)で評価

することとされており、本事業による影響

についても Ldenで評価を行いました。 
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表 9.1-3（21） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

63 方法書 p333 騒音（飛行場の施設の供

用）について、現地調査地点 2 地点は少な

すぎる。また、環境基準は各地点の面する

道路によって異なるので調査地点の面する

道路名を追記してほしい。また、どこに、

どの基準を適用するかが分かるように、

「評価の手法」で明記してほしい。 

現地調査地点は、当空港供用後の工事実

績も踏まえて検討した工事用車両の走行ル

ート上において、車両台数が特に集中し、

道路沿道に家屋等保全対象が存在すると考

えられる 2 地点を選定しており、妥当と考

えております。 

準備書において、調査地点の面する道路

名を記載するとともに、適用する基準につ

いて明記しました。 

64 方法書 p334 低周波音（航空機の運航）

の「評価の手法」について、配慮書でも意

見があるように、古い資料に基づく評価で

はいけないのでやめてほしい。具体的にど

の科学的知見を用いるかを明記してほし

い。 

目安として、種々の低周波音の影響に関

する調査研究に基づく心理的影響、生理的

影響、物理的影響に関する科学的知見を活

用するものとし、他空港における環境影響

評価事例も参考に設定のうえ、準備書に記

載しました。 

65 方法書 p337 振動（資材等運搬車両の運

行）、方法書 p340 振動（飛行場の施設の供

用）の「予測の基本的な手法」について、

予測式があるのに、事例の引用で予測をす

るのはやめてほしい。 

本事業の環境影響評価においては、ご指

摘の通り振動レベルの 80 パーセントレン

ジの上端値を予測するための式を用いた予

測計算を行いました。 

66 方法書 p337 振動（資材等運搬車両の運

行）、方法書 p340 振動（飛行場の施設の供

用）の「評価の手法」について、「振動規

制法に基づく『道路交通振動の要請限度』

と予測結果を比較する」とあるが、要請限

度は環境基準と比較できるような値ではな

い。このような値で評価するのは問題であ

り、やめてほしい。 

「道路環境影響評価の技術手法（平成

24 年度版）」（平成 25 年 3 月、国土交通省

国土技術政策総合研究所・独立行政法人土

木研究所）において、資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行や、自動車の走行に係

る振動の評価（基準又は目標との整合性の

検討）に用いる基準として振動規制法施行

規則に基づく要請限度が示されており、評

価基準として妥当と考えております。 
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表 9.1-3（22） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

67 方法書 p342 水質（工事による水の濁

り）の「予測の基本的な手法」は、まだ確

定していないのか。「ジョセフ・センドナ

ー式、新田式等を用いて予測する」とある

が、基本的手法として、どの予測式を用い

るかがわからない。 

予測式につきましては、複数の手法があ

るため、用いる可能性がある式を例示し記

載しております。使用した式は準備書に記

載しました。 

68 方法書 p345 動物（陸生動物（鳥類）：航

空機の運航）の「予測の基本的な手法」で

は「鳥類の重要な種について、飛翔状況と

航空機の将来の飛行経路や飛行高度とを重

ね合わせることにより、鳥衝突の可能性と

それがもたらす生息環境の変化の程度を定

性的に予測する方法とする。」とある。 

しかし、方法書 p344 の「調査の基本的

な手法」の「[現地調査]」で、「バードス

トライクの影響予測に必要となる情報の収

集並びに当該情報の整理及び解析」とある

が、高度別調査をするとは書いていないの

で、加えてほしい。 

また、定性的に予測するだけでは、納得

できるような予測にならないので、やめて

ほしい。 

現地調査では、鳥類の飛翔高度も確認し

ました。飛翔高度の確認結果は、準備書

（本編）p10.7.1-18 及び p10.7.1-33 に記

載しました。 

また、バードストライクの予測・評価に

際しては、できる限り定量的な整理に努め

ました。 
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表 9.1-3（23） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

■「中部国際空港の将来構想」との関連 

69 中部国際空港の将来構想に対する意見募

集（2022 年 1 月 18 日～2 月 16 日）で 73

名から意見があり、その結果概要「『中部

国際空港の将来構想』に対する意見募集に

ついて 」が 2022年 3月 31日に公表され、

「今後の構想の具体化にあたっては、いた

だいたご意見を参考にして、引き続き検討

を進めてまいります。」とあるが、どこを

どのように参考にして配慮書を作成したの

か。 

 

「『中部国際空港の将来構想』に対する

意見募集について 」の「Ⅰ 中部国際空港

を取り巻く現況」に関連する部分を踏まえ

て、下記の意見への考えを示してほしい。 

①ほとんどの意見は、新しい埋立地を利

用して滑走路にするのは反対であったはず

だが、意見概要の内訳件数を示してほし

い。 

②今回の配慮書では第１段階（暫定形）

だけとし、将来のことは「埋立事業により

造成される土地に新滑走路を整備したい」

と言うが、「現滑走路の大規模補修完了後

も 2 本目の滑走路として使用」（配慮書

p16）ということで、未来永劫この暫定形

でもいいようにしたのか。 

 

（次頁へ続く） 

「中部国際空港の将来構想」に対する意

見募集は、中部国際空港将来構想推進調整

会議において実施され、その概要が公表さ

れたことをもって、終了されました。 

なお、現在進めている滑走路の整備は、

「中部国際空港の将来構想」の第 1 段階に

位置付けられたものです。中部国際空港将

来構想推進調整会議の考え方や公表された

意見の概要を踏まえ、事業を進めていくこ

ととしております。 

なお、「中部国際空港の将来構想」に寄

せられた個別の意見については、お答えす

る立場にありません。 
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表 9.1-3（24） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

 （前頁から続き） 

同様に「Ⅱ 中部国際空港の滑走路に関

する課題」に関連する部分を踏まえて、下

記の意見への考えを示してほしい。 

①当初の航空需要が過大だった原因の分

析などはしないのか。 

②配慮書で将来の航空需要の見通しにつ

いては触れないのか。 

③コロナ禍後の社会情勢を加味して航空

需要予測を、という意見が無視されてい

る。 

④課題の 1 番目に挙げられていた「航空

需要への対応」は、配慮書から除外されて

いる。 

 

同様に「Ⅲ 滑走路の将来構想」に関連

する部分を踏まえて、下記の意見への考え

を示してほしい。 

①現滑走路の大規模改修の実施時期は明

らかにされておらず、実態を隠しているの

ではないか。他空港では滑走路メンテナン

スを行っており、そのために別の滑走路が

必要という話は聞いたことがない。 

②新千歳、那覇、関空いずれも「工事の

ため深夜早朝時間帯に滑走路を閉鎖」で対

応できているのが事実である。深夜早朝時

間帯の運航は 2022 年 3 月で１週間に 39 便

しかないので、企業努力で他の時間帯に移

動できるはずであるという意見はとりあげ

ないのか。 

③課題 2 のメンテナンス時間の確保につ

いて、1時台から 5時台の約 20便を移動さ

せることで、作業時間を倍増できる、とい

う意見は無視されている。 

 

（次頁へ続く） 

（前頁から続き） 
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表 9.1-3（25） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

 （前頁から続き） 

同様に「Ⅳ将来構想実現に向けたロード

マップ」に関連する部分を踏まえて、下記

の意見への考えを示してほしい。 

①誘導路が 1 本になることによる運航へ

の支障、安全性については触れていない。 

②滑走路幅は国の基準に基づき 45m でと

もかく作るという考えなのか。現滑走路幅

は 60m だが、大型機は待機できないのでは

ないか。 

 

同様に「Ⅴ航空需要の増加に向けた利用

促進施策」に関連する部分を踏まえて、下

記の意見への考えを示してほしい。 

①地域の取組の具体的実績がない、とい

う意見が無視されている。 

②取組みの方向性は課題の羅列、という

意見が無視されている。 

③今後の取組は言葉だけ、という意見が

無視されている。 

 

（次頁へ続く） 

（前頁から続き） 
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表 9.1-3（26） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

 （前頁から続き） 

同様に「Ⅵ空港アクセスの整備」に関連

する部分を踏まえて、下記の意見への考え

を示してほしい。 

①西知多道路は、都市計画変更の縦覧図

書によると交通量が大きく減少している。

県でさえ、ますます西知多道路の交通需

要、ひいては中部国際空港の航空需要が少

なくなることを認めている、という意見は

無視されている。 

②鉄道アクセスは、リニア中央新幹線の

整備について、静岡の工事中湧水の大井川

への全量戻しなどについて「現状では、南

アルプストンネル工事は認めることのでき

る状況にはない」と県内組織の認識が一致

した。長野、岐阜のトンネル崩落事故もあ

り、各地の工事も予定より遅れ、JR 東海

社長も 2027 年度開業は無理と TV 番組で発

言するなど、認めている。また、西名古屋

港線の延伸について、名古屋港を横断する

手法の困難さを明らかにすべき、という意

見は無視されている。 

（前頁から続き） 

 

70 方法書 p18「3.5. 中部国際空港株式会

社の取組み」の「3.5.1. PI の実施」の項

では PI の実施を決定したことしか記載し

ていない。また、方法書 p105 の見解 31

に、「中部国際空港の将来構想」に対する

意見募集の手続きが終了した旨の記載があ

る。重要なのは、この後に「中部国際空港

の将来構想」の意見募集の結果、どのよう

な意見がどれだけあり、どう参考にしたの

か、「中部国際空港の将来構想」の各項目

に沿って示すことである。 

「中部国際空港の将来構想」に対する意

見募集は、中部国際空港将来構想推進調整

会議において実施され、その概要が公表さ

れたことをもって、終了されました。 

なお、現在進めている滑走路の整備は、

「中部国際空港の将来構想」の第 1 段階に

位置付けられたものです。中部国際空港将

来構想推進調整会議の考え方や公表された

意見の概要を踏まえ、事業を進めていくこ

ととしております。 
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表 9.1-3（27） 住民等の意見の概要及び事業者の見解 

 住民等の意見の概要 事業者の見解 

■その他 

71 方法書 p16「中部国際空港沖公有水面埋

立事業の概要」で、「浚渫土砂を処分する

ため」とあるが、埋立後の土地利用計画は

津波漂流物の一次保管用地であり、滑走路

ではないこと、変更するには変更許可が必

要であることが記載されていない。 

配慮書 p19 では中部国際空港沖公有水面

埋立承認願書の提出や承認の経過について

の記載があったが、方法書では記載が無い

ので、配慮書のときと同様に記載してほし

い。 

ご意見を踏まえ、準備書 p3-9 に記載し

ました。 
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9.2. 環境影響評価方法書に対する地方公共団体の長の意見及び事業者の見解 

9.2.1. 愛知県知事の意見及び事業者の見解 

令和 5 年 1 月 11 日に愛知県知事に環境影響評価方法書を送付し、令和 5 年 6 月 2 日に

愛知県知事より環境影響評価方法書についての意見が提出された。 

環境影響評価方法書に対する愛知県知事の意見の概要及び事業者の見解は、表 9.2-1 

(1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 9.2-1（1） 愛知県知事の意見の概要及び事業者の見解 

 愛知県知事の意見の概要 事業者の見解 

■全体的事項 

1 事業計画及び工事計画の具体化に当たっ

ては、環境の保全に関する最新の知見を考

慮し、最善の利用可能技術を導入するな

ど、より一層の環境影響の低減について検

討すること。 

事業計画及び工事計画の具体化に当たっ

ては、環境の保全に関する最新の知見を考

慮し、より一層の環境影響の低減に努めま

す。 

2 調査地点及び予測地点について、その設

定理由をわかりやすく示すこと。 

準備書の作成にあたっては、調査地点及

び予測地点について、その設定理由をわか

りやすく記載しました。 

3 環境影響評価の実施中に環境への影響に

関し新たな事実が生じた場合等において

は、必要に応じて、環境影響評価の項目及

び手法を見直し、適切に調査、予測及び評

価を行うこと。 

環境影響評価の実施中に環境への影響に

関し新たな事実が生じた場合等において

は、必要に応じて、環境影響評価の項目及

び手法を見直し、適切に調査、予測及び評

価を行うこととします。 

■大気質 

4 本事業に伴い、航空機の飛行及び地上走

行の経路や航空機地上支援車両（GSE 車

両）の稼働状況等が変化する可能性がある

ことから、航空機の運航に伴う大気質の影

響について、適切に調査、予測及び評価を

行い、その結果を踏まえ適切な環境保全措

置を検討し、環境影響を回避、低減するこ

と。 

航空機の運航に伴う大気質の影響につい

ては、航空機の飛行及び地上走行の経路や

航空機地上支援車両（GSE 車両）の稼働状

況等を踏まえて適切に調査、予測及び評価

を行い、その結果を踏まえ適切な環境保全

措置を検討し、環境影響の回避、低減を図

ります。 
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表 9.2-1（2） 愛知県知事の意見の概要及び事業者の見解 

 愛知県知事の意見の概要 事業者の見解 

■騒音 

5 本事業に伴い、航空機の飛行及び地上走行

の経路やエンジン試運転の実施状況等が変

化する可能性があることから、航空機の運

航に伴う騒音の影響について、適切に調

査、予測及び評価を行い、その結果を踏ま

え適切な環境保全措置を検討し、環境影響

を回避、低減すること。 

航空機の運航に伴う騒音の影響について

は、航空機の飛行及び地上走行の経路やエ

ンジン試運転の実施状況等を踏まえ適切に

調査、予測及び評価を行い、その結果を踏

まえ適切な環境保全措置を検討し、環境影

響の回避、低減を図ります。 

■動物 

6 本事業に伴い、航空機の飛行経路が変化

する可能性があることから、鳥類の飛翔軌

跡及び飛翔高度を調査した上で、予測に用

いる飛行経路と重ね合わせることにより、

鳥類への影響について適切に予測及び評価

を行い、その結果を踏まえ適切な環境保全

措置を検討し、環境影響を回避、低減する

こと。 

鳥類への影響については、鳥類の飛翔軌

跡及び飛翔高度等の適切な調査を行い、航

空機の飛行経路を踏まえ適切に予測及び評

価を行い、その結果を踏まえ適切な環境保

全措置を検討し、環境影響の回避、低減を

図ります。 

7 航空機の運航に係る鳥類への影響の調

査、予測及び評価に当たっては、中部国際

空港建設事業の環境影響評価及び環境監視

の結果や、これまでの空港管理で蓄積され

た鳥類の航空機への衝突事故の事例を活用

すること。 

航空機の運航に係る鳥類への影響の調

査、予測及び評価に当たっては、中部国際

空港建設事業の環境影響評価及び環境監視

の結果や、これまでの空港管理で蓄積され

た鳥類の航空機への衝突事故の事例を活用

しました。 

■その他 

8 準備書の作成に当たっては、住民等の意

見を十分に検討するとともに、わかりやす

い図書となるよう努めること。 

準備書の作成に当たっては、住民等より

頂いた環境の保全の見地からの意見を十分

に検討するとともに、分かりやすい図書と

なるように努めました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 調査結果の概要並びに予測及び 

評価の結果 
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10. 調査結果の概要並びに予測及び評価の結果 

10.1. 予測の前提 

10.1.1. 工事の実施 

 (1) 工事の区域 

対象事業実施区域における工事の実施範囲（施工区域）は、図 10.1.1-1 に示すとお

りである。 

工事の実施範囲は、代替滑走路の整備区域と、その周辺において行われる排水設備や

幹線ダクト設備の設置、舗装の改良を行う範囲とする。あわせて、航空受配電所の増改

築や代替滑走路の転移表面に抵触する照明等の改修工事を行う。 

なお、本事業は、現在供用されている滑走路に併設する形で代替の滑走路を設けるも

のであり、現滑走路における航空機の運航を確保しながら工事を実施する。代替滑走路

は現滑走路と旅客ターミナルビルの間に位置することから、代替滑走路の工事範囲は複

数の工事区域（工区）に分割し、工区毎の工事期間を分散させることにより現滑走路と

旅客ターミナルビルの航空機の走行経路を確保する。 

なお、昼間に施工可能な工事を除き、航空機の発着回数が少ない夜間に工事を行う計

画である。 

 

 

図 10.1.1-1 施工区域図 
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 (2) 施工内容 

本事業における主要な工事の施工イメージは、以下に示すとおりである。 

 

 1) 撤去工 

代替滑走路の施工区域は、現在は主に旅客ターミナルビルと現滑走路の航空機の地上

走行に用いられる誘導路となっており、アスファルト及びコンクリート舗装がなされて

いる。 

滑走路の整備に先立ち、既設のアスファルト舗装及びコンクリート舗装の撤去を行う。

なお、既設アスファルト舗装及びコンクリート舗装の表層下部にある路盤及び基層は、

新設滑走路に転用する。 

 

①既設舗装版撤去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) 土工 

滑走路の整備にあたり、新たに路床・路盤を整備する必要がある範囲においては、土

砂の掘削及び路床の工事を行う。 

 

①土砂掘削 

 

 

 

 

 

 

 

②路床整備 
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 3) 舗装工 

路床の整備を行った後、滑走路下部の路盤及び滑走路表面のアスファルト及びコンク

リート舗装を行う。 

 

①路盤整備 

 

 

 

 

 

 

②プライムコート散布 

 

 

 

 

 

 

③基層舗装整備 

 

④タックコート散布 

 

 

 

 

 

 

⑤表層舗装整備 
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 4) 排水工等及び幹線ダクト設置工 

滑走路周辺において、雨水排水設備の設置、貯水槽の設置を行う。また、既設の共同

溝の改築が必要な場合には、改築工事を実施する。 

あわせて、電源供給、通信ケーブル等の施設を敷設するための幹線ダクトを設置する。 

 

①土砂掘削 

 

 

 

 

 

 

 

②基礎砕石敷設 

 

 

 

 

 

 

 

③幹線ダクト設置 

 

 

 

 

 

④埋戻し・転圧 
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 5) その他 

航空灯火工として、滑走路の航空灯火の整備を行う。 

また、航空受配電所の増改築及び代替滑走路の転移表面に接触する構造物の改修を行

う。 

これらの工事には、主にクレーン付きトラックが使用される。 

 

 (3) 主な建設資材・建設副産物等 

本事業で使用することを想定する主な建設資材は、表 10.1.1-1 に示すとおりである。 

また、本事業で発生すると想定する主な建設副産物等は、表 10.1.1-2 に示すとおり

である。 

 

表 10.1.1-1 主な建設資材 

主な建設資材 数量 

土砂 26,300m3 

路盤材 41,600m3 

アスファルト混合物 30,200m3 

コンクリート 3,800m3 

鋼材 143t 

型枠 820m3 

 

表 10.1.1-2 主な建設副産物等 

主な建設副産物等 数量 

建設発生土 38,200m3 

アスファルト・コンクリート塊 18,100m3 

鋼材 117t 

 

 (4) 資材等運搬車両の走行ルート 

環境影響評価で想定する、本事業に関わる資材等運搬車両の走行ルートは、図 

10.1.1-2 に示すとおりである。 

りんくうインターチェンジ及び対象事業実施区域が近接するセントレア東インターチ

ェンジ間は、常滑市街と中部国際空港のアクセス道路である中部国際空港連絡道路を活

用する。また、りんくうインターチェンジより内陸側の常滑市内における主な走行ルー

トは、片側 2 車線を有する県道 522 号及び市道北条向山線を想定する。 

 

 (5) 施工日及び施工時間 

1 ヶ月当たりの施工日数は、天候不良等の状況を考慮し、平均 18 日間と想定した。な

お、土曜・日曜は休工日と想定した。 

施工時間は、昼間工事は 8～12 時及び 13～17 時の計 8 時間、夜間工事は 22 時 30 分～

2 時及び 3～7 時の計 7 時間 30 分と想定した。なお、予測上、1 時間毎に整理された調査

結果等を用いる場合には、昼間工事は 8～11 時台及び 13～16 時台、夜間工事は 22～1時

台及び 3～6 時台の値を用いることとした。 



 

10.1.1-6 

市道北条向山線 

中部国際空港連絡道路 

県道 522 号 

（知多横断道路併設） 

りんくうインターチェンジ 

セントレア東インターチェンジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.1.1-2 資材等運搬車両走行ルート 
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 (6) 施工順序 

代替滑走路の施工区域が広範囲に渡ることや、現滑走路と旅客ターミナルビルの航空

機の走行経路を確保する必要があることから、施工区域を全 17 の工区に分けて工事を

行う。施工区分図は、図 10.1.1-3 に示すとおりである。 

また、段階施工計画図は、図 10.1.1-4 (1)～(3)に示すとおりである。空港を供用し

ながらの施工となることから、航空機の運航に支障が生じないよう、航空機の走行経路

を確保しながら段階的に工事を行う。 

 

 

図 10.1.1-3 施工区分図 
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【Phase 1】工事 1 年目 3～8 ヶ月 

注）工事 1 年目 1～2 ヶ月は、準備工及び航空受配電所増改築を行う。 

 

【Phase 2】工事 1 年目 9 ヶ月 

【Phase 3】工事 1 年目 10 ヶ月～2 年目 1 ヶ月 

【Phase 4】工事 2 年目 2 ヶ月 

図 10.1.1-4 (1) 段階施工計画図 
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【Phase 5】工事 2 年目 3 ヶ月 

【Phase 6】工事 2 年目 4 ヶ月 

【Phase 7】工事 2 年目 5 ヶ月 

【Phase 8】工事 2 年目 6～7 ヶ月 

図 10.1.1-4 (2) 段階施工計画図 
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【Phase 9】工事 2 年目 8 ヶ月 

【Phase 10】工事 2 年目 9～10 ヶ月 

【Phase 11】工事 2 年目 11 ヶ月 

【Phase 12】工事完了 

図 10.1.1-4 (3) 段階施工計画図 
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 (7) 建設機械及び資材等運搬車両の稼働計画の概要 

想定する建設機械の月別稼働台数（1 日あたり）は、表 10.1.1-3(1)～(4)及び表

10.1.1-4(1)～(18)に示すとおりである。建設機械の稼働が生じる月においては、1 ヶ月

あたり 18 日間の稼働を想定している。 

また、想定する資材等運搬車両の月別走行台数（1 日あたり）及び走行日数は、表

10.1.1-5(1)～(2)及び表 10.1.1-6(1)～(2)に示すとおりである。走行日数は最大 1 ヶ月

当たり 18 日を予定しているが、一部の通勤車両は 1 ヶ月当たり 20 日の走行を想定して

いる。 

 

表 10.1.1-3 (1) 想定する建設機械稼働台数（昼間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

① 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車                1 1 1 1 1   

タンパ                1 1 1 1 1   

トラックミキサ                3 3 3 3 3   

バックホウ                1 1 1 1 1   

クレーン付きトラック                1 1 1 1 1   

振動ローラ                1 1 1 1 1   

ダンプトラック                1 1 1 1 1   

灯火工  

 クレーン付きトラック               4  4 4 4    

② 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車           1            

タンパ           1            

トラックミキサ           3            

バックホウ           1            

クレーン付きトラック           1            

振動ローラ           1            

ダンプトラック           1            

灯火工  

 クレーン付きトラック         4 4  4 4 4         

②' 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車     1 1 1 1 1              

タンパ     1 1 1 1 1              

トラックミキサ     3 3 3 3 3              

バックホウ     1 1 1 1 1              

クレーン付きトラック     1 1 1 1 1              

振動ローラ     1 1 1 1 1              

ダンプトラック     1 1 1 1 1              

灯火工  

 クレーン付きトラック   4      4 4  4 4          

③ 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車    1                   

タンパ    1                   

トラックミキサ    3                   

バックホウ    1                   

クレーン付きトラック    1                   

振動ローラ    1                   

ダンプトラック    1                   

灯火工  

 クレーン付きトラック   4  4 4 4 4 4              

 

 

 

 

 



 

10.1.1-12 

表 10.1.1-3 (2) 想定する建設機械稼働台数（昼間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

③' 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車    1 1 1 1 1               

タンパ    1 1 1 1 1               

トラックミキサ    3 3 3 3 3               

バックホウ    1 1 1 1 1               

クレーン付きトラック    1 1 1 1 1               

振動ローラ    1 1 1 1 1               

ダンプトラック    1 1 1 1 1               

灯火工  

 クレーン付きトラック   4  4 4   4              

④ 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車           1 1 1          

タンパ           1 1 1          

トラックミキサ           3 3 3          

バックホウ           1 1 1          

クレーン付きトラック           1 1 1          

振動ローラ           1 1 1          

ダンプトラック           1 1 1          

灯火工  

 クレーン付きトラック         4 4  4 4 4  4 4      

④' 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車              1 1 1       

タンパ              1 1 1       

トラックミキサ              3 3 3       

バックホウ              1 1 1       

クレーン付きトラック              1 1 1       

振動ローラ              1 1 1       

ダンプトラック              1 1 1       

灯火工  

 クレーン付きトラック              4 4 4 4      

⑤ 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車                   1 1   

タンパ                   1 1   

トラックミキサ                   3 3   

バックホウ                   1 1   

クレーン付きトラック                   1 1   

振動ローラ                   1 1   

ダンプトラック                   1 1   

灯火工  

 クレーン付きトラック                 4 4  4 4 4 4

⑤' 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車                 1 1 1 1 1 1 1

タンパ                 1 1 1 1 1 1 1

トラックミキサ                 3 3 3 3 3 3 3

バックホウ                 1 1 1 1 1 1 1

クレーン付きトラック                 1 1 1 1 1 1 1

振動ローラ                 1 1 1 1 1 1 1

ダンプトラック                 1 1 1 1 1 1 1

灯火工  

 クレーン付きトラック                4   4 4 4 4 

 
  



 

10.1.1-13 

表 10.1.1-3 (3) 想定する建設機械稼働台数（昼間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑥ 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車                 1 1     

タンパ                 1 1     

トラックミキサ                 3 3     

バックホウ                 1 1     

クレーン付きトラック                 1 1     

振動ローラ                 1 1     

ダンプトラック                 1 1     

灯火工  

 クレーン付きトラック                4  4 4 4 4  

⑥' 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車           1 1 1 1         

タンパ           1 1 1 1         

トラックミキサ           3 3 3 3         

バックホウ           1 1 1 1         

クレーン付きトラック           1 1 1 1         

振動ローラ           1 1 1 1         

ダンプトラック           1 1 1 1         

灯火工  

 クレーン付きトラック         4 4   4 4  4 4 4     

⑦ 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車          1 1 1           

タンパ          1 1 1           

トラックミキサ          3 3 3           

バックホウ          1 1 1           

クレーン付きトラック          1 1 1           

振動ローラ          1 1 1           

ダンプトラック          1 1 1           

灯火工  

 クレーン付きトラック         4   4 4 4 4        

⑦' 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車    1 1 1 1                

タンパ    1 1 1 1                

トラックミキサ    3 3 3 3                

バックホウ    1 1 1 1                

クレーン付きトラック    1 1 1 1                

振動ローラ    1 1 1 1                

ダンプトラック    1 1 1 1                

灯火工  

 クレーン付きトラック   4  4 4 4  4              

⑧ 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車    1                   

タンパ    1                   

トラックミキサ    3                   

バックホウ    1                   

クレーン付きトラック    1                   

振動ローラ    1                   

ダンプトラック    1                   

灯火工  

 クレーン付きトラック   4  4 4 4 4               

 

  



 

10.1.1-14 

表 10.1.1-3 (4) 想定する建設機械稼働台数（昼間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑧' 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車     1 1 1 1 1              

タンパ     1 1 1 1 1              

トラックミキサ     3 3 3 3 3              

バックホウ     1 1 1 1 1              

クレーン付きトラック     1 1 1 1 1              

振動ローラ     1 1 1 1 1              

ダンプトラック     1 1 1 1 1              

灯火工  

 クレーン付きトラック   4     4 4   4 4          

⑨ 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車          1 1            

タンパ          1 1            

トラックミキサ          3 3            

バックホウ          1 1            

クレーン付きトラック          1 1            

振動ローラ          1 1            

ダンプトラック          1 1            

灯火工  

 クレーン付きトラック         4  4 4 4 4         

⑩ 

工 

区 

排水工  

 

コンクリートポンプ車              1 1 1 1 1     

タンパ              1 1 1 1 1     

トラックミキサ              3 3 3 3 3     

バックホウ              1 1 1 1 1     

クレーン付きトラック              1 1 1 1 1     

振動ローラ              1 1 1 1 1     

ダンプトラック              1 1 1 1 1     

灯火工  

 クレーン付きトラック              4 4 4   4    

受 

配 

電 

所 

増改築工事  

 

コンクリートポンプ車       1 2               

タンパ                       

トラックミキサ                       

バックホウ  1    1 1 1 1              

クレーン付きトラック  1       2              

振動ローラ                       

ラフタークレーン        1               

杭打ち機   1                    

大型ブレーカ                       

ダンプトラック  5    11 6 11 13              

そ 

の 

他 

転移表面抵触物件改修  

 

クレーン付きトラック         1 1 1    1 1       

タンパ               1 1       

ラフタークレーン         2 2 2    1 1       

バックホウ               1 1       

合計   31 42 61 76 71 72 104 70 79 81 79 103 56 79 86 88 58 84 72 41 73

 

 

  



 

10.1.1-15 

表 10.1.1-4 (1) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

① 

工 

区 

既設舗装版撤去工   

 

バックホウ               2 2       

大型ブレーカ               2 2       

ダンプトラック               10 10       

土工  

 

タイヤローラ                1       

バックホウ                1       

ブルドーザ                1       

ダンプトラック                5       

路床工  

 

タイヤローラ                1 1      

バックホウ                1 1      

ブルドーザ                1 1      

モーターグレーダ                1 1      

ダンプトラック                5 5      

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー                 1 1 1    

タイヤローラ                 1 1 1    

ディストリビュータ                 1 1 1    

マカダムローラ                 1 1 1    

モーターグレーダ                 1 1 1    

散水車                 1 1 1    

振動ローラ                 1 1 1    

路面切削機                 1 1 1    

路面清掃車                 1 1 1    

グルービング施工機械                 1 1 1    

ダンプトラック                 5 5 5    

コンクリート舗装工  

 

インナーバイブレータ                 1      

クレーン付きトラック                 1      

コンクリートカッタ                 1      

コンクリートフィニッシャー                 1      

コンクリートレベラ                 1      

ジョイントシーラ                 1      

スプレッダ                 1      

タイヤローラ                 1      

マカダムローラ                 1      

モーターグレーダ                 1      

散水車                 1      

振動目地切機                 1      

コンクリートポンプ車                 1      

トラックミキサ                 5      

貯水槽工  

 

コンクリートポンプ車               1 1       

タンパ               1 1       

クレーン付きトラック               1 1       

バックホウ               1 1       

振動ローラ               1 1       

ラフタークレーン               1 1       

油圧式バイブロハンマ               1 1       

トラックミキサ               2 2       

ダンプトラック               1 1       

灯火工  

 クレーン付きトラック               4      4 4 

幹線ダクト設置工  

 バックホウ                2 2 2 2 2   

 クレーン付きトラック                1 1 1 1 1   

 振動ローラ                2 2 2 2 2   

 タンパ                2 2 2 2 2   

 ラフタークレーン                2 2 2 2 2   

 コンクリートポンプ車                1 1 1 1 1   

 トラックミキサ                1 1 1 1 1   

 ダンプトラック                1 1 1 1 1   



 

10.1.1-16 

表 10.1.1-4 (2) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

② 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ          2 2            

大型ブレーカ          2 2            

ダンプトラック          10 10            

土工  

 

タイヤローラ           1            

バックホウ           1            

ブルドーザ           1            

ダンプトラック           5            

路床工  

 

タイヤローラ           1 1           

バックホウ           1 1           

ブルドーザ           1 1           

モーターグレーダ           1 1           

ダンプトラック           5 5           

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー            1 1 1         

タイヤローラ            1 1 1         

ディストリビュータ            1 1 1         

マカダムローラ            1 1 1         

モーターグレーダ            1 1 1         

散水車            1 1 1         

振動ローラ            1 1 1         

路面切削機            1 1 1         

路面清掃車            1 1 1         

グルービング施工機械            1 1 1         

ダンプトラック            5 5 5         

灯火工  

 クレーン付きトラック          4    4 4        

幹線ダクト設置工  

 バックホウ           2 2 2 2         

 クレーン付きトラック           1 1 1 1         

 振動ローラ           2 2 2 2         

 タンパ           2 2 2 2         

 ラフタークレーン           2 2 2 2         

 コンクリートポンプ車           1 1 1 1         

 トラックミキサ           1 1 1 1         

 ダンプトラック           1 1 1 1         

  



 

10.1.1-17 

表 10.1.1-4 (3) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

②' 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ    2 2 2                 

大型ブレーカ    2 2 2                 

ダンプトラック    10 10 10                 

土工  

 

タイヤローラ     1 1 1 1               

バックホウ     1 1 1 1               

ブルドーザ     1 1 1 1               

ダンプトラック     5 5 5 5               

路床工  

 

タイヤローラ        1 1              

バックホウ        1 1              

ブルドーザ        1 1              

モーターグレーダ        1 1              

ダンプトラック        5 5              

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー         1 1 1 1           

タイヤローラ         1 1 1 1           

ディストリビュータ         1 1 1 1           

マカダムローラ         1 1 1 1           

モーターグレーダ         1 1 1 1           

散水車         1 1 1 1           

振動ローラ         1 1 1 1           

路面切削機         1 1 1 1           

路面清掃車         1 1 1 1           

グルービング施工機械         1 1 1 1           

ダンプトラック         5 5 5 5           

貯水槽工  

 

コンクリートポンプ車    1 1                  

タンパ    1 1                  

クレーン付きトラック    1 1                  

バックホウ    1 1                  

振動ローラ    1 1                  

ラフタークレーン    1 1                  

油圧式バイブロハンマ    1 1                  

トラックミキサ    2 2                  

ダンプトラック    1 1                  

灯火工  

 クレーン付きトラック   4          4          

幹線ダクト設置工  

 バックホウ     2 2 2 2 2 2 2 2           

 クレーン付きトラック     1 1 1 1 1 1 1 1           

 振動ローラ     2 2 2 2 2 2 2 2           

 タンパ     2 2 2 2 2 2 2 2           

 ラフタークレーン     2 2 2 2 2 2 2 2           

 コンクリートポンプ車     1 1 1 1 1 1 1 1           

 トラックミキサ     1 1 1 1 1 1 1 1           

 ダンプトラック     1 1 1 1 1 1 1 1           

  



 

10.1.1-18 

表 10.1.1-4 (4) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

③ 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ   2 2                   

大型ブレーカ   2 2                   

ダンプトラック   10 10                   

土工  

 

タイヤローラ    1                   

バックホウ    1                   

ブルドーザ    1                   

ダンプトラック    5                   

路床工  

 

タイヤローラ    1 1                  

バックホウ    1 1                  

ブルドーザ    1 1                  

モーターグレーダ    1 1                  

ダンプトラック    5 5                  

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー      1 1 1               

タイヤローラ      1 1 1               

ディストリビュータ      1 1 1               

マカダムローラ      1 1 1               

モーターグレーダ      1 1 1               

散水車      1 1 1               

振動ローラ      1 1 1               

路面切削機      1 1 1               

路面清掃車      1 1 1               

グルービング施工機械      1 1 1               

ダンプトラック      5 5 5               

貯水槽工  

 

コンクリートポンプ車   1 1                   

タンパ   1 1                   

クレーン付きトラック   1 1                   

バックホウ   1 1                   

振動ローラ   1 1                   

ラフタークレーン   1 1                   

油圧式バイブロハンマ   1 1                   

トラックミキサ   2 2                   

ダンプトラック   1 1                   

灯火工  

 クレーン付きトラック   4      4              

幹線ダクト設置工  

 バックホウ    2 2 2 2 2               

 クレーン付きトラック    1 1 1 1 1               

 振動ローラ    2 2 2 2 2               

 タンパ    2 2 2 2 2               

 ラフタークレーン    2 2 2 2 2               

 コンクリートポンプ車    1 1 1 1 1               

 トラックミキサ    1 1 1 1 1               

 ダンプトラック    1 1 1 1 1               

  



 

10.1.1-19 

表 10.1.1-4 (5) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

③' 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ   2 2                   

大型ブレーカ   2 2                   

ダンプトラック   10 10                   

土工  

 

タイヤローラ    1 1                  

バックホウ    1 1                  

ブルドーザ    1 1                  

ダンプトラック    5 5                  

路床工  

 

タイヤローラ     1                  

バックホウ     1                  

ブルドーザ     1                  

モーターグレーダ     1                  

ダンプトラック     5                  

アスファルト舗装工  

 

タイヤローラ        1 1              

ディストリビュータ        1 1              

マカダムローラ        1 1              

モーターグレーダ        1 1              

散水車        1 1              

振動ローラ        1 1              

路面切削機        1 1              

路面清掃車        1 1              

グルービング施工機械        1 1              

ダンプトラック        5 5              

灯火工  

 クレーン付きトラック   4      4              

幹線ダクト設置工  

 バックホウ    2 2 2 2 2 2              

 クレーン付きトラック    1 1 1 1 1 1              

 振動ローラ    2 2 2 2 2 2              

 タンパ    2 2 2 2 2 2              

 ラフタークレーン    2 2 2 2 2 2              

 コンクリートポンプ車    1 1 1 1 1 1              

 トラックミキサ    1 1 1 1 1 1              

 ダンプトラック    1 1 1 1 1 1              

  



 

10.1.1-20 

表 10.1.1-4 (6) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

④ 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ          2 2            

大型ブレーカ          2 2            

ダンプトラック          10 10            

土工  

 

タイヤローラ           1            

バックホウ           1            

ブルドーザ           1            

ダンプトラック           5            

路床工  

 

タイヤローラ            1           

バックホウ            1           

ブルドーザ            1           

モーターグレーダ            1           

ダンプトラック            5           

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー              1 1        

タイヤローラ              1 1        

ディストリビュータ              1 1        

マカダムローラ              1 1        

モーターグレーダ              1 1        

散水車              1 1        

振動ローラ              1 1        

路面切削機              1 1        

路面清掃車              1 1        

グルービング施工機械              1 1        

ダンプトラック              5 5        

貯水槽工  

 

コンクリートポンプ車          1 1            

タンパ          1 1            

クレーン付きトラック          1 1            

バックホウ          1 1            

振動ローラ          1 1            

ラフタークレーン          1 1            

油圧式バイブロハンマ          1 1            

トラックミキサ          2 2            

ダンプトラック          1 1            

灯火工  

 クレーン付きトラック          4       4      

幹線ダクト設置工  

 バックホウ           2 2 2 2 2        

 クレーン付きトラック           1 1 1 1 1        

 振動ローラ           2 2 2 2 2        

 タンパ           2 2 2 2 2        

 ラフタークレーン           2 2 2 2 2        

 コンクリートポンプ車           1 1 1 1 1        

 トラックミキサ           1 1 1 1 1        

 ダンプトラック           1 1 1 1 1        

  



 

10.1.1-21 

表 10.1.1-4 (7) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

④' 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ              2         

大型ブレーカ              2         

ダンプトラック              10         

土工  

 

タイヤローラ              1 1        

バックホウ              1 1        

ブルドーザ              1 1        

ダンプトラック              5 5        

路床工  

 

タイヤローラ               1        

バックホウ               1        

ブルドーザ               1        

モーターグレーダ               1        

ダンプトラック               5        

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー                1       

タイヤローラ                1       

ディストリビュータ                1       

マカダムローラ                1       

モーターグレーダ                1       

散水車                1       

振動ローラ                1       

路面切削機                1       

路面清掃車                1       

グルービング施工機械                1       

ダンプトラック                5       

灯火工  

 クレーン付きトラック              4   4      

幹線ダクト設置工  

 バックホウ              2 2 2       

 クレーン付きトラック              1 1 1       

 振動ローラ              2 2 2       

 タンパ              2 2 2       

 ラフタークレーン              2 2 2       

 コンクリートポンプ車              1 1 1       

 トラックミキサ              1 1 1       

 ダンプトラック              1 1 1       

 

  



 

10.1.1-22 

表 10.1.1-4 (8) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑤ 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ                  2 2    

大型ブレーカ                  2 2    

ダンプトラック                  10 10    

土工  

 

タイヤローラ                   1    

バックホウ                   1    

ブルドーザ                   1    

ダンプトラック                   5    

路床工  

 

タイヤローラ                   1 1   

バックホウ                   1 1   

ブルドーザ                   1 1   

モーターグレーダ                   1 1   

ダンプトラック                   5 5   

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー                     1 1 1

タイヤローラ                     1 1 1

ディストリビュータ                     1 1 1

マカダムローラ                     1 1 1

モーターグレーダ                     1 1 1

散水車                     1 1 1

振動ローラ                     1 1 1

路面切削機                     1 1 1

路面清掃車                     1 1 1

グルービング施工機械                     1 1 1

ダンプトラック                     5 5 5

貯水槽工  

 

コンクリートポンプ車                  1 1    

タンパ                  1 1    

クレーン付きトラック                  1 1    

バックホウ                  1 1    

振動ローラ                  1 1    

ラフタークレーン                  1 1    

油圧式バイブロハンマ                  1 1    

トラックミキサ                  2 2    

ダンプトラック                  1 1    

灯火工  

 クレーン付きトラック                  4     

幹線ダクト設置工  

 バックホウ                   2 2   

 クレーン付きトラック                   1 1   

 振動ローラ                   2 2   

 タンパ                   2 2   

 ラフタークレーン                   2 2   

 コンクリートポンプ車                   1 1   

 トラックミキサ                   1 1   

 ダンプトラック                   1 1   

  



 

10.1.1-23 

表 10.1.1-4 (9) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑤' 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ                2 2      

大型ブレーカ                2 2      

ダンプトラック                10 10      

土工  

 

タイヤローラ                 1 1 1    

バックホウ                 1 1 1    

ブルドーザ                 1 1 1    

ダンプトラック                 5 5 5    

路床工  

 

タイヤローラ                   1    

バックホウ                   1    

ブルドーザ                   1    

モーターグレーダ                   1    

ダンプトラック                   5    

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー                    1 1 1 

タイヤローラ                    1 1 1 

ディストリビュータ                    1 1 1 

マカダムローラ                    1 1 1 

モーターグレーダ                    1 1 1 

散水車                    1 1 1 

振動ローラ                    1 1 1 

路面切削機                    1 1 1 

路面清掃車                    1 1 1 

グルービング施工機械                    1 1 1 

ダンプトラック                    5 5 5 

貯水槽工  

 

コンクリートポンプ車                1 1      

タンパ                1 1      

クレーン付きトラック                1 1      

バックホウ                1 1      

振動ローラ                1 1      

ラフタークレーン                1 1      

油圧式バイブロハンマ                1 1      

トラックミキサ                2 2      

ダンプトラック                1 1      

灯火工  

 クレーン付きトラック                       

幹線ダクト設置工  

 バックホウ                 2 2 2 2 2 2 2

 クレーン付きトラック                 1 1 1 1 1 1 1

 振動ローラ                 2 2 2 2 2 2 2

 タンパ                 2 2 2 2 2 2 2

 ラフタークレーン                 2 2 2 2 2 2 2

 コンクリートポンプ車                 1 1 1 1 1 1 1

 トラックミキサ                 1 1 1 1 1 1 1

 ダンプトラック                 1 1 1 1 1 1 1

  



 

10.1.1-24 

表 10.1.1-4 (10) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑥ 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 
大型ブレーカ                2 2      

ダンプトラック                10 10      

土工  

 

タイヤローラ                 1      

バックホウ                 1      

ブルドーザ                 1      

ダンプトラック                 5      

路床工  

 

タイヤローラ                 1      

バックホウ                 1      

ブルドーザ                 1      

モーターグレーダ                 1      

ダンプトラック                 5      

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー                   1 1   

タイヤローラ                   1 1   

ディストリビュータ                   1 1   

マカダムローラ                   1 1   

モーターグレーダ                   1 1   

散水車                   1 1   

振動ローラ                   1 1   

路面切削機                   1 1   

路面清掃車                   1 1   

グルービング施工機械                   1 1   

ダンプトラック                   5 5   

灯火工  

 クレーン付きトラック                4     4  

幹線ダクト設置工  

 バックホウ                 2 2 2 2   

 クレーン付きトラック                 1 1 1 1   

 振動ローラ                 2 2 2 2   

 タンパ                 2 2 2 2   

 ラフタークレーン                 2 2 2 2   

 コンクリートポンプ車                 1 1 1 1   

 トラックミキサ                 1 1 1 1   

 ダンプトラック                 1 1 1 1   

  



 

10.1.1-25 

表 10.1.1-4 (11) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑥' 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ           2            

大型ブレーカ           2            

ダンプトラック           10            

土工  

 

タイヤローラ           1 1 1          

バックホウ           1 1 1          

ブルドーザ           1 1 1          

ダンプトラック           5 5 5          

路床工  

 

タイヤローラ             1          

バックホウ             1          

ブルドーザ             1          

モーターグレーダ             1          

ダンプトラック             5          

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー              1 1 1       

タイヤローラ              1 1 1       

ディストリビュータ              1 1 1       

マカダムローラ              1 1 1       

モーターグレーダ              1 1 1       

散水車              1 1 1       

振動ローラ              1 1 1       

路面切削機              1 1 1       

路面清掃車              1 1 1       

グルービング施工機械              1 1 1       

ダンプトラック              5 5 5       

貯水槽工  

 

コンクリートポンプ車           1            

タンパ           1            

クレーン付きトラック           1            

バックホウ           1            

振動ローラ           1            

ラフタークレーン           1            

油圧式バイブロハンマ           1            

トラックミキサ           2            

ダンプトラック           1            

灯火工  

 クレーン付きトラック          4       4 4     

幹線ダクト設置工  

 バックホウ           2 2 2 2 2 2       

 クレーン付きトラック           1 1 1 1 1 1       

 振動ローラ           2 2 2 2 2 2       

 タンパ           2 2 2 2 2 2       

 ラフタークレーン           2 2 2 2 2 2       

 コンクリートポンプ車           1 1 1 1 1 1       

 トラックミキサ           1 1 1 1 1 1       

 ダンプトラック           1 1 1 1 1 1       

  



 

10.1.1-26 

表 10.1.1-4 (12) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑦ 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ         2 2             

大型ブレーカ         2 2             

ダンプトラック         10 10             

土工  

 

タイヤローラ          1             

バックホウ          1             

ブルドーザ          1             

ダンプトラック          5             

路床工  

 

タイヤローラ           1            

バックホウ           1            

ブルドーザ           1            

モーターグレーダ           1            

ダンプトラック           5            

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー             1 1         

タイヤローラ             1 1         

ディストリビュータ             1 1         

マカダムローラ             1 1         

モーターグレーダ             1 1         

散水車             1 1         

振動ローラ             1 1         

路面切削機             1 1         

路面清掃車             1 1         

グルービング施工機械             1 1         

ダンプトラック             5 5         

灯火工  

 クレーン付きトラック         4      4 4       

幹線ダクト設置工  

 バックホウ          2 2 2 2 2         

 クレーン付きトラック          1 1 1 1 1         

 振動ローラ          2 2 2 2 2         

 タンパ          2 2 2 2 2         

 ラフタークレーン          2 2 2 2 2         

 コンクリートポンプ車          1 1 1 1 1         

 トラックミキサ          1 1 1 1 1         

 ダンプトラック          1 1 1 1 1         

  



 

10.1.1-27 

表 10.1.1-4 (13) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑦' 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ   2 2                   

大型ブレーカ   2 2                   

ダンプトラック   10 10                   

土工  

 

タイヤローラ    1 1                  

バックホウ    1 1                  

ブルドーザ    1 1                  

ダンプトラック    5 5                  

路床工  

 

タイヤローラ     1                  

バックホウ     1                  

ブルドーザ     1                  

モーターグレーダ     1                  

ダンプトラック     5                  

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー      1 1                

タイヤローラ      1 1                

ディストリビュータ      1 1                

マカダムローラ      1 1                

モーターグレーダ      1 1                

散水車      1 1                

振動ローラ      1 1                

路面切削機      1 1                

路面清掃車      1 1                

グルービング施工機械      1 1                

ダンプトラック      5 5                

貯水槽工  

 

コンクリートポンプ車   1 1                   

タンパ   1 1                   

クレーン付きトラック   1 1                   

バックホウ   1 1                   

振動ローラ   1 1                   

ラフタークレーン   1 1                   

油圧式バイブロハンマ   1 1                   

トラックミキサ   2 2                   

ダンプトラック   1 1                   

共同溝改築工                       

 

コンクリートポンプ車   1 1 1 1 1 1 1 1             

タンパ   1 1 1 1 1 1 1 1             

クレーン付きトラック   1 1 1 1 1 1 1 1             

バックホウ   1 1 1 1 1 1 1 1             

振動ローラ   1 1 1 1 1 1 1 1             

ラフタークレーン   1 1 1 1 1 1 1 1             

油圧式バイブロハンマ   1 1 1 1 1 1 1 1             

トラックミキサ   2 2 2 2 2 2 2 2             

ダンプトラック   1 1 1 1 1 1 1 1             

灯火工  

 クレーン付きトラック   4      4              

幹線ダクト設置工  

 バックホウ    2 2 2 2 2               

 クレーン付きトラック    1 1 1 1 1               

 振動ローラ    2 2 2 2 2               

 タンパ    2 2 2 2 2               

 ラフタークレーン    2 2 2 2 2               

 コンクリートポンプ車    1 1 1 1 1               

 トラックミキサ    1 1 1 1 1               

 ダンプトラック    1 1 1 1 1               

  



 

10.1.1-28 

表 10.1.1-4 (14) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑧ 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ   2 2                   

大型ブレーカ   2 2                   

ダンプトラック   10 10                   

土工  

 

タイヤローラ    1                   

バックホウ    1                   

ブルドーザ    1                   

ダンプトラック    5                   

路床工  

 

タイヤローラ    1 1                  

バックホウ    1 1                  

ブルドーザ    1 1                  

モーターグレーダ    1 1                  

ダンプトラック    5 5                  

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー     1 1 1                

タイヤローラ     1 1 1                

ディストリビュータ     1 1 1                

マカダムローラ     1 1 1                

モーターグレーダ     1 1 1                

散水車     1 1 1                

振動ローラ     1 1 1                

路面切削機     1 1 1                

路面清掃車     1 1 1                

グルービング施工機械     1 1 1                

ダンプトラック     5 5 5                

貯水槽工  

 

コンクリートポンプ車   1 1                   

タンパ   1 1                   

クレーン付きトラック   1 1                   

バックホウ   1 1                   

振動ローラ   1 1                   

ラフタークレーン   1 1                   

油圧式バイブロハンマ   1 1                   

トラックミキサ   2 2                   

ダンプトラック   1 1                   

灯火工  

 クレーン付きトラック   4     4               

幹線ダクト設置工  

 バックホウ    2 2 2 2                

 クレーン付きトラック    1 1 1 1                

 振動ローラ    2 2 2 2                

 タンパ    2 2 2 2                

 ラフタークレーン    2 2 2 2                

 コンクリートポンプ車    1 1 1 1                

 トラックミキサ    1 1 1 1                

 ダンプトラック    1 1 1 1                

  



 

10.1.1-29 

表 10.1.1-4 (15) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑧' 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ    2 2 2                 

大型ブレーカ    2 2 2                 

ダンプトラック    10 10 10                 

土工  

 

タイヤローラ     1 1 1                

バックホウ     1 1 1                

ブルドーザ     1 1 1                

ダンプトラック     5 5 5                

路床工  

 

タイヤローラ       1 1               

バックホウ       1 1               

ブルドーザ       1 1               

モーターグレーダ       1 1               

ダンプトラック       5 5               

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー         1 1 1            

タイヤローラ         1 1 1            

ディストリビュータ         1 1 1            

マカダムローラ         1 1 1            

モーターグレーダ         1 1 1            

散水車         1 1 1            

振動ローラ         1 1 1            

路面切削機         1 1 1            

路面清掃車         1 1 1            

グルービング施工機械         1 1 1            

ダンプトラック         5 5 5            

貯水槽工  

 

コンクリートポンプ車    1 1 1                 

タンパ    1 1 1                 

クレーン付きトラック    1 1 1                 

バックホウ    1 1 1                 

振動ローラ    1 1 1                 

ラフタークレーン    1 1 1                 

油圧式バイブロハンマ    1 1 1                 

トラックミキサ    2 2 2                 

ダンプトラック    1 1 1                 

灯火工  

 クレーン付きトラック   4          4          

幹線ダクト設置工  

 バックホウ     2 2 2 2 2 2 2            

 クレーン付きトラック     1 1 1 1 1 1 1            

 振動ローラ     2 2 2 2 2 2 2            

 タンパ     2 2 2 2 2 2 2            

 ラフタークレーン     2 2 2 2 2 2 2            

 コンクリートポンプ車     1 1 1 1 1 1 1            

 トラックミキサ     1 1 1 1 1 1 1            

 ダンプトラック     1 1 1 1 1 1 1            

  



 

10.1.1-30 

表 10.1.1-4 (16) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑨ 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ         2 2             

大型ブレーカ         2 2             

ダンプトラック         10 10             

土工  

 

タイヤローラ          1             

バックホウ          1             

ブルドーザ          1             

ダンプトラック          5             

路床工  

 

タイヤローラ           1            

バックホウ           1            

ブルドーザ           1            

モーターグレーダ           1            

ダンプトラック           5            

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー            1 1          

タイヤローラ            1 1          

ディストリビュータ            1 1          

マカダムローラ            1 1          

モーターグレーダ            1 1          

散水車            1 1          

振動ローラ            1 1          

路面切削機            1 1          

路面清掃車            1 1          

グルービング施工機械            1 1          

ダンプトラック            5 5          

灯火工  

 クレーン付きトラック         4     4         

幹線ダクト設置工  

 バックホウ          2 2 2 2          

 クレーン付きトラック          1 1 1 1          

 振動ローラ          2 2 2 2          

 タンパ          2 2 2 2          

 ラフタークレーン          2 2 2 2          

 コンクリートポンプ車          1 1 1 1          

 トラックミキサ          1 1 1 1          

 ダンプトラック          1 1 1 1          

  



 

10.1.1-31 

表 10.1.1-4 (17) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

⑩ 

工 

区 

既設舗装版撤去工  

 

バックホウ              2         

大型ブレーカ              2         

ダンプトラック              10         

土工  

 

タイヤローラ              1 1        

バックホウ              1 1        

ブルドーザ              1 1        

ダンプトラック              5 5        

路床工  

 

タイヤローラ               1        

バックホウ               1        

ブルドーザ               1        

モーターグレーダ               1        

ダンプトラック               5        

アスファルト舗装工  

 

アスファルトフィニッシャー                1       

タイヤローラ                1       

ディストリビュータ                1       

マカダムローラ                1       

モーターグレーダ                1       

散水車                1       

振動ローラ                1       

路面切削機                1       

路面清掃車                1       

グルービング施工機械                1       

ダンプトラック                5       

コンクリート舗装工  

 

インナーバイブレータ               1        

クレーン付きトラック               1        

コンクリートカッタ               1        

コンクリートフィニッシャー               1        

コンクリートレベラ               1        

ジョイントシーラ               1        

スプレッダ               1        

タイヤローラ               1        

マカダムローラ               1        

モーターグレーダ               1        

散水車               1        

振動目地切機               1        

コンクリートポンプ車               1        

トラックミキサ               5        

灯火工  

 クレーン付きトラック                       

幹線ダクト設置工  

 バックホウ              2 2 2 2 2     

 クレーン付きトラック              1 1 1 1 1     

 振動ローラ              2 2 2 2 2     

 タンパ              2 2 2 2 2     

 ラフタークレーン              2 2 2 2 2     

 コンクリートポンプ車              1 1 1 1 1     

 トラックミキサ              1 1 1 1 1     

 ダンプトラック              1 1 1 1 1     
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表 10.1.1-4 (18) 想定する建設機械稼働台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

施工順序（Phase） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

そ

の

他 

転移表面抵触物件改修  

 

クレーン付きトラック                       

タンパ                       

ラフタークレーン  1 1 1                   

バックホウ                       

合計  1 157 275 241 204 171 149 182 216 257 161 153 220 192 204 192 122 153 98 62 54 30
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表 10.1.1-5 (1) 想定する資材等運搬車両走行台数（昼間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

土木工  

 

アジテータ車 大型車    12 12 12 12 9 6 6 15 9 6 9 6 9 12 12 9 9 3 3 3

セミトレーラー 大型車    4 4 4 4 3 2 2 5 3 2 3 2 3 4 4 3 3 1 1 1

ダンプトラック 大型車    4 4 4 4 3 2 2 5 3 2 3 2 3 4 4 3 3 1 1 1

トラッククレーン 大型車    4 4 4 4 3 2 2 5 3 2 3 2 3 4 4 3 3 1 1 1

通勤車両 小型車    8 8 8 8 6 4 4 10 6 4 6 4 6 8 8 6 6 2 2 2

灯火工  

 通勤車両 小型車   48  32 32 24 24 80 32 8 48 56 56 32 48 40 32 32 24 24 16 8

受配電所増改築工  

 

アジテータ車 大型車       25 25               

セミトレーラー 大型車   1                    

ダンプトラック 大型車  5    11 6 11 13              

通勤車両 小型車 5 5 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8          

転移表面抵触物件改修  

 
セミトレーラー 大型車         1 1 1            

通勤車両 小型車         2 2 2            

 

表 10.1.1-5 (2) 想定する資材等運搬車両走行日数（昼間） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

土木工   

 

アジテータ車 大型車    16 18 18 18 18 16 10 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 1

セミトレーラー 大型車    16 18 18 18 18 16 10 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 1

ダンプトラック 大型車    16 18 18 18 18 16 10 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 1

トラッククレーン 大型車    16 18 18 18 18 16 10 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 1

通勤車両 小型車    16 18 18 18 18 16 10 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 1

灯火工  

 通勤車両 小型車   7  13 13 14 18 10 9 5 15 15 11 14 17 17 18 16 14 10 4 18

受配電所増改築工  

 

アジテータ車 大型車       1 2               

セミトレーラー 大型車   2                    

ダンプトラック 大型車  1    12 12 12 12              

通勤車両 小型車 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20          

転移表面抵触物件改修  

 
セミトレーラー 大型車         18 18 18            

通勤車両 小型車         18 18 18            
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表 10.1.1-6 (1) 想定する資材等運搬車両走行台数（夜間・1 日あたり） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

土木工  

  

  

  

アジテータ車 大型車   8 12 6 4 2 2 2 4 4    7 4 7 2 2     

セミトレーラー 大型車   12 24 16 11 7 6 9 14 16 6 5 10 10 13 11 5 9 3 2 2 1 

ダンプトラック 大型車   44 96 68 47 31 26 41 62 72 30 25 50 41 57 46 21 41 15 10 10 5 

トラッククレーン 大型車               1  1       

通勤車両 小型車   24 48 32 22 14 12 18 28 32 12 10 20 20 26 22 10 18 6 4 4 2 

灯火工  

 通勤車両 小型車   48     8 40 24   16 24 24 16 24 16   16 8  

幹線ダクト設置工  

 

アジテータ車 大型車    4 6 6 6 5 3 4 7 6 5 6 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

セミトレーラー 大型車    4 6 6 6 5 3 4 7 6 5 6 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

ダンプトラック 大型車    4 6 6 6 5 3 4 7 6 5 6 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

トラッククレーン 大型車    4 6 6 6 5 3 4 7 6 5 6 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

通勤車両 小型車    16 24 24 24 20 12 16 28 24 20 24 16 16 16 16 16 16 4 4 4 

転移表面抵触物件改修  

 通勤車両 小型車  5 5 5                    

 

表 10.1.1-6 (2) 想定する資材等運搬車両走行日数（夜間） 

年 1 年目 2 年目 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

土木工   

  

  

  

アジテータ車 大型車   1 1 1 1 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1     

セミトレーラー 大型車   18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 14 10 14 16 17 18 15 12 14 14 1 

ダンプトラック 大型車   18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 14 10 14 16 17 18 15 12 14 14 1 

トラッククレーン 大型車               1  1       

通勤車両 小型車   18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 14 10 14 16 17 18 15 12 14 14 1 

灯火工  

 通勤車両 小型車   5     5 5 4   1 3 7 5 4 4   5 14  

幹線ダクト設置工  

 

アジテータ車 大型車    18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

セミトレーラー 大型車    18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

ダンプトラック 大型車    18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

トラッククレーン 大型車    18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

通勤車両 小型車    18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

転移表面抵触物件改修  

 通勤車両 小型車  20 20 20                    
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 (8) 工事中の排水計画 

空港内には複数の排水区が設けられており、空港における雨水排水は排水区ごとに集

約のうえ、排水口からの排水を行っている。 

造成等の施工中の降雨により発生する濁水は、空港内に設けられている排水施設を経

由し、雨水排水と合わせて図 10.1.1-5 に示す各排水区に応じた排水位置から海域へ排

水することを想定する。 

 

 

図 10.1.1-5 雨水排水施設位置図 

 

 (9) 施工上の諸対策 

工事計画の策定に当たり、環境配慮の観点から施工上の諸対策を検討した結果、以下

の対策を実施することにした。 

なお、これらは工事中の環境影響に係る予測において、予測の前提として見込むこと

とした。 

 

 排出ガス対策型が普及している建設機械については、これを使用する。 

 低騒音型・超低騒音型が普及している建設機械については、これを使用する。 

 沿道の粉じん等の対策として、資材等運搬車両等のタイヤに付着した泥、土等の

飛散を防止するために、タイヤ洗浄施設等を設置する。 

 裸地となる部分は、アスファルト乳剤の散布等の発生源対策を行う。 

 発生する建設副産物は、産業廃棄物処理業者に委託し、再資源化に努める。 
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10.1.2. 飛行場の存在及び供用 

 (1) 空港内施設配置 

中部国際空港代替滑走路事業の施設配置図は図 10.1.2-1 に示すとおりである。 

代替滑走路は、現在の A 平行誘導路を改修して整備する。またそれに伴い、航空灯火、

排水施設等、必要とされる施設の整備を行う。エプロン（駐機場）や旅客ターミナルビ

ルは、既存施設をそのまま使用するため、位置・規模の変更は生じない。 

 

 

図 10.1.2-1 施設配置図 

 

 (2) 緑化計画 

本事業は現在の A 平行誘導路を改修して代替滑走路を整備する事業であるため、現況

からの変化はほとんどない。 
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 (3) 排水計画 

中部国際空港からの排水は、現在と同様に、生活排水と雨水排水をそれぞれ別々に排

水する分流方式を採用することを想定している。 

 1) 生活排水 

旅客ターミナルビル等の空港施設内から発生する施設排水については、現状と同様に

公共用下水道に接続し処理する。 

 2) 雨水排水 

現在の空港区域内の雨水排水は、周囲の海域へ放流しており、代替滑走路においても、

現在の空港区域と同様に海域に放流する予定である。 

 

 (4) 廃棄物処理計画 

現在、空港島内にリサイクルセンターを設置し、空港施設内で発生する一般廃棄物の

収集・分別による減容化、機内取り卸しゴミの分別などを行っている。滑走路の整備後

も同様に予定している。 

 

 (5) 航空機の運航 

 1) 運航機材 

航空機の運航による影響を予測・評価するために、想定した主な運航機材は表 

10.1.2-1 に示すとおりである。 

なお、現況推計では、運航数が少ない機材やプライベート機等の航空機型式別のデー

タが航空機騒音予測の「国土交通省モデル」に含まれない機材は、同クラスの別機材に

代替して設定した。事業実施後の予測では、今後、現況の就航機材よりも一層環境への

負荷が少ない機材が就航することも考えられるが、予測に用いる航空機型式別のデータ

は現在就航している主要機材に限って整備しているため、事業実施後の予測においても

現況で就航している機材のデータを使用することとした。 
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表 10.1.2-1 想定した主な運航機材 

機材クラス 
現況 

（2019 年度） 
事業実施後 

備考 
（航空機名称） 

大型ジェット機 A388 A388 エアバス A380-800 

 B77W B77W ボーイング 777-300ER 

 B773 B773 ボーイング 777-300 

 B772 B772 ボーイング 777-200 

 B744 B744 ボーイング 747-400 

 B748 B748 ボーイング 747-8F 

中型ジェット機 B788 B788 ボーイング 787-8 

 B789 B789 ボーイング 787-9 

 A333 A333 エアバス A330-300 

 B763 B763 ボーイング 767-300 

小型ジェット機 A320 A320 エアバス A320-200 

 A321 A321 エアバス A321-200 

 A20N A20N エアバス A320-200neo 

 A21N A21N エアバス A321-200neo 

 B735 B735 ボーイング 737-500 

 B738 B738 ボーイング 737-800 

 E170 E170 エンブラエル ERJ170 

 CRJ7 CRJ7 ボンバルディア CL-600-2C10  

プロペラ機 A36 A36 ビーチ A36 

 BE58 BE58 ビーチ 58 

 DH8D DH8D ボンバルディア DHC-8-400 

 SF34 SF34 サーブ 340 

回転翼機 A109 A109 アグスタ A109 

 
AS50 AS50 エアバス・ヘリコプターズ 

AS350 

 
AS65 AS65 エアバス・ヘリコプターズ 

AS365 

 B412 B412 ベル 412 

 BK17 BK17 川崎 BK117 

 S76 S76 シコルスキー S-76 

注）航空機名称は「日本航空機全集」（発行：鳳文書林出版販売株式会社）による。 
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 2) 空港運用時間 

現在、中部国際空港は 24 時間運用が可能な海上空港であるが、メンテナンス作業中

や、実施せざるを得ない現滑走路の大規模補修を行う間、航空機の発着ができなくなる。 

事業実施後は、完全 24 時間運用が実現された時点を想定した。 

 

 3) 航空機発着回数 

  ｱ. 概要 

中部国際空港の現況及び事業実施後の日発着回数は、表 10.1.2-2 に示すとおり想定

した。 

現況については、コロナ禍による影響が生じていない 2019 年度の運航実績とした。 

事業実施後については、新型コロナウイルス感染症収束後の 1 日当たり発着回数を、

2019 年度以前の利用実績を基に想定することとした。新型コロナウイルス感染症の影響

を受ける前の 2019 年度以前の 1 日当たり発着回数の最大値（2020 年 1 月 4 日（土）の

365 回（台風の影響は除く））を基に、その日以降の深夜早朝時間帯における発着回数の

増分（4 回）を加えることにより、環境影響が最も大きくなる 1 日当たり発着回数（369

回）を想定した。 

事業実施後の発着回数想定の内訳は、国際線・国内線については現況の内訳と同じ割

合となるよう発着回数を設定した。ただし、飛行訓練（周回飛行）及び回転翼機につい

ては、事業実施後も現況と同程度の発着回数を想定した。 

なお、内訳の値が整数となっていないが、これは現況と事業実施後ともに年間発着回

数から１日当たり発着回数を算出しているためである。 

 

表 10.1.2-2 日発着回数（概要） 

単位：回/日 

区分 

現況 事業実施後 

7:00～ 
19:00 

19:00～ 
22:00 

22:00～ 
7:00 

7:00～ 
19:00 

19:00～ 
22:00 

22:00～ 
7:00 

国際線  93.5 21.5 10.1 111.3 25.6 16.0 
国内線 139.7 31.6  7.3 165.9 37.6  8.7 

飛行訓練（周回飛行）   1.6  0.0  0.3   1.6  0.0  0.3 
回転翼機   1.9  0.1  0.0   1.9  0.1  0.0 

合計 
236.7 53.2 17.8 280.6 63.3 25.1 

307.8 369.0 

注 1）「飛行訓練（周回飛行）」はその実施回数を示している。1 回の実施につき複数回の離着陸が行わ

れており、予測においてはその影響を考慮している。 

注 2）0.0 は、0.05 未満であることを示す。 
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  ｲ. 機材別・時間帯別発着回数 

 (ｱ) 国際線 

中部国際空港における国際線の時間帯別発着回数は、表 10.1.2-3 及び表 10.1.2-4

に示すとおりとした。なお、機材別に整理した時間帯別発着回数は準備書（本編）参考

資料に示す。 

 

表 10.1.2-3 現況の 1 日あたりの時間帯別発着回数（国際線） 

離着陸 
滑走路 
方向 

経路 
番号 

時間帯別発着回数（回/日） 
07:00～ 
19:00 

19:00～ 
22:00 

22:00～ 
07:00 

T/O 18 13 0.4495 0.5234 0.2291 
T/O 18 14 0.0825 0.0273 0.0110 
T/O 18 15 5.9888 1.0517 0.1700 
T/O 18 16 0.5281 0.0009 0.0019 
T/O 18 17 9.8914 1.1528 0.3238 
T/O 18 19 － － 0.0281 
T/O 18 20 － － 0.0703 
T/O 18 21 － － 0.5442 
T/O 18 22 － － 0.5025 
T/O 18 23 － － 0.2382 
T/O 36 42 1.1696 0.0321 0.0136 
T/O 36 43 0.7449 1.0124 0.4257 
T/O 36 44 0.1546 0.0437 0.0170 
T/O 36 45 11.0752 1.9227 0.3170 
T/O 36 47 18.7349 2.1756 0.6112 
T/O 36 49 － － 0.2964 
T/O 36 50 － － 1.0241 
T/O 36 51 － － 0.9611 
T/O 36 52 － － 0.3215 
L/D 18 1 0.5300 0.0009 0.0019 
L/D 18 2 7.5923 2.6888 0.1033 
L/D 18 3 0.2958 0.1451 0.0140 
L/D 18 4 5.7843 1.7539 0.4250 
L/D 18 6 0.5328 0.0526 0.0099 
L/D 18 7 0.7850 0.0754 0.0081 
L/D 18 8 － － 0.0360 
L/D 18 9 － － 0.0009 
L/D 18 10 － － 0.2958 
L/D 18 11 － － 0.4902 
L/D 18 12 － － 0.0133 
L/D 36 24 0.9973 0.0018 0.0036 
L/D 36 27 0.4846 0.1303 0.0006 
L/D 36 28 13.8028 4.9296 0.1939 
L/D 36 29 0.2195 0.0841 0.0140 
L/D 36 30 11.2223 3.4896 0.8121 
L/D 36 33 1.0959 0.1078 0.0221 
L/D 36 35 1.0562 0.0999 0.0089 
L/D 36 36 0.3278 0.0331 0.0029 
L/D 36 38 － － 0.5567 
L/D 36 39 － － 0.9224 
L/D 36 40 － － 0.0839 
L/D 36 41 － － 0.0107 

合 計 93.5464 21.5355 10.1366 
注 1）離着陸について、「T/O」は離陸、「L/D」は着陸を示す。 
注 2）滑走路方向について、「36」は南側から着陸、北側に向かって離陸すること（北向き運用）、「18」

は北側から着陸、南側に向かって離陸すること（南向き運用）を示す。 
注 3）経路番号は図 10.1.2-2 (1)～図 10.1.2-3 (2)に示す経路番号に対応している。 
注 4）「―」は運航なしを示す。  
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表 10.1.2-4 事業実施後の 1 日あたりの時間帯別発着回数（国際線） 

離着陸 
滑走路 
方向 

経路 
番号 

時間帯別発着回数（回/日） 
07:00～ 
19:00 

19:00～ 
22:00 

22:00～ 
07:00 

T/O 18 13 0.5325 0.6230 0.2715 
T/O 18 14 0.0975 0.0322 0.0128 
T/O 18 15 7.1310 1.2509 0.2016 
T/O 18 16 0.6283 0.0009 0.0021 
T/O 18 17 11.7845 1.3731 0.3845 
T/O 18 19 － － 0.0742 
T/O 18 20 － － 0.1856 
T/O 18 21 － － 0.6468 
T/O 18 22 － － 0.5976 
T/O 18 23 － － 0.8329 
T/O 36 42 1.3907 0.0377 0.0154 
T/O 36 43 0.8822 1.2050 0.5050 
T/O 36 44 0.1828 0.0516 0.0198 
T/O 36 45 13.1878 2.2870 0.3760 
T/O 36 47 22.3205 2.5913 0.7258 
T/O 36 49 － － 0.8678 
T/O 36 50 － － 1.2171 
T/O 36 51 － － 1.2081 
T/O 36 52 － － 1.1049 
L/D 18 1 0.6306 0.0011 0.0021 
L/D 18 2 9.0457 3.2039 0.1228 
L/D 18 3 0.3521 0.1729 0.0166 
L/D 18 4 6.8852 2.0876 0.5050 
L/D 18 6 0.5988 0.0603 0.0104 
L/D 18 7 0.9249 0.0892 0.0093 
L/D 18 8 － － 0.0377 
L/D 18 9 － － 0.0009 
L/D 18 10 － － 0.3525 
L/D 18 11 － － 1.2749 
L/D 18 12 － － 0.0153 
L/D 36 24 1.1866 0.0021 0.0039 
L/D 36 27 0.5775 0.1553 0.0006 
L/D 36 28 16.4452 5.8739 0.2305 
L/D 36 29 0.2612 0.1002 0.0166 
L/D 36 30 13.3581 4.1538 0.9651 
L/D 36 33 1.2198 0.1227 0.0229 
L/D 36 35 1.2575 0.1191 0.0106 
L/D 36 36 0.3901 0.0395 0.0034 
L/D 36 38 － － 0.6633 
L/D 36 39 － － 2.3992 
L/D 36 40 － － 0.0887 
L/D 36 41 － － 0.0128 

合 計 111.2711 25.6343 16.0148 

注 1）離着陸について、「T/O」は離陸、「L/D」は着陸を示す。 

注 2）滑走路方向について、「36」は南側から着陸、北側に向かって離陸すること（北向き運用）、「18」

は北側から着陸、南側に向かって離陸すること（南向き運用）を示す。 
注 3）経路番号は図 10.1.2-4 (1)～図 10.1.2-5 (2)に示す経路番号に対応している。 

注 4）「―」は運航なしを示す。 
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 (ｲ) 国内線 

中部国際空港における国内線の時間帯別発着回数は、表 10.1.2-5 (1)～(2)及び表 

10.1.2-6 に示すとおりとした。なお、機材別に整理した時間帯別発着回数は準備書（本

編）参考資料に示す。 

 

表 10.1.2-5 (1) 現況の 1 日あたりの時間帯別発着回数（国内線） 

離着陸 
滑走路 
方向 

経路 
番号 

時間帯別発着回数（回/日） 
07:00～ 
19:00 

19:00～ 
22:00 

22:00～ 
07:00 

T/O 18 13 2.6461 0.4200 0.0673 
T/O 18 15 8.6710 0.7414 0.3512 
T/O 18 16 7.1889 0.6656 0.0019 
T/O 18 17 6.1125 0.8191 0.0081 
T/O 18 18 2.7119 0.3783 0.0010 
T/O 18 19 － － 0.0009 
T/O 18 21 － － 0.0114 
T/O 18 22 － － 0.0929 
T/O 18 23 － － 0.0427 
T/O 36 43 4.9601 0.7873 0.1262 
T/O 36 45 16.1880 1.2333 0.6606 
T/O 36 46 13.7202 1.2775 0.0036 
T/O 36 47 11.6323 1.7034 0.0156 
T/O 36 48 4.9312 0.6899 0.0022 
T/O 36 49 － － 0.0018 
T/O 36 50 － － 0.0214 
T/O 36 51 － － 0.1748 
T/O 36 52 － － 0.0803 
L/D 18 1 5.5318 1.8008 0.4247 
L/D 18 2 0.1678 0.0567 0.0049 
L/D 18 3 5.0714 1.8343 0.3030 
L/D 18 4 4.7575 1.6893 0.3038 
L/D 18 5 1.5899 0.5894 0.0937 
L/D 18 6 3.0672 1.4236 0.1297 
L/D 18 7 0.9709 0.5538 0.0960 
L/D 18 9 － － 0.1460 
L/D 18 10 － － 0.0057 
L/D 18 11 － － 0.3546 
L/D 18 12 － － 0.1062 
L/D 36 24 5.9202 1.9272 0.4545 
L/D 36 25 4.2144 1.3719 0.3235 
L/D 36 26 0.3011 0.0980 0.0231 
L/D 36 27 0.1582 0.0332 0.0059 
L/D 36 28 0.0592 0.0218 0.0049 
L/D 36 29 6.6040 2.4457 0.3795 
L/D 36 30 11.8157 4.1340 0.7665 
L/D 36 31 3.1670 1.2119 0.1705 
L/D 36 32 3.4927 1.6211 0.1460 
L/D 36 33 2.1171 1.0041 0.1000 
L/D 36 34 0.1167 0.0505 0.0029 
L/D 36 35 0.5569 0.3231 0.0580 
L/D 36 36 1.2616 0.6975 0.1129 

注 1）離着陸について、「T/O」は離陸、「L/D」は着陸を示す。 
注 2）滑走路方向について、「36」は南側から着陸、北側に向かって離陸すること（北向き運用）、「18」

は北側から着陸、南側に向かって離陸すること（南向き運用）を示す。 
注 3）経路番号は図 10.1.2-2 (1)～図 10.1.2-3 (2)に示す経路番号に対応している。 
注 4）「―」は運航なしを示す。  



10.1.2-8 
 

表 10.1.2-5 (2) 現況の 1 日あたりの時間帯別発着回数（国内線） 

離着陸 
滑走路 
方向 

経路 
番号 

時間帯別発着回数（回/日） 
07:00～ 
19:00 

19:00～ 
22:00 

22:00～ 
07:00 

L/D 36 37 0.0286 0.0166 0.0030 
L/D 36 38 － － 0.0178 
L/D 36 39 － － 0.6601 
L/D 36 40 － － 0.2748 
L/D 36 41 － － 0.1998 

合 計 139.7323 31.6202 7.3361 

注 1）離着陸について、「T/O」は離陸、「L/D」は着陸を示す。 

注 2）滑走路方向について、「36」は南側から着陸、北側に向かって離陸すること（北向き運用）、「18」

は北側から着陸、南側に向かって離陸すること（南向き運用）を示す。 
注 3）経路番号は図 10.1.2-2 (1)～図 10.1.2-3 (2)に示す経路番号に対応している。 

注 4）「―」は運航なしを示す。 
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表 10.1.2-6 事業実施後の 1 日あたりの時間帯別発着回数（国内線） 

離着陸 
滑走路 
方向 

経路 
番号 

時間帯別発着回数（回/日） 
07:00～ 
19:00 

19:00～ 
22:00 

22:00～ 
07:00 

T/O 18 13 3.1075 0.4871 0.0753 
T/O 18 15 10.3086 0.8832 0.4175 
T/O 18 16 8.5585 0.7933 0.0021 
T/O 18 17 7.2688 0.9759 0.0087 
T/O 18 18 3.2256 0.4508 0.0011 
T/O 18 19 － － 0.0009 
T/O 18 21 － － 0.0130 
T/O 18 22 － － 0.1102 
T/O 18 23 － － 0.0469 
T/O 36 43 5.8249 0.9130 0.1412 
T/O 36 45 19.2541 1.4694 0.7857 
T/O 36 46 16.3339 1.5227 0.0040 
T/O 36 47 13.8239 2.0293 0.0163 
T/O 36 48 5.8649 0.8221 0.0026 
T/O 36 49 － － 0.0018 
T/O 36 50 － － 0.0245 
T/O 36 51 － － 0.2074 
T/O 36 52 － － 0.0882 
L/D 18 1 6.5839 2.1366 0.5061 
L/D 18 2 0.1927 0.0675 0.0058 
L/D 18 3 6.0275 2.1856 0.3607 
L/D 18 4 5.6475 2.0124 0.3614 
L/D 18 5 1.8899 0.7024 0.1115 
L/D 18 6 3.6297 1.6945 0.1527 
L/D 18 7 1.1375 0.6581 0.1128 
L/D 18 9 － － 0.1739 
L/D 18 10 － － 0.0066 
L/D 18 11 － － 0.4224 
L/D 18 12 － － 0.1253 
L/D 36 24 7.0460 2.2866 0.5416 
L/D 36 25 5.0159 1.6278 0.3856 
L/D 36 26 0.3583 0.1163 0.0275 
L/D 36 27 0.1741 0.0395 0.0070 
L/D 36 28 0.0694 0.0260 0.0058 
L/D 36 29 7.8492 2.9142 0.4518 
L/D 36 30 14.0340 4.9251 0.9122 
L/D 36 31 3.7627 1.4440 0.2029 
L/D 36 32 4.1333 1.9296 0.1718 
L/D 36 33 2.5030 1.1950 0.1177 
L/D 36 34 0.1386 0.0601 0.0034 
L/D 36 35 0.6519 0.3840 0.0682 
L/D 36 36 1.4806 0.8291 0.1326 
L/D 36 37 0.0334 0.0197 0.0035 
L/D 36 38 － － 0.0209 
L/D 36 39 － － 0.7863 
L/D 36 40 － － 0.3272 
L/D 36 41 － － 0.2358 

合 計 165.9296 37.6009 8.6887 

注 1）離着陸について、「T/O」は離陸、「L/D」は着陸を示す。 

注 2）滑走路方向について、「36」は南側から着陸、北側に向かって離陸すること（北向き運用）、「18」

は北側から着陸、南側に向かって離陸すること（南向き運用）を示す。 
注 3）経路番号は図 10.1.2-4 (1)～図 10.1.2-5 (2)に示す経路番号に対応している。 

注 4）「―」は運航なしを示す。  
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 (ｳ) 飛行訓練（周回飛行） 

中部国際空港における飛行訓練（周回飛行）の時間帯別発着回数は、表 10.1.2-7 に

示すとおりとした。訓練飛行（周回飛行）は 1 回の実施につき複数回の離着陸が行われ

ており、予測においてはその影響を考慮している。なお、機材別に整理した時間帯別発

着回数は準備書（本編）参考資料に示す。 

 

表 10.1.2-7 現況及び事業実施後の 1 日あたりの時間帯別発着回数（飛行訓練） 

離着陸 
滑走路 
方向 

時間帯別発着回数（回/日） 
07:00～ 
19:00 

19:00～ 
22:00 

22:00～ 
07:00 

T/O 18 5.7132 － 2.5088 
T/O 36 10.7513 － 4.7212 
L/D 18 8.4704 0.1242 0.2981 
L/D 36 15.9400 0.2337 0.5609 

合 計 40.8749 0.3579 8.0891 

注 1）離着陸について、「T/O」は離陸、「L/D」は着陸を示す。 

注 2）滑走路方向について、「36」は南側から着陸、北側に向かって離陸すること（北向き運

用）、「18」は北側から着陸、南側に向かって離陸すること（南向き運用）を示す。 

注 3）「―」は運航なしを示す。 

注 4）飛行訓練（周回飛行）は、1 回の実施につき複数回の離着陸が行われている。ここで

は、表 10.1.2-2 に示すとおり、07：00～19:00 は 1.6 回/日、19：00～22:00 は 0.0 回/

日（0.04 回/日未満）、22：00～07:00 は 0.3 回/日の飛行訓練の実施を想定している。 

 

 

 

 (ｴ) 回転翼機 

中部国際空港における回転翼機の時間帯別発着回数は、表 10.1.2-8 に示すとおりと

した。なお、機材別に整理した時間帯別発着回数は準備書（本編）参考資料に示す。 

 

表 10.1.2-8 現況及び事業実施後の 1 日あたりの時間帯別発着回数（回転翼機） 

離着陸 
滑走路 
方向 

時間帯別発着回数（回/日） 
07:00～ 
19:00 

19:00～ 
22:00 

22:00～ 
07:00 

T/O 18 0.3299 0.0076 0.0057 
T/O 36 0.6209 0.0143 0.0107 
L/D 18 0.3223 0.0133 0.0076 
L/D 36 0.6066 0.0250 0.0143 

合 計 1.8798 0.0601 0.0383 

注 1）離着陸について、「T/O」は離陸、「L/D」は着陸を示す。 

注 2）滑走路方向について、「36」は南側から着陸、北側に向かって離陸すること（北向き運

用）、「18」は北側から着陸、南側に向かって離陸すること（南向き運用）を示す。 
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 4) 飛行経路 

現況及び事業実施後の飛行経路は、図 10.1.2-2（1）～(2)、図 10.1.2-3（1）～(2)、

図 10.1.2-4（1）～(2)及び図 10.1.2-5（1）～(2)に示すとおりである。 

また、飛行経路に示している昼間の時間帯は 6時～23 時、夜間の時間帯は 23時～6時

である。 

なお、飛行経路は、ある程度のばらつきが生じることを前提として設定している。飛

行経路のばらつき度合い（分散幅）を加味した飛行経路図は準備書（本編）参考資料に

示す。 

そのうち事業実施後の飛行経路については、滑走路を整備するため、空港の離陸直後

及び着陸直前の飛行経路はそれに伴って複数となることを想定した。 

 

 5) 航空機の進入角度及び上昇角度 

着陸機の進入角度は 3 度と想定した。 

また、離陸機の上昇角度は、現在の運航方式と同様に 2～11 度とした。離陸機につい

ては機材・重量によって上昇角度が変化するため、機材・重量別に設定した。 

 

 6) 滑走路運用割合 

滑走路の運用割合は、2019 年度まで過去 15 年間の中部国際空港における運航実績に

基づき、現況及び事業実施後ともに表 10.1.2-9 に示すとおり設定した。 

 

表 10.1.2-9 滑走路運用割合 

滑走路 18 

（南向き運用） 

滑走路 36 

（北向き運用） 

34.7 ％ 65.3 ％ 

注 1）南向き運用とは、航空機が北側から着陸、南側へ離陸すること。 

注 2）北向き運用とは、航空機が南側から着陸、北側へ離陸すること。 
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図 10.1.2-2 (1) 想定する飛行経路（現況 滑走路 18 南向き運用 昼間 6 時～23 時） 
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図 10.1.2-2 (2) 想定する飛行経路（現況 滑走路 18 南向き運用 夜間 23 時～6 時） 

  



 

10.1.2-14 
 

 

図 10.1.2-3 (1) 想定する飛行経路（現況 滑走路 36 北向き運用 昼間 6 時～23 時） 
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図 10.1.2-3 (2) 想定する飛行経路（現況 滑走路 36 北向き運用 夜間 23 時～6 時） 
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図 10.1.2-4 (1) 想定する飛行経路（事業実施後 滑走路 18 南向き運用 昼間 6 時～23 時） 
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図 10.1.2-4 (2) 想定する飛行経路（事業実施後 滑走路 18 南向き運用 夜間 23 時～6 時） 
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図 10.1.2-5 (1) 想定する飛行経路（事業実施後 滑走路 36 北向き運用 昼間 6 時～23 時） 
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図 10.1.2-5 (2) 想定する飛行経路（事業実施後 滑走路 36 北向き運用 夜間 23 時～6 時） 
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10. 調査結果の概要並びに予測及び評価の結果 
10.2. 調査結果の概要並びに予測及び評価の結果 

対象事業の実施に伴う各環境要素についての調査結果、予測結果、評価結果、環境保

全措置及び事後調査の概要については、表 10.2-1～表 10.2-18 に示すとおりである。 
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表 10.2-1 環境影響評価の一覧（建設機械の稼働による窒素酸化物及び浮遊粒子状物質） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

大気質 二酸化窒

素及び浮

遊粒子状

物質 

 

工事の実

施 

（建設機

械の稼

働） 

(1)二酸化窒素（窒素酸化物）及

び浮遊粒子状物質の濃度の状

況 

1)文献その他の資料調査 

一般環境大気測定局 4 地点

（岡田測定局、新舞子（知多市

新舞子保育園）測定局、常滑浄

化センター測定局、美浜町奥田

（奥田公民館）測定局）におけ

る二酸化窒素について、令和 4

年 度 の 年 平 均 値 は 0.007 ～

0.009ppm、日平均値の年間 98％

値は 0.018～0.022ppm であり、

全ての地点で環境基準（1 時間値

の 日 平 均 値 が 0.04ppm か ら

0.06ppm までのゾーン内又はそれ

以下）を満足していた。 

浮遊粒子状物質について、令和

4 年度における年平均値は 0.013

～0.015mg/m3、日平均値の年間

2％除外値は 0.028～0.032mg/m3

であり、全ての地点で環境基準

（ 1 時 間 値 の 日 平 均 値 が

0.10mg/m3 以下）を満足してい

た。また、1 時間値の最高値は

0.061～0.149mg/m3 であり、すべ

ての地点で環境基準（1 時間値が

0.20mg/m3 以下）を満足してい

た。 

 

(2)気象の状況 

1)文献その他の資料調査 

風向・風速について、セント

レア（中部航空地方気象台）の

過去 10 年間（平成 25 年～令和 4

年）における観測結果をみる

と、風向は北西方向の風が卓越

しており、平均風速は 5.6m/s で

あった。 

また、日射量・雲量につい

て、名古屋地方気象台の令和 4

年度における観測結果を見る

と、日射量は 9.2～19.8MJ/m2、

雲量は 4.9～8.6 であった。 

 

(1)二酸化窒素（窒素酸化物） 

二酸化窒素の寄与濃度最大地点の予測結果は以下に示すと

おりである。 

 

【予測結果：二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）】 

単位:ppm 

予測 

地点 

調査 

結果 
予測結果 

寄与率(%) 

(②/(①+②)

×100) 

現況 

濃度 

(①) 

寄与 

濃度 

(②) 

年平均値 

（①+②) 

日平均

値の 

年間 

98%値 

寄与濃度 

最大地点 
0.009 0.01002 0.01902 0.044 52.7% 

注）現況濃度は、常滑浄化センター測定局（一般環境大気測定局）の

令和4年度の年平均値とした。 

 

(2)浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の寄与濃度最大地点の予測結果は以下に示

すとおりである。 

 

【予測結果：浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2%除外値）】 

単位:mg/m3 

予測 

地点 

調査 

結果 
予測結果 

寄与率(%) 

(②/(①+②) 

×100) 

現況 

濃度 

(①) 

寄与 

濃度 

(②) 

年平均値 

（①+②) 

日平均

値の 

年間 2%

除外値 

寄与濃度 

最大地点 
0.015 0.00071 0.01571 0.037 4.5% 

注）現況濃度は、常滑浄化センター測定局（一般環境大気測定局）の

令和4年度の年平均値とした。 

 

【予測結果：浮遊粒子状物質（1 時間値）】 

単位:mg/m3 

予測 

地点 

時間 

区分 
風向 

調査 

結果 

予測 

結果 寄与率(%) 

(②/(①+②) 

×100) 

現況 

濃度 

(①) 

寄与 

濃度 

(②) 

1 時間値 

(①+②) 

寄与濃度 

最大地点 

昼間 北西 0.061 0.00637 0.06737  9.5% 

夜間 北西 0.056 0.12630 0.18230 69.3% 

注）現況濃度は、常滑浄化センター測定局（一般環境大気測定局）に

おける令和4年度の測定結果のうち、昼間工事・夜間工事実施時

間帯における1時間値の最高値とした。 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

「10.1 章 予測の前提」に記載した施工上の諸対策を講じることに加え、以下の環

境保全措置を講じることにより、建設機械の稼働による二酸化窒素及び浮遊粒子状物

質の影響のさらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・工事関係者に対して、アイドリングストップの徹底や空ぶかしの禁止等、建設機械

の稼働方法の指導を行う。 

・建設機械の整備不良による大気汚染物質の発生を防止するため、整備・点検を徹底

する。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

 

(2)基準等との整合性に係る評価 

予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、下表に示すと

おりであり、基準等との整合が図られていると評価する。 

 

【評価結果：二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）】 

単位:ppm 

予測地点 

予測結果 

（日平均値の 

年間 98％値） 

基準等注） 
基準等との 

整合状況 

寄与濃度 

最大地点 
0.044 

環境基準： 

1 時間値の 1 日平均値が 0.04～

0.06ppm までのゾーン内又はそ

れ以下であること。 

○ 

注）「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年 7 月 11 日 環境庁告示第 38 号） 

 

【評価結果：浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2%除外値）】 

単位:mg/m3 

予測地点 

予測結果 

（日平均値の 

年間 2％除外値） 

基準等注） 
基準等との 

整合状況 

寄与濃度 

最大地点 
0.037 

環境基準： 

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3

以下であること。 

○ 

注）「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年 5 月 8 日 環境庁告示第 25 号） 

 

【評価結果：浮遊粒子状物質（1 時間値）】 

単位:mg/m3 

予測地点 時間区分 
予測結果 

（1 時間値） 
基準等注） 

基準等との 

整合状況 

寄与濃度 

最大地点 

昼間 0.06737 環境基準： 

1 時間値が 0.20mg/m3以下であ

ること。 

○ 
夜間 0.18230 

注）「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年 5 月 8 日 環境庁告示第 25 号） 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しない

と考えるため、事後調査及び環

境監視調査は実施しない。 
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表 10.2-2 環境影響評価の一覧（資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による窒素酸化物及び浮遊粒子状物質） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要

因 

の区分 

大気質 二酸化

窒素及

び浮遊

粒子状

物質 

工事の

実施 

（資材

及び機

械の運

搬に用

いる車

両の運

行） 

(1)二酸化窒素（窒素酸化物）及び浮遊粒子状物

質の濃度の状況 

1)現地調査 

道路沿道における二酸化窒素について、2 地点

（沿道 No.1 及び沿道 No.2）の期間平均値は

0.006～0.010ppm、日平均値の最高値は 0.011～

0.016ppm、1 時間値の最高値は 0.015～0.033ppm

であり、2 地点とも全ての季節で環境基準（1 時

間値の日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾ

ーン内又はそれ以下）を満足していた。 

浮遊粒子状物質について、沿道 No.1 及び沿道

No.2 の期間平均値は 0.011～0.024mg/m3、日平均

値の最高値は 0.017～0.041mg/m3 であり、2 地点

とも全ての季節で環境基準（1 時間値の日平均値

が 0.10mg/m3 以下）未満であった。1 時間値の最

高値は 0.034～0.103mg/m3 であり、すべての地点

で環境基準（1 時間値が 0.20mg/m3 以下）を満足

していた。 

(2)気象の状況 

1)現地調査 

沿道 No.1 の四季調査を通じた最多風向は西北

西（WNW）、平均風速は 1.6m/s、最高風速は

7.9m/s であった。沿道 No.2 の四季調査を通じた

最多風向は北西（NW）、平均風速は 1.8m/s、最高

風速は 7.8m/s であった。 

(3)沿道の状況 

1)現地調査 

舗装状況は沿道 No.1及び No.2地点とも一般道

（県道及び市道）は密粒舗装であったが、沿道

No.1 の知多横断道路は排水性舗装であった。規

制速度は、沿道 No.1 では県道 522 号が 60km/h 及

び知多横断道路が 80km/h、沿道 No.2では 50km/h

であった。沿道の利用状況は、沿道 No.1 及び

No.2 とも平坦な地形であり、沿道 No.1 の周辺に

は主に住居、専門学校及び事業所が、沿道 No.2

の周辺には主に住居、平面駐車場及び旧市庁舎

が分布していた。なお、沿道の地表面は主にア

スファルト舗装であった。 

(4)その他（交通量の状況） 

1)現地調査 

24 時間の断面交通量は、沿道 No.1 は県道 522

号で平日 12,219 台及び休日 16,106 台、知多横断

道路で平日 7,440台及び休日 9,275台であった。

また、沿道No.2は平日12,402台及び休日16,300

台であった。平均走行速度は、県道 522 号は規

制速度を下回っていたが、知多横断道路及び市

道北条向山線では規制速度を上回っていた。 

24 時間の交差点交通量は、りんくうインター

チェンジに進入する車両、退出する車両とも、

直進（県道 522 号を経由）する自動車の割合が

多かった。 

(1)二酸化窒素（窒素酸化物） 

資材等運搬車両の運行による二酸化窒素の予測結果は以下に示す

とおりである。 

 

【予測結果：二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）】 

単位:ppm 

予測地点 

調査 

結果 
予測結果 寄与率

(％) 

(②/(①+

②)×100)

現況 

濃度 

(①) 

寄与 

濃度 

(②) 

年平均値 

(①＋②) 

日平均 

値の年間

98%値 

沿道 No.1 北側 

（東行き側） 
0.008 0.000029 0.008029 0.019 0.36% 

沿道 No.2 北側 

（東行き側） 
0.008 0.000015 0.008015 0.019 0.19% 

注）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と同様に沿道

No.1、No.2とも東行き道路側の道路端とした。 

 

(2)浮遊粒子状物質 

資材等運搬車両の運行による浮遊粒子状物質の予測結果の予測結

果は以下に示すとおりである。 

 

【予測結果：浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2%除外値）】 

単位:mg/m3 

予測地点 

調査 

結果 
予測結果 寄与率 

(％) 

(②/(①+

②)×100) 

現況 

濃度 

(①) 

寄与 

濃度 

(②) 

年平均値 

(①＋②) 

日平均 

値の年間 

2%除外値 

沿道 No.1 北側 

（東行き側） 
0.020 0.000002 0.020002 0.049 0.01% 

沿道 No.2 北側 

（東行き側） 
0.017 0.000002 0.017002 0.043 0.01% 

注）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と同様に沿道

No.1、No.2とも東行き道路側の道路端とした。 

 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

以下の環境保全措置を講じることにより、資材等運搬車両の運行による二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質の影響のさらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・資材及び機械の運搬に用いる車両については、知多横断道路の利用を奨励する。 

・工事関係者の通勤車両台数の低減のため、可能な限り公共交通機関の利用及び乗合

通勤を奨励する。 

・工事関係者に対して、アイドリングストップの徹底、空ぶかしの禁止、制限速度の

遵守等、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行方法の指導を行う。 

・資材及び機械の運搬に用いる車両の整備不良による大気汚染物質の発生を防止する

ため、整備・点検を徹底する。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

 

(2)基準等との整合性に係る評価 

予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、下表に示すと

おりであり、すべての地点で基準等との整合が図られていると評価する。 

 

【評価結果：二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）】 

単位:ppm 

予測地点 

予測結果 

（日平均値の 

年間 98％値） 

基準等注） 
基準等との 

整合状況 

沿道 No.1 北側 

（東行き側） 
0.019 

環境基準： 

1 時間値の 1 日平均値が

0.04～0.06ppm までのゾーン

内又はそれ以下であるこ

と。 

○ 

沿道 No.2 北側 

（東行き側） 
0.019 ○ 

注）「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年 7 月 11 日 環境庁告示第 38 号） 

 

【評価結果：浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2%除外値）】 

単位:mg/m3 

予測地点 

予測結果 

（日平均値の年間 

2％除外値） 

基準等注） 
基準等との 

整合状況 

沿道 No.1 北側 

（東行き側） 
0.049 環境基準： 

1 時間値の 1 日平均値が

0.10mg/m3以下であること。 

○ 

沿道 No.2 北側 

（東行き側） 
0.043 ○ 

注）「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年 5 月 8 日 環境庁告示第 25 号） 

「12 章 事後

調査」に示した

①～④のいずれ

にも該当しない

と考えるため、

事後調査及び環

境監視調査は実

施しない。 
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表 10.2-3 環境影響評価の一覧（航空機の運航による窒素酸化物及び浮遊粒子状物質） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

大気質 二酸化

窒素及

び浮遊

粒子状

物質 

土地又は

工作物の

存在及び

供用 

（航空機

の運航） 

(1)二酸化窒素（窒素酸化物）及び

浮遊粒子状物質の濃度の状況 

1)文献その他の資料調査 

一般環境大気測定局 4 地点（岡田

測定局、新舞子（知多市新舞子保育

園）測定局、常滑浄化センター測定

局、美浜町奥田（奥田公民館）測定

局）における二酸化窒素について、

令和 4 年度の年平均値は 0.007～

0.009ppm、日平均値の年間 98％値

は 0.018～0.022ppm であり、全ての

地点で環境基準（1 時間値の日平均

値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾ

ーン内又はそれ以下）を満足してい

た。 

浮遊粒子状物質について、令和 4

年度における年平均値は 0.013～

0.015mg/m3、日平均値の年間 2％除

外値は 0.028～0.032mg/m3 であり、

全ての地点で環境基準（1 時間値の

日平均値が 0.10mg/m3 以下）を満足

していた。また、1 時間値の最高値

は 0.061～0.149mg/m3 であり、すべ

ての地点で環境基準（1 時間値が

0.20mg/m3以下）を満足していた。 

 

(2)気象の状況 

1)文献その他の資料調査 

風向・風速について、セントレア

（中部航空地方気象台）の過去 10

年間（平成 25 年～令和 4 年）にお

ける観測結果をみると、風向は北西

方向の風が卓越しており、平均風速

は 5.6m/s であった。 

日射量・雲量について、名古屋地

方気象台の令和 4 年度における観測

結果を見ると、日射量は 9.2～

19.8MJ/m2、雲量は 4.9～8.6 であっ

た。 

 

(1)二酸化窒素（窒素酸化物） 

航空機の運航による二酸化窒素の予測結果は以下に示すとおり

である。 

 

【予測結果：二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）】 

単位:ppm 

予測地点 

現況値 予測結果 

現況 

濃度 

（①） 

現況 

寄与 

濃度 

（②） 

事業 

実施後 

寄与 

濃度 

（③） 

増加 

濃度 

（④=③ 

-②） 

年平均値 

（①+④） 

日平均 

値の 

年間 

98%値 

増加濃度 

最大地点 
0.009 0.0027 0.0033 0.0006 0.0096 0.024 

 

 

(2)浮遊粒子状物質 

航空機の運航による浮遊粒子状物質の予測結果は以下に示すと

おりである。 

 

【予測結果：浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2%除外値）】 

単位:mg/m3 

予測地点 

現況値 予測結果 

現況 

濃度 

（①） 

現況 

寄与 

濃度 

（②） 

事業 

実施後 

寄与 

濃度 

（③） 

増加 

濃度 

（④=③-

②） 

年平均値 

（①+④） 

日平均

値の 

年間 2%

除外値 

増加濃度 

最大地点 
0.015 0.0010 0.0012 0.0002 0.0152 0.036 

 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

以下の環境保全措置を講じることにより、航空機の運航による二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質の影響のさらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・航空機について、補助動力装置（APU）の使用を抑制し、地上動力装置（GPU）の使

用促進を引き続き行う。 

・GSE（サービス車両）等の空港で使用される車両について、EV、FCV 化に取組む。 

・GSE（サービス車両）等の空港で使用される車両について、関係者に対して、アイド

リングストップの徹底等を促す。 

・NOx・PM法に基づき制定された「愛知県貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制

等に関する要綱」により、引き続き、非適合車の確認状況のアンケート実施及び非

適合車を使用しない旨の周知を図る。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

 

(2)基準等との整合性に係る評価 

予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、下表に示すと

おりであり、基準等との整合が図られていると評価する。 

 

 

【評価結果：二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）】 

単位:ppm 

予測地点 

予測結果 

（日平均値の 

年間 98％値） 

基準等注） 
基準等との 

整合状況 

増加濃度 

最大地点 
0.024 

環境基準： 

1 時間値の 1 日平均値が 0.04～

0.06ppm までのゾーン内又はそ

れ以下であること。 

○ 

注）「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年 7 月 11 日 環境庁告示第 38 号） 

 

【評価結果：浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2%除外値）】 

単位:mg/m3 

予測地点 

予測結果 

（日平均値の 

年間 2％除外値） 

基準等注） 
基準等との 

整合状況 

増加濃度 

最大地点 
0.036 

環境基準： 

1 時間値の 1日平均値が

0.10mg/m3以下であること。 

○ 

注）「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年 5 月 8 日 環境庁告示第 25 号） 

「12 章 事後調査」に示

した①～④のいずれにも該

当しないと考えるため、事

後調査及び環境監視調査は

実施しない。 
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表 10.2-4 環境影響評価の一覧（飛行場の施設の供用による窒素酸化物及び浮遊粒子状物質） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

大気質 二酸化窒

素及び浮

遊粒子状

物質 

土地又は

工作物の

存在及び

供用 

（飛行場

の施設の 

供用） 

(1)二酸化窒素（窒素酸化物）及び浮遊粒子状物質

の濃度の状況 

1)現地調査 

道路沿道における二酸化窒素について、2 地点

（沿道 No.1 及び沿道 No.2）の期間平均値は 0.006

～ 0.010ppm 、 日 平 均 値 の 最 高 値 は 0.011 ～

0.016ppm、1 時間値の最高値は 0.015～0.033ppm で

あり、2 地点とも全ての季節で環境基準値（1 時間

値の日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン

内又はそれ以下）を満足していた。 

浮遊粒子状物質について、沿道 No.1 及び沿道

No.2 の期間平均値は 0.011～0.024mg/m3、日平均値

の最高値は 0.017～0.041mg/m3 であり、2 地点とも

全ての季節で環境基準値（1 時間値の日平均値が

0.10mg/m3 以下）未満であった。また、1 時間値の

最高値が 0.034～0.103mg/m3 であり、すべての地点

で環境基準（1 時間値が 0.20mg/m3 以下）を満足し

ていた。 

(2)気象の状況 

1)現地調査 

沿道 No.1 の四季調査を通じた最多風向は西北西

（WNW）、平均風速は 1.6m/s、最高風速は 7.9m/s で

あった。沿道 No.2 の四季調査を通じた最多風向は

北西（NW）、平均風速は 1.8m/s、最高風速は 7.8m/s

であった。 

(3)沿道の状況 

1)現地調査 

舗装状況は沿道 No.1 及び No.2 地点とも一般道

（県道及び市道）は密粒舗装であったが、沿道

No.1 の知多横断道路は排水性舗装であった。規制

速度は、沿道 No.1 では県道 522 号が 60km/h 及び知

多横断道路が 80km/h、沿道 No.2 では 50km/h であ

った。 

沿道の利用状況は、沿道 No.1 及び No.2 とも平坦

な地形であり、沿道 No.1 の周辺には主に住居、専

門学校及び事業所が、沿道 No.2 の周辺には主に住

居、平面駐車場及び旧市庁舎が分布していた。な

お、沿道の地表面は主にアスファルト舗装であっ

た。 

(4)その他（交通量の状況） 

1)現地調査 

24 時間の断面交通量は、沿道 No.1 は県道 522 号

で平日 12,219 台及び休日 16,106 台、知多横断道路

で平日 7,440 台及び休日 9,275 台であった。また、

沿道 No.2 は平日 12,402 台及び休日 16,300 台であ

った。平均走行速度は、県道 522号は規制速度を下

回っていたが、知多横断道路及び市道北条向山線

では規制速度を上回っていた。 

24 時間の交差点交通量は、りんくうインターチ

ェンジに進入する車両、退出する車両とも、直進

（県道 522 号を経由）する自動車の割合が多かっ

た。 

(1)二酸化窒素（窒素酸化物） 

飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による二酸化窒素

の予測結果は以下に示すとおりである。 

 

【予測結果：二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）】 

単位:ppm 

予測地点 

調査結果 予測結果 

現況 

濃度 

(①) 

増加 

濃度 

(②) 

年平均値 

(①＋②) 

日平均

値の 

年間

98%値 

沿道 No.1 北側 

（東行き側） 
0.008 0.000133 0.008133 0.019 

沿道 No.2 北側 

（東行き側） 
0.008 0.000013 0.008013 0.019 

注）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と同様に

沿道 No.1、No.2 とも東行き道路側の道路端とした。 

 

(2)浮遊粒子状物質 

飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による浮遊粒子状

物質の予測結果の予測結果は以下に示すとおりである。 

 

【予測結果：浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2%除外値）】 

単位:mg/m3 

予測地点 

調査結果 予測結果 

現況 

濃度 

(①) 

増加 

濃度 

(②) 

年平均値 

(①＋②) 

日平均

値の 

年間2%

除外値 

沿道No.1 北側 

（東行き側） 
0.020 0.000012 0.020012 0.049 

沿道No.2 北側 

（東行き側） 
0.017 0.000001 0.017001 0.043 

注）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と同様に

沿道 No.1、No.2 とも東行き道路側の道路端とした。 

 

 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

以下の環境保全措置を講じることにより、飛行場を利用する車両のアク

セス道路走行による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響のさらなる低減

が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・公共交通機関の利用促進を図る。 

・中部国際空港では、各関係者による啓蒙活動等のキャンペーン等により

アイドリングストップの展開を図っている。今後も現在の取り組みを継

続する。 

・NOx・PM 法に基づき制定された「愛知県貨物自動車等の車種規制非適合車

の使用抑制等に関する要綱」により、引き続き、非適合車の確認状況の

アンケート実施及び非適合車を使用しない旨の周知を図る。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られている

ものと評価する。 

 

(2)基準等との整合性に係る評価 

予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、下

表に示すとおりであり、すべての地点で基準等との整合が図られていると

評価する。 

 

【評価結果：二酸化窒素（日平均値の年間 98%値）】 

単位:ppm 

予測地点 

予測結果 

（日平均値の 

年間 98％値） 

基準等注） 
基準等との 

整合状況 

沿道 No.1 北側 

（東行き側） 
0.019 

環境基準： 

1 時間値の 1 日平均値

が 0.04～0.06ppm まで

のゾーン内又はそれ以

下であること。 

○ 

沿道 No.2 北側 

（東行き側） 
0.019 ○ 

注）「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年 7 月 11 日 環境庁告示第 38

号） 

 

【評価結果：浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2%除外値）】 

単位:mg/m3 

予測地点 

予測結果 

（日平均値の 

年間 2％除外値） 

基準等注） 
基準等との 

整合状況 

沿道 No.1 北側 

（東行き側） 
0.049 

環境基準： 

1 時間値の 1日平均値

が 0.10mg/m3以下であ

ること。 

○ 

沿道 No.2 北側 

（東行き側） 
0.043 ○ 

注）「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年 5 月 8 日 環境庁告示第 25

号） 

「12 章 事後調査」

に示した①～④のい

ずれにも該当しない

と考えるため、事後

調査及び環境監視調

査は実施しない。 
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表 10.2-5 環境影響評価の一覧（造成等の施工による一時的な影響及び建設機械の稼働による粉じん等） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

大気質 粉じん等 工事の実

施 

（造成等

の施工に

よる一時

的な影響

及び建設

機械の稼

働） 

(1)降下ばいじん量（粉じん等）の状況 

1)文献その他の資料調査 

岡田測定局の降下ばいじん量について、令和 4

年度における年平均値は 2.24t/km2/月であり、

参考値（10t/km2/月）以下であった。 

 

(2)気象の状況 

1)文献その他の資料調査 

風向・風速について、セントレア（中部航空

地方気象台）の過去 10 年間（平成 25 年～令和

4 年）における観測結果をみると、風向は北西

方向の風が卓越しており、平均風速は 5.6m/s で

あった。 

日射量・雲量について、名古屋地方気象台の

令和 4 年度における観測結果を見ると、日射量

は 9.2～19.8MJ/m2、雲量は 4.9～8.6 であった。 

 

(1)降下ばいじん量（粉じん等） 

造成等の施工による一時的な影響及び建設機

械の稼働に伴う降下ばいじん量の予測結果は以

下に示すとおりである。 

 

【予測結果：降下ばいじん量（最大地点）】 

単位:t/km2/月 

予測地点 予測結果 

降下ばいじん量 

最大地点 

春季 2.33 

夏季 2.20 

秋季 1.54 

冬季 2.21 
 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

以下の環境保全措置を講じることにより、造成等の施工による一時的な影響及び建

設機械の稼働の粉じん等の影響のさらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・裸地となる部分は、散水やアスファルト乳剤の散布等の発生源対策を行う。 

・土工部の速やかな転圧・舗装・緑化の実施等により、裸地状態の短期化・縮小化を

図り、粉じん等の発生を極力抑える。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

 

ここで、粉じん等に係る基準・目標等については、環境基準は設定されていない

が、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」（平成 2 年 7

月、環境庁通達）に示される「スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要

な地域の指標」を参考として設定された降下ばいじんの参考値（10t/km2/月）がある

ことから、これとの整合を確認した。 

その結果は下表に示すとおりであり、参考値との整合が図られていると評価する。 

 

【評価結果：降下ばいじん量（最大地点）】 

単位:t/km2/月 

予測地点 予測結果 参考値注） 
参考値との 

整合状況 

降下ばいじん量 

最大地点 

春季 2.33 

10 t/km2/月以下 

○ 

夏季 2.20 ○ 

秋季 1.54 ○ 

冬季 2.21 ○ 

注）「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」（平成 2 年 7 月 環境

庁通達）に示される「スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な地域の指

標」を参考として設定された降下ばいじんの参考値（10t/km2/月） 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しない

と考えるため、事後調査及び環

境監視調査は実施しない。 
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表 10.2-6 環境影響評価の一覧（資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉じん等） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

大気質 粉じん等 工事の実

施 

（資材及

び機械の

運搬に用

いる車両

の運行） 

(1)降下ばいじん量（粉じん等）の状況 

1)文献その他の資料調査 

岡田測定局の降下ばいじん量について、令和

4 年度における年平均値は 2.24t/km2/月であ

り、参考値（10t/km2/月）以下であった。 

 

(2)気象の状況 

1)文献その他の資料調査 

風向・風速について、セントレア（中部航空

地方気象台）の過去 10 年間（平成 25 年～令和

4 年）における観測結果をみると、風向は北西

方向の風が卓越しており、平均風速は5.6m/sで

あった。 

日射量・雲量について、名古屋地方気象台の

令和 4 年度における観測結果を見ると、日射量

は9.2～19.8MJ/m2、雲量は 4.9～8.6であった。 

 

(3)沿道の状況 

1)現地調査 

舗装状況は沿道 No.1 及び No.2 地点とも一般

道（県道及び市道）は密粒舗装であったが、沿

道No.1の知多横断道路は排水性舗装であった。 

規制速度は、沿道 No.1 では県道 522 号が

60km/h 及び知多横断道路が 80km/h、沿道 No.2

では 50km/h であった。 

沿道の利用状況は、沿道 No.1 及び No.2 とも

平坦な地形であり、沿道No.1の周辺には主に住

居、専門学校及び事業所が、沿道No.2の周辺に

は主に住居、平面駐車場及び旧市庁舎が分布し

ていた。なお、沿道の地表面は主にアスファル

ト舗装であった。 

(1)降下ばいじん量（粉じん等） 

資材等運搬車両の運行による降下ばいじん量

の予測結果は以下に示すとおりである。 

 

【評価結果：降下ばいじん量】 

単位:t/km2/月 

予測地点 予測結果 

沿道 No.1 

春季 0.11 

夏季 0.03 

秋季 0.01 

冬季 0.05 

沿道 No.2 

春季 0.09 

夏季 0.03 

秋季 0.01 

冬季 0.04 

注）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、大

気質に係る現地調査地点と同様に、沿道 No.1、

No.2 とも東行き道路側の道路端とした。 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

「10.1 章 予測の前提」に記載した施工上の諸対策を講じることに加え、以下の環

境保全措置を講じることにより、資材等運搬車両の運行の粉じん等の影響のさらなる

低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・工事関係者の通勤車両台数の低減のため、可能な限り公共交通機関の利用及び乗合

通勤を奨励する。 

・土砂などの粉じん等飛散のおそれがある資材等を運搬する場合には、荷台のシート

掛けを行うなどの諸対策を実施するよう、工事関係者に指示する。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

 

ここで、粉じん等に係る基準・目標等については、環境基準は設定されていない

が、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」（平成 2 年 7

月、環境庁通達）に示される「スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要

な地域の指標」を参考として設定された降下ばいじんの参考値（10t/km2/月）がある

ことから、これとの整合を確認した。 

その結果は下表に示すとおりであり、参考値との整合が図られていると評価する。 

 

【評価結果：降下ばいじん量】 

単位:t/km2/月 

予測地点 予測結果 参考値注 1） 
参考値との 

整合状況 

沿道 No.1 

春季 0.11 

10 t/km2/月以下 

○ 

夏季 0.03 ○ 

秋季 0.01 ○ 

冬季 0.05 ○ 

沿道 No.2 

春季 0.09 ○ 

夏季 0.03 ○ 

秋季 0.01 ○ 

冬季 0.04 ○ 

注 1）「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」（平成 2 年 7 月 環境

庁通達）に示される「スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な地域の指

標」を参考として設定された降下ばいじんの参考値（10t/km2/月） 

注 2）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、大気質に係る現地調査地点と同様に、沿

道 No.1、No.2 とも東行き道路側の道路端とした。 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しない

と考えるため、事後調査及び環

境監視調査は実施しない。 
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表 10.2-7 環境影響評価の一覧（建設機械の稼働による建設作業騒音） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

騒音 建設作業

騒音 

工事の実

施 

（建設機

械の稼

働） 

(1)騒音の状況 

1)現地調査 

調 査 地 点 2 地 点 （ 環 境 騒 音

No.1、No.2）における等価騒音レ

ベル（LAeq）は、昼間（6～22 時）

は 44～47dB、夜間（22～翌 6 時）

は 34～40dB であった。 

調査結果を環境基準と比較する

と、昼間、夜間ともに環境基準を

満足していた。 

 

(2)地表面の状況 

1)現地調査 

環境騒音 No.1 地点は旧常滑市民

病院跡地に位置する。環境騒音

No.2 地点は伊勢湾の防波堤背後に

位置しており、公園・裸地等があ

る。いずれも周辺は締め固められ

た地面や周辺住宅地の舗装面が主

体となっている。 

(1)建設作業騒音（敷地境界） 

敷地境界における建設機械の騒音レベル（LA5）の予測結果は以下

に示すとおりである。 

 

【予測結果：敷地境界（LA5）】 

単位:dB 

予測地点 工事区分 最大月 

建設機械の 

騒音レベル 

（LA5） 

敷地境界 

（最大地点） 

昼間工事 4ヶ月目 65 

夜間工事 11ヶ月目 65 

 

(2)建設作業騒音（近隣住居地区） 

近隣住居地区における騒音レベル（LAeq）の予測結果は以下に示す

とおりである。 

 

【予測結果：近隣住居地区（LAeq）】 

単位:dB 

予測 

地点 

工事 

区分 
最大月 

評価 

時間 

帯 

現況 

騒音 

レベル 

(LAeq) 

（①） 

建設 

機械の 

騒音 

レベル

(LAeq) 

（②） 

合成騒音 

レベル 

(LAeq) 

(①＋②) 

環境 

騒音 

No.1 

昼間工事 4ヶ月目 昼間 47 35 47 

夜間工事 11ヶ月目 
昼間 47 42 48 

夜間 40 42 44 

環境 

騒音 

No.2 

昼間工事 4ヶ月目 昼間 44 34 44 

夜間工事 11ヶ月目 
昼間 44 41 46 

夜間 34 41 42 

注）昼間工事（8～12 時及び 13～17 時）の騒音については昼間の環境基準、

夜間工事（22 時 30 分～2 時及び 3～7 時）の騒音については昼間及び夜

間の環境基準を用いた評価を実施した。 

 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

「10.1 章 予測の前提」に記載した施工上の諸対策を講じることに加え、以下の環境保

全措置を講じることにより、建設機械の稼働による騒音の影響のさらなる低減が期待でき

る。 

 

【環境保全措置】 

・工事関係者に対して、アイドリングストップの徹底や空ぶかしの禁止等、建設機械の稼

働方法の指導を行う。 

・建設機械の整備不良による騒音の発生を防止するため、整備・点検を徹底する。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価す

る。 

 

(2)基準等との整合性に係る評価 

予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、下表に示すとおり

であり、すべての地点で基準等との整合が図られていると評価する。 

 

【評価結果：敷地境界（LA5）】 

単位:dB 

工事区分 予測地点 予測結果 基準等注） 
基準等との 

整合状況 

昼間工事 敷地境界 

（最大地点） 

65 
規制基準：85dB 以下 

○ 

夜間工事 65 ○ 

注）「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する基準」（昭和 43 年 11 月 27 日 厚生省・建設省告

示第 1 号） 

 

【評価結果：近隣住居地区（LAeq）】 

単位:dB 

予測 

地点 

工事 

区分 

評価 

時間 

帯 

予測結果 

基準等注 1） 

基準等 

との 

整合 

状況 

現況騒音 

レベル 

(LAeq) 

(①) 

建設機械の 

騒音レベル 

(LAeq) 

(②) 

合成騒音 

レベル 

(LAeq) 

(①＋②) 

環境 

騒音 

No.1 

昼間 

工事 
昼間 47 35 47 

環境基準： 

B 類型 

昼間 55dB 以下、 

夜間 45dB 以下 

○ 

夜間 

工事 

昼間 47 42 48 ○ 

夜間 40 42 44 ○ 

環境 

騒音 

No.2 

昼間 

工事 
昼間 44 34 44 ○ 

夜間 

工事 

昼間 44 41 46 ○ 

夜間 34 41 42 ○ 

注 1）「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 9 月 30 日 環境庁告示第 64 号） 

注 2）昼間工事（8～12 時及び 13～17 時）の騒音については昼間の環境基準、夜間工事（22 時 30

分～2 時及び 3～7 時）の騒音については昼間及び夜間の環境基準を用いた評価を実施した。 

「 12 章  事後調

査」に示した①～④

のいずれにも該当し

ないと考えるため、

事後調査及び環境監

視調査は実施しな

い。 
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表 10.2-8 環境影響評価の一覧（資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による道路交通騒音） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

騒音 道路交通

騒音 

工事の実

施 

（資材及

び機械の

運搬に用

いる車両

の運行） 

(1)騒音の状況 

1)現地調査 

調査地点 2 地点（沿道 No.1（県

道 522 号・知多横断道路）、沿道

No.2（市道北条向山線））につい

て、平日の等価騒音レベル（LAeq）

は、昼間（6～22 時）62dB、夜間

（22～6 時）55～56dB であり、休日

は昼間 62～63dB、夜間 57～58dB で

あった。 

調査結果を環境基準と比較する

と、すべての地点で昼間及び夜間と

もに環境基準（昼間：70dB、夜間：

65dB）を満足していた。 

 

(2)沿道の状況 

1)現地調査 

舗装状況は沿道 No.1 及び No.2 地

点とも一般道（県道及び市道）は密

粒舗装であったが、沿道 No.1 の知

多横断道路は排水性舗装であった。 

規制速度は、沿道 No.1 では県道 522

号が 60km/h 及び知多横断道路が

80km/h、沿道 No.2 では 50km/h であ

った。 

沿道の利用状況は、沿道 No.1 及

び No.2 とも平坦な地形であり、沿

道 No.1 の周辺には主に住居、専門

学校及び事業所が、沿道 No.2 の周

辺には主に住居、平面駐車場及び旧

市庁舎が分布していた。なお、沿道

の地表面は主にアスファルト舗装で

あった。 

 

(3)その他（交通量の状況） 

1)現地調査 

24 時間の断面交通量は、沿道

No.1 は県道 522 号で平日 12,219 台

及び休日 16,106 台、知多横断道路

で平日 7,440 台及び休日 9,275 台で

あった。また、沿道 No.2 は平日

12,402 台及び休日 16,300 台であっ

た。平均走行速度は、県道 522 号は

規制速度を下回っていたが、知多横

断道路及び市道北条向山線では規制

速度を上回っていた。 

24 時間の交差点交通量は、りん

くうインターチェンジに進入する車

両、退出する車両とも、直進（県道

522 号を経由）する自動車の割合が

多かった。 

(1)道路交通騒音 

資材等運搬車両による騒音レベルの予測結果は以下に示す

とおりである。 

 

【予測結果：道路交通騒音レベル（LAeq）】 

単位:dB 

予測 

地点 
注1） 

時間 

区分 
注2） 

現況の 

等価騒音

レベル 

（LAeq） 

（①） 

資材等運搬

車両による 

騒音レベル

の増加分 

（LAeq） 

（②） 

資材等運搬車両

を加味した 

等価騒音 

レベル 

（LAeq） 

（①+②） 

沿道No.1 
昼間 62 0 62 

夜間 56 3 59 

沿道No.2 
昼間 62 0 62 

夜間 55 4 59 

注1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と同様

に、沿道No.1、No.2とも東行き道路側の道路端とした。 

注2）昼間：6～22時、夜間：22～翌6時 

注3）騒音レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記としてい

る。 

 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

以下の環境保全措置を講じることにより、資材等運搬車両の運行による騒音の影響

のさらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・資材及び機械の運搬に用いる車両については、知多横断道路の利用を奨励する。 

・工事関係者の通勤車両台数の低減のため、可能な限り公共交通機関の利用及び乗合

通勤を奨励する 

・工事関係者に対して、アイドリングストップの徹底、空ぶかしの禁止、制限速度の

遵守等、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行方法の指導を行う。 

・資材及び機械の運搬に用いる車両の整備不良による騒音の発生を防止するため、整

備・点検を徹底する。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

 

(2)基準等との整合性に係る評価 

予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、下表に示すと

おりであり、すべての地点で基準等との整合が図られていると評価する。 

 

【評価結果：道路交通騒音レベル（LAeq）】 

単位:dB 

予測 

地点 
注 1） 

時間 

区分 
注 2） 

予測結果 

基準等注 3） 

基準等 

との 

整合 

状況 

現況の 

等価騒音 

レベル 

（LAeq） 

(①) 

資材等 

運搬車両 

による 

騒音レベル 

の増加分 

（LAeq） 

(②) 

資材等 

運搬車両を 

加味した 

等価騒音 

レベル 

（LAeq） 

(①+②) 

沿道

No.1 

昼間 62 0 62 環境基準： 

昼間70dB以下、 

夜間65dB以下 

（幹線交通を担う道路に 

近接する空間） 

○ 

夜間 56 3 59 ○ 

沿道

No.2 

昼間 62 0 62 ○ 

夜間 55 4 59 ○ 

注1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査地点と同様に、沿道No.1、No.2と

も東行き道路側の道路端とした。 

注2）昼間：6時～22時、夜間：22時～翌6時 

注3）「騒音に係る環境基準について」（平成10年9月30日 環境庁告示第64号） 

注4）騒音レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記としている。 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しな

いと考えるため、事後調査及

び環境監視調査は実施しな

い。 
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表 10.2-9 環境影響評価の一覧（航空機の運航による航空機騒音） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

騒音 航空機騒

音 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

（航空機の 

運航） 

(1)騒音の状況 

1)文献その他の資料調査 

愛知県測定の令和元年度

における航空機騒音の時間

帯 補 正 等 価 騒 音 レ ベ ル

（Lden）は 33～46dB、三重県

測定の令和元年度における

時間帯補正等価騒音レベル

（Lden）は 30dBであり、環境

基準を満足している。 

また、中部国際空港株式

会社測定の令和元年度にお

ける航空機騒音の時間帯補

正等価騒音レベル（Lden）に

ついて、常時監視地点は 43

～45dB、定期監視地点は 37

～48dB であり、環境基準の

類型指定をされている地点

ではすべての地点で環境基

準を満足している。 

(1)航空機騒音 

航空機の運航による航空機騒音の現況再現結果及び事業実施後

の予測結果は、下図に示すとおりである。 

 

 

 

航空機騒音の予測結果（Lden） 

 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

以下の環境保全措置を講じることにより、航空機の運航による航空機騒音の影響の

さらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・航空機騒音の常時監視や定期監視を実施し、その結果を公表する。 

・現在と同様に、騒音軽減運航方式を継続する。 

・航空機について、補助動力装置（APU）の使用を抑制し、地上動力装置（GPU）の使

用促進を引き続き行う。 

・GSE（サービス車両）等の空港で使用される車両について、EV、FCV 化に取組む。 

・GSE（サービス車両）等の空港で使用される車両について、関係者に対して、アイド

リングストップの徹底等を促す。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

 

(2)基準等との整合性に係る評価 

予測結果と整合を図るべき基準等注）との整合性を検討した評価結果は、時間帯補正

等価騒音レベル（Lden）が 57dB を上回る範囲は海域に留まり、航空機騒音の環境基準

（Ⅰ類型（57dB））が定められている陸域には及ばなかった。そのため、予測結果は、

整合を図るべき基準等との整合が図られていると評価する。 

 

注）「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和 48 年 12 月 27 日 環境庁告示第 154 号及び一部

改正平成 19 年 12 月 17 日 環境省告示第 114 号） 

 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しない

と考えるため、事後調査は実施

しない。 

航空機の運航に係る騒音につ

いては、開港時から周辺地域に

対する環境影響を把握するた

め、環境監視調査を継続して実

施している。代替滑走路の供用

後も環境監視調査を継続して実

施する。 
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表 10.2-10 環境影響評価の一覧（飛行場の施設の供用による道路交通騒音） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

騒音 道路交通

騒音 

土地又は

工作物の

存在及び

供用 

（飛行場

の施設の

供用） 

(1)騒音の状況 

1)現地調査 

調査地点 2 地点（沿道 No.1（県道

522 号・知多横断道路）、沿道 No.2（市

道北条向山線））について、平日の等価

騒音レベル（LAeq）は、昼間（6～22

時）62dB、夜間（22～6 時）55～56dB

であり、休日は昼間 62～63dB、夜間 57

～58dB であった。 

調査結果を環境基準と比較すると、

すべての地点で昼間及び夜間ともに環

境基準（昼間：70dB、夜間：65dB）を

満足していた。 

 

(2)沿道の状況 

1)現地調査 

舗装状況は沿道 No.1 及び No.2 地点

とも一般道（県道及び市道）は密粒舗

装であったが、沿道 No.1 の知多横断道

路は排水性舗装であった。 

規制速度は、沿道 No.1 では県道 522

号 が 60km/h 及 び 知 多 横 断 道 路 が

80km/h、沿道 No.2 では 50km/h であっ

た。 

沿道の利用状況は、沿道 No.1 及び

No.2 とも平坦な地形であり、沿道 No.1

の周辺には主に住居、専門学校及び事

業所が、沿道 No.2 の周辺には主に住

居、平面駐車場及び旧市庁舎が分布し

ていた。なお、沿道の地表面は主にア

スファルト舗装であった。 

 

(3)交通量の状況 

1)現地調査 

24 時間の断面交通量は、沿道 No.1 は

県道 522 号で平日 12,219 台及び休日

16,106 台、知多横断道路で平日 7,440

台及び休日9,275台であった。また、沿

道No.2は平日 12,402台及び休日16,300

台であった。平均走行速度は、県道 522

号は規制速度を下回っていたが、知多

横断道路及び市道北条向山線では規制

速度を上回っていた。 

24 時間の交差点交通量は、りんくう

インターチェンジに進入する車両、退

出する車両とも、直進（県道522号を経

由）する自動車の割合が多かった。 

(1)道路交通騒音 

飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による騒音レ

ベル（LAeq）の予測結果は以下に示すとおりである。 

 

【予測結果：道路交通騒音レベル（LAeq）平日】 

単位:dB 

予測 

地点 
注1） 

時間 

区分 
注2） 

現況の 

等価騒音 

レベル 

（LAeq） 

（①） 

事業実施後の 

騒音レベルの 

増加分 

（LAeq） 

（②） 

事業実施後の 

等価騒音 

レベル 

（LAeq） 

（①+②） 

沿道

No.1 

昼間 62 1 63 

夜間 56 3 59 

沿道

No.2 

昼間 62 1 63 

夜間 55 2 57 

注1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と

同様に、沿道No.1、No.2とも東行き道路側の道路端とし

た。 

注2）昼間：6～22時、夜間：22～翌6時 

注3）騒音レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記として

いる。 

 

【予測結果：道路交通騒音レベル（LAeq）休日】 

単位:dB 

予測 

地点 
注1） 

時間 

区分 
注2） 

現況の 

等価騒音 

レベル 

（LAeq） 

（①） 

事業実施後の 

騒音レベルの 

増加分 

（LAeq） 

（②） 

事業実施後の 

等価騒音 

レベル 

（LAeq） 

（①+②） 

沿道

No.1 

昼間 62 2 64 

夜間 58 3 61 

沿道

No.2 

昼間 63 1 64 

夜間 57 1 58 

注1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と

同様に沿道No.1、No.2とも東行き道路側の道路端とした。 

注2）昼間：6～22時、夜間：22～翌6時 

注3）騒音レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記として

いる。 

 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

以下の環境保全措置を講じることにより、飛行場を利用する車両のアクセス道路走行によ

る道路交通騒音の影響のさらなる低減が期待できる。 
 

【環境保全措置】 

・公共交通機関の利用促進を図る。 

・中部国際空港では、各関係者による啓蒙活動等のキャンペーン等によりアイドリングスト

ップの展開を図っている。今後も現在の取り組みを継続する。 
 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価する。 

 

(2)基準等との整合性に係る評価 

予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、下表に示すとおりで

あり、すべての地点で基準等との整合が図られていると評価する。 

 

【評価結果：道路交通騒音レベル（LAeq）平日】 

単位:dB 

予測 

地点 
注 1） 

時間 

区分 
注 2） 

予測結果 

基準等注 3） 

基準等 

との 

整合状況 

現況の 

等価騒音 

レベル 

（LAeq） 

（①） 

事業実施後の

騒音レベルの

増加分 

（LAeq） 

（②） 

事業実施後

の等価騒音 

レベル 

（LAeq） 

(①+②) 

沿道 

No.1 

昼間 62 1 63 環境基準： 

昼間70dB以下、 

夜間65dB以下 

（幹線交通を担う 

道路に近接する

空間） 

○ 

夜間 56 3 59 ○ 

沿道 

No.2 

昼間 62 1 63 ○ 

夜間 55 2 57 ○ 

注1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査地点と同様に、沿道No.1、No.2とも東

行き道路側の道路端とした。 

注2）昼間：6時～22時、夜間：22時～翌6時 

注3）「騒音に係る環境基準について」（平成10年9月30日 環境庁告示第64号） 

注4）騒音レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記としている。 

 

【評価結果：道路交通騒音レベル（LAeq）休日】 

単位:dB 

予測 

地点 
注 1） 

時間 

区分 
注 2） 

予測結果 

基準等注 3） 

基準等 

との 

整合状況 

現況の 

等価騒音 

レベル 

（LAeq） 

（①） 

事業実施後の

騒音レベルの

増加分 

（LAeq） 

（②） 

事業実施後

の等価騒音 

レベル 

（LAeq） 

(①+②) 

沿道 

No.1 

昼間 62 2 64 環境基準： 

昼間70dB以下、 

夜間65dB以下 

（幹線交通を担う 

道路に近接する

空間） 

○ 

夜間 58 3 61 ○ 

沿道 

No.2 

昼間 63 1 64 ○ 

夜間 57 1 58 ○ 

注1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査地点と同様に、沿道No.1、No.2とも東

行き道路側の道路端とした。 

注2）昼間：6時～22時、夜間：22時～翌6時 

注3）「騒音に係る環境基準について」（平成10年9月30日 環境庁告示第64号） 

注4）騒音レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記としている。 

「12 章 事後調査」に

示した①～④のいずれに

も該当しないと考えるた

め、事後調査及び環境監

視調査は実施しない。 
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表 10.2-11 環境影響評価の一覧（航空機の運航による低周波音） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

低周波音 低周波音 土地又は

工作物の

存在及び

供用 

（航空機

の運航） 

(1)低周波音の状況 

1)現地調査 

調査地点 4地点（弥富市立大藤小学

校（弥富）、木曽岬町東部公民館（木

曽岬）、常滑市立鬼崎中学校（常

滑）、美浜町野間（ちびっこ広場）

（美浜））における低周波音の調査地

点毎の G特性音圧レベルの平均値は、

調査地点のうち最も大きい値だった

常滑では 77.2dB、最も小さかった木

曽岬では 71.1dB であった。 

(1)低周波音 

予測結果は、飛行経路が近づく地点では影響が現在よ

り大きくなると予測される。 

 

【予測結果：低周波音圧レベル（G 特性）】 

単位:dB 

予測地点 
注 1） 

予測結果 

（低周波音圧レベル（G 特性）） 

現況 事業実施後 増減 

弥富 71.6 71.6 0 

木曽岬 71.1 71.1 0 

常滑注 2） 77.2 77.6 0.4 

美浜 74.4 75.9 1.5 

注1）スラントディスタンス（飛行経路と予測地点間の離隔）

が現況と事業実施後ともに同じ又は現況より遠ざかる場

合については、音の伝搬理論式による計算を行わず、現

況調査結果を事業実施後の予測結果とすることとした。 

注2）南向き運用・着陸の影響は、リバーススラストによるも

のであるため、滑走路の接地点（タッチダウンポイン

ト）と予測地点との離隔をスラントディスタンスとし

た。 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

 

以下の環境保全措置を講じることにより、航空機の運航による低周波音の影響のさ

らなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・現在と同様に、騒音軽減運航方式を継続する。 

・航空機について、補助動力装置（APU）の使用を抑制し、地上動力装置（GPU）の使

用促進を引き続き行う。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

 

これまでに種々の低周波音の影響に関する調査研究が実施されていることから、予

測結果について、以下の表に示す研究等の参照値との比較を行った。 

 

表 研究等の参照値 

影響項目 科学的知見 

生理的影響 G特性音圧レベルで100dB 

心理的影響 圧迫感・振動感の値 

物理的影響 建具のがたつきはじめる値 

 

予測結果と科学的知見における参照値との比較結果は下図に示すとおりであり、全

ての予測地点で科学的知見における参照値を下回った。 

 

 
航空機による低周波音予測結果（地点別エネルギー平均値） 

 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しない

と考えるため、事後調査及び環

境監視調査は実施しない。 
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表 10.2-12 環境影響評価の一覧（資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による道路交通振動） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

振動 振動 工事の実

施 

（資材及

び機械の

運搬に用

いる車両

の運行） 

(1)振動の状況 

1)現地調査 

調査地点 2 地点（沿道 No.1

（県道 522 号・知多横断道路）、

沿道 No.2（市道北条向山線））

の時間率振動レベル(L10)は、平

日 は 昼 間 （ 7 ～ 20 時 ） 34 ～

35dB、夜間（20～翌 7 時）は

27dB、休日は昼間 30～39dB、夜

間 26～27dB であった。 

調査結果を振動規制法に基づ

く要請限度と比較すると、すべ

ての地点で昼間・夜間ともに要

請限度を満足していた。 

 

(2)地盤の状況 

1)現地調査 

地盤卓越振動数は、沿道 No.1

で 16.8Hz、沿道 No.2 で 14.3Hz

であった。 

 

(3)その他（交通量の状況） 

1)現地調査 

24 時間の断面交通量は、沿道

No.1 は県道 522 号で平日 12,219

台及び休日 16,106 台、知多横断

道路で平日 7,440 台及び休日

9,275 台であった。また、沿道

No.2 は平日 12,402 台及び休日

16,300 台であった。平均走行速

度は、県道 522 号は規制速度を

下回っていたが、知多横断道路

及び市道北条向山線では規制速

度を上回っていた。 

24 時間の交差点交通量は、り

んくうインターチェンジに進入

する車両、退出する車両とも、

直進（県道 522 号を経由）する

自動車の割合が多かった。 

(1)道路交通振動 

資材等運搬車両による振動レベル（L10）の予測結果は以下

に示すとおりである。 

 

【予測結果：道路交通振動レベル（L10）】 

単位:dB 

予測

地点
注1） 

時間区分注 2） 

現況の 

振動 

レベル 

（L10） 

（①） 

資材等運搬 

車両による 

振動レベルの

増加分 

（L10） 

（②） 

資材等運搬 

車両を加味した 

振動レベル 

（L10） 

（①+②） 

沿道

No.1 

昼間 

（10時～11時）
  36  0 36 

夜間 

（3時～4時） 
＜25  9 34 

沿道

No.2 

昼間 

（15時～16時）
  36  1 37 

夜間 

（22時～23時）
  29 12 41 

注1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と同様

に沿道No.1、No.2とも東行き道路側の道路端とした。 

注2）昼間：7～20時、夜間：20～翌7時 

注3）振動レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記としてい

る。 

注4）予測は1時間毎に実施しており、表中には資材等運搬車両を加味

した振動レベルが最大となる時間帯における値を示している。 

注5）「＜25」は定量下限値（25dB）未満を示す。なお、資材等運搬

車両を加味した振動レベルの算出に当たっては、25dBとして計

算した。 

 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

以下の環境保全措置を講じることにより、資材等運搬車両の運行による振動の影響

のさらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・資材及び機械の運搬に用いる車両については、知多横断道路の利用を奨励する。 

・工事関係者の通勤車両台数の低減のため、可能な限り公共交通機関の利用及び乗合

通勤を奨励する。 

・工事関係者に対して、アイドリングストップの徹底、空ぶかしの禁止、制限速度の

遵守等、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行方法の指導を行う。 

・資材及び機械の運搬に用いる車両の整備不良による振動の発生を防止するため、整

備・点検を徹底する。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

 

(2)基準等との整合性に係る評価 

予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、下表に示すと

おりであり、すべての地点で基準等との整合が図られていると評価する。 

また、すべての予測地点で振動の感覚閾値（55dB）を下回った。 

 

【評価結果：道路交通振動レベル（L10）】 

単位:dB 

予測 
地点 
注 1） 

時間 
区分 
注 2） 

現況の 
振動レベル 

（L10） 
（①） 

資材等 
運搬車両 
による 

振動レベル 
の増加分 
（L10） 
(②) 

資材等 
運搬車両を 
加味した 

振動レベル 
（L10） 

（①+②） 

基準等注 3） 
基準等 
との 

整合状況 

沿道 
No.1 

昼間   36  0 36 要請限度： 
昼間 70dB 以下/ 
夜間 65dB 以下 
（第 2 種区域） 

○ 

夜間 ＜25  9 34 ○ 

沿道 
No.2 

昼間   36  1 37 
要請限度： 
昼間 65dB 以下/ 
夜間 60dB 以下 
（第 1 種区域） 

○ 

夜間   29 12 41 ○ 

注 1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と同様に沿道 No.1、No.2 とも東

行き道路側の道路端とした。 

注 2）昼間：7 時～20 時、夜間：20 時～翌 7 時 

注 3）「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号）に基づく道路交通振動の要請限度。 

注 4）振動レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記としている。 

注 5）予測は 1 時間毎に実施しており、表中には資材等運搬車両を加味した振動レベルが最大と

なる時間帯における値を示している。 

注 6）「＜25」は定量下限値（25dB）未満を示す。なお、資材等運搬車両を加味した振動レベル

の算出に当たっては、25dB として計算した。 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しない

と考えるため、事後調査及び環

境監視調査は実施しない。 
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表 10.2-13 環境影響評価の一覧（飛行場の施設の供用による道路交通振動） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

振動 振動 土地又は

工作物の

存在及び

供用 

（飛行場

の施設の

供用） 

(1)振動の状況 

1)現地調査 

調査地点2地点（沿道No.1

（県道 522 号・知多横断道

路）、沿道 No.2（市道北条向

山線））の時間率振動レベル

(L10)は、平日は昼間（7～20

時）34～35dB、夜間（20～

翌 7 時）は 27dB、休日は昼

間 30～39dB、夜間 26～27dB

であった。 

調査結果を振動規制法に

基づく要請限度と比較する

と、すべての地点で昼間・

夜間ともに要請限度を満足

していた。 

 

(2)地盤の状況 

1)現地調査 

地盤卓越振動数は、沿道

No.1 で 16.8Hz、沿道 No.2 で

14.3Hz であった。 

 

(3)その他（交通量の状況） 

1)現地調査 

24 時間の断面交通量は、

沿道 No.1 は県道 522 号で平

日 12,219 台及び休日 16,106

台 、 知 多 横 断 道 路 で 平 日

7,440 台及び休日 9,275 台で

あった。また、沿道 No.2 は

平 日 12,402 台 及 び 休 日

16,300 台であった。平均走

行速度は、県道 522 号は規制

速度を下回っていたが、知

多横断道路及び市道北条向

山線では規制速度を上回っ

ていた。 

24 時間の交差点交通量

は、りんくうインターチェ

ンジに進入する車両、退出

する車両とも、直進（県道

522 号を経由）する自動車の

割合が多かった。 

(1)道路交通振動 

飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による振動レベル

（L10）の予測結果は以下に示すとおりである。 

 

【予測結果：道路交通振動レベル（L10） 平日】 

単位:dB 

予測 

地点 
注1） 

時間区分注 2） 

現況の 

振動レベル 

（L10） 

（①） 

事業実施後の 

振動レベルの 

増加分 

（L10） 

（②） 

事業実施後の 

振動レベル 

（L10） 

（①+②） 

沿道

No.1 

昼間 

（10時～11時） 
35  3 38 

夜間 

（3時～4時） 
30  7 37 

沿道

No.2 

昼間 

（15時～16時） 
36  1 37 

夜間 

（22時～23時） 
29 10 39 

注 1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と同様に

沿道 No.1、No.2 とも東行き道路側の道路端とした。 

注 2）昼間：7～20 時、夜間：20～翌 7 時 

注 3）振動レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記としている。 

注 4）予測は 1 時間毎に実施しており、表中には事業実施後の振動レベ

ルが最大となる時間帯における値を示した。 

 

【予測結果：道路交通振動レベル（L10） 休日】 

単位:dB 

予測 

地点 
時間区分注 2） 

現況の 

振動レベル 

（L10） 

（①） 

事業実施後の 

振動レベルの 

増加分 

（L10） 

（②） 

事業実施後の 

振動レベル 

（L10） 

（①+②） 

沿道

No.1 

昼間 

（10時～11時） 
36  2 38 

夜間 

（22時～23時） 
30  7 37 

沿道

No.2 

昼間 

（15時～16時） 
36  1 37 

夜間 

（22時～23時） 
29 10 39 

注 1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と同様に

沿道 No.1、No.2 とも東行き道路側の道路端とした。 

注 2）昼間：7～20 時、夜間：20～翌 7 時 

注 3）振動レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記としている。 

注 4）予測は 1 時間毎に実施しており、表中には事業実施後の振動レベ

ルが最大となる時間帯における値を示した。 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

以下の環境保全措置を講じることにより、飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による道

路交通振動の影響のさらなる低減が期待できる。 
 

【環境保全措置】 

・公共交通機関の利用促進を図る。 

・中部国際空港では、各関係者による啓蒙活動等のキャンペーン等によりアイドリングストップ

の展開を図っている。今後も現在の取り組みを継続する。 
 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価する。 
 

(2)基準等との整合性に係る評価 

予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、下表に示すとおりであ

り、すべての地点で基準等との整合が図られていると評価する。 

また、すべての予測地点で振動の感覚閾値（55dB）を下回った。 
 

【評価結果：道路交通振動レベル（L10） 平日】 

単位:dB 

予測 
地点 
注 1） 

時間 
区分 
注 2） 

現況の 
振動レベル

（L10） 
（①) 

事業実施後の 
振動レベルの 
増加分（L10） 

(②) 

事業実施後の 
振動レベル 
（L10） 

（①+②） 

基準等注 3) 
基準等 
との 

整合状況 

沿道 
No.1 

昼間 35  3 38 要請限度： 
昼間 70dB 以下/ 
夜間 65dB 以下 
（第 2 種区域） 

○ 

夜間 30  7 37 ○ 

沿道 
No.2 

昼間 36  1 37 
要請限度： 
昼間 65dB 以下/ 
夜間 60dB 以下 
（第 1 種区域） 

○ 

夜間 29 10 39 ○ 

注 1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と同様に沿道 No.1、No.2 とも東行き道路側

の道路端とした。 

注 2）昼間：7 時～20 時、夜間：20 時～翌 7 時) 

注 3）「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号）に基づく道路交通振動の要請限度。 

注 4）振動レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記としている。 

注 5）予測は 1 時間毎に実施しており、表中には事業実施後の振動レベルが最大となる時間帯における値

を示している。 

 

【評価結果：道路交通振動レベル（L10） 休日】 

単位:dB 

予測 
地点 
注 1） 

時間 
区分 
注 2） 

現況の 
振動レベル 

（L10） 
（①) 

事業実施後の 
振動レベルの 
増加分（L10） 

(②) 

事業実施後の 
振動レベル 

（L10） 
（①+②） 

基準等注 3） 
基準等 
との 

整合状況 

沿道 
No.1 

昼間 36 2 38 要請限度： 
昼間 70dB 以下/ 
夜間 65dB 以下 
（第 2 種区域） 

○ 

夜間 30 7 37 ○ 

沿道 
No.2 

昼間 36 1 37 
要請限度： 
昼間 65dB 以下/ 
夜間 60dB 以下 
（第 1 種区域） 

○ 

夜間 29 10 39 ○ 

注 1）予測地点は、家屋等保全対象の分布を考慮し、現地調査と同様に沿道 No.1、No.2 とも東行き道路側

の道路端とした。 

注 2）昼間：7 時～20 時、夜間：20 時～翌 7 時 

注 3）「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号）に基づく道路交通振動の要請限度。 

注 4）振動レベルは、小数第一位を四捨五入した整数表記としている。 

注 5）予測は 1 時間毎に実施しており、表中には事業実施後の振動レベルが最大となる時間帯における値

を示している。 

「12 章 事後調査」

に示した①～④のい

ずれにも該当しない

と考えるため、事後

調査及び環境監視調

査は実施しない。 
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表 10.2-14 環境影響評価の一覧（造成等の施工による一時的な影響に伴う土砂による水の濁り） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

水質 土砂によ

る水の濁

り 

工事の実

施 

（造成等

の施工に

よる一時

的な影

響） 

(1)浮遊物質量（SS）の状況 

1)文献その他の資料調査 

空港島周辺で実施された既往の環境影響評価に

係る図書「中部国際空港沖公有水面埋立事業環境

影響評価書」（令和 2 年 3 月、国土交通省中部地

方整備局）によると、浮遊物質量は、平成 26 年

度は上層で 2～4mg/L、中層で 1～3mg/L、底層で 1

～5mg/L、平成 28年度は上層で 1～5mg/L、中層で

1 未満～4mg/L、底層で 1～6mg/L の範囲にあっ

た。平均値は概ね 2mg/L 程度であった。 

 

(2)気象の状況 

1)文献その他の資料調査 

セントレア（中部航空地方気象台）の過去 5 年

間（平成 30 年度～令和 4 年度）における年降水

量は 1,266.0～ 1,621.0mm であり、平均値は

1,437.2mm であった。また、日降水量の平均値は

3.9mm/日であり、最大値は令和 4 年度の 121.5 ㎜

/日、時間降水量の平均値は 0.2mm/時であり、最

大値は令和 4 年度の 50.0mm/時であった。 

(1)浮遊物質量 

各排水区の排水口から拡散域外縁までの距離は 246～357m と予測

される。 

造成等の施工による海域への浮遊物質量（SS）濃度の寄与分

は、影響が最も大きい排水区 4 において排水口から距離 10m で約

72.9mg/L となる。 

水産資源保護の観点から「水産用水基準 第 8 版（2018 年版）」

（公益社団法人 日本水産資源保護協会）において、人為的に加え

られる懸濁物質濃度（SS）は 2mg/L 以下とされており、これを環境

の保全に係る基準または目標とする。影響範囲内の工事による浮

遊物質量（SS）濃度の寄与分は、濁りの影響が最も大きい排水区 4

において排水口から距離 210m で寄与濃度 2mg/L を下回ると予測さ

れる。 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

「10.1 章 予測の前提」に記載した施工上の諸対策を講じる

ことに加え、以下の環境保全措置を講じることにより、造成等

の施工に伴う水の濁りへの影響の更なる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・土工部の速やかな転圧・舗装・緑化の実施等により、裸地状

態の短期化・縮小化を図り、濁水の流出を極力抑える。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図

られているものと評価する。 

 

(2)基準等との整合性に係る評価 

海域の水の濁りについては、「環境基本法」第 16 条の規定に

基づく基準等は設定されていないが、水産資源保護の観点から

「水産用水基準 第 8 版（2018 年版）」（公益社団法人 日本水産

資源保護協会）において、人為的に加えられる懸濁物質濃度

（SS）は 2mg/L 以下とされていることから、これを環境の保全に

係る基準または目標とした。 

予測の結果、造成等の施工に伴う水の濁りにより、海域にお

ける SS の寄与濃度が水産用水基準に定める指標（2mg/L）を超過

する範囲は、排水位置から最大 210m と排水位置の近傍に限られ

ると想定される。このことから、造成等の施工に伴う水の濁り

への影響については、環境の保全に係る基準又は目標との整合

性が図られているものと評価する。 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しない

と考えるため、事後調査及び環

境監視調査は実施しない。 
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表 10.2-15 環境影響評価の一覧（航空機の運航に係る陸生動物（鳥類）） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

動物 陸生動物

（鳥類） 

土地又は

工作物の

存在及び

供用 

（航空機

の運航） 

 

(1)陸生動物相（鳥類相）の状況 

1)現地調査 

確認された陸生動物相（鳥類）の状況は、以下

に示すとおりである。なお、調査期間中、航空機

と鳥類の衝突及び航空機と鳥類の異常接近は確認

されなかった。 

 

項目 目数 科数 種数 

鳥類 11 27 61 

 

 

(2)陸生動物（鳥類）の重要な種の分布、生息の

状況及び生息環境の状況 

1)現地調査 

確認された鳥類の重要な種は、以下に示す 10

種であった。 

 

No 目名 科名 種名 

1 カツオドリ ウ ヒメウ 

2 チドリ チドリ ケリ 

3   シロチドリ 

4  シギ オバシギ 

5  カモメ オオセグロカモメ 

6   コアジサシ 

7 タカ 

 

ミサゴ ミサゴ 

8 タカ ハチクマ 

9   サシバ 

10 ハヤブサ ハヤブサ ハヤブサ 

 

 

(1)航空機との鳥衝突（バードストライク）の可能性の変化の程度 

完全 24 時間運用が実現された時点において、現滑走路は着陸専用、代替滑走路は離陸

専用として運用を行うことを想定していることから、現滑走路及び代替滑走路における

航空機離陸時に着目すると、鳥類の通過回数や飛翔高度は、現滑走路と代替滑走路で大

きな差はない。 

以上から、滑走路位置の変化による航空機との鳥衝突（バードストライク）の可能性

の変化は小さいと予測される。 

 

現滑走路及び延長線上を通過した飛翔高度の縦断分布図 

代替滑走路及び延長線上を通過した飛翔高度の縦断分布図 

 

重要な種においても、完全 24 時間運用が実現された時点において、鳥類の通過回数や

飛翔高度は、現滑走路と代替滑走路で大きな差はないものと考えられる。 

以上から、滑走路位置の変化による重要な種の航空機との鳥衝突（バードストライ

ク）の可能性の変化は小さいと予測される。 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

航空機の運航による陸生動物（鳥類）へ

の影響を低減するため、以下に示す対策を

講じることを前提として予測を実施し、航

空機との鳥衝突（バードストライク）の可

能性の変化は小さいとの結果となった。 

 

・現在、空港警備・消防・グループ会社と

連携して本来の業務の枠を超えて鳥情報

の共有を図り、バードパトロールの一層

の充実化を図っている。また、空港内に

設置された監視カメラをバードパトロー

ルにも活用している。これらの取組を滑

走路の整備後も継続する。 

 

上記に加え、以下の環境保全措置を講じ

ることにより、航空機の運航による航空機

との鳥衝突（バードストライク）の影響の

さらなる低減が期待できる。 

 

・これまでに引き続き、事例の分析を実施

するとともに、その結果に基づく新たな

鳥対策を検討し、より一層の航空機との

鳥衝突（バードストライク）発生抑制に

努める。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内

で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

 

 

 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しない

と考えるため、事後調査及び環

境監視調査は実施しない。 
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表 10.2-16 環境影響評価の一覧（造成等の施工による副産物） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

廃棄物等 建設工事

に伴う副

産物 

工事の実

施 

（造成等

の施工に

よる一時

的な影

響） 

(1)廃棄物の処理並びに処分等の状況 

1)文献その他の資料調査 

ｱ)廃棄物の処理並びに処分等の状況 

令和元年度の愛知県における業種別の産業廃棄

物の処理・処分の状況について、建設業の産業廃

棄物発生量は製造業に次ぐ量であり、年間の発生

量 4,496 千 t/年に対し減量化量 136 千 t/年（発

生量の 3.0%）、資源化量 4,093 千 t/年（同

91.0%）となっており、最終処分量は 267 千 t/年

（同 5.9%）となっている。 

また、令和元年度の愛知県における産業廃棄物

の種類別の処理・処分の状況について、減量化・

資源化率は、廃プラスチック類及びその他の廃棄

物を除き 90%以上となっている。 

なお、「愛知県廃棄物処理計画（2022 年度～

2026 年度）」においては、建設事業を対象とした

再資源化率等の目標に関する記載は無いが、国土

交通省が策定した「建設リサイクル推進計画」

（令和 2 年 9 月、国土交通省）において、全国の

地方ごとに建設事業における建設リサイクルに係

る達成基準値が示されている。中部地方における

達成基準値については、アスファルト・コンクリ

ート塊について再資源化率 99%以上、建設発生土

について有効利用率 80%以上が達成基準値として

定められている。 

 

ｲ)産業廃棄物処理施設の立地状況 

愛知県における産業廃棄物処理施設（中間処理

施設及び最終処分場等）の設置状況について、令

和 2 年度末時点で許可を受けている中間処理施設

の設置数は 926 施設であり、そのうち木くず又は

がれき類の破砕施設が最も多くなっている。 

令和元年度末時点で愛知県内に設置されている

産業廃棄物最終処分場は 98 施設存在し、残存容

量は遮断型・安定型・管理型最終処分場の合計で

7,330.2 千 m3となっている。 

また、広域最終処分場が 2 件存在し、このうち

衣浦港 3 号地廃棄物最終処分場では、県内全域の

産業廃棄物・一般廃棄物を対象に処分を行ってい

る。 

(1)建設副産物の種類ごとの発生量 

本事業の実施に伴う建設副産物として、建設発生

土、アスファルト・コンクリート塊及び金属くず（鋼

材）が発生すると想定される。 

 

【予測結果：建設副産物の発生量】 

主な建設副産物等 建設副産物の量 

建設発生土 38,200 m3 

アスファルト・ 
コンクリート塊 

18,100 m3 

鋼材 117 t 

 
 

(2)建設副産物の種類ごとの処理状況 

建設発生土について、掘削工事による発生土は、本

事業において有効利用を図るほか、利用できない場合

は空港島内の土砂置場に搬入のうえ保管する。これに

より、空港島外への建設発生土の搬出及び空港島外に

おける建設発生土の処理・処分は生じない計画であ

る。 

アスファルト・コンクリート塊及び鋼材について、

これらの建設副産物は、産業廃棄物処理業者に委託の

うえ、再資源化に努めることとする。また、再資源化

できない建設副産物は、適切に処理・処分を行う。 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

「10.1 章 予測の前提」に記載した施工上の諸対策を講じることに加え、以

下の環境保全措置を講じることにより、造成等の施工による一時的な影響に伴

う廃棄物等の影響のさらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・本事業の中で再利用ができない建設発生土については、環境保全措置として

工事間利用の促進を行い、できる限り再利用を図る。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているもの

と評価する。 

 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しない

と考えるため、事後調査及び環

境監視調査は実施しない。 
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表 10.2-17 環境影響評価の一覧（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による二酸化炭素・その他の温室効果ガス） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

温室効果

ガス等

  

 

二酸化炭

素 

その他の

温室効果

ガス 

工事の実

施 

（建設機

械の稼

働、資材

及び機械

の運搬に

用いる車

両の運

行） 

 

(1)二酸化炭素の排出係数及びエネルギー使用量 

1)文献その他の資料調査 

二酸化炭素の排出係数及びエネルギー使用量等

について以下の資料等の収集によって情報を整理

し、予測に活用した。 

・「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル

Ver.4.9」（令和 5 年 4 月、環境省・経済産業

省） 

・「道路環境影響評価等に用いる自動車排出係数

の算定根拠（平成 22 年度版）」（平成 24 年 2

月、国土交通省国土技術政策総合研究所） 

・「令和 5 年度版 建設機械等損料表」（令和 5 年

5 月、日本建設機械施工協会） 

燃料による二酸化炭素の排出係数は、軽油は

2.58tCO2/kL、ガソリンは 2.32tCO2/kL である。 

また、資材及び機械の運搬に用いる車両の走行

による平均走行速度 50km/h に対する二酸化炭素

の排出係数は、大型車類は 568.8gCO2/km、小型車

類は 105.7gCO2/km である。 

 

(2)その他の温室効果ガスの排出係数及びエネル

ギー使用量 

1)文献その他の資料調査 

その他の温室効果ガスの排出係数及びエネルギ

ー使用量等について以下の資料等の収集によって

情報を整理し、予測に活用した。 

・「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル

Ver.4.9」（令和 5 年 4 月、環境省・経済産業

省） 

・「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・

実施マニュアル（算定手法編）」（令和 5 年 3

月、環境省大臣官房地域政策課） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の走行による

メ タ ン の 排 出 係 数 は 、 大 型 車 類 は

0.000015gCH4/km、小型車類は 0.000010 gCH4/km

であり、一酸化二窒素の排出係数は、大型車類は

0.000014gN2O/km、小型車類は 0.000029 gN2O/km

である。 

また、メタンの地球温暖化係数は 28、一酸化

二窒素の地球温暖化係数は 265 である。 

(1)温室効果ガス 

建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行による温室効果ガス排出量の

予測結果は以下に示すとおりである。 

 

【予測結果：温室効果ガス排出量】 

単位：千 tCO2eq 

予測項目 
温室効果ガス 

排出量 

建設機械の稼働 6.4 

資材等運搬車両の運行 1.2 

合計 7.6 

 

 

 

 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

1)建設機械の稼働に伴う温室効果ガス等 

「10.1 章 予測の前提」に記載した施工上の諸対策を講じることに加え、以下の環

境保全措置を講じることにより、建設機械の稼働に伴う温室効果ガス等の影響のさら

なる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・工事関係者に対して、アイドリングストップの徹底、空ぶかしの禁止等、建設機械

の稼働方法の指導を行う。 

・建設機械の整備不良による温室効果ガスの発生を防止するため、整備・点検を徹底

する。 

・ICT 施工の普及など、i-Construction の推進等により、施工の更なる効率化や省力

化を進める。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

 

2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う温室効果ガス等 

以下の環境保全措置を講じることにより、資材等運搬車両の運行に伴う温室効果ガ

ス等の影響のさらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・工事関係者の通勤車両台数の低減のため、可能な限り公共交通機関の利用及び乗合

通勤を奨励する。 

・工事関係者に対して、アイドリングストップの徹底、空ぶかしの禁止、制限速度の

遵守等、建設機械の稼働方法の指導を行う。 

・資材及び機械の運搬に用いる車両の整備不良による温室効果ガスの発生を防止する

ため、整備・点検を徹底する。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価

する。 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しない

と考えるため、事後調査及び環

境監視調査は実施しない。 
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表 10.2-18 環境影響評価の一覧（航空機の運航及び飛行場の施設の供用による二酸化炭素・その他の温室効果ガス） 

項目 

調査結果 予測結果 評価結果 事後調査 
環境要素の区分 

影響要因 

の区分 

温室効果

ガス等

  

 

二酸化炭

素 

その他の

温室効果

ガス 

土地又は

工作物の

存在及び

供用 

（航空機

の運航及

び飛行場

の施設の

供用） 

 

(1)二酸化炭素の排出係数及びエネルギー使用量 

1)文献その他の資料調査 

温室効果ガス等の排出係数及びエネルギー使用

量等について以下の資料等の収集によって情報を

整理し、予測に活用した。 

・「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル

Ver.4.9」(令和 5 年 4 月、環境省・経済産業

省) 

・「電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効

果ガス排出量算定用）平成 30 年度実績」（令和

2 年 1 月、環境省・経済産業省） 

・「算定・報告・公表制度における算定方法・排

出係数一覧」(令和 5 年 12 月、環境省・経済産

業省) 

・「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・

実施マニュアル（算定手法編）」（令和 5 年 3

月、環境省大臣官房地域政策課） 

・「事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガ

イドライン（試案 ver1.6）」(平成 15 年 7 月、

環境省地球環境局) 

・「道路環境影響評価等に用いる自動車排出係数

の算定根拠（平成 22 年度版）」（平成 24 年 2

月、国土交通省国土技術政策総合研究所） 

・「平成 8 年度環境庁委託調査 航空機排出大気

汚染物質削減手法検討調査報告書」（平成 9 年

3 月、株式会社三菱総合研究所） 

 

燃料の使用による温室効果ガスの排出係数は、

ジェット燃料油は 2.46tCO2/kL、ガソリンは

2.32tCO2/kL 、 灯 油 は 2.49tCO2/kL 、 軽 油 は

2.58tCO2/kL、A 重油は 2.71tCO2/kL、都市ガス・

圧縮天然ガスは 2.23tCO2/千 Nm3である。 

 

(2)その他の温室効果ガスの排出係数及びエネル

ギー使用量 

1)文献その他の資料調査 

温室効果ガス等の排出係数及びエネルギー使用

量等について「(1)二酸化炭素の排出係数及びエ

ネルギー使用量」と同じ資料の収集によって情報

を整理し、予測に活用した。 

LTO サイクル 1 回あたりのメタンの排出係数は

0.3 kgCH4/LTO、一酸化二窒素の排出係数は、0.1 

kgN2O/LTO である。 

空港アクセス車両及び駐車場車両の走行による

メ タ ン の 排 出 係 数 は 、 大 型 車 類 は

0.000015gCH4/km、小型車類は 0.000010 gCH4/km

であり、一酸化二窒素の排出係数は、大型車類は

0.000014gN2O/km、小型車類は 0.000029 gN2O/km

である。 

また、メタンの地球温暖化係数は 28、一酸化

二窒素の地球温暖化係数は 265 である。 

(1)温室効果ガス 

航空機の運航、車両の走行及び飛行場の施設の供用によ

る温室効果ガス排出量の予測結果は以下に示すとおりであ

る。 

 

【予測結果：温室効果ガス排出量】 

単位：千 tCO2eq/年 

予測 
項目 

算定対象 
とした活動 

温室効果ガス排出量 

現況 
事業 

実施後 

航空機 
の運航 

・航空機の運航 
・APU の稼働 
・エンジン試運転 

776.4 1,045.3 

車両の 
走行 

・GSE 車両等 
・空港アクセス車両 
・駐車場車両 

6.5 9.2 

飛行場の 
施設の 
供用 

・燃料の使用 
・電力使用 
・その他 

60.4 60.4 

 

 

(1)環境影響の回避又は低減に係る評価 

1)航空機の運航に伴う温室効果ガス等 

以下の環境保全措置を講じることにより、航空機の運航に伴う温室効

果ガス等の影響のさらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・航空機について、補助動力装置（APU）の使用を抑制し、地上動力装置

（GPU）の使用促進を引き続き行う。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られてい

るものと評価する。 

 

2)車両の走行に伴う温室効果ガス等 

以下の環境保全措置を講じることにより、車両の走行に伴う温室効果

ガス等の影響のさらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・GSE（サービス車両）等の空港で使用される車両について、EV、FCV 化

に取組む。 

・GSE（サービス車両）等の空港で使用される車両について、関係者に対

して、アイドリングストップの徹底等を促す。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られてい

るものと評価する。 

 

3) 飛行場の施設の供用に伴う温室効果ガス等 

以下の環境保全措置を講じることにより、飛行場の施設の供用に伴う

温室効果ガス等の影響のさらなる低減が期待できる。 

 

【環境保全措置】 

・空港施設への太陽光発電設備の導入を推進する。 

・空港主要施設（航空灯火、貨物上屋、事務棟等）の 100％LED 化を推進

する。 

・空港施設での省エネ機器への更新、社員による省エネ活動の推進等、

省エネルギー化を推進する。 

・「セントレア・ゼロカーボン 2050 宣言」に基づく取組を推進し、温室

効果ガス排出実質ゼロの実現を目指す。 

 

以上により、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られてい

るものと評価する。 

 

「12 章 事後調査」に示した

①～④のいずれにも該当しない

と考えるため、事後調査及び環

境監視調査は実施しない。 
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10.3. 専門家等の助言内容 

環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の結果について、専門家等に技術的助

言を受けた。 

専門家等の専門分野及び技術的助言の内容は表 10.3-1 に示すとおりである。 

 

表 10.3-1 専門家等の助言の内容 

専門 

分野 

専門家等の 

所属機関 
項目 技術的助言の内容 

騒音 教育機関 

騒音 

航空機騒音の予測に用いた飛行経路について、経路の幅

を示すなど、実態を踏まえた掲載方法を検討されたい。 

航空機騒音に係る環境保全措置として、騒音の常時監視

の継続・報告が重要と考えられる。 

騒音・振動 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行ルートとして、

道路官民境界から離隔のある知多横断道路を走行させるこ

とができれば、環境影響を低減できると考えられる。 

環境保全措置は、実施の実現可能性や影響低減効果を踏

まえ、優先度を考慮して掲載されたい。 

低周波音 

調査結果は、風の影響を受けたものを除外して有効デー

タを整理しており、問題ないと考えられる。 

予測について、飛行経路の変更に応じて距離補正を行う

地点を選出することについて、問題ないと考えられる。 

水質 教育機関 水質 

海域における浮遊物質量（SS）濃度について、ジョセ

フ・センドナー式及び新田式を用いて算定した予測結果

は、妥当と考えられる。 

濁水対策として、裸地の範囲にアスファルト乳剤を散布

する方針は、妥当と考えられる。アスファルト乳剤の特性

について、準備書に掲載されたい。 

海域での浮遊物質量（SS）濃度予測結果について、水産

用水基準を超過する範囲は排水位置の近傍にとどまる予測

であり、濁水の影響は小さいと考えられる。 

動物 

（鳥類） 
研究機関 

動物 

（鳥類） 

調査結果は、各調査時期に応じた当該地域の鳥類相を捉

えられており、妥当である。 

予測・評価結果について、調査結果を活用し、できる限

り定量的な整理を行った上で予測されており、妥当であ

る。 

現滑走路の運用に伴い実施しているバードパトロールに

よる鳥衝突防止対策について、代替滑走路を含めた範囲で

も適切に行えば、事業実施後、航空機と鳥の衝突の可能性

が大きく増加することはないだろう。 
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11. 環境保全措置 

11.1. 環境保全措置の検討方法 

対象事業に係る環境影響評価を行うに当たっては、本事業の実施による環境影響がな

いと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合は、

事業者により実行可能な範囲で評価項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減

すること、必要に応じて損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響

に係る環境要素に関して国、県又は関係する市区町村が実施する環境の保全に関する施

策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として、環境保全措置

を検討した。 

環境保全措置検討に当たっては、事業者が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低

減されているか、そして、基準又は目標との整合が図られているかの評価を通じて検討

した。 

また、環境保全措置の検討に加え、対象事業の実施による影響をさらに低減するため、

事業者が実行可能な環境配慮事項を検討した。 

本事業に係る環境保全措置の実施主体は、事業者である中部国際空港株式会社である。 

 

 



 

 
 

1
1-
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11.2. 大気質 

環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の

環境状況の変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.2.1. 建設機械の稼働による窒素酸化物及び浮遊粒子状物質 

環境保全目標達成のため予測の前提として見込んだ環境保全措置 

排出ガス対策型が普及している建設
機械については、これを使用する。 

排出ガス対策型の建設機械を使用
することにより、大気汚染物質の
発生量の低減効果がある。 

建設機械の稼働に伴う
大気汚染物質の発生が
抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

工事関係者に対して、アイドリング
ストップの徹底や空ぶかしの禁止
等、建設機械の稼働方法の指導を行
う。 

建設機械の適正な運転を行うこと
により、大気汚染物質の発生量の
低減効果がある。 

建設機械の稼働に伴う
大気汚染物質の発生が
抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

建設機械の整備不良による大気汚染
物質の発生を防止するため、整備・
点検を徹底する。 

建設機械の適正な整備・点検を行
うことにより、大気汚染物質の発
生量の低減効果がある。 

建設機械の稼働に伴う
大気汚染物質の発生が
抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

10.2.2. 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による窒素酸化物及び浮遊粒子状物質 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

資材及び機械の運搬に用いる車両に
ついては、知多横断道路の利用を奨
励する。 

資材及び機械の運搬に用いる車両
の効率的な運行を行うことによ
り、大気汚染物質の発生量の低減
効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う大気汚染物質の発生
が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

工事関係者の通勤車両台数の低減の
ため、可能な限り公共交通機関の利
用及び乗合通勤を奨励する。 

工事関係者の通勤車両台数を低減
することにより、大気汚染物質の
発生量の低減効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う大気汚染物質の発生
が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

工事関係者に対して、アイドリング
ストップの徹底、空ぶかしの禁止、
制限速度の遵守等、資材及び機械の
運搬に用いる車両の運行方法の指導
を行う。 

資材及び機械の運搬に用いる車両
の適正な運行を行うことにより、
大気汚染物質の発生量の低減効果
がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う大気汚染物質の発生
が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

資材及び機械の運搬に用いる車両の
整備不良による大気汚染物質の発生
を防止するため、整備・点検を徹底
する。 

資材及び機械の運搬に用いる車両
の適正な整備・点検を行うことに
より、大気汚染物質の発生量の低
減効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う大気汚染物質の発生
が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の

環境状況の変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.2.3. 航空機の運航による窒素酸化物及び浮遊粒子状物質 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

航 空 機 に つ い て 、 補 助 動 力 装 置
（APU）の使用を抑制し、地上動力装
置（GPU）の使用促進を引き続き行
う。 

地上動力装置（GPU）の使用促進
により、大気汚染物質の発生量の
低減効果がある。 

航空機の運航に関連す
る設備からの大気汚染
物質の排出が抑制され
る。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

GSE（サービス車両）等の空港で使用
される車両について、EV、FCV 化に取
組む。 

GSE（サービス車両）等の EV、
FCV 化により、大気汚染物質の発
生量の低減効果がある。 

航空機の運航に関連す
る車両等からの大気汚
染物質の排出が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

GSE（サービス車両）等の空港で使用
される車両について、関係者に対し
て、アイドリングストップの徹底等
を促す。 

GSE（サービス車両）等の効率的
かつ適正な運行を行うことによ
り、大気汚染物質の発生量の低減
効果がある。 

航空機の運航に関連す
る車両等からの大気汚
染物質の排出が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

NOx・PM 法に基づき制定された「愛知
県貨物自動車等の車種規制非適合車
の使用抑制等に関する要綱」によ
り、引き続き、非適合車の確認状況
のアンケート実施及び非適合車を使
用しない旨の周知を図る。 

非適合車を使用しないことによ
り、大気汚染物質の発生量の低減
効果がある。 

航空機の運航に関連す
る車両等からの大気汚
染物質の排出が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の

環境状況の変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.2.4. 飛行場の施設の供用による窒素酸化物及び浮遊粒子状物質 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

公共交通機関の利用促進を図る。 空港アクセス車両台数の抑制を
促進することにより、大気汚染
物質の発生量の低減効果があ
る。 

空港アクセス車両等か
らの大気汚染物質の排
出が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

中部国際空港では、各関係者による
啓蒙活動等のキャンペーン等により
アイドリングストップの展開を図っ
ている。今後も現在の取り組みを継
続する。 

空港アクセス車両の効率的かつ
適正な運行を促進することによ
り、大気汚染物質の発生量の低
減効果がある。 

空港アクセス車両等か
らの大気汚染物質の排
出が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

NOx・PM 法に基づき制定された「愛知
県貨物自動車等の車種規制非適合車
の使用抑制等に関する要綱」によ
り、引き続き、非適合車の確認状況
のアンケート実施及び非適合車を使
用しない旨の周知を図る。 

非適合車の使用抑制を促進する
ことにより、大気汚染物質の発
生量の低減効果がある。 

空港アクセス車両等か
らの大気汚染物質の排
出が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の

環境状況の変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.2.5. 造成等の施工による一時的な影響及び建設機械の稼働による粉じん等 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

裸地となる部分は、散水やアスファ
ルト乳剤の散布等の発生源対策を行
う。 

発生源対策を行うことにより、
粉じんの発生量の低減効果があ
る。 

造成等の施工に伴う粉
じんの発生が抑制され
る。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

土工部の速やかな転圧・舗装・緑化
の実施等により、裸地状態の短期
化・縮小化を図り、粉じん等の発生
を極力抑える。 

裸地状態の短期化・縮小化を行
うことにより、粉じんの発生量
の低減効果がある。 

造成等の施工に伴う粉
じんの発生が抑制され
る。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

10.2.6. 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉じん等 

環境保全目標達成のため予測の前提として見込んだ環境保全措置 

沿道の粉じん等の対策として、資材
等運搬車両等のタイヤに付着した
泥、土等の飛散を防止するために、
タイヤ洗浄施設等を設置する。 

資材等運搬車両のタイヤ洗浄を
行うことにより、粉じんの発生
量の低減効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う粉じんの発生が抑制
される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

工事関係者の通勤車両台数の低減の
ため、可能な限り公共交通機関の利
用及び乗合通勤を奨励する。 

工事関係者の通勤車両台数を低
減することにより、粉じんの発
生量の低減効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う粉じんの発生が抑制
される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

土砂などの粉じん等飛散のおそれが
ある資材等を運搬する場合には、荷
台のシート掛けを行う等の諸対策を
実施するよう、工事関係者に指示す
る。 

土砂などの飛散防止対策を行う
ことにより、粉じんの発生量の
低減効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う粉じんの発生が抑制
される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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11.3. 騒音 

環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の

環境状況の変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.3.1. 建設機械の稼働による建設作業騒音 

環境保全目標達成のため予測の前提として見込んだ環境保全措置 

低騒音型・超低騒音型が普及してい
る建設機械については、これを使用
する。 

低騒音型・超低騒音型建設機械
を使用することにより、騒音の
低減効果がある。 

建設機械の稼働に伴う
騒音の発生が抑制され
る。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

工事関係者に対して、アイドリング
ストップの徹底や空ぶかしの禁止
等、建設機械の稼働方法の指導を行
う。 

建設機械の適正な運転を行うこ
とにより、騒音の低減効果があ
る。 

建設機械の稼働に伴う
騒音の発生が抑制され
る。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

建設機械の整備不良による騒音の発
生を防止するため、整備・点検を徹
底する。 

建設機械の適正な整備・点検を
行うことにより、騒音の低減効
果がある。 

建設機械の稼働に伴う
騒音の発生が抑制され
る。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

10.3.2. 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による道路交通騒音 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

資材及び機械の運搬に用いる車両に
ついては、知多横断道路の利用を奨
励する。 

資材及び機械の運搬に用いる車
両の効率的な運行を行うことに
より、騒音の低減効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う騒音の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

工事関係者の通勤車両台数の低減の
ため、可能な限り公共交通機関の利
用及び乗合通勤を奨励する。 

工事関係者の通勤車両台数を低
減することにより、騒音の低減
効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う騒音の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

工事関係者に対して、アイドリング
ストップの徹底、空ぶかしの禁止、
制限速度の遵守等、資材及び機械の
運搬に用いる車両の運行方法の指導
を行う。 

資材及び機械の運搬に用いる車
両の適正な運行を行うことによ
り、騒音の低減効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う騒音の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

資材及び機械の運搬に用いる車両の
整備不良による騒音の発生を防止す
るため、整備・点検を徹底する。 

資材及び機械の運搬に用いる車
両の適正な整備・点検を行うこ
とにより、騒音の低減効果があ
る。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う騒音の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の

環境状況の変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.3.3. 航空機の運航による航空機騒音 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

航空機騒音の常時監視や定期監視を
実施し、その結果を公表する。 

航空機騒音の監視と結果の公表
により、航空機運航時の騒音へ
の配慮を適切に実施し、影響を
抑制する効果がある。 

航空機の運航に伴う騒
音 の 発 生 が 抑 制 さ れ
る。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

現在と同様に、騒音軽減運航方式を
継続する。 

騒音軽減運航方式の継続によ
り、発生源対策として航空機騒
音を低減する効果がある。 

航空機の運航に伴う騒
音 の 発 生 が 抑 制 さ れ
る。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

航 空 機 に つ い て 、 補 助 動 力 装 置
（APU）の使用を抑制し、地上動力装
置（GPU）の使用促進を引き続き行
う。 

駐機中の航空機の補助動力装置
（APU）からの騒音を低減する効
果がある。 

航空機の運航に関連す
る騒音の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

GSE（サービス車両）等の空港で使用
される車両について、EV、FCV 化に取
組む。 

GSE（サービス車両）等の騒音を
低減する効果がある。 

航空機の運航に関連す
る騒音の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

GSE（サービス車両）等の空港で使用
される車両について、関係者に対し
て、アイドリングストップの徹底等
を促す。 

GSE（サービス車両）等の効率的
かつ適正な運行を行うことによ
り、騒音の低減効果がある。 

航空機の運航に関連す
る騒音の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

10.3.4. 飛行場の施設の供用による道路交通騒音 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

公共交通機関の利用促進を図る。 空港アクセス車両台数の抑制を
促進することにより、騒音の低
減効果がある。 

空港アクセス車両等か
らの騒音の発生が抑制
される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

中部国際空港では、各関係者による
啓蒙活動等のキャンペーン等により
アイドリングストップの展開を図っ
ている。今後も現在の取り組みを継
続する。 

空港アクセス車両の効率的かつ
適正な運行を促進することによ
り、騒音の低減効果がある。 

空港アクセス車両等か
らの騒音の発生が抑制
される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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11.4. 低周波音 

環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の

環境状況の変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.4.1. 航空機の運航による低周波音 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

現在と同様に、騒音軽減運航方式を
継続する。 

騒音軽減運航方式の継続によ
り、発生源対策として低周波音
を低減する効果がある。 

航空機の運航に伴う低
周波音の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

航 空 機 に つ い て 、 補 助 動 力 装 置
（APU）の使用を抑制し、地上動力装
置（GPU）の使用促進を引き続き行
う。 

駐機中の航空機の補助動力装置
（APU）からの低周波音を低減す
る効果がある。 

航空機の運航に関連す
る低周波音の発生が抑
制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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11.5. 振動 

環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の

環境状況の変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.5.1. 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による道路交通振動 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

資材及び機械の運搬に用いる車両に
ついては、知多横断道路の利用を奨
励する。 

資材及び機械の運搬に用いる車
両の効率的な運行を行うことに
より、振動の低減効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う振動の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

工事関係者の通勤車両台数の低減の
ため、可能な限り公共交通機関の利
用及び乗合通勤を奨励する。 

工事関係者の通勤車両台数を低
減することにより、振動の低減
効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う振動の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

工事関係者に対して、アイドリング
ストップの徹底、空ぶかしの禁止、
制限速度の遵守等、資材及び機械の
運搬に用いる車両の運行方法の指導
を行う。 

資材及び機械の運搬に用いる車
両の適正な運行を行うことによ
り、振動の低減効果がある。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う振動の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

資材及び機械の運搬に用いる車両の
整備不良による振動の発生を防止す
るため、整備・点検を徹底する。 

資材及び機械の運搬に用いる車
両の適正な整備・点検を行うこ
とにより、振動の低減効果があ
る。 

資材及び機械の運搬に
用いる車両の運行に伴
う振動の発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

10.5.2. 飛行場の施設の供用による道路交通振動 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

公共交通機関の利用促進を図る。 空港アクセス車両台数の抑制を
促進することにより、振動の低
減効果がある。 

空港アクセス車両等か
らの振動の発生が抑制
される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

中部国際空港では、各関係者による
啓蒙活動等のキャンペーン等により
アイドリングストップの展開を図っ
ている。今後も現在の取り組みを継
続する。 

空港アクセス車両の効率的かつ
適正な運行を促進することによ
り、振動の低減効果がある。 

空港アクセス車両等か
らの振動の発生が抑制
される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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11.6. 水質 

環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の

環境状況の変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.6.1. 造成等の施工による一時的な影響に伴う土砂による水の濁り 

環境保全目標達成のため予測の前提として見込んだ環境保全措置 

裸地となる部分は、アスファルト乳
剤の散布等の発生源対策を行う。 

濁水の発生源対策を行うことに
より、造成等の施工による水の
濁りの発生量の低減効果があ
る。 

造成等の施工による水
の濁りの発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

土工部の速やかな転圧・舗装・緑化
の実施等により、裸地状態の短期
化・縮小化を図り、濁水の流出を極
力抑える。 

裸地状態の短期化・縮小化を行
うことにより、造成等の施工に
よる水の濁りの発生量の低減効
果がある。 

造成等の施工による水
の濁りの発生が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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11.7. 陸生動物（鳥類） 

環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の

環境状況の変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.7.1. 航空機の運航に係る陸生動物（鳥類） 

環境保全目標達成のため予測の前提として見込んだ環境保全措置 

現在、空港警備・消防・グループ会
社と連携して本来の業務の枠を超え
て鳥情報の共有を図り、バードパト
ロールの一層の充実化を図ってい
る。また、空港内に設置された監視
カメラをバードパトロールにも活用
している。これらの取組を滑走路の
整備後も継続する。 

鳥対策によるバードストライク
の発生の低減効果がある。 

バードストライク発生
が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

これまでに引き続き、事例の分析を
実施するとともに、その結果に基づ
く新たな鳥対策を検討し、より一層
の航空機との鳥衝突（バードストラ
イク）発生抑制に努める。 

鳥対策によるバードストライク
の発生の低減効果がある。 

バードストライク発生
が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

 

11.8. 廃棄物等 

環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の

環境状況の変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.8.1. 造成等の施工による建設副産物 

環境保全目標達成のため予測の前提として見込んだ環境保全措置 

発生する建設副産物は、産業廃棄物
処理業者に委託し、再資源化に努め
る。 

建設副産物の再資源化に努める
ことにより、最終処分量の低減
効果がある。 

建設副産物の最終処分
量が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

本事業の中で再利用ができない建設
発生土については、環境保全措置と
して工事間利用の促進を行い、でき
る限り再利用を図る。 

建設副産物の工事間利用の促進
により、最終処分量の低減効果
がある。 

建設副産物の最終処分
量が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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11.9. 温室効果ガス等 

環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の環

境状況の変化 
効果の不確実

性の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.9.1. 建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による二酸化炭素・その他の温室効果ガス 

環境保全目標達成のため予測の前提として見込んだ環境保全措置 

排出ガス対策型が普及している建設
機械については、これを使用する。 

排出ガス対策型の建設機械を使
用することにより、温室効果ガ
スの排出量の低減効果がある。 

建設機械の稼働に伴う温
室効果ガス等の排出が抑
制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

工事関係者の通勤車両台数の低減の
ため、可能な限り公共交通機関の利
用及び乗合通勤を奨励する。 

工事関係者の通勤車両台数を低
減することにより、温室効果ガ
ス等の排出排出量の低減効果が
ある。 

資材及び機械の運搬に用
いる車両の運行に伴う温
室効果ガス等の排出が抑
制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

工事関係者に対して、アイドリング
ストップの徹底、空ぶかしの禁止、
制限速度の遵守等、建設機械の稼働
方法の指導を行う。 

建設機械の適正な運転と資材及
び機械の運搬に用いる車両の適
正な運行を行うことにより、温
室効果ガス等の排出量の低減効
果がある。 

建設機械の稼働ならびに
資材及び機械の運搬に用
いる車両の運行に伴う温
室効果ガス等の排出が抑
制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

建設機械や資材及び機械の運搬に用
いる車両の整備不良による温室効果
ガスの発生を防止するため、整備・
点検を徹底する。 

建設機械と資材及び機械の運搬
に用いる車両の適正な整備・点
検を行うことにより、温室効果
ガス等の排出量の低減効果があ
る。 

建設機械の稼働ならびに
資材及び機械の運搬に用
いる車両の運行に伴う温
室効果ガス等の排出が抑
制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

ICT 施工の普及など、i-Construction
の推進等により、施工の更なる効率
化や省力化を進める。 

建設機械の効率的な運転を行う
ことにより、温室効果ガス等の
排出量の低減効果がある。 

建設機械の稼働に伴う温
室効果ガス等の排出が抑
制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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環境保全措置の方法及び実施の内容 環境保全措置の効果 
当該措置を講じた後の環境状況の

変化 
効果の不確実性

の程度 

実施に伴い生ずる
おそれがある環境

への影響 
実施主体 

10.9.2. 航空機の運航及び飛行場の施設の供用による二酸化炭素・その他の温室効果ガス 

さらなる影響の低減のため講じる環境保全措置 

航空機について、補助動力装置
（APU）の使用を抑制し、地上動力
装置（GPU）の使用促進を引き続き
行う。 

駐機中の航空機の補助動
力装置（APU）からの温室
効果ガス等の排出の低減
効果がある。 

航空機の運航に関連する設備から
の温室効果ガス等の排出が抑制さ
れる。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

GSE（サービス車両）等の空港で使
用される車両について、EV、FCV 化
に取組む。 

GSE（サービス車両）等の
EV、FCV 化により、温室
効果ガス等の排出の低減
効果がある。 

航空機の運航に関連する車両等か
らの温室効果ガス等の排出が抑制
される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

GSE（サービス車両）等の空港で使
用される車両について、関係者に対
して、アイドリングストップの徹底
等を促す。 

GSE（サービス車両）等の
効率的かつ適正な運行を
行うことにより、温室効
果ガス等の排出の低減効
果がある。 

航空機の運航に関連する車両等か
らの温室効果ガス等の排出が抑制
される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

空港施設への太陽光発電設備の導入
を推進する。 

空港施設におけるエネル
ギー消費に伴う温室効果
ガス等の排出の低減効果
がある。 

空港施設からの温室効果ガス等の
排出が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

空港主要施設（航空灯火、貨物上
屋、事務棟等）の 100％LED 化を推
進する。 

空港施設におけるエネル
ギー消費に伴う温室効果
ガス等の排出の低減効果
がある。 

空港施設からの温室効果ガス等の
排出が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

空港施設での省エネ機器への更新、
社員による省エネ活動の推進等、省
エネルギー化を推進する。 

空港施設におけるエネル
ギー消費に伴う温室効果
ガス等の排出の低減効果
がある。 

空港施設からの温室効果ガス等の
排出が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 

「セントレア・ゼロカーボン 2050
宣言」に基づく取組を推進し、温室
効果ガス排出実質ゼロの実現を目指
す。 

空港施設におけるエネル
ギー消費に伴う温室効果
ガス等の排出の低減効果
がある。 

空港施設からの温室効果ガス等の
排出が抑制される。 

なし なし 中部国際空港 
株式会社 
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12. 事後調査 
対象事業の環境影響評価に係る選定項目としたもののうち、以下のいずれかに該当す

ると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、

対象事業に係る「工事の実施時」及び「土地又は工作物の供用時」において、環境の状

況を把握するための「事後調査」を行う。 

 

① 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合 

② 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

③ 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容

をより詳細なものにする必要があると認められる場合 

④ 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して

事後調査が必要であると認められる場合 

 

また、「事後調査」の他に事業者が必要と判断した項目については、自主的に「環境

監視調査」を実施する。 

 

 

 



12-2 
 

12.1. 事後調査及び環境監視調査の検討 

事後調査及び環境監視調査の実施の有無については、表 12.1-1 に示すとおりである。 

 

表 12.1-1 事後調査及び環境監視調査の実施の有無 

環境要素 

選定結果 

事後調査及び環境監視調査の選定もしくは非選定理由 工事の 

実施 

土地又は 

工作物の 

存在及び 

供用 

大気質 － － 航空機の運航に係る騒音については、定量的な予測により、

予測の不確実性の程度は低いことから事後調査は行わない。 

航空機の運航に係る騒音については、開港時から周辺地域に

対する環境影響を把握するため、環境監視調査を継続して実

施している。代替滑走路の供用後も環境監視調査を継続して

実施する。 

なお、その他の大気環境については、定量的な予測で環境保

全目標を満足しており、予測の不確実性の程度は小さいこと

から、事後調査及び環境監視調査は実施しない。 

騒音 － ● 

低周波音 － － 

振動 

－ － 

水質 

－ － 

水質については、定量的な予測で環境保全目標を満足してお

り、予測の不確実性の程度は小さいことから、事後調査及び

環境監視調査は実施しない。 

陸生動物

（鳥類） 

－ － 予測の結果、環境影響は小さいと予測され、予測の不確実性

の程度は小さいことから、事後調査及び環境監視調査は実施

しない。 廃棄物等 － － 

温室効果 

ガス等 
－ － 

注）選定結果欄の記号は以下のとおり。 

○：事後調査を実施する 

●：環境監視調査を実施する 

－：事後調査及び環境監視調査を実施しない 
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12.2. 環境監視調査 

いずれの項目についても、予測の不確実性の程度が小さいことから、事後調査は実施

しない。 

環境監視調査については、中部国際空港では、開港時から空港供用に伴う周辺地域に

対する環境影響を把握するため、事業者の責任において自主的に環境監視を実施する内

容を「中部国際空港に係る環境監視計画」（2016 年 4 月改定 中部国際空港株式会社）

として定め、環境監視調査を継続して実施している。 

上記の経緯を踏まえ、航空機の運航に係る騒音について、環境監視調査を継続して実

施する。 

 

12.2.1. 環境監視調査の内容 

環境監視調査の項目及び手法については、以下に示すとおりである。 

本事業に係る環境監視調査は、調査結果を事業実施前の環境監視結果と比較するため、

定められた環境監視計画に基づき、事業実施前と同様の手法で実施することとする。 

 

 (1) 調査項目 

航空機の運航に係る騒音：航空機騒音 

 

 (2) 調査手法 

航空機の運航に係る騒音の影響を適切に把握できる時期を考慮し、表 12.2-1 に示す

とおり航空機騒音を測定する。 

 

表 12.2-1 航空機の運航に係る騒音の調査項目及び調査方法 

項目 調査方法 

航空機騒音 「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和48年環境庁告示第

154号、改正 平成19年環境省告示第114号）及び「航空機騒音

測定・評価マニュアル」（平成24年11月環境省）に定める方法 

出典：「中部国際空港に係る環境監視計画」（2016 年 4 月改定 中部国際空港株式会社） 
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 (3) 調査地点及び調査時期 

調査地点及び調査時期は表 12.2-2 及び図 12.2-1 に示すとおりである。 

 

表 12.2-2 調査地点・調査時期 

調査項目 調査地点 調査時期 

航空機

騒音 

常時監視 愛知県 ① 常滑市立鬼崎中学校 常時 

② 美浜町野間（ちびっこ広場） 

③ 弥富市立大藤小学校 

三重県 ④ 木曽岬町東部公民館 

定期監視 愛知県 T1 常滑市立常滑西小学校 夏期、冬期 

T2 南知多町町民会館 冬期 

A1 愛西市役所 夏期 

A2 弥富市立十四山西部小学校 夏期 

A3 弥富市鍋田公民館 夏期 

三重県 M1 桑名市大山田地区市民センター 夏期 

M2 木曽岬町農村集落多目的共同利用施設 夏期 

M3 四日市市海蔵地区市民センター 夏期 

M4 伊勢市神社みなとまち館 冬期 

出典：「中部国際空港に係る環境監視計画」（2016 年 4 月改定 中部国際空港株式会社） 
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出典：「中部国際空港に係る環境監視計画」（2016 年 4 月改定 中部国際空港株式会社） 

図 12.2-1 航空機騒音の調査地点 
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 (4) 調査体制 

環境監視に当たっては、日常的にデータの検討を行うとともに、迅速な環境保全の措

置を講じることができる体制の整備を図る。 

各種調査データの収集・処理を迅速かつ効率的に取り扱うため、テレメータシステム

及びコンピュータを用いたデータ処理システムによってデータの収集・処理、管理を行

う。環境監視情報処理システム機能概要図は、図 12.2-2 に示すとおりである。 

環境監視結果のとりまとめにあたっては、中部国際空港株式会社が設置する公正・中

立の立場の「中部国際空港の航空機騒音に関する検討委員会」において、科学的、客観

的な検討・評価を受ける。 

環境監視結果等から何らかの異常があると認められる場合については、関係機関と連

携して原因を究明するとともに、事業による環境への影響が認められる場合には、適切

な対応を行う。 

 

出典：「中部国際空港に係る環境監視計画」（2016 年 4 月改定  

中部国際空港株式会社） 

図 12.2-2 環境監視情報処理システム機能概要図  
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 (5) 公表情報 

時間帯補正等価騒音レベル（Lden）を公表する。 

 

 (6) 調査結果の公表方法 

環境監視結果については、インターネットを用いて環境監視データの速報及び環境監

視の評価結果を一般公開する。 

環境監視結果の月報、年報については、岐阜・愛知・三重県、名古屋市、関係市町村

等に報告する。 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 総合評価 
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13. 総合評価 

13.1. 総合評価 

本事業の実施が環境に及ぼす影響の評価は、下記の 2 つの観点から行った。 

 

① 調査及び予測の結果並びに環境保全措置を検討した場合においては、その結果を

踏まえ、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響

が、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されており、必要に応

じその他の方法より環境保全についての配慮が適正になされているかどうか。 

② 国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係

る環境要素に関して基準及び目標が示されている場合には、当該基準又は目標と

調査及び予測の結果との間に整合が図られているか。 

 

本事業の実施が環境に及ぼす影響については、これまでの知見及び現地調査結果を踏

まえた予測を行うとともに、環境保全措置の検討を行った結果、環境の保全に係る基準

又は目標との整合性は図られ、事業者による実行可能な環境保全措置によりその影響は

回避・低減されることから、環境保全への配慮は適正であると判断した。 

さらに、現在の知見では予測し得ない環境上の影響が生じた場合においても、必要に

応じて、環境保全方策を講ずることにより、本事業の実施による環境影響をできる限り

小さくすることは可能であると考えられる。 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. その他 
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14. その他 
 

14.1. 環境影響評価を委託された者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

本環境影響評価は、以下に示す者に委託して実施した。 

 

 委 託 先 名 称： パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社 

 委託先代表者： 支社長 関口 信康 

 委 託 先 住 所： 愛知県名古屋市西区名駅一丁目 1 番 17 号 
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